
可視
化
さ
れ
る
習
俗
男
嚢
運
動
期
に
お
け
る
「
国
民
儀
礼
」
の
創
出
　
　
　
　
　
　
岩
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は
じ
め
に
ー
課
題
と
方
法

0民
俗学
に
お
け
る
産
育
研
究
の
問
題
点

②
民
力酒
養
運
動
と
「
国
民
儀
礼
」
ー
岩
手
県
の
実
施
状
況
を
例
に

③神
社
中
心
主
義
と
儀
礼
化
ー
他
府
県
の
実
施
状
況
と
の
比
較
か
ら

④
「
国
民
儀
礼
」
と
し
て
の
可
視
化
と
平
準
化

おわ
り
に
ー
儀
礼
の
厳
粛
化
／
素
朴
化
と
秩
序
強
化

［論
文
要旨
］

　本
稿
は
日
本
近
代
の
産
育
儀
礼
の
通
史
的
展
開
と
し
て
、
そ
の
一
大
転
機
と
位
置
付
け
ら
れ
る
で
　
　
　
準
化
が
図
ら
れ
て
お
り
、
従
前
の
竈
神
や
納
戸
神
・
便
所
神
な
ど
へ
の
素
朴
で
個
別
的
な
民
間
信
仰

あ
ろ
う
民
力
酒
養
運
動
期
に
お
け
る
「
国
民
儀
礼
」
の
創
出
に
つ
い
て
、
民
俗
学
的
観
点
か
ら
分
析
　
　
　
　
は
、
天
照
の
下
に
統
合
さ
れ
、
家
内
安
全
も
豊
作
・
安
産
祈
願
も
「
天
照
の
お
蔭
」
と
思
わ
せ
る
よ

す
る
。
第
一
次
大
戦
の
戦
後
経
営
と
も
い
え
る
民
力
酒
養
運
動
は
、
日
露
戦
後
の
地
方
改
良
運
動
の
　
　
　
う
な
換
骨
奪
胎
過
程
が
見
て
と
れ
る
。
そ
の
ほ
か
各
地
の
記
事
を
通
覧
す
る
と
、
門
松
や
注
連
縄
、

延長
と
見
倣
さ
れ
た
た
め
か
、
近
代
史
で
も
地
方
改
良
運
動
や
後
続
の
郷
土
教
育
運
動
・
翼
賛
文
化
　
　
　
　
初
詣
や
七
五
三
、
神
前
結
婚
式
の
普
及
を
推
奨
し
た
り
、
礼
服
規
定
で
喪
服
を
黒
に
統
一
す
る
な
ど
、

運
動
に

比
べ
、
研
究
蓄
積
は
さ
ほ
ど
厚
く
な
い
が
、
民
俗
学
的
に
み
る
と
、
そ
の
史
料
に
は
矯
正
す
　
　
　
　
今
日
日
本
で
「
伝
統
」
と
見
倣
さ
れ
る
「
国
民
儀
礼
」
の
多
く
は
、
こ
の
期
の
運
動
に
よ
っ
て
成
立

べき
弊
習
と
し
て
従
前
の
暮
ら
し
ぶ
り
も
描
写
さ
れ
る
な
ど
、
実
に
興
味
深
い
記
述
が
多
い
。
こ
の
　
　
　
す
る
が
、
そ
れ
ま
で
地
方
毎
に
多
様
だ
っ
た
民
俗
文
化
を
平
準
化
し
、
「
文
化
的
な
ら
し
」
を
図
る

運動
は
形
式
上
、
内
務
省
の
示
し
た
「
五
大
要
綱
」
に
応
じ
た
、
各
県
・
各
郡
・
各
町
村
の
自
己
変
　
　
　
　
一
方
、
自
治
奉
告
祭
や
出
征
兵
士
の
送
迎
、
三
大
節
な
ど
、
地
域
共
同
体
に
何
か
し
ら
の
出
来
事
が

革
で
あ
る
た
め
、
そ
の
対
応
は
地
方
毎
で
あ
る
が
、
列
島
周
縁
部
で
は
、
例
え
ば
岩
手
県
で
は
敬
神
　
　
　
　
あ
れ
ば
、
「
氏
神
」
に
参
集
さ
せ
、
新
た
な
形
式
の
「
集
団
参
拝
」
を
強
要
す
る
な
ど
、
私
的
で
人

崇
祖
の
強
調
で
伊
勢
大
麻
を
奉
祭
す
る
「
神
棚
」
設
置
が
推
進
さ
れ
、
鹿
児
島
県
で
は
大
島
郡
に
対
し
、
　
　
　
的
で
あ
っ
た
習
俗
を
、
公
的
で
外
部
か
ら
も
見
え
る
可
視
的
な
社
会
的
儀
礼
へ
と
変
換
さ
せ
た
。
そ

「神
社
ナ
キ
地
方
ハ
我
力
皇
国
ノ
不
基
ヲ
定
メ
賜
ヒ
タ
ル
…
先
賢
偉
人
ノ
神
霊
ヲ
奉
祀
ス
ヘ
キ
神
社
　
　
　
れ
は
地
域
内
階
層
差
や
初
生
児
優
遇
の
儀
礼
を
平
等
化
す
る
一
方
、
忠
君
愛
国
へ
向
け
た
儀
礼
の
全

ヲ
建
立
ス
ル
コ
ト
」
と
命
じ
る
な
ど
、
一
九
四
〇
年
代
の
神
祇
院
体
制
へ
の
土
台
と
し
て
地
域
的
平
　
　
　
　
国
的
画
一
化
の
端
緒
と
も
な
っ
た
。

6
5

2



国立歴史民俗博物館研究報告

　第141集2008年3月

は
じ
め
に
ー
課
題
と
方
法

　
本
共

同
研
究
の
研
究
分
担
と
し
て
筆
者
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
、
近
現
代
の
産
育

儀
礼
の
通
史
的
展
開
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
そ
の
大
き
な
転
換
点
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ

る
で
あ
ろ
う
、
民
力
酒
養
運
動
期
に
お
け
る
「
国
民
儀
礼
」
の
創
出
に
つ
い
て
、

民
俗
学
的
観
点
か
ら
、
こ
れ
を
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
戦
後
経
営
と
し
て
、
内
務
省
が
強
力
に
主
導
し
て
行
っ
た

民
力
酒
養
運
動
は
、
日
露
戦
後
の
地
方
改
良
運
動
の
延
長
と
見
倣
さ
れ
て
し
ま
っ
た

た
め
か
、
近
代
史
で
は
地
方
改
良
運
動
や
の
ち
の
郷
土
教
育
運
動
・
翼
賛
文
化
運
動

に
比
べ
て
、
さ
ほ
ど
研
究
蓄
積
は
厚
く
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
例
え
ば
吉
川
弘
文
館

の

『国
史
大
辞
典
』
を
は
じ
め
、
大
半
の
日
本
史
辞
典
の
類
に
は
、
そ
の
項
目
さ
え

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

立
て

ら
れ
て
お
ら
ず
、
戦
間
期
、
内
務
省
の
行
っ
た
一
大
運
動
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら

ず
、
日
本
史
研
究
者
の
関
心
を
呼
ば
な
か
っ
た
の
は
、
実
に
不
思
議
で
あ
る
。
推
定

さ
れ
る
理
由
の
検
討
は
後
述
す
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
一
因
は
、
史
料
的
な
記
載
内

容
が
あ
ま
り
に
地
方
的
か
つ
個
別
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
仔
細
で
断
片
的

な
生
活
的
事
項
の
記
述
が
多
か
っ
た
た
め
だ
ろ
う
が
、
民
俗
学
的
に
み
る
と
、
そ
の

史
料
に
は
実
に
興
味
深
い
生
活
諸
相
に
及
ぶ
具
体
的
記
述
に
溢
れ
て
い
る
。
こ
の
運

動
は
一
九
一
九
年
、
床
次
竹
次
郎
の
内
相
就
任
を
機
に
、
大
臣
訓
令
と
し
て
示
さ
れ

た
「
五
大
要
綱
」
に
応
じ
た
、
各
県
・
各
郡
・
各
町
村
（
さ
ら
に
各
町
村
内
の
各
地

方
団
体
）
に
よ
る
半
ば
自
主
的
な
自
己
改
革
と
い
う
性
格
を
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
そ
の
対
応
は
地
方
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
が
、
列
島
周
縁
部
で
は
、

例

え
ば
岩
手
県
で
は
五
大
要
綱
の
う
ち
の
第
一
要
綱
「
敬
神
崇
祖
ノ
念
」
の
強
調
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ら
、
「
神
宮
大
麻
並
二
神
符
ヲ
神
棚
其
他
清
浄
ノ
場
所
二
安
置
シ
朝
拝
ス
ル
コ
ト
」
が
、

各
町
村
の
戸
主
会
を
介
し
て
、
半
ば
強
要
的
に
推
進
さ
れ
る
。
伊
勢
大
麻
の
奉
祭
と

神
棚
の
設
置
は
、
愛
知
県
や
鹿
児
島
県
な
ど
で
も
主
要
な
実
施
目
標
で
あ
っ
た
が
、

さ
ら
に
鹿
児
島
県
で
は
大
島
郡
に
対
し
て
、
「
神
社
ナ
キ
地
方
ハ
我
力
皇
国
ノ
不
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ヲ
定
メ
賜
ヒ
タ
ル
…
先
賢
偉
人
ノ
神
霊
ヲ
奉
祀
ス
ヘ
キ
神
社
ヲ
建
立
ス
ル
コ
ト
」
を

指
示
す
る
な
ど
、
第
一
次
大
戦
後
、
世
界
の
「
五
大
国
」
＝
等
国
」
と
し
て
、
「
皇

国
の
臣
民
」
と
し
て
の
自
覚
を
、
国
民
に
対
し
求
め
た
も
の
で
、
上
か
ら
示
さ
れ
た

「
範
」
に
則
っ
て
、
形
式
的
に
は
下
か
ら
の
自
主
的
・
自
治
的
な
運
動
と
し
て
、
皇

国
の
規
範
に
自
ら
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
伊
勢
大
麻
を
奉
戴
す
る
神
棚
を
設
置
し
た
岩
手
県
な
ど
で

は
、
従
前
の
竈
神
や
大
黒
柱
な
ど
に
対
す
る
素
朴
な
民
俗
信
仰
が
、
神
棚
の
中
の
天

照
の

下

に
統
合
・
奪
胎
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
神
棚
の
強
制
的
設
置

と
は
、
子
ど
も
の
安
産
祈
願
や
成
長
祈
願
、
ま
た
そ
の
感
謝
、
さ
ら
に
は
家
内
安
全

や
豊
作
祈
願
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ま
で
は
祈
願
内
容
に
応
じ
て
、
個
別
的
に
拝
む
べ

き
対
象
を
選
び
取
っ
て
い
た
民
間
の
神
々
と
そ
の
信
仰
を
、
安
産
も
家
内
安
全
も
豊

作
も
、
す
べ
て
天
照
の
お
蔭
で
あ
る
と
人
々
に
思
わ
せ
、
か
つ
信
じ
込
ま
せ
る
よ
う

な
視
覚
的
な
転
換
装
置
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
一
九
四
〇
年
の
神
祇
院
創
設
に
よ
る
神

祇
院
体
制
の
確
立
に
よ
っ
て
、
制
度
的
に
も
ほ
ぼ
完
成
す
る
。
ま
た
こ
の
運
動
の
史

料
を
瞥
見
す
れ
ば
、
全
国
各
地
で
は
神
棚
の
ほ
か
に
も
、
門
松
や
注
連
縄
な
ど
の
視

覚
的
な
統
一
が
図
ら
れ
る
ほ
か
、
儀
礼
に
お
い
て
も
、
初
詣
（
元
朝
参
り
）
や
初
宮

参
り
、
七
五
三
、
神
前
結
婚
式
な
ど
の
全
国
的
な
普
及
が
図
ら
れ
て
い
く
。
礼
服
規

定
で
喪
服
が
黒
に
統
一
さ
れ
る
と
こ
ろ
（
長
野
県
下
の
各
町
村
に
多
い
）
な
ど
も
あ

（
4
）

り
、
と
も
か
く
も
こ
れ
ら
を
視
覚
的
に
表
現
さ
せ
て
人
々
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
示
威
的
な
儀
礼
化
が
重
視
さ
れ
る
。
今
日
の
日
本
で
「
伝
統
」
と
見
倣
さ
れ

る
「
国
民
儀
礼
」
の
多
く
は
、
こ
の
期
の
運
動
に
よ
っ
て
確
立
し
、
全
国
的
に
普
及

し
て
い
く
が
、
本
稿
で
は
国
会
図
書
館
や
各
地
の
県
立
図
書
館
等
で
収
集
し
た
、
民

力
酒
養
運
動
の
諸
史
料
に
基
づ
き
、
全
国
的
な
概
観
を
把
握
し
、
民
俗
学
か
ら
見
た

そ
の
全
体
像
を
提
示
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
す
る
。
本
稿
の
第
二
の
目
的
は
、

そ
の
概
観
的
な
全
体
像
を
示
す
こ
と
で
、
散
逸
し
て
い
る
民
力
酒
養
運
動
期
の
史
料

を
発
掘
す
る
契
機
と
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
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岩本通弥［可視化される習俗ユ

0
民
俗
学
に
お
け
る
産
育
研
究
の
問
題
点

（
1
）
柳
田
・
中
山
・
折
口
ら
の
官
僚
神
道
批
判

　
ま
ず
は
柳
田
國
男
『
先
祖
の
話
』
（
一
九
四
六
年
）
の
中
の
、
次
の
一
節
を
引
用

し
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
本
稿
で
論
じ
る
要
点
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
民
力
酒
養

運
動
以

降
進
め
ら
れ
て
い
く
「
神
社
中
心
主
義
」
に
対
す
る
、
当
時
の
民
俗
学
者
ら

の

姿
勢
や
視
角
が
、
最
も
よ
く
映
し
出
さ
れ
て
い
る
箇
所
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
年
の

神
は
家
の
神
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
節
で
は
、
「
は
い
お
め
で
と
う
を
交
換
し
た
も
の

で

あ
っ
た
」
と
い
う
文
章
に
続
け
て
、
神
棚
と
神
札
・
護
符
ま
た
そ
の
神
霊
と
の
連

関
性
に
関
し
、
こ
う
論
じ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
「
そ
う
し
て
そ
の
神
棚
の
神
様
は
、
実
は
何
様
で
あ
る
か
を
は
つ
き
り
と
意
識

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
年
の
暮
に
は
伊
勢
の
御
祓
の
札
が
配
ら
れ
、

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
ま
た
土
地
の
氏
神
社
か
ら
も
御
札
が
渡
り
、
そ
れ
を
神
棚
の
上
に
納
め
る
こ
と
に

　
し
て
い
る
か
ら
、
大
方
は
こ
の
大
小
両
処
の
神
を
拝
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
と
、
漠
然
と
そ
う
思
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
い
い
加
減
な
こ
と
は

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　

よ
ろ
し
く
な
い
。
た
し
か
に
一
国
の
宗
廟
を
拝
む
も
の
と
心
得
よ
と
、
い
っ
た
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
う
な
勧
説
は
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
新
し
い
大
改
良
で
あ
っ
て
、

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
事
実
は
少
な
く
と
も
以
前
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
一
に
そ
う
い
う
尊
い

　
お

し
る
し
を
、
戸
ご
と
に
配
る
と
い
う
こ
と
は
、
昔
は
も
ち
ろ
ん
今
で
も
ま
だ
望

　
ま
れ
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
と
も
か
く
も
こ
れ
に
近
い
心
持
を
も
っ
て
、

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

元
朝
に
家
の
神
を
拝
む
人
の
数
は
、
近
頃
に
な
っ
て
急
に
多
く
な
っ
て
来
て
い
る

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
こ
と
だ
け
は
争
わ
れ
ず
、
ま
た
そ
う
な
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
い
う
説
に
も
傾
聴

　
ヘ
　
　
　
へ

　
の
値
は
あ
る
。
た
だ
こ
れ
が
日
本
国
民
の
、
年
を
迎
え
る
古
来
の
慣
習
だ
っ
た
と

　
い
う
風
に
、
思
わ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
け
は
間
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
幾
度

か

の
考
え
方
の
変
化
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
ま
だ
一
度
で
も
畏
き
一
国
の
大

　
神
が
、
正
月
家
々
に
来
た
り
臨
み
た
ま
う
も
の
と
、
信
じ
て
い
た
こ
と
は
我
々
に

　

は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
一
方
に
は
ま
た
我
々
の
正
月
の
神
は
、
必
ず
祝
い
慎
し

　
む
者
の
家
を
、
個
々
に
訪
れ
来
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
」
（
傍
点
・
ゴ
チ
ッ

　
　
　
（
5
）

　
ク
筆
者
）

　

い

く
つ
も
の
見
解
や
主
張
が
錯
綜
し
た
晦
渋
な
文
章
で
あ
り
、
家
屋
内
に
お
い
て

神
棚
で
常
設
的
に
祀
る
こ
と
と
な
っ
た
伊
勢
の
神
を
、
元
日
に
尊
崇
せ
よ
と
い
う
当

時
の
内
務
省
方
針
を
、
「
ま
っ
た
く
新
し
い
大
改
良
」
だ
と
批
判
す
る
一
方
で
、
「
ま

た

そ
う
な
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
い
う
説
に
も
傾
聴
の
値
は
あ
る
」
と
容
認
的
な
言

質
も
弄
し
て
い
る
。
中
心
地
理
論
（
都
市
を
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
と
し
た
文

化
の
普
及
・
統
合
過
程
）
に
基
づ
く
民
俗
認
識
に
立
脚
し
て
い
た
、
柳
田
の
文
化
論

　
　
　
　
（
6
）

か

ら
し
て
も
、
文
化
統
合
の
一
方
向
性
∬
法
則
性
と
し
て
、
そ
れ
を
許
容
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
に
は
か
つ
て
の
民
俗
学
者
ら
が
置

か

れ

て

い

た
政
治
的
に
も
微
妙
な
立
場
が
映
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
戦
間
期
以

降
の
政
治
状
況
の
文
脈
に
配
慮
し
な
い
で
読
む
な
ら
、
こ
の
文
章
は
お
そ
ら
く
大
き

な
誤
解
を
招
き
兼
ね
な
い
が
、
そ
の
主
張
の
核
心
は
、
ゴ
チ
ッ
ク
で
示
し
た
「
た
だ

こ
れ
が
日
本
国
民
の
、
年
を
迎
え
る
古
来
の
慣
習
だ
っ
た
と
い
う
風
に
、
思
わ
せ
よ

う
と
す
る
こ
と
だ
け
は
間
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
点
で
あ
り
、
こ
こ
を
ど
う
読
み
解

く
か
に
よ
っ
て
、
柳
田
に
限
ら
ず
当
時
の
民
俗
学
者
ら
の
、
ま
た
現
代
の
民
俗
学
者

に
突
き
つ
け
ら
れ
た
ア
ポ
リ
ア
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
（
そ
の
ア
ポ
リ
ア
と
は
、
民

俗
学
と
し
て
民
衆
の
ロ
ア
を
扱
い
な
が
ら
も
、
現
実
の
民
衆
の
意
識
と
の
あ
い
だ
に

生
じ
て
い
く
乖
離
と
い
う
難
問
だ
と
、
と
り
あ
え
ず
い
っ
て
お
こ
う
）
。

　
そ
の
点
で
、
國
學
院
の
河
野
省
三
と
の
い
わ
ゆ
る
「
神
道
私
見
論
争
」
を
招
来
し

た
、
柳
田
の
論
考
「
神
道
私
見
」
（
一
九
一
七
年
）
は
、
こ
れ
に
比
べ
て
、
そ
の
論

調
に
は
曖
昧
さ
は
な
く
、
実
に
明
快
で
あ
る
。
「
今
日
の
い
わ
ゆ
る
神
道
は
…
想
像

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

以
上
に

国
民
生
活
と
交
渉
の
浅
い
も
の
だ
」
で
は
じ
ま
る
こ
の
論
考
で
、
先
の
引
用

と
関
連
す
る
箇
所
に
限
っ
て
言
及
す
れ
ば
、
「
明
治
に
な
っ
て
神
祇
官
が
代
表
し
て

い

た
平
田
派
の
神
道
、
あ
る
い
は
国
学
院
派
と
も
称
す
べ
き
神
道
」
は
、
「
人
為
的
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（
8
）

の

も
の
」
で
あ
り
、
「
尚
古
派
愛
国
者
の
耳
に
快
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
維
新
事
業

の
遂
行
に
声
援
し
た
こ
と
は
大
」
で
は
あ
る
が
、
「
し
か
し
な
が
ら
こ
の
派
の
神
道

の
社
会
上
の
功
績
を
挙
げ
る
時
に
は
、
同
時
に
ま
た
学
術
上
の
罪
過
を
も
問
わ
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

れ
ば

な
ら
ぬ
」
と
論
じ
、
「
ご
く
危
な
い
二
つ
の
仮
定
を
基
礎
と
し
て
立
っ
て
い
る
」

と
し
て
、
こ
れ
を
批
判
す
る
。
先
の
引
用
と
基
本
的
に
は
同
じ
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
が
、

そ
の
二
つ
の
仮
定
を
「
一
つ
は
『
延
喜
式
』
時
代
ま
で
の
千
五
百
年
間
に
は
日
本
の

神
道
に
は
な
ん
ら
の
変
遷
が
な
か
っ
た
こ
と
、
第
二
は
そ
の
後
の
八
九
百
年
間
に
は

非
常
に
激
し
い
混
乱
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
仮
定
を
立
脚
地
と
し
て

　
（
1
0
）

い

る
」
と
、
そ
の
要
因
を
明
確
に
提
示
し
て
い
る
。
前
者
は
何
ら
変
遷
が
な
か
っ
た

と
す
る
「
連
続
性
」
が
埋
め
込
ま
れ
た
認
識
に
対
し
て
で
あ
り
、
後
者
は
か
つ
て
存

在
し
た
本
質
（
よ
き
も
の
）
が
「
混
乱
」
に
よ
っ
て
変
質
し
た
と
い
う
認
識
に
対
す

る
批
判
で
あ
っ
て
、
典
型
的
な
本
質
主
義
的
な
伝
統
論
に
対
し
て
、
民
俗
学
者
は
「
学

術

上
」
何
を
す
べ
き
か
を
、
改
め
て
問
う
よ
う
な
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
認
識
に
基
づ
く
当
局
批
判
は
、
当
時
の
民
俗
学
者
に
お
い
て
は
、
柳

田
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
中
山
太
郎
は
、
「
神
道
毒
語
」
（
一
九
二
三

年
）
に
お
い
て
、
宗
教
局
の
教
化
政
策
を
、
「
官
僚
神
道
」
と
銘
し
て
、
そ
の
舌
鋒

は
よ
り
辛
辣
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
本
居
平
田
の
理
智
神
道
」
に
よ
っ
て
基
礎

づ

け
ら
れ
た
「
官
僚
神
道
」
は
、
明
治
維
新
後
に
本
格
的
に
形
成
さ
れ
た
「
ブ
ル

ジ
ョ
ア
神
道
」
で
あ
り
、
「
そ
の
性
質
上
民
間
信
仰
を
疎
外
し
、
文
献
の
み
を
根
擦

と
」
す
る
傾
向
が
あ
る
と
し
、
か
つ
大
多
数
の
現
今
の
神
職
は
そ
の
信
奉
者
で
あ
る

結
果
、
「
自
分
の
仕
へ
て
ゐ
る
祭
神
の
由
緒
や
、
自
分
の
行
ひ
つ
・
あ
る
神
事
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

義
す
ら
知
ら
ぬ
」
と
さ
え
酷
評
す
る
。
「
神
社
を
銅
像
や
碑
石
の
や
う
に
記
念
物
視
」

し
、
祭
神
を
記
紀
等
に
あ
る
神
々
に
「
統
一
」
し
「
入
換
」
え
る
神
社
非
宗
教
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

は
、
諸
学
の
進
展
に
よ
っ
て
い
ず
れ
破
綻
す
る
と
も
論
じ
る
。
折
口
信
夫
に
し
て
も
、

一
九

二
二
年
の
「
現
行
諸
神
道
の
史
的
価
値
」
で
は
、
「
当
世
の
人
た
ち
は
、
神
慮

を
易
く
見
積
り
過
ぎ
る
嫌
ひ
が
あ
る
」
と
、
少
々
神
学
的
見
地
が
加
味
さ
れ
て
は
い

る
も
の
の
、
国
体
論
的
神
道
説
（
天
皇
神
学
）
を
主
導
し
た
寛
克
彦
の
「
古
神
道
」

を
、
「
常
識
と
断
片
の
学
説
と
を
、
空
想
の
汁
で
捏
ね
合
せ
た
代
物
」
だ
と
し
て
、
「
我

善
し
と
思
ふ
故
に
神
も
善
し
と
許
さ
せ
給
ふ
、
と
す
る
の
は
、
お
し
つ
け
わ
ざ
で
あ
」

り
、
「
信
仰
の
代
り
に
合
理
の
頭
で
、
万
事
を
結
着
さ
せ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
」
理
屈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

合
わ
せ
に
す
ぎ
な
い
と
、
痛
烈
に
批
評
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
一
九
二
〇
年
代
前
半
ま
で
、
ひ
と
り
民

俗
学
者

に
限
ら
ず
、
一
般
識
者
の
間
で
も
あ
る
程
度
広
く
膳
爽
し
た
見
解
で
あ
っ

た
。
例
え
ば
そ
の
代
表
的
人
物
の
一
人
は
、
水
戸
中
学
校
長
で
あ
っ
た
菊
池
謙
二
郎

で

あ
る
。
水
戸
学
者
で
も
あ
っ
た
彼
は
、
「
郷
村
は
共
同
の
氏
神
を
祭
り
、
共
同
の

概
念

を
養
ふ
と
い
ふ
が
、
彼
等
は
決
し
て
共
同
の
祖
先
を
祀
っ
て
居
ら
な
い
。
私
は

東
照

宮
の
氏
子
で
あ
る
が
、
私
の
祖
先
は
徳
川
家
康
で
な
い
」
と
し
て
、
＝
国
は

一
国
共
同
の
祖
先
を
祭
る
と
あ
っ
て
、
之
は
伊
勢
の
大
神
宮
天
照
大
神
を
国
民
が
礼

拝

し
、
敬
意
を
表
し
つ
つ
あ
る
に
当
る
。
然
し
之
も
実
際
は
、
皇
室
に
於
て
皇
室
の

祖
先

を
祀
る
の
で
あ
っ
て
、
支
那
流
に
は
臣
民
が
天
子
の
祖
先
を
祀
る
は
礼
に
非
ず

と
し
て
あ
り
、
水
戸
の
弘
道
館
に
て
も
、
構
内
に
天
照
皇
大
神
を
祭
ら
ん
か
と
の
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

も
あ
っ
た
が
、
こ
の
意
義
で
鹿
島
神
社
を
祭
る
に
至
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
最
初

に
引
用
し
た
柳
田
の
見
解
と
、
ほ
と
ん
ど
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で

も
な
い
が
、
柳
田
や
中
山
、
あ
る
い
は
菊
池
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、
宗
教
局
や
今
日
の

神
職
の
多
く
は
、
む
し
ろ
民
間
信
仰
や
神
社
信
仰
の
破
壊
者
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
民

衆
的
伝
統
、
民
間
神
道
の
流
れ
に
立
っ
て
、
信
仰
や
当
時
問
題
と
な
っ
て
い
た
「
国

民
道
徳
」
の
基
礎
を
見
出
そ
う
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
真
な
る
「
伝
統
」

は
い
ず
れ
か
、
と
い
っ
た
二
者
択
一
的
な
議
論
に
も
発
展
す
る
内
容
を
含
み
込
む
も

の

で

あ
っ
て
、
内
務
省
が
強
制
し
た
上
か
ら
の
国
家
主
義
的
な
、
神
社
非
宗
教
説
や
、

神
社
そ
の
も
の
に
「
国
民
道
徳
の
淵
源
」
を
求
め
る
神
社
”
国
家
道
徳
説
を
、
根
底

か

ら
覆
す
可
能
性
を
内
在
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
当
局
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
最
た
る
危
険
思
想
の
一
つ

あ
り
、
事
実
、
菊
池
は
床
次
系
の
内
務
官
僚
・
守
屋
源
次
郎
が
茨
城
県
の
内
務
部
長

に
就
任
す
る
と
、
一
九
二
一
年
守
屋
に
よ
っ
て
、
水
戸
中
学
校
長
を
解
任
さ
れ
る
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（
焉
）

事
件
に
ま
で
発
展
す
る
。
民
力
酒
養
運
動
の
場
に
お
い
て
、
民
衆
的
伝
統
に
立
と
う

と
す
る
思
想
は
、
徐
々
に
締
め
付
け
ら
れ
て
い
く
が
、
さ
ら
に
一
九
二
五
年
の
治
安

維
持
法
の
成
立
と
、
一
九
二
八
年
の
同
法
強
化
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
あ
か
ら
さ
ま
に

批
判
す
る
こ
と
は
、
国
体
を
脅
か
す
「
不
敬
思
想
」
と
し
て
、
厳
禁
さ
れ
封
じ
ら
れ

る
。
「
神
道
私
見
」
も
中
山
や
折
ロ
の
批
判
も
、
い
ず
れ
も
そ
れ
以
前
の
文
章
で
あ
っ

て
、
以
降
、
曲
折
的
で
晦
渋
な
表
現
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と
を
、
ま
ず

は
銘
記
さ
れ
た
い
。

（
2
）
伝
統
視
と
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
ー
民
俗
学
の
ア
ポ
リ
ア

　
　
先
の
柳
田
の
引
用
文
で
ゴ
チ
ッ
ク
で
示
し
た
箇
所
は
、
今
日
の
民
俗
学
の
文
脈

　
で

い

え
ば
、
表
層
的
に
伝
統
ら
し
さ
を
装
う
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
の
議
論
、
分
け

　
て

も
政
治
的
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
の
文
脈
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
伝
統

　

化
の
指
摘
と
学
問
的
あ
り
方
の
問
題
は
、
既
に
「
神
道
私
見
」
に
お
い
て
も
、
提

　
起
さ
れ
て
お
り
、
「
た
と
え
ば
神
様
に
生
米
・
生
魚
・
生
大
根
…
を
供
え
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　

の

は
明
ら
か
に
明
治
の
初
め
か
ら
始
ま
っ
た
作
法
、
…
こ
れ
と
て
も
五
十
年
も
経

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
ち
ま
す
と
昔
か
ら
の
仕
来
り
の
よ
う
に
人
が
考
え
、
少
な
く
と
も
い
ろ
ん
な
証
拠

　

を
持
っ
て
き
て
長
い
論
弁
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
幸
い
に
ま
だ
今
日
の
と
こ
ろ
で
は
実
例
も
多
く
…
」
（
傍
点
筆
者
）
と
論
じ
ら
れ

　
て
い
る
。

　
後
半
の
部
分
は
、
あ
た
か
も
な
ぜ
民
俗
学
が
必
要
な
の
か
、
民
俗
学
の
基
本
的
認

識

と
存
在
理
由
を
述
べ
て
い
る
か
に
み
え
る
が
、
「
明
治
の
初
め
か
ら
始
ま
っ
た
作

法
」
と
い
う
の
は
、
柳
田
が
井
上
頼
囲
か
ら
「
明
治
初
年
の
祭
式
制
定
に
は
自
分
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

参
与
し
た
が
、
あ
ま
り
決
了
を
急
い
だ
為
に
ち
と
儒
式
が
加
は
り
過
ぎ
た
」
と
い
う

回
顧
を
引
き
出
し
、
再
確
認
し
て
い
る
よ
う
に
、
近
代
神
道
に
は
菊
池
と
同
様
に
、

儒
教
的
な
要
素
が
混
じ
り
、
か
つ
大
陸
的
（
中
国
的
）
に
編
制
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

彼
が
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
柳
田
の
固
有
信
仰
論
は
、
固
有
と
い

う
字
面
に
よ
る
「
節
用
禍
」
な
の
だ
ろ
う
が
、
し
ば
し
ば
日
本
的
に
不
変
的
な
伝
統

信
仰
論
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
「
五
十
年
も
経
ち
ま
す
と
昔
か

ら
の
仕
来
り
の
よ
う
に
人
が
考
え
」
と
い
う
箇
所
の
解
釈
と
合
わ
せ
て
い
え
ば
、
例

え
ば
「
人
を
神
に
祀
る
風
習
」
で
「
近
き
百
年
二
百
年
の
間
に
お
い
て
す
ら
も
、
我
々

の
心
持
は
古
く
か
ら
の
仕
来
り
を
守
っ
て
い
る
と
信
じ
つ
つ
、
知
ら
ず
識
ら
ず
に
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

の

要
素
と
も
名
つ
く
べ
き
部
分
を
変
改
し
増
減
し
て
い
た
」
と
述
べ
る
の
を
は
じ
め
、

随
所
で
類
似
の
見
解
を
示
す
よ
う
に
、
彼
の
立
論
（
認
識
や
方
法
）
は
常
に
「
変
化

の
過
程
」
を
明
ら
か
に
す
る
な
か
に
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
拘
束
性
の
あ
る
仕
来
り
を

単
純
な
連
続
的
存
在
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
伝
統
的
に
見
え
る
こ
と
（
見
え
て
し

ま
う
こ
と
）
と
、
現
実
の
「
変
化
」
1
1
史
実
と
の
弁
別
に
、
深
い
注
意
を
払
っ
て
い
る
。

そ

の

議
論
の
典
型
は
、
「
流
行
に
対
す
る
誤
解
」
と
題
さ
れ
た
『
明
治
大
正
史
世
相

篇
』
の
］
節
で
あ
る
。
「
何
を
一
国
の
国
風
と
認
め
る
べ
き
か
は
、
そ
う
た
や
す
く

答
え
ら
れ
る
問
題
で
は
な
い
」
で
は
じ
ま
り
、
「
日
本
も
他
の
太
平
洋
の
島
々
の
如
く
、

始
終
欧
米
服
飾
流
行
に
、
引
き
廻
さ
れ
て
い
る
も
の
・
如
く
考
へ
る
こ
と
を
、
弱
点

と
す
る
ば
か
り
で
あ
る
」
で
結
ば
れ
る
文
章
は
、
一
見
、
難
解
に
映
る
が
、
彼
の
主

張
は
、
「
流
行
」
を
欧
米
文
化
と
見
倣
し
、
そ
れ
と
の
対
比
で
、
そ
う
で
な
い
よ
う

に
見
え
る
も
の
を
「
国
風
」
と
か
「
伝
統
」
と
捉
え
て
し
ま
う
よ
う
な
、
二
分
法
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

な
見
方
を
批
判
し
、
そ
れ
を
弱
点
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
ヨ
ウ
フ
ク
（
洋
服
）

も
単
な
る
外
来
文
化
の
移
入
や
流
行
と
見
倣
せ
な
い
一
方
、
キ
モ
ノ
（
和
服
）
も
同

様
、
国
風
1
1
「
伝
統
」
で
は
な
い
と
を
説
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
仕
来
り
1
1
伝
統
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
（
ま
た
そ
う
信
じ
る
こ
と
）
と
、
現
実
に

あ
っ
た
事
実
と
の
区
別
を
重
視
す
る
彼
の
姿
勢
か
ら
す
れ
ば
、
当
局
の
方
針
は
「
創

ら
れ
た
伝
統
」
を
、
よ
り
伝
統
ら
し
く
見
せ
よ
う
と
す
る
、
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
（
擬

古
的
）
装
置
化
に
ほ
か
な
ら
ず
、
「
学
術
上
の
罪
過
」
を
問
う
と
い
う
の
も
、
こ
れ

に
対
す
る
批
判
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
伝
統
視
さ
せ
る
こ
と

で
、
そ
こ
に
人
々
へ
の
拘
束
性
1
1
政
治
性
を
発
揮
さ
せ
よ
う
と
す
る
政
治
手
法
に
対

す
る
批
判
で
あ
っ
て
、
柳
田
が
時
且
庄
o
⇒
を
「
伝
統
」
で
は
な
く
「
伝
承
」
と
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

ざ
わ
ざ
訳
し
た
意
図
で
も
あ
っ
た
。
近
代
日
本
の
文
化
政
策
（
現
在
を
含
む
）
に
貫
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徹
す
る
、
こ
う
し
た
儀
式
や
文
化
財
、
ま
た
ア
ニ
バ
ー
サ
リ
ー
（
記
念
日
）
を
多
用

化

す
る
、
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
装
置
化
や
儀
礼
化
の
史
的
展
開
に
関
し
て
は
、
詳
し
く

は
後
論
す
る
が
、
し
か
し
こ
こ
に
民
間
の
人
々
の
意
識
や
心
持
を
含
め
て
考
察
領
域

と
し
、
か
つ
そ
れ
を
重
視
す
る
民
俗
学
に
と
っ
て
、
大
き
な
難
問
n
ア
ポ
リ
ア
が
浮

か
び
上

が
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
「
こ
れ
と
て
も
五
十
年
も
経
ち
ま
す
と
昔
か
ら
の

仕
来
り
の
よ
う
に
人
が
考
え
」
る
と
い
う
段
階
か
ら
、
さ
ら
に
進
ん
で
人
び
と
の
多

く
が
「
昔
か
ら
の
仕
来
り
」
と
考
え
、
信
じ
、
行
動
す
る
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、

ど
う
す
る
の
か
、
と
い
う
学
問
的
な
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
。
民
俗
学
と
し
て
民
衆
の
ロ

ア
を
重
ん
じ
な
が
ら
も
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
、
現
実
の
民
衆
の
意
識
や
ロ
ア
と

の

あ
い
だ
に
乖
離
が
生
じ
て
い
く
こ
と
に
対
し
、
私
た
ち
民
俗
学
者
は
ど
う
学
問
と

し
て
応
じ
る
の
か
、
そ
れ
は
住
民
（
精
確
を
期
せ
ば
、
そ
れ
は
住
民
総
体
で
は
な
く
、

一
部
の
住
民
）
が
選
択
し
た
戦
略
的
本
質
主
義
に
対
し
て
、
文
化
を
表
象
す
る
権
利

は

誰
に

あ
る
の
か
を
問
う
問
題
と
も
絡
ん
で
こ
よ
う
。
確
か
に
個
々
人
の
感
情
や
認

識

は
、
人
々
の
行
為
と
し
て
映
出
さ
れ
、
民
俗
文
化
の
動
態
を
方
向
づ
け
る
。
特
に

「昔
か
ら
の
仕
来
り
の
よ
う
に
」
考
え
る
こ
と
は
、
通
常
、
「
良
き
こ
と
」
と
し
て
、
人
々

の
行
為
を
動
機
付
け
て
い
く
が
、
し
か
し
、
そ
れ
と
あ
た
か
も
「
昔
か
ら
の
仕
来
り
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

と
し
て
民
俗
学
者
が
記
述
す
る
こ
と
と
は
別
で
あ
る
。
儀
礼
や
文
化
財
の
も
つ
大
衆

動
員
力
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
が
人
々
を
巻
き
込
む
強
制
力
を
発
揮
す
る
と
い
う
動
員

性
・
政
治
性
に
つ
い
て
、
学
問
的
に
は
充
分
留
意
し
区
別
し
な
が
ら
、
論
じ
る
以
外
、

「
学
術
上
の
罪
過
」
と
い
っ
た
非
難
を
避
け
る
方
途
は
ま
ず
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
般
の
人
々
が
そ
れ
を
古
く
か
ら
の
伝
統
と
思
っ
て
し
ま
う
の
は
、

仕
方
が
な
い
に
せ
よ
（
そ
の
過
程
も
分
析
の
対
象
で
あ
る
が
）
、
現
在
の
日
本
で
は

民
俗
学
者
も
同
じ
よ
う
な
ト
ラ
ッ
プ
に
は
ま
り
、
ま
た
そ
う
捉
え
る
だ
け
で
な
く
、

あ
た
か
も
そ
の
伝
統
性
を
補
強
す
る
か
の
よ
う
な
言
説
を
、
自
動
書
記
的
に
、
増
殖

す
る
装
置
と
化
し
て
い
る
の
が
、
よ
り
問
題
で
あ
る
。
民
力
酒
養
運
動
と
の
関
連
で

い

え
ば
、
そ
の
典
型
は
「
門
松
」
の
解
釈
で
あ
ろ
う
。
今
日
の
民
俗
学
者
の
説
明
を

読
む
と
、
「
古
態
が
残
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
「
門
松
は
神
が
降
臨
す
る
た
め
の
目
印
」

で

あ
る
と
か
、
「
年
神
あ
る
い
は
祖
先
の
神
の
依
り
代
」
だ
と
い
っ
た
記
述
が
多
く
、

ま
る
で
古
く
か
ら
続
け
ら
れ
て
き
た
伝
統
行
事
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
そ

う
し
た
「
本
来
の
意
味
を
解
き
明
か
そ
う
と
い
う
方
法
は
、
歴
史
学
と
は
異
な
る
柳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

田
民
俗
学
の
独
特
の
方
法
で
あ
っ
た
」
と
論
じ
る
も
の
さ
え
あ
る
が
、
柳
田
の
理
解

は
「
今
あ
る
風
俗
の
ど
れ
一
つ
を
取
つ
て
見
て
も
、
近
代
の
流
行
か
ら
盛
ん
に
な
つ

た
と
、
言
へ
な
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
門
松
な
ん
か
も
さ
う
な
の
か
と
、
驚
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

て

き
く
人
が
あ
る
か
し
れ
ぬ
が
、
事
実
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
つ
て
」
と
述
べ
る

よ
う
に
、
そ
れ
と
は
全
く
逆
で
あ
る
。
徳
川
無
声
と
の
対
談
「
問
答
有
用
」
で
、
「
歳

時
記
な
ん
か
を
み
ま
す
と
、
門
松
の
起
源
も
は
じ
め
は
松
じ
ゃ
な
く
っ
て
、
な
に
か

ほ

か
の

木
を
た
て
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
こ
ど
も
の
時

分
か

ら
の
伝
承
っ
て
も
の
は
強
く
焼
き
つ
く
も
ん
で
、
た
っ
た
数
十
年
の
習
慣
だ
の

に
、
ぼ
く
ら
は
、
門
松
が
な
い
と
お
正
月
で
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
な
」
と
い
う

夢
声
に
対
し
、
柳
田
は
「
江
戸
の
市
民
が
お
た
が
い
の
競
争
心
か
ら
、
す
こ
し
で
も

い

い

も
の
を
と
い
う
気
も
ち
で
、
門
松
を
つ
く
っ
て
い
っ
て
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
こ

う
じ
て
き
た
時
代
に
、
明
治
の
夜
が
あ
け
て
、
あ
れ
を
ひ
き
つ
ぐ
こ
と
が
文
化
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

る
よ
う
な
感
じ
が
し
た
か
ら
で
し
ょ
う
ね
」
と
答
え
て
い
る
が
、
民
俗
学
者
で
な
い

無
声
で
さ
え
、
門
松
を
新
た
な
習
俗
と
捉
え
て
い
る
の
に
、
で
あ
る
。
時
間
の
経
過

は
そ
の
表
層
的
伝
統
化
と
習
俗
化
を
招
来
す
る
。

　
柳
田
の
理
論
は
こ
の
門
松
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
の
習
俗
を
、
あ
る
時
代
に
発
生
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

た
新
た
な
習
俗
と
見
て
、
か
つ
構
成
要
素
に
分
解
し
、
各
要
素
の
発
生
を
時
間
的
に

分
析
す
る
。
発
生
史
的
に
捉
え
る
の
が
、
そ
の
流
儀
で
あ
っ
て
、
門
松
自
体
を
依
り

代
と
捉
え
る
よ
う
な
、
粗
末
な
議
論
は
決
し
て
し
て
い
な
い
。
本
稿
で
そ
の
議
論
の

詳
細
を
紹
介
す
る
紙
幅
は
な
く
、
別
稿
を
用
意
し
た
い
が
、
結
論
だ
け
示
し
て
お
け

ば
、
「
門
松
は
つ
ま
り
正
月
に
降
り
た
ま
ふ
神
々
と
、
こ
の
貴
い
穀
物
を
相
饗
す
る

　
　
　
　
　
（
2
6
）

式
作
法
だ
つ
た
」
と
す
る
よ
う
に
、
相
饗
の
器
と
解
釈
し
た
り
、
ま
た
門
松
の
下
に

置
か
れ
る
年
木
に
着
目
し
、
「
特
に
暖
か
な
火
と
明
る
い
あ
か
り
と
を
、
冬
の
生
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
も
た
ら
す
木
だ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
が
、
松
を
年
神
の
依
り
た
ま
ふ
木
と
考
へ
出
し
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、

　
、
　
　
　
　
　
（
2
7
）

た
元
か
と
思
ふ
」
（
傍
点
筆
者
）
の
よ
う
に
、
依
り
代
な
の
で
は
な
く
、
対
象
の
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

化
過
程

に
伴
っ
て
、
の
ち
に
依
り
代
と
人
々
が
「
考
へ
出
し
た
」
と
い
う
人
々
の
「
意

味
づ
け
」
の
変
化
を
視
野
に
含
め
て
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

現
在
の
民
俗
学
者
が
し
ば
し
ば
陥
る
本
質
主
義
的
解
釈
は
、
例
え
ば
「
神
棚
」
や

「
仏
壇
」
の
解
釈
に
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
例
え
ば
、
「
伝
統
的
な
家
族
機
能

で

あ
る
祖
先
祭
祀
の
慣
行
は
強
く
残
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
「
神
棚
と
仏
壇
は
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

市
の
家
族
に
お
い
て
も
多
く
備
え
ら
れ
」
と
い
っ
た
記
述
の
中
に
潜
ん
で
い
る
。
「
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

で

も
正
月
に
な
れ
ば
門
松
を
立
て
て
、
注
連
縄
を
張
り
、
鏡
餅
を
飾
る
」
と
い
っ
た

記
述

も
し
ば
し
ば
見
え
る
が
、
い
わ
ゆ
る
「
民
俗
」
を
「
埋
め
込
ま
れ
た
連
続
性
」

と
し
て
捉
え
る
認
識
が
潜
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
う
し
た
記
述
自
体
に
、
「
強
く

残
さ
れ
て
い
る
」
と
い
っ
た
伝
統
の
持
続
が
こ
と
さ
ら
強
調
さ
れ
た
表
現
を
と
る
こ

と
に
な
る
。
例
え
ば
坪
井
洋
文
世
代
ま
で
は
、
「
氏
神
や
有
名
神
社
の
神
を
祀
る
神

棚
が
で
き
る
と
、
こ
れ
ま
で
名
も
な
か
っ
た
よ
う
な
家
の
神
の
祀
り
場
所
に
迷
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
習
俗
を
発
生
史
的
に
捉
え
る

理
解
が
普
通
だ
っ
た
の
と
は
、
大
き
な
懸
隔
を
感
じ
る
。

　
現
在
の
民
俗
学
の
研
究
が
自
動
書
記
的
に
、
本
質
主
義
的
に
論
理
構
成
さ
れ
、
そ

れ

が
学
術

的
お
墨
付
き
を
与
え
る
役
割
を
果
た
し
て
し
ま
う
学
問
的
方
法
自
体
が
問

わ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
古
代
の
慣
習
や
信
仰
が
今
も
っ
て
残
存
・
持
続
し
て
い
る

よ
う
に
語
る
の
は
、
む
し
ろ
最
近
の
傾
向
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
が
日
本
で
強
ま

る
の
は
、
筆
者
の
理
解
で
は
、
い
わ
ゆ
る
民
俗
を
機
能
論
・
構
造
論
・
象
徴
論
的
に

捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
一
九
七
〇
年
代
以
降
と
考
え
る
が
、
そ
う
し
た
資
料
操
作
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

ド
イ
ツ
民
俗
学
で
は
「
機
能
主
義
的
残
存
研
究
」
と
称
さ
れ
、
否
定
さ
れ
て
い
る
。

ヘ
ル

マ
ン

・

バ

ウ
ジ
ン
ガ
ー
が
ズ
上
古
の
〉
行
事
の
連
続
と
い
う
通
俗
民
俗
学
の

見
解
も
共
時
的
な
役
割
を
果
た
す
」
と
は
し
な
が
ら
も
、
科
学
と
し
て
の
「
民
俗
研

究
の

上
に

は
、
隙
間
を
あ
き
ら
か
に
す
る
立
証
責
任
が
ず
し
り
と
の
し
か
か
る
1
貧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

弱
な
原
資
料
だ
け
で
は
、
連
続
性
は
け
っ
し
て
成
り
立
た
な
い
」
と
論
じ
た
よ
う
に
、

民
俗
学
に

は
学
問
と
し
て
の
「
立
証
責
任
」
が
存
す
る
こ
と
を
、
改
め
て
明
記
し
て

お
き
た
い
。

（
3
）
産
育
習
俗
と
儀
礼
ー
分
析
概
念
の
暖
昧
性

　

さ
て
、
現
在
の
民
俗
学
に
、
い
わ
ゆ
る
民
俗
を
対
象
化
し
、
超
歴
史
的
に
把
握
す

る
傾
向
性
が
強
い
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、
産
育
習
俗
に
絞
っ
て
、
そ
の
問
題
点
を
析

出
し
、
本
稿
分
析
の
た
め
の
枠
組
や
視
角
を
た
て
る
こ
と
に
す
る
。
現
在
の
民
俗
学

で

は
、
産
育
習
俗
は
婚
姻
や
葬
送
と
と
も
に
「
人
生
儀
礼
」
と
呼
ば
れ
る
括
り
の
中

で
、
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
で
あ
る
。
日
本
民
俗
学
会
の
機
関
紙
『
日
本
民
俗

学
』
一
〇
〇
号
の
一
九
七
五
年
以
降
、
二
～
三
年
ご
と
に
特
集
を
組
む
研
究
動
向

号
で
も
、
人
生
儀
礼
と
い
う
分
類
の
下
位
区
分
と
し
て
、
「
産
育
儀
礼
」
と
称
し
て

扱
わ
れ
て
い
る
。
一
九
五
一
年
の
柳
田
國
男
監
修
・
民
俗
学
研
究
所
編
『
民
俗
学
辞

典
』
で
は
、
産
育
・
婚
姻
・
葬
送
と
い
う
項
目
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
括
る
概
念
は

示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
筆
者
の
か
ね
て
か
ら
の
疑
問
は
、
第
一
に
人
生
儀
礼
と
し
て
、

産
育
か
ら
葬
送
（
死
後
祭
祀
を
含
む
）
ま
で
の
一
連
の
「
儀
礼
」
と
し
て
、
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

捉
え
る
こ
と
の
是
非
で
あ
る
。
用
語
や
概
念
と
い
う
も
の
は
、
一
括
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
対
象
化
や
分
析
が
進
む
こ
と
も
あ
る
が
、
逆
に
一
括
し
た
が
た
め
に
、
見

え
て
こ
な
い
も
の
も
あ
る
と
い
う
、
至
っ
て
当
然
の
指
摘
で
あ
る
。
し
か
し
、
残
念

な
が
ら
、
民
俗
学
に
お
い
て
そ
れ
が
問
わ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
疑
問
の
第
二
は
、
そ

れ

と
も
関
連
し
、
本
稿
で
主
と
し
て
問
題
に
す
る
こ
と
と
な
る
、
産
育
あ
る
い
は
産

育
習
俗
の
す
べ
て
を
、
「
儀
礼
」
と
し
て
一
括
し
て
扱
う
こ
と
の
問
題
性
で
あ
る
。

　

産
育
あ
る
い
は
産
育
習
俗
は
、
イ
コ
ー
ル
産
育
儀
礼
で
は
な
い
。
日
本
の
民
俗
学

で

は
「
儀
礼
」
を
ど
の
よ
う
に
概
念
化
し
て
い
る
の
か
、
先
行
研
究
を
み
て
も
明

確
で
は
な
く
、
ヴ
ァ
ン
・
ジ
ェ
ネ
ッ
プ
の
通
過
儀
礼
論
が
援
用
さ
れ
て
は
い
る
も

の

の
、
人
生
儀
礼
は
通
過
儀
礼
と
必
ず
し
も
一
致
は
せ
ず
、
な
ぜ
人
生
儀
礼
な
の

頒曽

ま
た
な
ぜ
産
育
儀
礼
と
一
括
す
る
の
か
、
こ
れ
ら
を
明
示
化
し
た
議
論
を
、
筆

者

は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
東
ア
ジ
ア
共
通
の
「
冠
婚
葬
（
喪
）
祭
」
で
は
産
育

が
抜
け
落
ち
る
こ
と
や
、
ジ
ェ
ネ
ッ
プ
の
議
論
が
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
推
測
さ
れ
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る
が
、
昨
今
の
日
本
の
民
俗
学
の
現
状
で
は
、
概
念
の
明
晰
化
や
方
法
の
精
緻
化
と

い

っ

た
方
向
に
進
ま
ず
、
近
似
の
事
項
や
事
象
を
ア
マ
ル
ガ
ム
的
に
結
び
つ
け
る
指

向
性
が
強
い
こ
と
で
あ
る
（
こ
れ
は
産
育
研
究
に
限
ら
ず
何
に
対
し
て
で
も
見
ら
れ

る
傾
向
で
あ
る
が
）
。
本
共
同
研
究
の
分
担
と
し
て
与
え
ら
れ
た
、
近
現
代
の
産
育

儀
礼
の
通
史
的
展
開
に
関
し
、
先
行
研
究
を
集
め
て
み
た
が
、
民
俗
学
の
産
育
（
習

俗
）
研
究
が
全
く
停
滞
し
て
い
る
と
評
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
原
因
の
第
一
は
お

そ
ら
く
分
析
的
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
の
領
域
で
も
大
同
小
異
で
は
あ
る
が
、
特

に
産
育
儀
礼
の
研
究
は
、
大
間
知
篤
三
が
分
析
基
準
を
示
し
た
婚
姻
儀
礼
や
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

研
究
者
の
集
中
す
る
葬
送
儀
礼
と
比
べ
て
、
戦
前
の
柳
田
（
一
九
四
一
年
）
や
大
藤

　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

ゆ
き
（
一
九
四
四
年
）
が
示
し
た
見
解
を
超
え
る
よ
う
な
新
た
な
展
開
は
見
ら
れ
な

い
。
産
育
に
関
す
る
習
俗
の
す
べ
て
が
、
産
育
儀
礼
と
し
て
扱
わ
れ
、
そ
れ
が
順
次

執
り
行
わ
れ
て
、
儀
礼
が
行
わ
れ
る
度
に
、
生
児
は
不
安
定
な
霊
魂
を
安
定
さ
せ
て

い
く
、
と
い
う
余
り
に
雑
駁
な
解
釈
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

　
停
滞
の
原
因
の
第
二
は
、
柳
田
ら
の
方
法
が
オ
Φ
急
5
♂
『
日
昌
叶
テ
ク
ニ
ッ
ク
に

よ
っ
て
、
地
域
差
か
ら
意
味
づ
け
の
変
遷
を
把
握
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
対
し
、
戦

後
民
俗
学
は
そ
の
変
質
に
よ
っ
て
、
（
婚
姻
や
葬
送
儀
礼
も
含
め
）
儀
礼
自
体
か
ら

世

界
観
や
霊
魂
観
と
い
っ
た
も
の
を
求
め
る
方
向
へ
移
行
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
調
査

法
や
資
料
操
作
法
が
変
化
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
地
方
的
偏
差
だ

け
で
な
く
、
微
史
的
変
化
も
考
慮
さ
れ
な
く
な
り
、
変
化
か
ら
不
易
の
文
化
の
型
を

求
め
る
傾
向
性
が
よ
り
強
ま
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
批
判
は
文
化
人
類
学
の
祖
父
江

孝
男
や
原
ひ
ろ
子
に
よ
っ
て
、
既
に
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
盛
ん
に
提
起
さ
れ
て
き

　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

た
の
に
、
香
西
豊
子
や
鈴
木
由
利
子
が
、
地
域
や
文
脈
の
無
限
定
的
拡
張
性
を
批
判

し
た
の
を
除
け
ば
、
民
俗
学
側
か
ら
の
対
応
は
絶
無
だ
っ
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な

い
。
そ
こ
で
改
め
て
、
祖
父
江
や
原
の
批
判
を
確
認
し
つ
つ
、
本
稿
と
関
わ
っ
て
く

る
重
要
な
指
摘
を
分
析
視
角
と
し
て
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
（
a
）
　
産
育
儀
礼
の
地
域
差
の
無
配
慮
と
分
布
図
・
頻
度
の
問
題

　

ま
ず
祖
父
江
の
批
判
は
、
「
乳
児
期
諸
儀
礼
」
と
い
う
産
育
儀
礼
に
限
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
地
域
差
は
極
め
て
複
雑
で
あ
り
、
個
々
の
行
事
内
容
そ
の

他
の
諸
特
性
に
関
す
る
地
域
差
は
あ
る
程
度
は
っ
き
り
あ
ら
わ
れ
て
も
、
そ
れ
ら
を

綜
合
し
て
得
ら
れ
る
地
域
的
類
型
は
決
し
て
明
確
で
は
な
い
。
各
地
方
で
そ
の
特
色

も
簡
単
に
は
結
論
で
き
難
い
状
態
に
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
「
民
俗
学
の
分
野
で
集

め

ら
れ
た
資
料
は
、
分
布
に
関
し
て
組
織
的
に
考
察
を
す
す
め
る
意
図
を
も
た
ず
に
、

特
異
な
目
に
つ
く
も
の
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
報
告
し
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
殊
に

注
意

を
要
す
る
。
ま
た
多
数
の
調
査
者
が
い
て
調
査
が
ひ
ん
ぱ
ん
に
行
な
わ
れ
、
報

告
の

多
数
出
て
い
る
地
方
と
然
ら
ざ
る
地
方
が
あ
る
た
め
、
こ
の
点
を
考
慮
に
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

れ

る
こ
と
な
し
に
分
布
や
頻
度
な
ど
を
論
ず
る
の
も
危
険
で
あ
ろ
う
」
と
論
じ
て
い

る
。
柳
田
の
採
用
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
か
ら
ズ
。
泣
昆
自
日
昌
↑
と
し
て
代
表
的
な

古
老
を
一
人
乃
至
数
名
選
び
、
そ
の
語
る
と
こ
ろ
で
全
体
を
把
握
す
る
と
い
う
調
査

技
法
は
、
ド
イ
ツ
の
カ
ル
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
通
じ
た
関
敬
吾
の
指
摘
し
た
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

質
よ
り
も
全
国
的
な
分
布
か
ら
す
る
量
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
＝

つ
の
地
方
ば
か
り
が
如
何
に
確
実
な
る
報
告
を
作
っ
て
も
、
そ
れ
ば
か
り
で
こ
れ
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

け
の
断
定
を
下
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
し
、
「
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
の
報
告
の

　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

重
複
を
避
け
る
こ
と
」
柳
田
自
身
も
明
確
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
地
域
差

か

ら
意
味
づ
け
の
変
遷
を
把
握
す
る
と
い
う
彼
の
目
的
や
方
法
に
適
っ
た
調
査
法
で

あ
っ
た
。
戦
後
の
民
俗
学
は
、
地
域
社
会
で
の
文
脈
を
重
視
す
る
方
法
に
転
換
し
た

に
も
拘
ら
ず
、
新
た
な
調
査
技
法
も
開
拓
さ
れ
な
い
ま
ま
、
未
だ
書
泣
昆
自
日
①
巳

テ

ク
ニ
ッ
ク
に
専
ら
依
存
し
て
い
る
の
は
お
か
し
な
こ
と
で
あ
る
。

　
序
で
な
が
ら
、
民
俗
地
図
に
関
し
て
い
え
ば
、
「
蝸
牛
考
」
で
端
を
開
い
た
柳
田
は
、

初
出
論
文
発
表
時
に
は
示
し
た
詳
細
な
分
布
図
を
、
単
行
本
や
定
本
の
再
録
に
際
し

て

は
、
一
切
削
除
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
変
化
し
て
い
く
実
態
に
対
し
、
地
図
を
示

す
こ
と
は
固
定
化
の
恐
れ
の
あ
る
こ
と
と
、
そ
こ
に
方
法
的
未
熟
さ
を
察
し
た
か
ら

　
　
　
（
4
3
）

で

あ
ろ
う
。
周
圏
論
が
こ
の
よ
う
に
適
用
で
き
る
の
は
、
方
言
に
限
定
さ
れ
る
こ
と

を
、
後
年
自
ら
も
論
じ
た
よ
う
に
、
蝸
牛
考
の
地
図
は
、
あ
く
ま
で
方
言
と
い
う
語

彙
レ
ベ
ル
の
分
布
で
あ
っ
て
、
民
俗
周
圏
論
へ
の
拡
大
を
む
し
ろ
戒
め
て
い
る
。
文
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表1　産育儀礼と地域差

段階 民俗語彙例 いつ頃か 民俗学的見解の一部・その他
地域的差異

呪術的行為
東北 北陸 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 摘要

懐妊 カカエル、モツ、ヒガトマル、 承認以前。「さずかりもの」という感覚。 夫のつわり

ヒノベ、オヒノベ、ヒガノビル

帯祝 オビイワイ、オビカケ、チカラ 妊娠数か月目、 第一回目の共同飲食の機会〔大藤ゆき〕。生児の生存権の最初
（着帯式） オビ、ハラアゲ、オビナオシ、 通例5か月目 の承認であり一つの重要な関門〔直江広治〕。「間引き」の多く

ウブイワイ 行なわれた近世でもこの祝いのすんだ子は育てられる〔同〕。

臨月の祝 ヤライギョウ、デギョウ、デズ 出産予定の月 （臨月に食べさせる特別食ならびに小宴）……胎内の子に元気付

キイワイ、デブルマイ（出産 け奮発させて此世の一歩を踏み出させんとした精神的声援であっ

後にも使う）、オトシヅキ、デ た〔柳田国男〕。

ヅキ、ワカヅキ、オヒダシゲ、

ヨビダシ

出産 ヒキアゲ、コヤライ 出産 出産のことを、ヒキアゲとかコヤライとか呼ぶ地方があるのは、赤

子をこの世へ引きあげる、人間社会へ送り出すという意味をあらわ

している〔直江〕。出産の儀礼：霊界から人界へと生児を引き移

す承認を意味する〔同〕。

産ノ飯 ウブタテ、ウブメシ、サンノメシ、 出産直後 産飯1出産直後に炊いて産神に供える飯。（食物を通じて）赤子 産神にご飯 稀 僅 ○ ○ ○ ○ ○ ○
（産立の式） チカラメシ、チカラゴメ、チカ の身と霊とを、此世に繋ぎつけようとする〔柳田〕。人間の仲間に 小石を置く ○ ○ ○ ○ ○ ○

ライシ、ウブタテメシ、イッピョ 迎え入れる式〔同〕。生まれたばかりの子供はいわば霊界ともいう 窪みをつける ○ ○ ○ ○ ○
ウメシ べき処から人間界へ出て来たばかりで、まだその生存が保証され

ず、非常に不安な状態にある〔大藤〕。

ミツメ ミッカイワイ、カミタテイワイ、 通例3日目 着初め：手の通る着物を着せる祝い。それまではオクルミ（ヒナマ 着初め・湯 ○ ○ ○ ○
（三日祝） カンタレ、　ミッカイショウ、ウ キ・ヒヨヒヨ・ヒイナ・オヒナツツミ・マキモン・コシキマキ・コロバカ 初め・名づけ

ブギ、ソデトオシ、ソデサシ、 シ）一生まれたばかりの赤子には、まだ人並の待遇を与えず日を

ウブケトオシ、テヌキ、テカケ 重ね順序を踏んで少しずつ自分たちと同じ生活につれこもうとする

ギモン、ヒキアゲキモン、ヒキ 趣旨〔柳田〕。ヒキアゲギモン；人として仲間に入れてやる意味〔同〕。

アゲギモン、ニンジュギモン、 ニンジュギモン：これを着てしまうともう村の人数に加えられたことに

ミッカユ、ユゾメ、イゾメ、コ なった〔同〕。産室から家の内の他の部屋へ出るのが三日目〔大

ハジメ、カミタチイワイ、カミタ 藤〕。少なくとも三日間はまだ人間界に生存すべきものかどうかはっ

レ きりわからないとの考えがあったらしい〔同〕。それまではまだ神の

管理のもとにあって此世へ取上げられるか何うかが決まらないもの

とされ三日目の所謂三つ目の儀式が始めて、これをこちらの世界

へ受け入れる重要な関門とされている〔同〕。生児の生存権が確

認されていく一つの段階。

お七夜 ナツケ、ナカマイリ、ナビロゲ、 通例7日目 名をつけることは赤子が社会的に認められること。名は人間の生 小石に礼拝 ○ ○

（七日の祝） ナビラキ、ナビラウ、ナキキ、 涯の開始〔柳田〕。新たなる友達の出来る機会〔同〕。（この日の 額に口紅
（名付祝） ナッケイシ、カリナ（赤子の忌 共同飲食）やはり名前が交通の橋架けであったと同じく、飲食を

明け）アガリ、アラワレノイワイ、 以て体内の連絡が取れると思ったからであろう〔同〕。子供が一人
オビアケ、カミアライ、ピアワセ、 前の人間として生存を承認される最初の機会〔大藤〕。名付けに

ヨビアゲル、クイヒロゲ、スア よって子供は始めて人格を認められ、この世へ取りあげられたこと
ガリ、ヒバライ、チチノイミアケ、 を示す〔同〕。カリナ：人間に名がなくて、たとえしばらくの間でも置 箕に弓（男 ○ ◎
テアライザケ くということは、不用心なこととして警戒した〔柳田〕。（名を替える 女）

こと）それが人生の一つの区切りであって、従って目に見えぬ危機

が潜んで居ると感じ、新しい名によってそれを防衛しようとしたのか

と思われる〔同〕。ナビラウ：名を披露することによってその存在が

名実ともに社会的に認められるとする考え方〔直江〕。赤子の忌明

け：近隣を招いて祝宴をもよおす。

出初め ウイデ、イダシハジメ、イドノ 7日（～30日 姑や産婆に連れられての初外出。便所井戸などの身近な神々 雪隠詣り（井 （○） （○） ◎ （○）

（初あるき） ゾキ、ウッタチ、オヘヤガミマ 前後、多くは に参詣させる。忌明けを待って行なわれる。（初外出）産神の保 戸詣り・竈参

イリ、スイジンサママイリ、セッ 7日、また20 護に遠ざかり新たな色々の危難に露出することだという警戒の残り り橋参り）

チンマイリ、デゾメ、ハシマ 日、所によっ 〔柳田〕。小児に怖るべき危険の潜む場所への巡礼によって眼に

イリ、ハシワタリ、ワタリゾメ、 て3日） 見えぬ害敵への防禦をはかる〔同〕。外出の準備行為だったと見

ハツユキ られる〔同〕。社交の作法は益々前面に現われて守神の御力が蔭

になって行くことは所謂産立飯の場合も全く同じ傾向である〔同〕。

ピアケ ヨビカエシ（産婦の忌明け） 30日前後
旧明き、忌明 アゲヒ、アゲイワイ、イミアキ、

け） オヤイミアケ、サンアケ、オボ

コブルマイ、デブルマイ、マ

ゴワタシ

宮参り ウジコイリ、ウジマイリ、ウジミ 7日～110日 氏神に氏子として認めてもらう式〔直江〕。（飲食物を共にする習 男先50．2％
セ、カオミセ、ゲンゾマイリ、 目（多くは30 俗）宮詣りは土地の神に承認して頂くと同時に部落の人々と近付 女先15．9％
ハツミヤマイリ、ヒャクニチマ 日目頃、70日、 きになる機会でもあった〔大藤〕。それはこの世に生存し得る第一 同日33．8％
イリ 100日、110 段の手続であり、村の一員として遇せられる手筈でもあった〔大

日） 藤〕。産婦の忌の明ける機会におこなわれる。

初節句 オハツイワイ、ハツアゲ、ハツ 初正月や初節供の贈答や祝宴が、生まれ子の世間へ対する仲間
初正月 イチ、バッタコ、ノボリハジメ、 入りも意味した〔大藤〕。

サイノカミカンジン、

食初め クイソメ、クビスワリメシ、タベ 100日目頃 生児に大人と同じ食物を食べさせる式。一粒でも食べさせるのが 小石を置く ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ゾメ、ハシゾメ、ヒトツブクイ、 普通。食膳に小石を置く風が顕著。百日に神を代表する小石を 小石を神体 ○ ○

ヒャクニチ、モモカ、モモヒト 前において、母乳以外のものも共に生きる用意があることを承認し
ヨ てもらう〔柳田〕。百日経てば子供なりに一人前として取扱うところも

ある〔大藤〕。

初誕生の祝 アルキイワイ、タチモチ、アシ 生後1か年目 誕生一年の智恵つく頃〔柳田〕。一周年頃は子どもの成長にとって × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 近畿以西で
モチ、チカラタメシ、チカラモ も立歩きが出来るという飛躍的な時〔大藤〕。生児の将来を占うこ は算盤・筆、

チ、モチオイ とは古くからあったに違いなく、初誕生の機会はそういう判定を試 女児は針道
みるに最も適した時期の一つだった〔同〕。 具など

餅配る、小宴 X ◎ ◎ ○ × ○

シリモチ、ウチツケモチ 餅を担がせ X ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ × 歩けば喜ぶ

る、尻にぶつ

ける

カッコロガセ、コロバシモチ、 餅を担がせ、 × △ △ × ○ ○ X ○ 歩けば嫌う

プッタオシモチ 歩けば倒す

モチフミ 餅を踏ませる × × × × × X × ◎ 歩けば嫌う
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紐落し ヒモオトシ、ヒモトキイワイ、ヒ 3歳頃 この年は子供の成長の・一・つの境目とされ、この時に今まで附紐で

（髪置き）（三 モナオシ、オビハジメ、オビム あった着物をまとっていたのをやめて初めて帯をつける、またカミオ

歳の祝） スビ、カミオキイワイ、チョキ キといって頭髪を初めて結髪にする〔大藤〕。三歳の祝を子供の

ンイワイ、オゼンスワリ、オビ 祝の終わりだとする地方もある〔同〕。この祝は又一つの厄年であ

トキ、オビナオシ、カミマネキ り、三歳になった子供を神事の神役につける所がある〔同〕。

イワイ

袴着 バカマギ、タテアゲ、ハカマ 5歳 女児にも帯を祝う所がある〔大藤〕。タテアゲ：満五歳に達すると、

アゲ、カツギゾメ 初節供の際の幟その他を飾って祝い、そしそれ以後幟を立てるこ

とを止めるところもある〔同〕。…これを七歳や十五歳でおこなうと

ころもある。

氏子入り ナナツゴマイリ、コアラタメ、 7歳頃 七歳という区切りは生児が一人前の子供として子どもの社会へは
（七歳の祝） ヤツオトナ、オシメイリ、コバ いっていく境目である。小児の祝は七歳を以て最後とし、それから

タイワイ、ゴンダチ、ヤクヌ は所謂子供仲間へ入ることになる〔大藤〕。七歳までは神の子と言

ケ、ヤツゴノハン、ヤツハゾキ、 われ、この年を境として初めて大人の世界へ入る下準備が開始さ

ヤツハチガツ れる〔同〕。氏子入りはとりもなおさず公民権の承認であって村の

一員として認められる〔同〕。七歳という年齢が人間界への一つの

関門〔同〕。要するに七歳からが、本当に村の一人として生存を

認められた〔同〕。神が家事を教えはじめるのもこの頃から〔同〕。

子供組にはいって正月や盆の行事に参加する。人を大人にする

教育は此年を以って始まっていた〔柳田〕。七歳未満で死んだ子

供は葬式も簡単にすます風習があり、また七歳までは「神の子」と

して神の依りましに選ばれる風習もあちこちにある〔直江〕。

成年式 オバクレフンドシ、オハグロイ 13歳～17 （フンドシイワイ）結婚の資格を備えたことを意味する〔直江〕。（オ

ワイ、カネツケイワイ、ジュウ 歳前後 バグロイワイ）一人の女として認められる式〔同〕。若者組にはいる

ゴイワイ、ジュウサンフンドシ、 資格をうる〔同〕。成人式をすませると、神事に参加することを許さ

フンドシイワイ、ヘコイワイ、 れ、村仕事や共同労働に出ても一人前としての取扱いを受けるこ

ヘコカキ、マエガミイワイ、マ とになる〔同〕。男子の若者になる資格は最少限度米を一俵かつ

エガミコドモ、タテオサメ、ユ がれるということが条件、この関門を通った者は、神を祭る団体に

モジイワイ 入ることを許され、公けの課役には・．．’人として算えられ、共同の

生産物は丸一口の分配を受けた外に、配偶者を見つけて之と婚
し得ることが原則として認められた〔柳田〕。

結婚 オカタムカエ、デアイ、テマモ 家の主人と主婦になり、村構成の一単位となることによって完全な

ライ、ムカサリ、モライシュウギ、 村人となる。結婚を機会に若者組や娘組から退くのが通例であっ

ヨメドリ た〔直江〕。

年祝 （厄年）アイイワイ、アイヤク、 男42歳 厄年は役年、つまり神事に関係して物忌の状態にあることを示す。

ウケトリ、セッタイ、トシイワイ、 女33歳 厄年という考え方は、災厄をこうむるべき年というよりも、なんらか

トシトリ、トシナオシ、トシヨケ、 （土地によって） の観点から人生行路の折り目となるがゆえに祝う時期とされたもの 【註】表中の項目のうち、 「段階」 「民俗語彙例」 「いつ頃か」「民

ヤクオトシ、ヤクコボシ、ヤク 男25・61・ と考えられる。42歳の神輿がつぎ、61歳の祭の頭屋をつとめると 俗学的見解の一部・ その他」 は、 原ひろ子 我妻洋 『しつけ』弘

ハライ 77・88 いう事例が少なくないのを見ると、このような折り目を機会に、神事 文堂，1974年、また「呪術的行為」「地域的差異」は、祖父江孝男「日

女19・37 関係で何か役割を果す必要があって厳重な物忌みが要求される 本における乳児期諸儀礼一地域的差異その他の問題」 岡正雄教
（知識人では） というから災厄にあうことを恐れる年という説明がつけられたものと 授還暦記念論文集編集委員会編 『民俗学ノート』 平凡社、1963年、

61還暦の祝 解される〔直江〕。 に掲載された、 それぞれの表を、
一

部改変し、 組み合わせた。

77喜寿の祝 なお、 「民俗学的見解の一部・ その他」 の項目中にある、 ［柳田

88米寿の祝 国男］ という表記は、 『綜合日本民俗語彙」 平凡社，1956 年あるい

老後 いっちょうまえに力仕事のできない時代。
は隊閑談』
刻版）1968年、

から、また

［直江広治］

［大藤ゆきユ は 『児やらひ』

は「日本人の生活秩序」柳田国男編『日

岩崎美術社（復

葬礼 クニガエ、オヤジマイ、タタキ 一 人一生の折り日は人生の閉じる日の儀礼で終る〔直江〕。 本人』 毎日新聞社．1954年にある、 民俗学者の解釈・ 見解を指す

ダシ、ザラブ、ダミダシ、ノオ という。

クリ、ミカクシ、ミヤコマイリ、 また祖父江の地域的差異の関する理解は、 本文中でも紹介した

メニオトス ように、 民俗学の収集した資料は分布に関して組織的でないと批判

問い切り トイキリ、トムライアゲ、ホトケ

ノシマイ、マツリジマイ、マツ

最終年回 最終年回をもって仏が神になるという。
的なものであり、

○印のない段階の項目は、

記号化は作業仮説的な目安にすぎない。

祖父江に言及がないことを、

ちなみに、

意味するに

リアゲ
すぎない。

向
か
う
。
本
稿
の
展
開
に
お
い
て
、
重
要
な
視
角
が
含
ま
れ
て

て
、

同

コ

ミ
ユ

テ

ィ
内
の
階
層
差
や
世
帯
差
の
注
目
へ
と

祖
父
江
や

原
の
前
項
へ
の
批
判
は
、

儀
礼
の
実
施
に
つ
い

問
題

（b
）

産
育
儀
礼
の
同

集
落
内
の
階
層
差
・
世
帯
差
な
ど
の

の

は
論
を
侯
た
な
い
。

き
大
言
壮
語
を
い
う
の
は
、

「
学
問
の
二
葉
で
も
す
ら
鉦

ら
発
展
し
、

そ
こ
に
東
日
本
／
西
日
本
な
ど
と
い
っ
た
線

蟷

で

も
以
下
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
分
布
図
と
い
う
点
か

る
に
は
利
用
で
き
た
と
し
て
も
、
方
法
的
に
そ
れ
以
上
の
も
の

の

分
布
を
示
す
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
て
、

つ
の
傾
向
性
を
見

い

る
。
そ
れ
は
報
告
書
に
あ
っ
た
か
否
か
、
と
い
う
研
究
現
状

大

な
空
論
を
展
開
す
る
周
回
遅
れ
の
研
究
が
目
立
ち
は
じ
め
て

険
」
と
批
判
さ
れ
た
に
も
拘
れ
ず
、

再
び
粗
雑
な
地
図
化
で
壮

慮
に
入
れ
る
こ
と
な
し
に
分
布
や
頻
度
な
ど
を
論
ず
る
の
も
危

る翁は
゜） な

と
こ
ろ
が
最
近
の
日
本
の
民
俗
学
で
は
、

「
こ
の
点
を
考

い
の
で
、

蝸
牛
考
の
地
図
を
落
と
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ

議
論

さ
れ
て
い
た
問
題
で
あ
っ
た
が
、
地
図
化
が
彼
の
目
的
で

が
必
要
と
な
る
。
当
時
、

既
に

日
本
の
地
理
学
者
の
間
で
も
、

度
と
い
う
観
点
を
入
れ
る
に
は
、

よ
り
綿
密
な
組
織
的
な
調
査

タ
ー
の
中
心
地
理
論
な
ど
に
適
用
さ
れ
る
よ
う

度
）

を
踏
ま
え
た
地
図
に
移
行
し
、

イ
ノ
ベ
ー

　　に44シ
　）　、

密
度
や
頻

ヨ
ン
・

セ
ン

れ

は
次
項
と
も
深
く
関
わ
る
が
、
ド
イ
ツ
民
俗
学
の
場
合
、
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

俗
地

図
は
単
な
る
分
布
図
か
ら
密
度
（
各
地
域
に
お
け
る
実
行

化
要
素
が
中
心
地
か
ら
普
及
す
る
と
い
う
周
圏
論
的
把
握

（中
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い

る
の
で
、
詳
し
く
紹
介
す
る
が
、
祖
父
江
は
一
九
五
八
年
、
埼
玉
県
伊
奈
村
T
集

落

で
生
後
七

日
目
の
儀
礼
に
関
す
る
調
査
を
行
い
、
方
法
と
し
て
一
小
字
内
に
隣
接

し
合
う
一
六
世
帯
の
変
異
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
「
お
七
夜
の
行
事
に
関
し
て
、

各
世
帯
で
は
、
他
家
で
も
す
べ
て
自
分
の
と
こ
ろ
と
同
一
の
行
事
内
容
を
実
施
し
て

い

る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
実
際
に
は
…
…
変
異
が
存
在
し
て
い

る
」
と
し
、
ま
た
「
変
異
の
起
る
一
般
的
原
因
」
と
し
て
「
（
1
）
各
家
ご
と
に
父

系
的
系
譜
を
通
じ
て
伝
え
ら
れ
た
慣
習
に
差
が
あ
る
こ
と
」
、
「
（
2
）
母
系
的
系
譜

を
通
じ
て
主
婦
へ
伝
え
ら
れ
た
慣
習
に
差
が
あ
る
こ
と
」
を
析
出
す
る
。
特
に
、
こ

の

二
点
が
最
も
主
要
な
も
の
で
、
「
伊
奈
村
の
場
合
、
こ
ど
も
の
事
に
関
し
て
は
婦

人
の
主
導
権
が
比
較
的
強
い
た
め
（
2
）
の
要
因
の
方
が
強
く
み
と
め
ら
れ
た
」
と

　
（
4
7
）

し
た
。

　

祖
父

江

は
ま
た
原
（
須
江
）
と
の
共
同
調
査
で
、
長
野
県
開
田
村
下
向
集
落
で

一
九

五
八
年
八
月
現
在
の
九
～
一
五
歳
児
四
五
名
を
対
象
に
行
っ
た
通
過
儀
礼
の
調

査

に
つ
い
て
も
報
告
し
て
い
る
が
、
「
産
の
飯
」
「
三
日
目
の
祝
」
「
七
日
目
の
祝
」

「
初
誕

生
」
は
い
ず
れ
も
7
0
～
8
0
％
の
実
施
率
が
示
さ
れ
る
の
に
対
し
、
「
初
宮
詣

り
」
「
食
初
め
（
ハ
シ
ゾ
ロ
エ
）
」
の
両
者
は
5
0
～
1
5
％
の
実
施
率
し
か
示
さ
れ
ず
、

ま
た
「
初
節
句
」
も
3
5
・
8
％
と
低
か
っ
た
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
ら
三
種

の

儀
礼
は
、
周
辺
地
域
一
帯
に
広
く
分
布
す
る
も
の
で
、
「
従
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

内
で
も
8
『
日
と
し
て
は
他
の
儀
礼
と
同
様
の
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
こ
れ
ら
だ
け
が
あ
ま
り
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ

う
か
」
と
問
い
、
注
意
す
べ
き
点
と
し
て
、
こ
れ
ら
三
つ
だ
け
が
「
家
屋
の
中
で
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

わ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
少
く
と
も
他
の
儀
礼
に
比
べ
て
近
隣
と
の
ω
o
O
巴

ヘ

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

巨
m
田
昆
自
を
伴
わ
ず
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
事
実
」
（
傍
点
筆
者
）
と
連
関
性

の

あ
る
こ
と
を
推
論
し
、
「
こ
の
よ
う
に
近
隣
と
の
巨
隅
8
⇔
」
o
目
を
伴
わ
ず
、
近
隣

の
眼

に
触
れ
ず
に
行
わ
れ
る
も
の
は
、
消
失
し
て
行
く
傾
向
が
強
い
の
で
は
な
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

と
い
う
こ
と
」
が
推
定
さ
れ
る
と
し
た
。

　
原
は
一
九
五
五
年
以
来
そ
の
後
も
同
集
落
に
お
い
て
一
九
五
八
年
ま
で
長
期
調
査

を
続
け
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
・
中
期
の
各
時
期
に
育
児
を
体
験
し
た
女
性

を
対
象
に
、
同
種
の
分
析
を
行
っ
た
が
、
先
の
祖
父
江
の
提
示
し
た
仮
説
に
対
し
、

「
『初
宮
詣
り
』
と
『
食
初
め
』
『
初
節
句
』
の
実
施
率
は
減
少
の
傾
向
に
あ
っ
た
の

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で

は
な
く
、
逆
に
増
加
の
傾
向
」
に
あ
る
こ
と
、
「
『
宮
詣
り
』
や
『
食
初
め
』
『
初

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

節
句
』
は
旦
那
衆
（
農
地
改
革
以
前
の
地
主
層
）
の
行
事
で
あ
っ
た
も
の
が
、
戦
後
、

次
第
に
百
姓
（
農
地
改
革
以
前
の
小
・
自
作
層
）
の
間
に
も
ひ
ろ
ま
り
始
め
た
」
（
傍

　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

点
筆
者
）
と
論
じ
た
。
そ
し
て
「
子
供
た
ち
の
服
装
や
玩
具
の
種
類
な
ど
に
関
す
る
、

旦
那
衆
と
百
姓
の
間
の
階
層
差
が
、
急
激
に
減
少
し
て
い
っ
た
戦
後
の
変
化
の
中
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
れ
ら
の
行
事
の
実
施
率
に
関
す
る
階
層
差
の
せ
ば
ま
り
方
の
速
度
が
比
較
的
お
そ

い

の

は
、
ま
さ
に
『
こ
れ
ら
の
儀
礼
が
近
隣
と
の
゜
・
0
6
巨
巨
①
日
6
け
」
○
ロ
を
伴
わ
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
』
と
い
う
事
実
に
起
因
」
（
傍
点
筆
者
）
す
る
と
、
同
じ

゜・

0
6
巨
日
8
冨
6
け
日
ゴ
に
有
無
に
着
目
し
な
が
ら
も
、
逆
な
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。

　
（
c
）
　
産
育
儀
礼
の
歴
史
的
変
化
過
程
へ
の
着
目

　
階

層
差
に
着
目
し
た
だ
け
で
な
く
、
結
果
的
に
、
微
史
的
な
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
も

析
出
す
る
こ
と
と
も
な
っ
た
原
の
こ
う
し
た
調
査
法
と
分
析
は
、
本
来
な
ら
、
至
っ

て

当
然
の
方
法
で
あ
る
。
近
世
教
育
史
の
太
田
素
子
も
、
そ
れ
ら
が
「
超
時
代
的
か

つ
全
国
的
な
習
俗
で
は
な
く
、
地
域
性
や
階
層
性
、
歴
史
性
を
色
濃
く
持
つ
も
の
な

の

で
は

な
い
か
」
と
、
民
俗
学
の
描
く
世
界
や
方
法
に
疑
義
を
呈
し
、
近
世
中
期
以

降
、
本
百
姓
や
豪
農
層
の
問
で
書
き
綴
ら
れ
た
日
記
や
祝
儀
簿
、
ま
た
文
政
年
間
の

記
録
で
あ
る
屋
代
弘
賢
の
『
諸
国
風
俗
間
状
答
』
を
分
析
し
、
生
育
儀
礼
の
歴
史
的

　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

展
開
を
考
察
す
る
。

　
甲
斐
国
山
梨
郡
下
井
尻
村
依
田
家
文
書
に
残
る
宝
暦
一
三
年
（
一
七
六
三
）
か
ら

明
治
初
年
ま
で
の
祝
儀
控
帳
の
分
析
か
ら
は
、
「
乳
児
期
と
元
服
と
に
儀
礼
が
限
定

さ
れ
て
い
た
こ
と
」
の
ほ
か
、
例
え
ば
一
一
種
の
控
帳
の
上
書
き
が
、
「
産
立
祝
儀

振
舞
」
「
産
屋
祝
儀
見
舞
帳
」
と
い
っ
た
名
称
が
、
文
化
年
間
以
降
、
「
平
屋
祝
儀
帳
」

や

「
男
子
出
生
祝
儀
帳
」
「
出
産
見
舞
帳
」
と
い
っ
た
呼
称
に
変
化
し
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
、
産
屋
明
き
と
い
う
「
産
の
忌
と
い
う
観
念
の
希
薄
化
」
す
る
一
方
、
出
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産

そ
の
も
の
へ
関
心
が
移
行
し
、
名
付
け
へ
の
機
会
と
し
て
七
夜
の
重
視
へ
と
変
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

し
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
。
太
田
の
他
の
事
象
に
関
す
る
方
法
と
解
釈
に

　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

は

粗
さ
も
目
立
つ
が
、
あ
る
意
味
で
単
純
に
同
種
類
の
祝
儀
帳
を
時
系
列
的
に
並
べ

た
だ
け
で
も
、
こ
う
し
た
解
釈
が
成
り
立
つ
の
で
あ
り
、
類
似
の
文
書
を
用
い
な
が

ら
も
、
超
歴
史
的
な
連
続
性
ば
か
り
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
戦
後
の
民
俗
学
に
対
し

て
、
一
つ
の
反
省
を
も
た
ら
そ
う
。

　
（
d
）
　
産
育
儀
礼
の
個
人
差
・
男
女
差
・
初
生
児
か
否
か

　
そ
の
太
田
の
指
摘
で
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
儀
礼
に
お
け
る
個
人
差
の
問

題
で

あ
る
。
太
田
は
下
総
国
郡
松
沢
村
宮
負
家
の
寛
政
九
年
（
一
七
九
九
）
か
ら
約

五
〇

年
間
の
『
祝
義
簿
』
と
、
そ
の
家
系
図
す
な
わ
ち
家
族
成
員
の
全
個
人
記
録
を

比
較

し
、
「
記
さ
れ
た
儀
礼
、
記
さ
れ
な
か
っ
た
儀
礼
」
と
し
て
、
宮
負
家
の
あ
る

千
葉
県
下
の
民
俗
学
調
査
に
は
必
ず
記
載
さ
れ
る
「
三
ツ
目
祝
」
「
お
七
夜
」
と
い
っ

た
儀
式
が
、
「
長
子
の
「
産
立
」
以
外
、
こ
の
『
祝
儀
簿
』
に
は
す
べ
て
欠
け
て
い
る
」

こ
と
を
見
出
す
。
そ
れ
は
儀
礼
が
「
行
わ
れ
な
か
っ
た
か
ら
な
の
か
」
、
記
す
べ
き

「贈
答
品
が
な
か
っ
た
か
ら
な
の
か
」
は
不
明
と
し
な
が
ら
も
、
「
家
族
を
中
心
に
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

く
内
輪
に
と
り
行
わ
れ
た
可
能
性
」
も
否
定
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

　
民
俗
学
・
人
類
学
的
知
識
を
加
味
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
初
生
児
に
対
し
て
の
み

行
わ

れ

る
初
生
児
儀
礼
（
長
男
で
は
な
く
女
子
で
も
初
生
児
な
ら
行
う
）
で
あ
っ
た

可
能
性
も
高
い
。
原
（
須
江
）
の
下
向
集
落
の
研
究
で
も
、
階
層
差
と
い
う
指
標
に
、

第
一
子
と
第
二
子
以
下
の
指
標
を
交
差
さ
せ
、
儀
礼
の
実
施
状
況
を
分
析
し
て
い
る

が
、
旦
那
衆
に
も
第
一
子
と
そ
れ
以
外
と
で
は
、
箸
ゾ
ロ
エ
や
初
節
句
な
ど
、
差
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

の

あ
る
儀
式
も
見
え
て
い
る
。
か
つ
て
の
産
死
や
産
褥
死
の
多
さ
、
妊
婦
の
不
安
定

さ
を
考
え
た
場
合
、
果
た
し
て
そ
れ
が
産
児
の
た
め
の
儀
礼
な
の
か
、
妊
婦
た
め
の

儀
礼
な
の
か
、
あ
る
い
は
両
方
の
機
能
を
持
つ
も
の
か
の
か
、
子
ど
も
の
成
長
を
促

す
一
連
の
儀
礼
と
捉
え
て
し
ま
う
こ
と
は
不
可
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
初
節
句
や
孫
振

舞
い
な
ど
は
、
ヨ
メ
の
家
内
地
位
安
定
化
儀
礼
あ
る
い
は
婚
家
／
実
家
の
関
係
強
化

儀
礼
と
い
っ
た
側
面
が
強
く
、
個
人
単
位
で
儀
礼
の
実
行
の
有
無
を
調
べ
る
こ
と
は
、

不
可
欠

で

あ
る
。
お
七
夜
、
忌
明
け
、
宮
参
り
、
初
誕
生
な
ど
に
お
け
る
日
取
り
の

男
女
差
に
関
し
て
は
、
民
俗
学
で
も
調
べ
ら
れ
て
は
き
た
が
、
成
長
を
促
す
一
連
の

儀
礼

と
捉
え
て
、
特
段
そ
の
解
釈
は
な
い
。
例
え
ば
ジ
ェ
ン
ダ
ー
促
進
儀
礼
と
い
っ

た
可
能
性
だ
っ
て
あ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
う
し
た
新
た
な
議
論
が
発
展
し
て
い
か
な
い

点
に
、
そ
の
調
査
法
の
未
開
拓
が
根
底
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

こ
う
し
た
個
人
差
へ
の
着
目
は
、
生
育
さ
れ
る
子
と
間
引
か
れ
る
子
の
儀
礼
や
意

識

を
区
別
し
よ
う
と
し
た
鈴
木
由
利
子
の
研
究
が
あ
る
程
度
で
、
地
域
調
査
に
重
点

を
移
し
、
機
能
主
義
を
標
榜
し
た
は
ず
の
戦
後
民
俗
学
で
、
全
く
研
究
さ
れ
て
い
な

い

の

も
不
思
議
で
あ
る
。
同
じ
儀
礼
で
あ
っ
て
も
、
太
田
が
「
ご
く
内
輪
に
と
り

行
わ
れ
た
可
能
性
」
と
い
う
よ
う
に
、
集
ま
る
人
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
宴
会

（披
露
）
が
開
か
れ
た
の
否
か
、
見
舞
い
や
贈
答
が
あ
っ
た
の
か
否
か
な
ど
、
そ
の

゜・

o
⊆
o
＝
葺
o
日
合
。
口
の
状
況
を
把
捉
し
、
社
会
的
文
脈
の
中
で
微
分
法
的
に
分
析
し

な
け
れ
ば
、
本
来
な
ら
機
能
主
義
的
分
析
な
ど
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
民
俗
学
が

機
能
の
概
念
を
利
用
す
る
な
ら
ば
、
機
能
領
域
や
機
能
範
囲
、
機
能
の
層
や
次
元
、

ま
た
発
現
的
機
能
と
潜
在
的
機
能
の
相
違
な
ど
に
注
意
を
払
い
、
も
っ
と
弁
別
的
に

多
機
能
的
に
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
（
e
）
儀
礼
・
俗
信
・
物
理
的
方
法
・
呪
法
な
ど
の
弁
別

　
以
上
の
諸
点
と
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
深
く
連
関
す
る
の
は
、
原
ひ
ろ
子
の
民
俗
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

批
判
の
よ
う
に
、
乳
幼
児
期
の
儀
礼
と
、
拾
い
親
の
よ
う
な
出
産
に
ま
つ
わ
る
俗
信
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

子
守
と
イ
ズ
ミ
と
い
う
嬰
児
の
物
理
的
安
定
を
守
る
方
法
（
物
理
的
育
児
法
）
、
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ど
も
の
健
康
を
守
り
成
長
を
祈
る
た
め
の
呪
法
な
ど
が
、
混
在
し
た
ま
ま
、
記
述
さ

れ
る
点
で
あ
る
。

　

E
・
R
・
リ
ー
チ
お
よ
び
E
・
ゴ
フ
マ
ン
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、
儀
礼
研
究
は

た
し
か
に
新
た
な
展
開
を
示
し
た
。
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
は
三
つ
に

大
別
さ
れ
る
が
、
①
特
定
の
目
的
を
持
ち
、
メ
カ
ニ
カ
ル
な
形
で
わ
か
る
結
末
を
生

む
行
動
（
合
理
的
・
技
術
的
行
動
）
、
②
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
役
を
果
た
す
文

化

的
に
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
行
動
（
伝
達
的
行
動
）
、
③
合
理
的
・
技
術
的
な
行
動
と
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は
異
な
り
、
オ
カ
ル
ト
的
な
力
を
喚
起
さ
せ
る
行
動
（
呪
術
的
行
動
）
の
う
ち
、
従

来
、
③
の
行
動
の
み
を
儀
礼
と
位
置
づ
け
る
傾
向
が
強
か
っ
た
の
に
対
し
、
リ
ー
チ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

は
②
も
儀
礼
に
含
め
、
①
の
日
常
的
な
行
動
と
対
比
さ
せ
た
。
さ
ら
に
ゴ
フ
マ
ン
は
、

日
常
生
活
の
な
か
で
人
々
の
自
己
呈
示
の
観
点
か
ら
、
人
間
臭
い
自
己
表
出
（
個
人

的
レ
ベ
ル
の
日
常
行
動
）
と
、
社
会
化
さ
れ
た
自
己
表
出
（
社
会
関
係
の
な
か
の
行

動
）
、
そ
れ
に
儀
式
化
さ
れ
た
自
己
表
出
を
加
え
、
①
を
も
そ
の
射
程
に
入
れ
よ
う

　
　
（
5
7
）

と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
形
式
的
行
動
の
幅
広
い
領
域
を
儀
礼
と
し
て
捉
え

る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
が
、
そ
の
「
方
で
、
ほ
と
ん
ど
の
人
間
行
動
が
儀
礼
に
な
つ

て

し
ま
う
印
象
を
与
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
も
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

　

戦
後
民
俗
学
の
系
譜
で
は
、
和
歌
森
太
郎
以
来
、
い
わ
ゆ
る
民
俗
を
何
で
も
類
型

的
行
為
と
捉
え
る
風
が
広
が
り
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
俗
信
も
物
理
的
方
法
も
呪
法

も
、
一
括
し
て
産
育
儀
礼
や
人
生
儀
礼
と
し
て
ア
マ
ル
ガ
ム
化
し
、
分
析
化
し
な
い

弊
を
生
じ
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
が
、
例
え
ば
韓
国
民
俗
学
の
分
類
基
準
を
参
照
し
た
だ

け
で
も
、
「
韓
国
の
出
生
に
関
す
る
民
俗
は
大
き
く
分
け
て
避
妊
俗
、
祈
子
俗
、
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

産
俗
、
産
後
俗
、
育
児
俗
に
区
分
」
さ
れ
る
と
し
て
、
産
育
儀
礼
と
一
括
し
た
把
握

を
し
て
い
な
い
。
胎
夢
な
ど
は
産
前
俗
と
い
っ
た
新
た
な
分
類
概
念
を
付
与
す
る
こ

と
で
、
例
え
ば
そ
れ
を
機
能
的
に
、
「
順
産
儀
礼
」
で
あ
る
と
か
「
長
寿
祈
願
」
「
富

貴
づ
け
」
と
か
い
っ
た
新
た
な
分
析
概
念
を
用
い
、
そ
れ
ら
を
駆
使
し
て
、
対
象

の

新

た
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
も
す
べ
て
を
「
儀
礼
」
で
括
る
手
法

は

採

ら
ず
、
例
え
ば
前
述
の
太
田
の
い
う
「
ご
く
内
輪
に
と
り
行
わ
れ
た
」
°
・
o
o
巨

［旦
o
日
合
o
口
の
伴
わ
な
い
も
の
な
ど
は
、
そ
の
都
度
、
概
念
化
し
て
い
く
方
法
を

採
り
な
が
ら
、
史
料
の
分
析
に
あ
た
る
こ
と
に
す
る
。
「
三
河
吉
田
領
風
俗
間
状
答
」

の

「
恵
方
参
り
の
事
」
の
項
で
、
「
○
ま
つ
は
な
し
。
稀
に
は
三
五
人
恵
方
参
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ふ
事
す
る
は
多
く
は
神
社
な
り
、
其
日
は
定
り
な
し
。
去
れ
ど
も
こ
れ
は
稀
な
る
事

、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
（
芭

な
れ
ば
風
俗
と
は
云
ひ
が
た
し
」
と
あ
る
が
（
傍
点
筆
者
）
、
頻
度
に
よ
っ
て
風
俗

か

否
か
と
判
断
し
て
い
る
古
人
の
方
が
、
昨
今
の
民
俗
学
者
よ
り
、
は
る
か
に
分
析

的
な
視
点
を
有
し
て
い
る
の
は
、
如
何
な
る
こ
と
か
、
内
心
紐
泥
た
る
も
の
が
あ
る
。

②
民
力
酒
養
運
動
と
「
国
民
儀
礼
」
ー
岩
手
県
の
実
施
状
況
を
例
に

（
1
）
民
力
酒
養
運
動
と
は
何
か

　

民

力
酒
養
運
動
と
は
何
か
、
筆
者
の
理
解
の
範
囲
で
、
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
な

ら
ば
い
第
一
次
大
戦
の
戦
後
経
営
と
し
て
、
一
九
一
九
年
（
大
正
八
年
）
三
月
］
日

内
務
大
臣
床
次
竹
次
郎
の
訓
令
「
民
力
酒
養
二
関
ス
ル
内
務
大
臣
ノ
訓
令
」
（
庁
府

県
長
官
宛
、
内
務
省
訓
九
十
四
号
）
で
示
さ
れ
た
「
五
大
要
綱
」
に
応
じ
て
、
道
府

県
・
郡
支
庁
・
各
市
町
村
お
よ
び
各
市
町
村
の
各
地
方
団
体
が
、
「
民
力
」
「
自
治
」

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
名
の
下
に
、
形
式
的
に
は
自
主
的
に
自
ら
実
行
計
画
を
立
て
て
、
遂
行
し
た
自
己

改
造
運
動
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
ず
は
条
文
の
前
半
部
に
あ
る
、
床
次
の
内
相
就

任
の

く
だ
り
や
世
界
情
勢
の
紹
介
に
続
く
、
文
章
を
示
せ
ば
、

　
　
我
国
民
ノ
此
時
運
二
処
ス
ル
、
一
二
各
自
ノ
自
制
二
依
リ
テ
、
犠
牲
奉
公
ノ
精

　
神
ヲ
発
揮
シ
、
相
率
ヰ
テ
、
益
々
国
体
ノ
精
華
ヲ
顕
揚
ス
ル
ニ
努
ム
ル
ト
共
二
、

　

勤
倹
能
ク
産
ヲ
治
メ
テ
生
活
状
態
ノ
改
善
ヲ
図
リ
、
彼
此
相
済
ケ
テ
、
克
ク
共
同

　
調
和
ノ
実
ヲ
挙
ク
ル
ヲ
期
ス
ヘ
ク
、
享
楽
、
徒
ラ
ニ
資
ヲ
廉
シ
、
軽
躁
、
動
モ
ス

　

レ
ハ
常
軌
ヲ
逸
ス
ル
カ
如
キ
、
萄
モ
健
全
ナ
ル
国
家
ノ
進
歩
ヲ
阻
碍
ス
ル
モ
ニ
在

　

リ
テ
ハ
、
深
ク
之
ヲ
戒
シ
メ
、
官
民
一
致
相
策
励
シ
テ
、
須
ラ
ク
新
興
ノ
方
法
ヲ

　
樹
立
ス

ル

所
ナ
ク
ン
ハ
ア
ラ
ス
、
若
、
夫
レ
戦
役
経
営
ヲ
体
現
ス
ル
ノ
途
二
一
旦
リ

　
テ

ハ

、
各
方
面
三
旦
リ
テ
、
自
ラ
多
様
ナ
ル
ヲ
免
レ
ス
ト
難
モ
、
民
力
酒
養
ノ
方

　
面
ヨ
リ
着
眼
シ
テ
、
此
ノ
其
根
抵
タ
ル
ヘ
キ
要
綱
ヲ
挙
げ
、
重
ネ
テ
庶
幾
ス
ル
所

　

ヲ
示
サ
ン
ト
ス
（
句
点
挿
入
筆
者
）

と
あ
り
、
続
け
て
、
問
題
の
「
五
大
要
綱
」
が
示
さ
れ
る
。

　
一
、
立
国
ノ
大
義
ヲ
閨
明
シ
国
体
ノ
精
華
ヲ
発
揚
シ
テ
健
全
ナ
ル
国
家
観
念
ヲ
養

　
　
成
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
二
、
立
憲
ノ
思
想
ヲ
明
圏
ニ
シ
自
治
ノ
観
念
ヲ
陶
冶
シ
テ
公
共
心
ヲ
酒
養
シ
犠
牲

277



国立歴史民俗博物館研究報告

　　第］41集2008年3月

　
　
ノ
精
神
ヲ
旺
盛
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト

　
三
、
世
界
ノ
大
勢
二
順
応
シ
テ
鋭
意
日
新
ノ
修
養
ヲ
積
マ
シ
ム
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
四
、
相
互
譜
和
シ
テ
彼
此
共
済
ノ
実
ヲ
挙
ケ
シ
メ
以
テ
軽
進
妄
作
ノ
憾
ナ
カ
ラ
シ

　
　
ム
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
五
、
勤
倹
力
行
ノ
美
風
ヲ
作
興
シ
生
産
ノ
資
金
ヲ
増
殖
シ
テ
生
活
ノ
安
定
ヲ
期
セ

　
　
シ
ム
ル
コ
ト
（
傍
点
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

　
以
上
の

五
つ
の

条
項
で
あ
る
が
、
池
田
元
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
内
容
を
最

も
簡
潔
に
示
し
た
、
内
務
省
社
会
局
が
一
九
二
一
年
九
月
に
民
衆
教
化
の
た
め
の
宣

伝

と
し
て
「
民
力
酒
養
活
動
写
真
筋
書
・
標
語
」
を
募
集
し
た
際
、
こ
れ
を
「
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

体
」
「
自
治
」
「
修
養
」
「
協
調
」
「
生
活
」
と
し
て
い
る
の
で
、
以
下
、
簡
略
化
す
る

場
合
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
し
、
形
式
的
に
は
自
主
的
な
自
己
改
造
運
動
と
し
た
の

は
、
前
文
に
あ
る
よ
う
に
、
「
官
民
一
致
、
相
策
励
シ
テ
、
須
ラ
ク
新
興
ノ
方
法
ヲ

樹
立
ス
ル
」
と
し
て
、
こ
の
要
綱
‖
モ
デ
ル
（
範
）
に
合
わ
せ
て
、
順
次
、
行
政
的

下

部
が
そ
れ
ぞ
れ
自
己
変
革
の
目
標
を
設
定
す
る
と
い
う
運
動
形
態
を
と
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

　

つ

ま
り
、
こ
の
内
務
大
臣
訓
令
の
「
五
大
要
綱
」
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
各
道
府
県

が

「県
告
諭
」
（
例
え
ば
鹿
児
島
）
や
「
郡
市
長
会
の
諮
問
に
て
決
定
」
（
長
野
）
あ

る
い
は
「
数
次
各
主
務
課
長
ノ
会
合
」
（
京
都
）
で
、
自
身
の
府
県
の
実
情
に
合
わ

せ

た
「
実
行
要
目
」
を
作
成
し
、
こ
の
県
レ
ベ
ル
の
要
目
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
ま
た

各
郡
・
支
庁
・
島
司
が
「
実
行
要
目
」
を
作
成
、
さ
ら
に
各
市
町
村
お
よ
び
各
市
町

村
内
の
各
種
団
体
が
、
そ
れ
を
範
に
、
個
別
地
域
や
団
体
の
実
情
に
合
わ
せ
て
作
っ

た
「
実
施
細
目
」
を
自
己
目
標
に
、
そ
れ
を
実
行
に
移
す
と
い
う
方
式
で
あ
り
、
こ

の
運
動
で

強
調
さ
れ
た
「
民
力
」
「
自
治
」
の
名
の
下
に
、
上
位
の
モ
デ
ル
に
合
わ

せ

な
が
ら
、
順
次
、
国
民
統
合
を
図
っ
て
い
く
と
い
う
実
に
巧
妙
な
「
方
法
」
が
採

用
さ
れ
た
。
民
力
酒
養
と
は
い
っ
て
も
、
実
質
的
に
は
地
方
改
良
運
動
の
延
長
と
し

て
、
地
方
改
良
に
よ
る
国
力
酒
養
で
あ
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
ま
た

地

方
毎
に
多
様
で
あ
っ
た
生
活
習
慣
・
観
念
等
を
「
国
民
」
と
し
て
平
準
化
し
て
い

く
手
法
・
施
策
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
運
動
の
史
的
特
徴
と
し
て
、
既
に
歴
史
学
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
共
有
知

識
化

し
て
い
る
点
を
、
ま
ず
三
点
、
列
挙
す
れ
ば
、
①
第
二
要
綱
で
「
自
治
ノ
観
念

ヲ
陶
冶
シ
テ
公
共
心
ヲ
酒
養
シ
犠
牲
ノ
精
神
ヲ
旺
盛
ナ
ラ
シ
ム
ル
」
と
あ
る
よ
う

に
、
自
治
団
体
へ
の
犠
牲
的
帰
属
意
識
に
基
づ
く
「
公
共
心
」
の
要
請
で
あ
っ
た
こ

と
。
日
露
戦
後
の
地
方
改
良
運
動
の
延
長
で
あ
る
が
、
従
前
の
よ
う
な
自
然
村
で
は

な
く
、
神
社
合
祀
後
の
新
た
な
自
治
単
位
の
範
囲
に
お
け
る
、
新
た
に
設
置
さ
れ
た

戸
主
会
や
婦
人
会
、
青
年
団
、
在
郷
軍
人
会
な
ど
に
対
す
る
、
犠
牲
ノ
精
神
で
あ
っ

た
点
を
前
提
に
、
②
第
三
要
綱
で
「
世
界
ノ
大
勢
二
順
応
シ
テ
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、

第
一
次
世
界
大
戦
の
戦
勝
国
と
し
て
、
今
や
「
世
界
ノ
五
大
国
」
の
一
つ
に
な
っ
た

意
識
の
下
、
皇
国
の
皇
民
と
し
て
、
自
己
の
「
修
養
」
1
1
変
革
し
て
い
く
こ
と
が
求

め

ら
れ
た
こ
と
。
③
第
要
綱
で
「
相
互
譜
和
シ
テ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
協
調
」
が

求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
大
戦
後
、
資
本
家
と
労
働
者
、
地
主
と
小
作
と
い
っ
た
階

級
闘
争
や
対
立
が
激
化
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
床
次
の
「
協
調
主
義
」
思
想
が
前
面

に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
国
際
的
に
も
I
L
O
の
設
置
と
加
盟
に
よ
る

グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
導
入
と
対
応
で
も
あ
っ
た
が
、
③
は
大
戦
後
の
急
激

な
都
市
化
・
工
業
化
に
よ
っ
て
、
人
口
の
都
市
集
中
に
伴
い
、
新
た
な
社
会
規
範
が

要
請
さ
れ
た
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
頃
に
、
地
方
改
良
運
動
期
に
登
場
し

た
「
国
民
道
徳
論
」
が
盛
ん
に
知
識
人
の
論
議
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
と
も
併
行
し

て

い

る
。
柳
田
ら
の
民
俗
学
の
誕
生
も
、
国
民
道
徳
論
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
向
き

　
　
　
（
6
2
）

も
あ
る
が
、
神
社
崇
敬
を
ま
た
神
社
そ
の
も
の
を
「
国
民
道
徳
の
淵
源
」
と
し
て
、

神
社
u
国
体
と
す
る
の
が
内
務
省
当
局
の
方
針
で
あ
っ
て
、
前
節
で
み
た
識
者
ら
の

批
判
は
本
質
的
に
は
そ
れ
に
対
す
る
反
駁
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
歴

史
学
者
の
先
行
研
究
で
多
い
の
は
、
以
上
の
三
点
の
指
摘
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

加
え
て
、
家
政
学
者
の
中
鳥
邦
が
特
に
着
目
し
た
の
は
、
④
第
五
要
綱
に
、
近
世
期

か

ら
儒
教
的
徳
目
と
し
て
、
ま
た
地
方
改
良
運
動
期
に
も
強
調
さ
れ
た
「
勤
倹
力

行
」
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
に
「
生
活
」
と
い
う
新
た
な
概
念
が
使
用
さ
れ
た
点
で
あ
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る
。
生
活
理
念
の
開
陳
に
主
眼
の
注
が
れ
た
従
前
の
観
念
的
な
議
論
で
は
な
く
、
大

正

期
の
生
活
論
は
現
実
の
人
び
と
の
暮
ら
し
と
し
て
の
「
生
活
経
済
論
」
で
あ
り
、

ま
た
今
ま
で
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
生
活
を
直
視
し
て
、
そ
の
関
心
は
生
活
の
経
済
的

基
礎
、
特
に
家
計
調
査
と
な
っ
て
表
わ
れ
、
一
九
一
六
年
に
行
わ
れ
た
高
野
岩
三
郎

の

「東
京
二
於
ケ
ル
ニ
十
職
工
家
計
調
査
」
が
蟷
矢
と
な
っ
て
同
種
の
調
査
が
盛
行

す
る
。
そ
こ
に
改
善
の
余
地
あ
り
と
し
て
検
討
が
加
わ
っ
た
の
が
「
生
活
改
良
論
」

で

あ
る
と
し
て
、
生
活
の
合
理
化
・
能
率
化
が
提
唱
さ
れ
、
ま
た
生
活
現
状
の
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

論

と
し
て
、
「
生
活
安
定
論
」
や
「
生
活
余
暇
論
」
が
現
わ
れ
た
と
す
る
。
家
政
学

者
な
ら
で
は
の
視
点
で
あ
り
、
本
稿
で
は
扱
え
な
い
が
、
民
俗
学
と
し
て
も
極
め
て

示
唆
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
⑤
第
一
要
綱
の
「
国
体
ノ
精
華
」
に
そ
の
特
色
を
見
て
、
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）
　
　
　
　
　
（
6
5
）

に

力
点
を
お
い
て
考
察
を
加
え
た
も
の
に
、
孝
本
貢
と
赤
澤
史
朗
の
議
論
が
あ
る
。

内
務
省
は
五
大
要
綱
の
趣
旨
徹
底
を
図
る
た
め
、
内
務
省
地
方
局
長
添
田
敬
一
郎
の

「
訓
令
実
行
要
目
私
案
」
を
元
に
、
同
年
五
月
に
「
全
国
民
力
酒
養
協
議
会
」
を
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

き
、
実
行
要
目
を
細
か
く
訓
示
し
た
が
、
そ
の
第
一
要
綱
に
つ
い
て
は
、
（
イ
）
国

民
教
化

ノ
普
及
徹
底
ヲ
期
ス
ル
コ
ト
、
（
ロ
）
祖
先
崇
拝
ノ
実
ヲ
挙
ク
ル
コ
ト
、
（
ハ
）

教
育
、
思
想
、
道
徳
、
宗
教
二
関
ス
ル
諸
家
及
諸
団
体
ノ
意
志
ノ
疎
通
ヲ
図
リ
其
ノ

奮
起
ヲ
促
ス
コ
ト
、
の
指
示
を
出
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
対
し
、
実
際
に
は
、

例
え
ば
岩
手
県
で
は
（
一
）
忠
君
愛
国
ノ
精
神
ヲ
一
層
熾
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
、
と
（
二
）

敬
神
崇
祖
ノ
念
ヲ
益
旺
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
、
の
二
項
目
で
対
応
し
た
の
に
対
し
、
鹿

児
島
県
で
は
（
イ
）
神
社
及
祭
祀
ノ
意
義
ヲ
明
ニ
ス
ル
ト
共
二
神
社
ノ
由
緒
歴
史
等

ヲ
詳
ニ
シ
敬
神
ノ
念
ヲ
酒
養
ス
ル
ニ
努
ム
ル
コ
ト
、
（
ロ
）
三
大
節
ヲ
始
メ
祝
日
大

祭
日
及
国
家
的
記
念
日
ノ
意
義
ヲ
明
ニ
シ
之
ヲ
尊
重
ス
ル
コ
ト
、
（
ハ
）
我
建
国
以

来
ノ
歴
史
ヲ
明
ニ
ス
ル
ト
共
二
本
県
ノ
史
蹟
及
先
賢
偉
人
ノ
事
蹟
二
鑑
ミ
忠
君
愛
国

ノ
精
神
ヲ
鼓
吹
ス
ル
コ
ト
、
（
二
）
祖
先
崇
敬
ノ
美
風
ヲ
作
興
シ
其
ノ
実
ヲ
挙
ク
ル

コ

ト
ニ
努
ム
ル
コ
ト
、
の
四
項
目
に
細
分
化
し
た
よ
う
に
、
県
レ
ベ
ル
で
の
対
応
の

仕
方
は
多
様
で
あ
り
、
さ
ら
に
行
政
機
構
下
部
に
行
け
ば
行
く
ほ
ど
、
そ
の
差
は
開

い
て

い

く
。
こ
う
し
た
差
異
は
あ
る
が
、
そ
の
根
本
は
「
神
社
は
我
が
国
体
と
表
裏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

一
体
」
と
す
る
よ
う
な
「
神
社
中
心
主
義
」
で
あ
っ
て
、
神
社
を
中
心
に
「
敬
神
崇

祖

ノ
念
ヲ
旺
盛
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
」
で
、
「
国
家
観
念
ヲ
養
成
ス
ル
」
こ
と
に
あ
っ

た
。

　

先
駆
的
な
孝
本
論
文
で
は
、
「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
し
て
の
神
社
の
制
度
確
立
を
、

内
務
省
令
の
民
社
に
関
す
る
「
祭
神
、
神
社
名
、
社
格
、
明
細
帳
、
境
内
、
創
立
、

移
転
、
廃
合
、
参
拝
、
拝
観
、
寄
附
金
、
講
社
、
神
礼
等
二
関
ス
ル
件
」
（
内
務
省

令
六
号
）
や
「
官
国
幣
社
以
下
神
社
神
職
奉
務
規
則
」
（
内
務
省
令
九
号
）
等
と
の

関
連
を
析
出
す
る
。
「
神
社
は
国
体
と
表
裏
一
体
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
神
社
崇
敬

は
国
民
道
徳
の
淵
源
、
『
我
が
惟
神
の
大
道
』
の
根
本
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
神
社
崇
敬
は
そ
こ
で
臣
民
の
義
務
で
あ
り
、
神
社
祭
祀
の
宗
教
的
性

格

は
、
国
家
的
宗
教
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
を
超
越
す
る
も
の
と
し
て
性
格
付
け

　
　
（
6
8
）

さ
れ
た
」
と
し
て
、
熊
本
や
岡
山
の
民
力
酒
養
の
事
例
も
若
干
交
え
な
が
ら
説
か
れ

る
が
、
神
社
政
策
の
政
治
史
的
展
開
に
主
眼
が
あ
り
、
地
方
の
事
例
紹
介
は
僅
少
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
孝
本
の
視
角
を
よ
り
深
化
・
発
展
さ
せ
た
の
が
、
赤
澤
論
文

で

あ
る
。
地
方
の
民
力
酒
養
運
動
自
体
の
文
書
利
用
は
少
な
い
が
、
検
討
す
る
史
料

と
し
て
、
当
時
の
神
社
界
の
機
関
誌
で
あ
っ
た
『
全
国
神
職
会
々
報
』
（
一
時
、
『
皇

国
』
と
改
題
）
や
、
政
府
当
局
側
の
内
務
省
神
社
局
関
係
者
の
人
々
を
主
と
し
て
設

立

ざ
れ

た
神
社
協
会
の
機
関
誌
『
神
社
協
会
雑
誌
』
等
の
分
析
を
通
し
て
、
概
ね
そ

の
歴
史
的
概
観
、
神
社
政
策
の
展
開
や
そ
の
政
治
的
背
景
に
関
し
て
詳
細
に
記
述
さ

　
　
　
（
6
9
）

れ
て

あ
る
。
筆
者
も
こ
の
赤
澤
論
文
に
大
い
に
触
発
さ
れ
、
国
会
図
書
館
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
所
在
を
確
認
で
き
た
各
図
書
館
・
文
書
館
の
原
史
料
の
収
集
を
は
じ

め

た
が
、
如
何
せ
ん
、
史
学
と
民
俗
学
で
は
そ
の
視
点
に
違
い
が
あ
り
、
未
だ
断
片

的
な
が
ら
収
集
し
た
地
方
の
民
力
酒
養
運
動
自
体
の
史
料
の
限
り
で
、
そ
う
し
た
地

方
的
偏
差
を
ふ
ま
え
全
国
的
状
況
を
備
撤
し
つ
つ
、
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
民
俗
学
的

に
、
産
育
習
俗
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
「
儀
礼
化
」
の
過
程
に
着
目
し
て
い
く
こ
と

に
し
た
い
。
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（
2
）
先
行
研
究
と
そ
の
問
題
点

　
民
力
酒
養
運
動
は
、
は
じ
め
に
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
管
見
で
は
大
半
の
日
本
史

辞
典

に
は
、
そ
の
項
目
さ
え
立
て
ら
れ
て
い
な
い
。
吉
川
弘
文
館
の
『
国
史
大
辞
典
』

で

も
、
「
内
務
省
社
会
局
」
の
索
引
事
項
と
し
て
一
ヵ
所
だ
け
こ
の
語
が
出
て
く
る

が
、
そ
れ
に
従
う
と
「
社
会
教
化
事
業
の
一
環
」
と
い
う
文
脈
の
中
で
の
み
捉
え
ら

　
　
　
（
7
0
）

れ
て

い

る
。
こ
の
運
動
に
前
後
す
る
地
方
改
良
運
動
や
大
政
翼
賛
会
の
地
方
文
化
運

動
が
膨
大
な
『
史
料
集
成
』
ま
で
も
刊
行
さ
れ
、
研
究
蓄
積
が
厚
い
の
に
対
し
、
ま

た
文
部
省
の
郷
土
教
育
運
動
で
さ
え
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
の
に
比
べ
て
も
、
そ
の
少

な
さ
は
極
め
て
奇
異
に
映
る
。
か
と
い
っ
て
、
こ
の
運
動
に
意
味
が
な
い
か
ら
、
と

い
っ

た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
、
例
え
ば
最
近
刊
行
さ
れ
た
岩
波
新
書
の
シ
リ
ー
ズ

日
本
近
現
代
史
④
の
成
田
龍
一
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
で
も
、
僅
か
な
が
ら
も
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

力
酒
養
運
動
は
言
及
さ
れ
て
お
り
、
通
史
的
な
記
述
に
は
欠
か
せ
な
い
一
事
項
と

な
っ
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
、
民
力
酒
養
運
動
は
、
近
代
史
研
究
者
の
関
心
を
あ
ま
り

呼
ば

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
の
先
行
研
究
と
研
究
史
を
概
括
し
て
お
こ
う
。

　
推
定
さ
れ
る
理
由
の
第
一
因
は
、
こ
の
運
動
が
開
始
さ
れ
展
開
し
た
時
期
に
、
内

政

面
に
限
っ
て
み
て
も
米
騒
動
や
関
東
大
震
災
を
は
じ
め
、
労
働
運
動
や
小
作
争
議

の
激
化
、
本
格
的
な
政
党
政
治
の
成
立
、
普
通
選
挙
法
と
治
安
維
持
法
の
施
行
、
郡

制
の
廃
止
な
ど
、
大
き
な
事
件
や
制
度
的
大
改
革
が
、
立
て
続
け
に
生
起
し
た
こ
と

で

あ
る
。
各
府
県
史
の
近
現
代
編
の
通
史
編
や
資
料
編
を
通
覧
す
る
と
、
そ
の
章
節

立
て

に
お
い
て
、
運
動
が
始
ま
っ
て
四
年
目
に
起
き
た
関
東
大
震
災
を
機
に
換
発
さ

れ

た
、
大
正
一
二
年
＝
月
の
国
民
精
神
作
興
運
動
の
勅
語
を
基
軸
に
、
時
代
区
分

さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
多
く
の
府
県
史
で
は
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
米
騒
動
」
や

「
大
正

デ
モ

ク
ラ
シ
ー
と
県
政
」
と
い
っ
た
節
の
次
は
、
「
郡
制
廃
止
後
の
県
政
」
や

「国
民
精
神
作
興
と
昭
和
恐
慌
」
と
続
き
、
「
民
力
酒
養
と
国
民
精
神
作
興
」
と
い
っ

た
区
分
で
、
こ
れ
を
含
め
る
と
こ
ろ
は
稀
で
あ
る
。
通
史
編
が
そ
う
し
た
構
成
で
あ

れ

ば
、
資
料
編
で
も
同
様
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
は
市
町
村
史
と
い
っ
た
行

政
機
構
下
部
の
自
治
体
史
で
も
、
そ
れ
が
踏
襲
さ
れ
る
傾
向
に
な
る
か
ら
、
民
力
酒

養
運
動
は
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
る
こ
と
と
な
る
。

　
先
行
研
究
を
検
討
し
て
い
く
と
、
そ
の
事
情
が
い
っ
そ
う
明
ら
か
と
な
る
。
民
力

酒
養
運
動
を
タ
イ
ト
ル
に
含
ん
だ
論
文
の
噛
矢
は
、
検
索
の
限
り
一
九
七
二
年
の
吉

本
富
男
「
民
力
酒
養
運
動
の
一
考
察
」
で
あ
る
。
論
文
に
は
執
筆
の
経
緯
が
ふ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

れ
て

い

る
が
、
吉
本
が
分
担
執
筆
し
た
『
埼
玉
県
教
育
史
』
五
巻
に
お
い
て
、
地
方

改
良
運
動
か
ら
、
民
力
酒
養
運
動
、
昭
和
期
の
国
民
更
正
（
農
村
自
力
更
生
）
運
動
、

国
民
精
神
総
動
員
運
動
ま
で
を
、
一
貫
し
て
「
社
会
教
化
運
動
の
展
開
」
と
し
て
考

察
し
た
と
あ
り
、
「
小
稿
は
民
力
酒
養
運
動
の
み
の
要
約
」
だ
と
す
る
よ
う
に
、
紙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

幅
の
関
係
上
、
民
直
酒
養
運
動
は
圧
縮
さ
れ
た
り
、
落
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま

た
「
第
一
次
大
戦
後
の
群
馬
県
民
力
酒
養
運
動
（
一
）
（
二
）
」
と
題
さ
れ
た
小
池
善

吉
の
論
考
も
、
一
九
八
三
・
四
年
と
比
較
的
早
い
時
期
の
研
究
で
あ
る
が
、
同
様
に

紙
数
の
関
係
か
ら
『
群
馬
県
史
研
究
』
に
改
め
て
民
力
酒
養
運
動
を
焦
点
に
論
じ
る

旨
が
書
か
れ
て
あ
る
。
吉
本
が
唯
一
そ
の
先
行
研
究
に
挙
げ
る
宮
坂
広
作
『
近
代
日

　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

本
社
会
教
育
政
策
史
』
の
よ
う
に
、
民
力
酒
養
運
動
の
研
究
は
専
ら
、
歴
史
学
で
は

傍
流
の
社
会
教
育
史
や
前
述
し
た
中
罵
の
よ
う
な
家
政
史
の
分
野
で
、
問
題
が
見
出

さ
れ
、
扱
わ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
小
池
も
「
研
究
経
歴
の
浅
い

民

力
酒
養
運
動
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
格
規
定
も
未
だ
甚
だ
あ
い
ま
い
で
、
従
っ
て

研
究
視
点
も
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
」
と
し
て
、
「
国
民
教
化
運
動
を
焦
点
に
し
て

民
力
酒
養
運
動
を
扱
う
こ
と
に
し
た
が
、
こ
の
運
動
に
つ
い
て
は
、
叙
上
の
よ
う
に

危
機
に
お
け
る
一
貫
性
あ
る
総
合
的
地
方
政
策
の
一
こ
ま
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
も
っ

と
総
合
的
多
面
的
視
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い

（7
5
）

る
。

　
一
方
、
歴
史
学
主
流
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、
一
つ
の
方
向
性
を
主
導
し
た
の
は
、

お

そ
ら
く
金
原
左
門
の
一
連
の
研
究
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
の
ち
に
『
神
奈
川
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

史
』
通
史
編
で
「
民
力
酒
養
運
動
」
を
金
原
が
担
当
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
県
史

編
纂
事
業
が
一
つ
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
と
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
の
発
刊
に
先
立
っ
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岩本通弥［可視化される習俗］

て

金
原
は
『
大
正
期
の
政
党
と
国
民
』
（
一
九
七
三
年
）
の
一
章
で
「
民
力
酒
養
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

画
と
そ
の
実
施
状
況
－
神
奈
川
県
を
中
心
に
」
を
論
じ
て
い
る
。
そ
の
書
名
が
示
す

よ
う
に
、
彼
の
関
心
は
政
党
と
国
民
で
あ
っ
て
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
下
に
お
け
る

国
民
の
自
治
観
念
の
形
成
や
労
使
や
地
主
小
作
の
協
調
の
あ
り
方
、
ま
た
そ
れ
と
政

党
と
の
関
係
性
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
先
に
示
し
た
五
大
要
綱
の
う
ち
「
自
治
」
と
「
協

調
」
に
論
点
は
集
中
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
金
原
は
こ
の
運
動
に
関
し
、
多
く
の
論

考
を
公
表
し
、
民
力
酒
養
運
動
研
究
を
実
質
的
に
牽
引
し
て
き
た
が
、
お
そ
ら
く
そ

の

分
析
視
角
の
限
定
的
方
向
性
が
、
近
代
史
の
主
流
研
究
の
全
体
に
も
多
大
な
影
響

を
与
え
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
は
彼
の
視
角
の
せ
い
ば
か
り
で
は
な
い
。
前
述
し

た
よ
う
に
、
こ
の
運
動
の
実
行
は
地
域
毎
の
対
応
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
が
、
例
え
ば

東
京
府
の
実
行
要
目
で
は
第
一
要
綱
の
「
国
体
」
に
対
応
す
る
事
項
が
な
く
、
都
市

中
央
部
と
列
島
周
縁
部
で
は
運
動
内
容
に
格
段
の
変
差
が
あ
っ
た
。
神
奈
川
の
場
合

も
、
県
レ
ベ
ル
の
努
力
目
標
を
示
し
た
『
民
力
酒
養
実
行
要
目
調
査
資
料
』
で
は
、

五
大
要
綱
と
も
細
か
な
要
目
を
掲
げ
て
い
る
が
、
『
神
奈
川
県
民
力
酒
養
運
動
ノ
概

況
』
（
一
九
二
五
年
）
を
見
る
と
、
消
費
節
約
や
貯
蓄
組
合
に
関
す
る
事
項
が
大
部

　
　
　
　
　
（
7
8
）

を
占
め
て
お
り
、
後
に
検
討
す
る
岩
手
や
鹿
児
島
の
も
の
と
は
か
な
り
様
相
を
異
に

し
て
い
る
。
筆
者
は
近
代
史
に
お
け
る
視
点
の
偏
り
や
関
心
の
稀
薄
さ
の
第
二
要
因

は
、
研
究
を
リ
ー
ド
し
た
金
原
の
対
象
化
し
た
主
た
る
史
料
が
首
都
近
郊
の
神
奈
川

県
で
あ
っ
た
こ
と
も
一
因
だ
っ
た
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
『
神
奈
川
県
民
力
酒
養
運
動
ノ
概
況
』
に
し
て
も
、
「
町
村
戸
主
会
自

治
会
等
実
行
申
合
規
約
」
の
細
部
や
「
生
活
改
善
二
関
ス
ル
県
並
郡
市
町
村
ノ
施
設

概
況
」
に
、
人
々
の
暮
ら
し
に
関
わ
る
事
項
が
記
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
第
三
の

要
因
は
、
史
料
的
な
記
載
内
容
が
あ
ま
り
に
地
方
的
か
つ
個
別
的
で
あ
っ
た
こ
と
、

換
言
す
れ
ば
、
そ
の
記
述
内
容
に
あ
ま
り
に
地
方
的
差
異
が
多
く
、
か
つ
叙
述
の
多

く
が
断
片
な
が
ら
仔
細
な
生
活
レ
ベ
ル
の
些
細
な
事
象
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
が
、
歴
史

学
者
の
興
味
を
惹
起
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
歴

史
学
者
に
と
っ
て
は
、
あ
ま
り
に
も
生
活
史
料
の
断
片
に
見
え
る
よ
う
な
記
述
ば
か

り
で
あ
る
。
特
に
先
の
吉
本
・
小
池
に
し
て
も
、
民
力
酒
養
運
動
を
地
方
改
良
運
動

と
連
動
す
る
「
社
会
教
化
運
動
の
一
環
」
と
捉
え
る
認
識
に
お
い
て
は
、
地
方
改
良

運
動
の
延
長
と
し
て
、
そ
の
相
違
を
見
る
視
線
が
埋
没
し
が
ち
に
な
る
。
『
内
務
省
史
』

で

も
「
日
露
戦
争
後
の
地
方
改
良
運
動
の
改
訂
新
版
で
あ
り
、
府
県
単
位
で
全
国
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

行

な
っ
た
点
で
は
よ
り
組
織
的
で
あ
っ
た
」
と
は
あ
る
が
、
『
日
本
近
代
教
育
百
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

史
』
で
も
「
地
方
改
良
運
動
の
戦
後
版
と
も
い
わ
れ
る
民
力
酒
養
運
動
」
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

そ
れ
が
定
説
化
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
そ
れ
を
否
定
す
る
考
え
は
毛
頭
な
い
が
、
両

者
の
形
態
上
の
相
違
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
た
議
論
に
は
疑
義
を
覚
え
ざ
る
を
得

な
い
。
両
運
動
で
は
わ
ず
か
一
〇
年
の
短
い
間
隔
し
か
な
い
が
、
民
俗
学
的
に
み
る

と
、
そ
の
史
料
に
は
実
に
興
味
深
い
生
活
諸
相
に
及
ぶ
具
体
的
記
述
に
溢
れ
て
お
り
、

人

々
の
暮
ら
し
“
生
活
の
レ
ベ
ル
か
ら
す
れ
ば
、
神
社
合
祀
と
い
っ
た
集
落
レ
ベ
ル

の
再
編
で

あ
っ
た
地
方
改
良
運
動
か
ら
、
よ
り
暮
ら
し
の
レ
ベ
ル
ま
で
再
編
や
統
制

を
及
ぼ
し
、
さ
ら
に
は
人
々
の
信
心
と
い
っ
た
内
面
ま
で
干
渉
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、

内
務
行
政
の
転
換
の
端
緒
だ
っ
た
と
評
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
以
上
の
三

つ
の

研
究
傾
向
の
流
れ
に
対
し
、
そ
れ
ら
の
批
判
も
交
え
た
、
別
な
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

究
動
向
も
紹
介
し
て
お
こ
う
。
一
つ
は
前
節
で
触
れ
た
中
鴬
の
生
活
論
的
研
究
や
、

孝
本
や
赤
澤
の
宗
教
・
思
想
史
的
な
研
究
で
あ
り
、
筆
者
も
そ
の
視
角
の
延
長
線
上

に
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
は
行
論
で
そ
の
都
度
言
及
す
る
と
し
て
、
も
う
一
つ
別
な
流

れ

と
し
て
特
筆
さ
れ
る
の
は
、
群
馬
県
下
の
村
落
構
造
に
与
え
た
影
響
ま
で
把
捉
し

よ
う
と
し
た
前
述
の
小
池
の
第
二
稿
で
あ
り
、
ま
た
茨
城
県
結
城
郡
と
い
う
郡
レ
ベ

ル

の
実

態
と
の
相
互
交
渉
ま
で
捉
え
よ
う
と
し
た
池
田
元
の
社
会
史
的
な
研
究
、
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

よ
び
大
阪
府
の
運
動
の
実
行
を
担
っ
た
教
化
団
体
に
着
目
し
た
尾
川
昌
法
の
研
究
を

挙
げ
ら
れ
る
。
小
池
の
第
二
論
文
は
農
村
社
会
学
流
の
村
落
構
造
論
と
の
接
合
を
試

　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

み

た
も
の
で
あ
り
、
両
者
は
残
念
な
が
ら
分
離
し
て
い
る
嫌
い
は
あ
る
が
、
こ
の
運

動
の
集
落
レ
ベ
ル
の
史
料
が
発
掘
さ
れ
れ
ば
、
ま
さ
に
民
俗
学
に
と
っ
て
は
有
益
で
、

視
点
は
交
差
し
よ
う
。
一
方
、
「
大
正
期
の
民
力
酒
養
運
動
と
自
由
教
育
論
争
」
と

題

さ
れ
た
池
田
の
研
究
は
、
当
時
教
育
界
で
論
議
さ
れ
た
「
自
由
教
育
」
の
展
開
に
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（
8
5
）

主

旨
が
あ
り
、
本
稿
と
は
問
題
が
ず
れ
る
の
で
触
れ
な
い
が
、
郡
レ
ベ
ル
の
史
料
や

新
聞
・
雑
誌
の
論
考
・
記
事
を
駆
使
し
て
、
ミ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
ま
で
運
動
の
実
態
を

掘
り
下
げ
て
お
り
、
啓
発
さ
れ
る
。

　

こ
の
三
者
の
扱
っ
て
い
る
原
史
料
を
参
照
す
る
と
、
民
力
酒
養
運
動
に
関
す
る
史

料

は
郡
役
所
や
市
町
村
レ
ベ
ル
で
も
ま
だ
ま
だ
眠
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
本
稿

で

扱
う
資
料
は
、
各
府
県
史
資
料
編
に
所
収
さ
れ
た
史
料
の
ほ
か
、
国
立
国
会
図
書

館
所
蔵
の
史
料
、
お
よ
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
得
た
県
立
文
書
館
や
県
立
図

書
館

レ
ベ
ル
の
史
料
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
原
史
料
の
厚
さ
か
ら
み
る
と
、

府
県
史
の
近
現
代
資
料
編
に
再
録
さ
れ
た
史
料
は
量
的
に
極
め
て
短
い
も
の
に
限
定

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
が
、
本
稿
が
契
機
と
な
り
、
史
料
編
に
落
と
さ

れ
、
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
関
連
諸
史
料
が
、
次
々
と
発
掘
さ
れ
る
こ
と
を
切
に

希
望
し
た
い
。

（
3
）
民
力
酒
養
運
動
史
料
の
記
載
内
容
ー
岩
手
県
の
事
例
か
ら

　
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
民
力
酒
養
運
動
は
形
式
的
に
は
地
方
の
主
体
性

に
委
ね
ら
れ
た
か
ら
、
県
郡
レ
ベ
ル
の
史
料
に
し
て
も
、
そ
の
書
式
は
多
様
で
あ

る
。
そ
れ
が
史
料
の
残
存
状
況
の
違
い
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
、
確
定
し
難
い
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

ろ
は
あ
る
が
、
『
札
幌
支
庁
民
力
酒
養
実
行
要
目
』
が
横
長
の
わ
ず
か
一
枚
に
ま
と

め

ら
れ
た
も
の
で
済
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
京
都
府
の
場
合
は
『
民
力
酒
養
第
一

年
』
だ
け
で
も
五
二
八
頁
に
も
及
ん
で
い
る
。
民
力
酒
養
運
動
の
内
務
省
で
の
管
掌

は
、
当
初
、
地
方
局
救
護
課
で
あ
っ
た
が
、
一
九
一
九
年
一
二
月
社
会
課
と
改
称
し
、

翌
年
八
月
に
は
社
会
局
へ
と
昇
格
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
省
を
挙
げ
て
の
一
大
事
業

で

あ
っ
た
。
社
会
局
の
分
課
規
程
に
掲
げ
ら
れ
た
「
民
力
酒
養
二
関
ス
ル
事
項
」
に

応

じ
、
内
務
省
内
に
も
専
門
の
嘱
託
員
を
置
く
と
と
も
に
、
各
地
方
で
も
国
費
支

弁
の

専
務
職
員
の
配
置
を
義
務
づ
け
（
ほ
か
に
県
費
支
弁
の
嘱
託
員
）
、
運
動
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

行
に
当
た
ら
せ
た
の
で
、
県
知
事
や
県
当
局
（
多
く
は
内
務
部
庶
務
課
）
、
ま
た
そ

の

専
門
員
の
意
欲
に
よ
っ
て
（
郡
以
下
の
自
治
体
で
も
同
様
）
、
運
動
に
は
相
当
の

地

域
差
が

あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
資
料
を
読
ん
で
い
く
と
、
特
に
、
実
施

成
績
が
数
値
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
隣
接
す
る
周
辺
府
県
と
の
比
較
で
、
「
劣
っ
て
い

る
」
と
判
断
さ
れ
る
と
、
そ
の
実
行
が
強
化
さ
れ
る
傾
向
も
あ
っ
た
。
青
森
県
で
は

一
九

二

〇
年
県
知
事
訓
令
で
「
民
力
酒
養
日
」
を
制
定
し
、
毎
年
三
月
一
日
と
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）

月
二
二
日
を
「
民
酒
デ
ー
」
と
称
し
て
、
運
動
の
強
化
に
当
て
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
資
料
に
は
大
き
な
地
方
性
が
あ
る
が
、
具
体
的
ど
ん
な
運
動
で
、

ど
う
い
う
生
活
事
実
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
、
共
通
す
る
事
項
も
あ
る
の

で
、
ま
ず
は
先
に
も
紹
介
し
た
岩
手
県
『
民
力
酒
養
に
関
す
る
施
設
及
成
績
概
要
』

（
一
九

二

二
年
、
全
九
七
頁
）
を
例
に
、
そ
の
全
体
的
傭
轍
を
呈
示
す
る
。
こ
の
史

料
を
一
つ
の
典
型
に
選
ん
だ
の
は
、
本
書
中
程
か
ら
記
載
さ
れ
る
「
民
力
酒
養
成
績

一
斑
」
が
数
値
を
交
え
て
お
り
、
か
つ
民
俗
学
的
に
も
実
に
興
味
深
い
デ
ー
タ
だ
か

ら
で
あ
る
。
平
和
記
念
東
京
博
覧
会
に
出
品
し
た
『
岩
手
県
民
力
酒
養
成
績
』
と
称

す
る
図
表
の
バ
ッ
ク
デ
ー
タ
と
し
て
、
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
と
一
九
二
二
（
大

正
一
〇
）
年
と
の
数
値
比
較
‖
民
力
酒
養
の
実
績
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
適
宜

補
う
こ
と
で
、
運
動
の
実
態
を
捉
え
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
史
料
に
引
い
た
傍
点
は
、

の

ち
に
検
討
す
る
事
項
と
し
て
、
筆
者
が
補
っ
た
。

　

こ
の
史
料
で
は
最
初
に
「
教
育
勅
語
」
「
戊
申
詔
書
」
「
平
和
克
復
詔
書
」
の
詔
書

が
置
か
れ
、
は
し
が
き
・
目
次
と
続
く
が
、
こ
の
史
料
に
限
ら
ず
、
詔
勅
が
最
初
に

掲
げ
ら
れ
、
以
下
大
臣
訓
令
を
は
じ
め
次
官
や
内
務
部
長
通
牒
、
ま
た
郡
市
長
に
対

す
る
県
知
事
訓
令
な
ど
、
各
種
関
係
書
類
を
掲
載
す
る
の
が
、
概
ね
そ
の
構
成
上
の

特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
本
史
料
で
は
、
全
二
六
節
中
二
三
節
ま
で
訓
令
通
牒
の
類
で

あ
り
（
五
一
頁
ま
で
）
、
実
施
後
の
具
体
的
な
生
活
変
更
に
関
す
る
記
事
は
、
二
四

節
「
民
力
酒
養
成
績
一
斑
」
（
以
下
「
成
績
一
斑
」
と
略
）
か
ら
は
じ
ま
る
が
、
ま

ず
は
県
の
全
体
計
画
で
あ
る
一
六
節
「
戦
後
民
力
酒
養
実
施
計
画
」
か
ら
見
て
お
こ

・
つ
。

　

こ
の
運
動
を
県
や
郡
市
が
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
の
か
、
冒
頭
の
一
文
で
、
そ
の

経
過

も
明
確
と
な
る
が
、
「
柿
沼
知
事
ハ
大
正
八
年
六
月
六
日
ヨ
リ
三
日
間
庁
中
各

282
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課
長
及
重

ナ
ル
関
係
職
員
ヲ
招
集
シ
」
て
、
「
会
議
ヲ
開
キ
戦
後
民
力
酒
養
二
関
ス

ル

実
施
要
網
及
世
界
大
戦
記
念
貯
金
計
画
ヲ
立
テ
」
て
、
「
実
施
二
就
テ
ハ
学
校
其

他
諸

団
体
ヲ
シ
テ
実
効
セ
シ
ム
ル
外
戸
主
会
ヲ
シ
テ
実
行
セ
シ
ム
ヘ
ク
」
と
あ
る
。

そ
の
戸
主
会
に
関
し
て
は
「
別
記
規
約
標
準
ヲ
示
シ
テ
之
力
組
織
ヲ
奨
励
ス
ル
コ

ト
・
シ
」
と
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
「
四
月
十
九
、
二
十
両

日
間
郡
市
長
会
議
」
を
開
い
て
、
「
訓
示
シ
タ
ル
後
右
等
諸
案
ヲ
提
示
シ
充
分
意
見

ヲ
交
換
シ
何
レ
モ
計
画
ノ
如
ク
実
行
ス
ル
コ
ト
ニ
決
定
」
し
、
「
同
月
二
十
一
日
ニ

ハ
警
察
署
長
会
議
二
右
諸
案
ヲ
配
布
シ
知
事
及
警
察
部
長
ヨ
リ
郡
市
長
二
協
力
シ
テ

宣
伝
指
導
二
努
ム
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
訓
示
及
指
示
セ
リ
」
と
あ
り
、
続
け
て
「
大
正
八
年

六

月
二
十
八
日
縣
報
号
外
ヲ
以
テ
右
ノ
如
ク
発
表
セ
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下

長

文
の
引
用
に
な
る
が
、
五
大
要
綱
に
対
す
る
岩
手
県
の
「
戦
後
民
力
酒
養
二
関
ス

ル

実
施
要
綱
」
を
一
要
綱
つ
つ
、
検
討
し
て
い
く
。

　
（
a
）
第
一
要
綱
「
国
体
」
に
対
す
る
県
実
施
要
目

　
ま
ず
は
内
務
大
臣
訓
令
第
一
要
綱
、
「
立
国
ノ
大
義
ヲ
閲
明
シ
国
体
ノ
精
華
ヲ
発

揚
シ
テ
健
全
ナ
ル
国
家
観
念
ヲ
養
成
ス
ル
コ
ト
」
に
対
す
る
、
岩
手
県
の
実
施
目
標

で
あ
る
。

　
（
一
）
　
忠
君
愛
国
ノ
精
神
ヲ
一
層
熾
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
イ
、
三
大
節
ニ
ハ
可
成
最
寄
官
衙
学
校
二
参
会
シ
テ
拝
賀
ス
ル
コ
ト
（
戸
）

　
　
ロ
、
修
身
教
授
二
於
ケ
ル
徳
目
ノ
訓
話
訓
戒
等
ハ
勉
メ
テ
聖
勅
ノ
御
趣
旨
二
帰

　
　
　
　
結
統
一
ス
ル
コ
ト
（
学
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ハ
、
修
身
教
授
又
ハ
訓
話
講
演
等
二
於
テ
ハ
勅
語
詔
書
並
天
祖
ノ
神
勅
五
ヶ
条

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
ノ
御
誓
文
憲
法
発
布
ノ
勅
語
市
制
町
村
制
発
布
上
諭
ノ
御
趣
旨
ヲ
充
分
理

　
　
　
　
解
セ
シ
ム
ル
ニ
努
ム
ル
コ
ト
（
学
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ニ
、
尋
常
五
学
年
以
上
ノ
児
童
二
勅
語
詔
書
並
二
詔
勅
ノ
略
解
ヲ
頒
布
ス
ル
コ

　
　
　
　
ト
（
学
）

　
　
ホ
、
勅
語
詔
書
ノ
御
趣
旨
ヲ
奉
体
ス
ル
訓
練
細
目
ヲ
制
定
シ
校
訓
々
練
要
項
等

　
　
　
　
二
関
連
シ
テ
実
際
ノ
訓
練
細
目
案
ヲ
定
メ
実
行
ス
ル
コ
ト
（
学
）

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　

へ

、
大
祭
祝
日
、
発
布
記
念
日
、
創
立
記
念
日
、
入
学
式
、
卒
業
式
二
於
テ
勅

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
　

語
詔
書
ヲ
奉
読
ス
ル
コ
ト
（
学
）

　
　

ト
、
郷
土
ノ
地
理
歴
史
ヲ
編
纂
シ
テ
教
授
上
二
利
用
ス
ル
コ
ト
（
学
）

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　

チ
、
何
成
学
校
内
二
郷
土
出
身
名
士
ノ
肖
像
及
郷
土
二
関
ス
ル
各
種
ノ
産
物
、

　
　
　
　

標
本
統
計
図
表
地
図
等
ヲ
蒐
集
シ
テ
観
覧
セ
シ
ム
ル
コ
ト
（
学
）

　
　

リ
、
勅
語
詔
書
ヲ
奉
掲
シ
タ
ル
青
年
団
手
帳
ヲ
可
成
作
製
シ
団
員
二
配
布
ス
ル

　
　
　
　

コ

ト
（
青
）

　
（
二
）
　
敬
神
崇
祖
ノ
念
ヲ
益
旺
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　

イ
、
神
宮
大
麻
並
二
神
符
ヲ
神
棚
其
他
清
浄
ノ
場
所
二
安
置
シ
朝
拝
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　
（
戸
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　

ロ
、
神
社
ノ
祭
日
ニ
ハ
勿
論
元
朝
詣
ヲ
為
ス
コ
ト
（
戸
）

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　

ハ

、
神
社
ノ
前
ヲ
通
行
ス
ル
ト
キ
ハ
礼
拝
ス
ル
コ
ト
（
戸
）

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　

ニ

、
慶
事
ア
ル
場
合
ニ
ハ
神
社
二
参
拝
奉
告
ヲ
為
ス
コ
ト
（
戸
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　

ホ
、
市
町
村
二
於
テ
ハ
神
社
二
自
治
奉
告
祭
ヲ
行
フ
コ
ト
（
市
町
村
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　

へ

、
常
二
祭
祀
法
会
ヲ
怠
ラ
ス
墓
前
ヲ
清
浄
ニ
ス
ル
コ
ト
（
戸
）

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ト
、
社
寺
境
内
ノ
樹
木
ヲ
保
護
ス
ル
ト
共
二
植
樹
ヲ
奨
励
ス
ル
コ
ト
（
市
町
村
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　

チ
、
祭
典
ノ
際
ハ
勿
論
諸
会
合
ニ
ハ
努
メ
テ
神
社
二
関
ス
ル
講
演
ヲ
為
サ
シ
ム

　
　
　
　
ル

コ

ト
（
神
督
）

　
各
項
目
の
最
後
に
（
戸
）
（
学
）
（
神
督
）
と
あ
る
の
は
、
県
が
想
定
し
て
い
る
実

行
主
体
で
あ
り
、
戸
は
戸
主
会
、
学
は
学
校
、
神
督
は
神
職
会
の
宣
伝
督
励
を
指
し

て

い

る
。
（
一
）
の
忠
君
愛
国
で
は
詔
勅
を
重
視
し
、
式
典
で
の
奉
読
さ
せ
る
儀
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

化
の

ほ
か
、
学
校
内
に
郷
土
出
身
の
名
士
肖
像
を
観
覧
さ
せ
る
こ
と
な
ど
、
地
方
改

良
運
動
の
施
策
を
延
長
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
（
二
）
の
「
敬
神
崇
祖
」
を
具
体
化

さ
せ
て
い
る
点
が
大
き
な
特
徴
だ
と
い
え
る
。
イ
の
神
宮
大
麻
を
安
置
し
朝
拝
さ
せ

る
こ
と
と
は
、
四
年
間
の
運
動
結
果
を
総
括
し
た
、
二
五
節
「
民
力
酒
養
五
大
要
綱

二

関
ス
ル
施
設
及
改
善
事
項
摘
要
」
（
以
下
「
施
設
及
改
善
事
項
」
と
省
略
）
の
最

初
に
「
神
宮
大
麻
頒
布
数
ハ
各
郡
市
共
著
シ
ク
増
加
セ
リ
」
、
「
宗
教
上
ノ
関
係
ニ
テ
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表2　岩手県民力酒養運動による運動結果

皇太神宮大麻頒布数 国旗所有戸数

実数 現住戸数千当り 実数 現住戸数千当り

郡市名 大正7年 大正10年 比較増 大正7年 大正10年 大正7年 大正10年 比較増 大正7年 大正10年
岩手 5，338 η00 2362 501 698 3，460 5，626 2ユ66 325 505

紫波 4，126 5950 1β24 624 885 3，542 4，149 607 527 617

稗貫 3113 5，450 2，337 413 692 3747 5276 1，529 497 670

和賀 3，290 6，230 2，940 362 674 4β88 6113 1425 516 661

胆沢 5β68 ＆071 2，403 607 825 3694 4972 1278 395 508

江刺 4，563 5，116 553 643 704 4，440 5486 1，046 625 755

西磐井 4，045 6ユ86 2，141 500 744 4，180 4，878 698 513 587

東磐井 2040 2，533 493 930 940 7670 ＆573 903 646 698

気仙 ＆521 9，136 615 960 1ρ07 7867 ＆551 684 887 942

上閉伊 6241 ＆290 2，049 473 666 7256 8874 1β18 550 713

下閉伊 6，998 ＆720 1，722 590 693 7，366 8β74 1，308 622 689

九戸 8，876 9，863 987 891 955 6，661 7β90 L229 679 764

二戸 4106 5，601 1495 538 709 4262 4，577 315 562 579

盛岡 3050 5148 2，098 203 676 5ρ00 6000 1ρ00 661 788

計 77，925 1ρ22，994 25，069 588 778 73β33 89639 15β06 557 677

自治奉告祭度数 神社献納品品評会度数 天長節祝日拝賀人員 勅語詔書略解所持児童数

郡市名 大正7年 大正10年 大正7年 大正10年 大正7年 大正10年 比較増 大正7年 大正10年 比較増

岩手 2 17 4 5 437 765 328 808 1，638 830

紫波 5 5 4 4 560 793 233 1β61 2249 830

稗貫 3 5 770 1，488 718 410 1432 1ρ22

和賀 4 9 1 1，059 1，530 471 1，528 2，908 1，380

胆沢 3 3 3 3 751 932 181 2，500 2989 489

江刺 3 5 3 4 756 1，114 358 846 1，697 851

西磐井 8 10 4 3 693 1，187 494 963 1β69 906

東磐井 4 6 18 19 1，580 2，321 741 1ユ63 2ρ49 886

気仙 4 5 4 4 974 1241 267 400 1，120 720

上閉伊 4 6 1，042 1，637 595 757 L978 1，221

下閉伊 5 2 1 732 1208 476 3ρ38 4320 1282

九戸 6 2 3 2 1，273 1720 447 269 1257 988

二戸 2 3 2 2 745 1262 517 819 924 105

盛岡 500 600 100 1，549 1，549

計 71 105 54 57 11β72 1η98 5，926 15162 27，979 12，817

神
棚
ノ
備
ナ
カ
リ
シ
家
々
悉
ク
之
ヲ
新
設
セ
リ
（
気
仙
郡
立
根
村
）
」

と
あ
り
、
ま
た
「
成
績
一
斑
」
で
も
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、

県
当
局
が
最
も
重
視
し
た
第
一
目
標
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
表

2
で
み
る
よ
う
に
、
四
年
間
の
運
動
の
結
果
、
神
宮
大
麻
の
千
戸
当

た
り
の
頒
布
は
、
全
県
で
一
九
一
八
年
の
五
八
八
か
ら
一
九
二
一
年

に
は
七
七
八
へ
と
大
き
く
伸
長
し
て
い
る
。
神
宮
大
麻
す
な
わ
ち
伊

勢
皇
太
神
宮
の
神
札
が
安
置
さ
れ
る
「
神
棚
其
他
清
浄
ノ
場
所
」
と

は
、
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
「
神
棚
」
を
恒
常
的
に
常
設
化
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
さ
ら
に
（
二
）
ロ
の
元
朝
詣
り
を
は
じ
め
、

（
二
）
こ
の
慶
事
の
奉
告
・
ホ
の
自
治
奉
告
祭
で
み
る
よ
う
に
、
神

に
対
す
る
奉
告
と
い
う
従
前
に
は
存
在
し
な
い
信
仰
表
現
の
新
形
式

を
介
し
て
、
神
社
へ
の
参
拝
機
会
を
増
や
す
と
と
も
に
、
（
二
）
ト

で
み

る
境
内
整
備
に
し
て
も
、
「
神
棚
」
と
同
じ
く
、
儀
礼
を
遂
行

す
る
場
と
し
て
の
装
置
化
で
あ
る
と
見
倣
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
な

お
、
傍
点
の
残
り
の
箇
所
は
（
以
下
も
同
じ
）
、
他
の
地
方
の
事
例

を
紹
介
し
た
後
で
、
改
め
て
論
じ
た
い
。

　
（
b
）
第
二
要
綱
「
自
治
」
に
対
す
る
県
実
施
要
目

　
次
は
、
内
務
大
臣
訓
令
第
二
要
綱
、
「
立
憲
ノ
思
想
ヲ
明
圏
ニ
シ

自
治
ノ
観
念
ヲ
陶
冶
シ
テ
公
其
心
ヲ
酒
養
シ
犠
牲
ノ
精
神
ヲ
旺
盛
ナ

ラ
シ
ム
ル
コ
ト
」
に
対
す
る
、
岩
手
県
の
実
施
目
標
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
我
国
立
憲
ノ
大
義
ヲ
普
及
徹
底
セ
シ
ム
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
イ
、
紀
元
節
ニ
ハ
学
校
二
於
ケ
ル
訓
話
二
立
憲
ノ
大
義
ヲ
モ
加

　
　
　
　
フ
ル
コ
ト
（
学
）

　
（
二
）
　
自
治
ノ
要
義
ヲ
了
得
セ
シ
メ
其
実
績
ヲ
学
ク
ル
ニ
努
ム
ル

　
　
　
　
コ
ト

　
　
イ
、
模
範
村
ノ
視
察
ヲ
奨
励
ス
ル
コ
ト
（
市
町
村
）

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　

ロ
、
自
治
体
ノ
功
労
者
ヲ
表
彰
シ
永
ク
之
ヲ
優
遇
ス
ル
コ
ト
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（
市
町
村
）

　

ハ

、
町
村
有
林
野
ノ
整
理
及
造
林
ヲ
励
行
ス
ル
コ
ト
（
市
町
村
）

（
三
）
　
公
徳
心
公
共
心
共
同
心
ノ
養
成
二
努
ム
ル
コ
ト

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
イ
、
敬
老
ノ
会
ヲ
催
ス
コ
ト
（
市
町
村
）

　

ロ
、
道
路
ノ
障
害
ヲ
除
去
シ
小
破
ノ
修
理
指
道
標
ノ
建
設
ヲ
為
ス
コ
ト
（
青
）

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
ハ
、
神
社
仏
閣
其
他
公
共
物
ヲ
保
護
ス
ル
コ
ト
（
青
）

　
二
、
各
種
租
税
ハ
納
期
内
二
完
納
ス
ル
コ
ト
（
戸
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　

ホ
、
葬
儀
二
出
会
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
弔
意
ヲ
表
ス
ル
コ
ト
（
戸
）

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
へ
、
汚
稜
物
、
喀
啖
、
糞
尿
等
ハ
濫
二
鄭
棄
放
散
セ
ス
殊
二
同
共
便
所
下
水
溝

　
　
　
等
ハ
乱
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
（
戸
）

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
ト
、
汽
車
汽
船
等
ノ
乗
降
又
ハ
多
数
集
合
等
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
老
幼
ヲ
励
ハ
リ

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
且
ツ
他
ヲ
排
シ
テ
先
ヲ
争
フ
カ
如
キ
所
為
ナ
カ
ル
ヘ
キ
コ
ト
（
戸
）

　
チ
、
漁
獲
物
、
農
産
物
等
ノ
共
同
販
売
ヲ
奨
励
ス
ル
コ
ト
（
郡
市
町
村
、
漁
組
）

　
リ
、
小
農
会
ノ
組
織
ヲ
奨
励
ス
ル
コ
ト
（
農
）

　
ヌ
、
農
産
物
共
同
販
売
ノ
幹
旋
ヲ
為
ス
コ
ト
（
農
）

　
ル
、
森
林
保
護
組
合
ノ
設
置
ヲ
奨
励
ス
ル
コ
ト
（
町
村
）

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
ヲ
、
戦
死
病
残
者
ノ
墓
碑
建
設
ヲ
援
助
ス
ル
コ
ト
（
在
軍
）

（
四
）
　
犠
牲
的
精
神
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
イ
、
入
営
出
征
者
又
ハ
戦
死
病
残
者
ノ
家
族
遺
族
二
対
シ
テ
ハ
最
寄
部
民
二
於

　
　
　
テ
時
々
慰
問
シ
且
ツ
家
事
ノ
手
伝
ヲ
為
ス
コ
ト
（
戸
、
軍
、
青
）

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
ロ
、
入
営
出
征
者
ノ
出
発
帰
郷
ノ
際
ハ
神
前
二
於
テ
有
志
参
列
シ
奉
告
式
ヲ
行

　
　
　
ヘ

　
　
　
フ
コ
ト
（
市
町
村
）

（
五
）
　
部
落
的
、
地
方
的
、
感
情
ノ
打
破
二
努
ム
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

イ
、
市
町
村
学
校
青
年
団
其
他
各
種
団
体
ノ
運
動
会
等
ハ
可
成
連
合
シ
テ
行
ハ

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
シ
ム
ル
コ
ト
（
市
町
村
）

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
ロ
、
部
落
的
地
方
的
感
情
ヲ
醸
成
ス
ル
虞
ア
ル
モ
ノ
ヲ
廃
除
ス
ル
コ
ト
（
市
町

　
　

村
）

　
　

ハ

、
部
落
有
財
産
ノ
統
一
二
努
ム
ル
コ
ト
（
市
町
村
）

　
（
六
）
　
中
央
政
治
ト
地
方
自
治
ト
ノ
区
別
ヲ
明
ニ
シ
地
方
ノ
自
治
二
政
争
ヲ
混
入

　
　
　
セ
シ
メ
サ
ル
コ
ト

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
（
三
）
へ
や
（
三
）
ト
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
公
衆

道
徳
が
明
示
的
に
語
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
（
三
）
ホ
の
葬
儀
の
弔
意
や
敬
老
会
、

ま
た
功
労
者
の
表
彰
や
戦
死
病
残
者
の
墓
碑
建
立
な
ど
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
極

め

て

大

陸
的
な
礼
の
践
履
と
い
う
儒
教
的
倫
理
の
表
現
方
法
で
も
あ
る
が
、
い
ず
れ

も
内
的
に
求
め
ら
れ
る
心
的
な
倫
理
で
は
な
い
。
外
部
と
の
関
係
に
基
づ
い
た
倫
理

で
あ
っ
て
、
か
つ
外
部
に
対
し
て
示
威
的
（
△
①
目
o
昌
゜
・
言
豊
く
⑦
）
に
表
現
さ
れ
る
社

会
的
秩
序
と
し
て
の
倫
理
で
あ
る
と
い
え
る
。
わ
ざ
わ
ざ
葬
儀
で
弔
意
を
す
る
よ
う

促

し
て
い
る
の
は
、
以
前
に
は
そ
う
し
た
習
慣
が
な
か
っ
た
の
か
、
あ
っ
た
と
し
て

も
、
よ
り
外
部
に
見
え
る
形
で
標
準
的
な
弔
意
を
形
式
と
し
て
示
す
と
い
う
意
味
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
と
関
連
し
、
前
項
と
同
様
、
入
営
兵
士
の
出
征
・
凱
旋
の
儀
式
の

場

と
し
て
、
神
社
が
選
定
さ
れ
、
さ
ら
に
「
参
列
」
と
い
う
外
見
的
に
も
表
示
的
な

儀
礼
形
式
が
指
示
さ
れ
て
い
る
点
に
留
意
し
た
い
。
「
施
設
及
改
善
事
項
」
に
も
「
消

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

防
組
員
正
装
シ
テ
隊
ヲ
組
ミ
元
旦
参
拝
ヲ
為
ス
（
稗
貫
郡
各
町
村
ご
「
青
年
会
員
団

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

体
ニ
テ
元
旦
参
拝
ヲ
為
ス
（
東
磐
井
郡
八
澤
村
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
以
前
に

は
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
な
、
正
装
で
隊
を
な
す
「
集
団
参
拝
」
と
い
う
示
威
的
な

儀
式
的
手
法
が
、
明
示
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
（
世
間
）
に
対

し
て
「
見
せ
る
こ
と
」
を
重
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
柳
田
の
指
摘
し
た
よ
う
な
、
祭
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）

と
祭
礼
の
相
違
に
並
行
し
て
い
よ
う
。

　
（
c
）
第
三
要
綱
「
修
養
」
に
対
す
る
県
実
施
要
目

　
次

は
内
務
大
臣
訓
令
第
三
要
綱
、
「
世
界
ノ
大
勢
二
順
応
シ
テ
鋭
意
日
新
ノ
修
養

ヲ
積
マ
シ
ム
ル
コ
ト
」
に
対
す
る
、
岩
手
県
の
実
施
目
標
で
あ
る
。

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
（
一
）
　
外
来
ノ
思
想
二
対
シ
テ
ハ
自
主
的
選
択
ノ
態
度
ヲ
探
リ
之
力
咀
噌
同
化
二

　
　
　
努
メ
シ
ム
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
イ
、
時
時
思
想
善
導
二
関
ス
ル
講
演
会
ヲ
開
催
ス
ル
コ
ト
（
市
町
村
）
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（
二
）
青
年
ノ
教
導
ヲ
実
際
的
ナ
ラ
シ
メ
其
ノ
効
果
ヲ
挙
ク
ル
ニ
努
ム
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
イ
、
公
会
堂
又
ハ
学
校
図
書
館
等
二
於
テ
適
当
ナ
ル
書
籍
雑
誌
等
ヲ
蒐
集
シ
テ

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
　
閲
覧
セ
シ
メ
又
ハ
巡
回
文
庫
ト
シ
テ
回
覧
セ
シ
ム
ル
コ
ト
（
市
町
村
、
青
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ロ
、
市
町
村
内
二
可
成
多
ク
掲
示
場
ヲ
設
ケ
新
聞
其
他
新
刊
物
ノ
重
要
記
事
等

　
　
　
　
ヲ
揚
載
ス
ル
コ
ト
（
市
町
村
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ハ
、
特
二
婦
人
ノ
為
二
講
話
会
ヲ
値
ス
コ
ト
（
市
町
村
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ニ
、
各
種
ノ
機
会
ヲ
利
用
シ
テ
各
士
ノ
講
演
ヲ
開
ク
コ
ト
（
市
町
村
）

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
（
三
）
　
科
学
ノ
研
究
心
ヲ
促
進
シ
発
明
工
夫
ノ
趣
味
ヲ
助
長
セ
シ
ム
ル
コ
ト

　
　
イ
、
各
種
ノ
学
校
二
於
テ
ハ
適
当
ノ
機
会
ヲ
選
ヒ
理
化
学
実
検
ヲ
一
般
二
観
覧

　
　
　
　
セ
シ
ム
ル
コ
ト
（
学
）

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
（
四
）
　
幣
風
ヲ
改
ム
ル
ニ
努
ム
ル
コ
ト

　
　
イ
、
昼
寝
ヲ
廃
ス
ル
コ
ト
（
戸
）

　
　
ロ
、
冠
婚
葬
祭
送
迎
等
二
関
ス
ル
弊
害
ハ
之
ヲ
改
ム
ル
コ
ト
（
戸
）

　
　
ハ
、
弊
害
ア
ル
娯
楽
ハ
改
善
ノ
途
ヲ
講
ス
ル
コ
ト
（
戸
、
青
）

　
　
二
、
饗
応
贈
答
ハ
質
素
ヲ
旨
ト
ス
ル
コ
ト
（
戸
）

　
　
ホ
、
葬
式
仏
事
二
酒
ヲ
用
ピ
サ
ル
コ
ト
（
戸
）

　
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
前
項
ま
で
に
も
散
見
し
て
い
る
が
、
既
に
山
室
信
一

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
訓
話
や
講
話
会
・
講
演
会
と
い
っ
た
新
た
な
知
的
循
環

の

メ
デ
ィ
ア
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
掲
示
板
や
図
書
新
聞
雑
誌
の
巡
回

回
覧
も
、
同
じ
く
近
代
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
と
い
え
る
が
、
講
演
会
に

関
し
て
い
え
ば
、
民
力
酒
養
運
動
は
そ
れ
を
意
識
的
に
利
用
し
た
端
緒
で
あ
り
、
後

に
巧
妙
化
し
て
い
く
大
衆
動
員
の
演
劇
的
・
祝
祭
的
手
法
の
原
初
的
形
態
で
あ
っ
た

と
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
内
務
省
社
会
局
が
『
民
力
酒
養
実
行
資
料
（
其
四
）
講
演

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

会
の
開
催
に
付
改
善
を
要
す
べ
き
事
項
』
と
い
う
冊
子
を
発
行
し
て
い
る
が
、
「
民

力
酒
養
に
関
す
る
講
演
会
」
は
「
印
刷
物
の
配
布
」
や
「
展
覧
会
の
実
施
」
な
ど
と

と
も
に
、
こ
の
時
期
、
内
務
省
当
局
が
特
に
重
用
、
重
視
し
た
具
体
的
な
運
動
方
法

の

一
つ
で

あ
っ
た
。
岩
手
県
の
場
合
も
「
施
設
及
改
善
事
項
」
に
は
、
「
村
社
御
祭

神
、
御
神
徳
、
由
緒
等
ヲ
社
前
二
掲
示
ス
（
上
閉
伊
郡
上
郷
村
青
年
団
）
」
や
「
小

学
校
二
於
テ
三
大
節
拝
賀
奨
励
ノ
為
戸
主
氏
名
表
ヲ
職
員
室
二
掲
ケ
毎
回
参
不
参
ラ

各
其
氏
名
ノ
上
欄
二
記
入
ス
（
上
閉
伊
郡
綾
織
村
）
」
「
三
大
節
拝
賀
式
参
列
案
内
状

ヲ
廃
シ
参
会
時
刻
表
ヲ
戸
主
会
役
員
及
諸
団
体
長
二
配
布
ス
（
下
閉
伊
郡
刈
屋
村
）
」

と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　
本
節
「
戦
後
民
力
酒
養
二
関
ス
ル
実
施
要
綱
」
で
も
第
五
要
綱
の
後
に
続
け
て
、

「
共
通
細
目
」
と
し
て
「
イ
、
縣
郡
市
町
村
二
於
テ
訓
令
ノ
五
大
要
項
宣
伝
ノ
為
時
々

講
演
会
ヲ
開
会
ス
ル
コ
ト
」
と
「
ロ
、
右
宣
伝
ノ
為
官
民
有
力
者
二
講
師
ヲ
嘱
託
ス

ル
コ

ト
」
を
掲
げ
る
ほ
か
、
本
史
料
一
五
節
「
戦
後
民
力
酒
養
督
励
機
関
」
に
は
、

講
演
の
民
力
酒
養
講
師
（
嘱
託
）
の
リ
ス
ト
が
登
載
さ
れ
る
。
県
に
属
す
る
六
名
以

外

は
各
郡
に
属
し
、
経
費
は
所
属
の
郡
か
ら
支
給
さ
れ
る
が
、
氏
名
掲
載
の
五
七
名

の

う
ち
、
神
職
が
十
四
名
、
僧
侶
が
二
十
名
と
宗
教
関
係
者
が
多
く
、
十
名
の
小
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）

学
校
な
ど
の
校
長
と
と
も
に
、
神
社
・
寺
院
・
学
校
の
三
位
を
軸
に
展
開
さ
れ
た
の

が
、
こ
の
運
動
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
岩
手
県
で
は
な
い
が
、
い
く
つ
か
残
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）

れ

た
講
演
要
旨
を
み
る
と
、
世
界
情
勢
が
盛
ん
に
語
ら
れ
、
「
世
界
ノ
大
勢
二
順
応
」

し
つ
つ
、
「
世
界
ノ
一
等
国
」
の
皇
国
臣
民
と
し
て
の
自
覚
を
促
す
が
、
そ
れ
と
並

ん

で
、
（
三
）
の
科
学
的
研
究
心
を
育
て
る
と
す
る
一
方
で
、
（
四
）
弊
風
革
去
を
対

置
的
に
提
起
す
る
な
ど
、
そ
の
叙
述
構
成
も
示
唆
深
い
。

　
（
d
）
第
四
要
綱
「
協
調
」
に
対
す
る
県
実
施
要
目

　

次
は
内
務
大
臣
訓
令
第
四
要
綱
、
「
相
互
譜
和
シ
テ
彼
此
共
済
ノ
実
ヲ
挙
ケ
シ
メ

以
テ

軽
進
妄
作
ノ
憾
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
」
に
対
す
る
、
岩
手
県
の
実
施
目
標
が
示

さ
れ
る
。

　
（
一
）
　
社
会
的
事
業
ノ
発
達
二
注
意
シ
其
ノ
善
導
二
努
ム
ル
コ
ト

　
イ

（二
）

　
イ
、

（三
）

特
二
民
情
視
察
二
努
ム
ル
コ
ト
（
縣
郡
市
町
村
）

隣
保
相
助
ノ
方
法
ヲ
講
ス
ル
コ
ト

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

五

人
組
制
度
ノ
精
神
ヲ
普
及
ス
ル
コ
ト
（
市
町
村
）

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ツ
　
　
　
へ

資
本
主
ト
労
働
者
地
主
ト
小
作
人
ノ
関
係
二
留
意
ソ
共
済
譜
和
ノ
実
ヲ
挙
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ク
ル
コ
ト

　
　

イ
、
地
主
会
ハ
在
ノ
事
項
ヲ
実
効
セ
シ
ム
ル
コ
ト
（
市
町
村
）

　
　
　
　

1
小
作
米
品
評
会
及
小
作
人
慰
安
会
ノ
開
催
／
2
産
業
資
金
ノ
融
通
／
3

　
　
　
　
改

良
農
具
ノ
貸
付
／
4
小
作
米
検
査
及
奨
励
金
ノ
交
付
／
5
地
主
小
作
人

　
　
　
　

ノ
共
済
会
ノ
設
置
／
6
模
範
小
作
人
ノ
表
彰
／
7
優
良
種
子
ノ
交
換
配
布

　
　

ロ
、
地
主
ト
小
作
人
ト
ヨ
リ
成
ル
産
業
組
合
ノ
設
置
及
之
力
指
導
二
扇
ム
ル
コ

　
　
　
　
ト
（
市
町
村
）

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
（
四
）
　
附
和
雷
同
ノ
弊
風
ア
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
矯
メ
自
重
自
制
ノ
精
神
ヲ
養
成
ス
ル

　
　
　
コ
ト

　
先
行
研
究
で
も
既
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
資
本
主
／
労
働
者
お
よ
び
地

主
／
小
作
人
と
い
っ
た
階
級
対
立
の
社
会
不
安
を
緩
和
す
る
こ
と
を
旨
と
し
た
。
床

次
内
相
の
思
想
で
あ
る
協
調
主
義
が
よ
く
表
わ
れ
た
事
項
で
あ
る
。
（
二
）
イ
で
五

人
組
制
度
の
精
神
の
普
及
を
指
示
し
て
い
る
点
は
、
岩
手
の
地
方
性
な
の
か
、
管
見

で

は
ほ
か
に
島
根
県
と
愛
知
県
渥
美
郡
以
外
他
府
県
に
は
見
え
な
い
事
項
で
あ
る
。

ま
た
「
相
互
譜
和
」
を
強
調
す
る
一
方
で
、
「
附
和
雷
同
」
の
弊
風
を
戒
め
る
と
い

う
の
は
、
一
見
、
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
付
和
雷
同
性
は
当
時
か
ら
内
務
官

僚
関
係
の
文
章
に
も
頻
出
す
る
日
本
人
の
負
の
国
民
性
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
り
、
そ

れ

は
第
二
要
綱
（
五
）
の
「
部
落
的
、
地
方
的
、
感
情
の
打
破
」
と
も
連
関
し
て
い

よ
う
。

　
（
e
）
第
五
要
綱
「
生
活
」
に
対
す
る
県
実
施
要
目

　
次

に
示
さ
れ
る
の
は
、
内
務
大
臣
訓
令
第
五
要
綱
、
「
勤
倹
力
行
ノ
美
風
ヲ
作
興

シ
生
産
ノ
資
金
ヲ
増
殖
シ
テ
生
活
ノ
安
定
ヲ
期
セ
シ
ム
ル
コ
ト
」
に
対
す
る
、
岩
手

県
の
実
施
目
標
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
勤
労
ノ
趣
味
ヲ
助
長
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
イ
、
勤
倹
力
行
ノ
美
風
ヲ
啓
発
酒
養
ス
ル
ノ
資
料
ヲ
印
刷
シ
テ
配
布
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　
（
縣
郡
市
町
村
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
ロ
、
夜
間
又
ハ
雨
天
ノ
際
最
寄
場
所
二
会
同
シ
共
同
作
業
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
奨
励

　
　
　
ス

ル
コ

ト
（
市
町
村
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　

ハ

、
勤
倹
力
行
模
範
者
及
奨
励
功
労
者
ヲ
表
彰
ス
ル
コ
ト
（
市
町
村
）

　
二

、
青
年
手
掌
会
ヲ
奨
励
ス
ル
コ
ト
（
青
）

　

ホ
、
副
業
ヲ
奨
励
ス
ル
コ
ト
（
市
町
村
）

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　

へ

、
児
童
ヲ
シ
テ
家
庭
作
業
ノ
手
伝
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
（
学
）

　

ト
、
児
童
ヲ
シ
テ
一
坪
農
業
、
一
蛾
飼
育
、
病
虫
害
駆
除
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
コ
ト

　
　
　
（
学
）

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　

チ
、
学
用
品
ノ
節
約
及
利
用
保
存
ノ
注
意
ヲ
ナ
ス
コ
ト
（
学
）

　

リ
、
各
学
年
ノ
学
用
品
ノ
標
準
選
定
及
数
量
価
格
ヲ
父
兄
二
周
知
セ
シ
ム
ル
コ

　
　
　
ト
（
学
）

　

ヌ
、
石
盤
使
用
ノ
奨
励
ヲ
為
ス
コ
ト
（
学
）

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　

ル
、
学
用
品
以
外
ノ
書
籍
玩
具
ノ
注
意
ヲ
為
ス
コ
ト
（
学
）

（
二
）
　
遺
利
ノ
開
発
拾
収
二
努
メ
シ
ム
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
イ
、
廃
物
利
用
ヲ
奨
励
シ
其
ノ
製
作
品
ヲ
可
成
役
場
学
校
等
二
陳
列
ス
ル
コ
ト

　
　
　
（
市
町
村
、
戸
）

　
ロ
、
空
地
利
用
ヲ
奨
励
ス
ル
コ
ト
（
市
町
村
、
戸
）

（
三
）
　
貯
蓄
奨
励
二
努
ム
ル
コ
ト

　
イ
、
従
来
ノ
貯
蓄
ヲ
継
続
実
行
ス
ル
外
世
界
大
戦
記
念
ト
シ
テ
規
約
貯
金
ヲ
実

　
　
　
行
ス
ル
コ
ト
（
市
町
村
、
戸
）

　
ロ
、
産
業
組
合
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
実
行
ス
ル
コ
ト
（
産
）

　
　
　
1
物
品
貯
金
ノ
利
便
ヲ
講
ス
ル
コ
ト
／
2
貯
蓄
年
次
表
ヲ
作
製
シ
該
計
画

　
　
　
二
基
キ
貯
蓄
ノ
遂
行
ヲ
期
ス
ル
コ
ト
／
3
組
合
員
及
家
族
二
定
期
貯
蓄
ヲ

　
　
　
奨
励
ス
ル
コ
ト
／
4
組
合
二
於
テ
取
扱
フ
貯
金
ノ
利
率
ハ
可
成
高
ム
ル
コ

　
　
　
ト

　
ハ
、
漁
民
ヲ
シ
テ
特
二
簡
易
生
命
保
険
二
加
入
セ
シ
ム
ル
コ
ト
（
町
村
、
漁
組
）

　
二
、
世
界
大
戦
記
念
ト
シ
テ
造
林
ヲ
奨
励
ス
ル
コ
ト
（
市
町
村
）

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
四
）
　
時
間
ヲ
確
守
シ
規
律
節
制
ヲ
重
メ
ル
ノ
風
ヲ
馴
致
ス
ル
コ
ト
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イ
、
各
種
ノ
会
合
ニ
ハ
時
間
ヲ
励
行
ス
ル
コ
ト
（
共
通
）

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
（
五
）
　
体
格
ノ
向
上
ヲ
図
リ
能
率
増
進
ノ
方
法
ヲ
講
ス
ル
コ
ト

　
　
イ
、
相
撲
撃
剣
柔
道
登
山
水
泳
遠
足
等
ヲ
ナ
ス
コ
ト
（
青
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ロ
、
諸
会
合
ノ
場
合
ヲ
利
用
シ
衛
生
講
話
ヲ
ナ
ス
コ
ト
（
市
町
村
）

　
（
六
）
　
衣
食
住
ノ
改
善
ヲ
図
リ
簡
易
生
活
ム
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
イ
、
衣
食
住
ハ
身
分
二
相
応
タ
ル
ヘ
シ
ト
難
他
ノ
羨
望
ヲ
招
ク
カ
如
キ
事
ハ
之

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
　
ヲ
慎
ム
ヘ
キ
コ
ト
（
戸
）

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ロ
、
住
宅
ノ
採
光
通
風
二
留
意
シ
常
二
清
潔
ヲ
保
持
ス
ル
コ
ト
（
戸
）

　
　
ハ
、
可
成
外
来
又
ハ
雑
穀
馬
鈴
薯
甘
藷
等
ヲ
混
食
シ
米
ヲ
節
約
ス
ル
コ
ト
（
戸
）

　
　
二
、
安
値
食
糧
調
理
法
簡
易
染
色
及
洗
濯
法
等
ノ
講
習
会
ヲ
開
催
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　
（
市
町
村
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ホ
、
青
年
及
女
子
ヲ
シ
テ
禁
酒
禁
煙
セ
シ
ム
ル
コ
ト
（
戸
）

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
へ
、
一
般
二
節
酒
節
煙
ス
ル
コ
ト
（
戸
）

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ト
、
衛
生
組
合
ノ
活
動
ヲ
促
シ
飲
料
水
ノ
改
善
ヲ
図
ル
コ
ト
（
市
町
村
）

　

こ
こ
で
主
張
さ
れ
る
要
目
の
大
筋
は
、
近
世
の
儒
教
的
徳
目
に
も
通
じ
た
「
勤
倹

力
行
」
で
あ
る
が
、
新
た
な
要
素
の
付
加
と
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
体
力
の
向
上

で

あ
る
と
か
、
採
光
通
風
の
留
意
な
ど
、
清
潔
・
衛
生
に
関
す
る
近
代
的
観
念
の
普

及
を
図
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
時
間
厳
守
の
励
行
と
い
う
近
代

的
な
ル
ー
ル
も
目
標
化
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
（
六
）
イ
の
「
他
の
羨
望
を
招
か
ず
」

と
い
う
他
者
や
外
部
の
視
線
を
意
識
し
た
規
範
に
つ
い
て
は
、
後
に
改
め
て
昭
和

一
四

年
に
制
定
さ
れ
た
文
部
省
『
国
民
礼
法
』
の
成
立
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
論
じ

る
こ
と
と
す
る
。

（
4
）
運
動
の
担
い
手
と
そ
の
実
行
内
容

　
本
史
料
の
第
十
六
節
「
戦
後
民
力
酒
養
実
施
計
画
」
に
は
、
前
節
で
み
た
県
レ
ベ

ル

の

「
実

施
要
綱
」
に
続
い
て
、
補
足
的
に
コ
戸
主
会
規
約
（
標
準
）
」
が
掲
載
さ

れ
て

い

る
。
「
成
績
一
斑
」
で
は
、
こ
の
運
動
の
結
果
、
「
戸
主
会
ノ
数
」
が
全
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
6
）

で
大
正
七
年
の
二
六
か
ら
大
正
一
〇
年
に
は
二
四
一
と
増
加
し
た
こ
と
や
、
そ
の
備

考
で
コ
戸
主
会
戸
主
会
ヲ
組
織
セ
サ
ル
町
村
ナ
シ
」
と
、
誇
ら
し
げ
に
記
さ
れ
て
い

（9
7
）

る
。
戸
主
会
と
は
そ
れ
ま
で
の
自
然
村
の
慣
行
的
な
運
営
組
織
と
は
異
な
っ
た
、
あ

く
ま
で
も
近
代
的
な
自
治
組
織
体
で
あ
り
、
形
式
上
は
自
主
自
営
の
地
域
団
体
で
あ

る
。
都
市
部
に
お
い
て
も
近
世
的
な
「
町
内
」
が
、
大
店
や
家
主
で
構
成
さ
れ
、
そ

の

支
配
下

に
あ
っ
た
地
借
や
店
借
と
い
っ
た
店
子
に
は
、
町
費
負
担
の
義
務
も
な
け

れ

ば
、
町
政
参
加
の
権
利
も
な
か
っ
た
よ
う
に
、
近
世
的
村
落
の
場
合
も
、
集
落
レ

ベ
ル

で

は
同
族
の
総
本
家
や
草
分
け
・
親
方
と
い
っ
た
家
格
の
高
い
家
の
み
で
実
質

的
に
は
運
営
さ
れ
る
地
域
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
こ
で
い
う
戸
主
会
と
は
、
「
戸

主

会
規
約
」
の
総
則
第
一
条
に
「
本
会
ハ
本
村
二
居
住
ス
ル
戸
主
並
戸
主
ト
準
ス
ヘ

キ
者
ヲ
以
シ
組
織
シ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
階
級
や
階
層
を
超
え
た
、
地
域
内
の
全
居

住
戸
単
位
で
編
成
さ
れ
た
組
織
で
あ
り
、
ま
た
無
文
字
の
慣
行
に
よ
る
で
は
な
く
、

形
式
的
に
も
「
規
約
書
」
と
い
う
文
書
に
依
拠
し
た
、
近
代
的
「
契
約
」
に
基
づ
く

と
こ
ろ
の
自
治
組
織
体
で
あ
っ
た
。

　
全
国
的
に
大
正
期
に
急
増
す
る
自
治
会
を
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
発
露
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
8
）

て
、
普
通
選
挙
制
度
に
先
行
し
た
草
の
根
民
主
主
義
と
評
価
す
る
見
解
も
あ
る
が
、

岩
手
県
下
の
戸
主
会
は
民
力
酒
養
実
施
計
画
の
コ
戸
主
会
規
約
」
で
示
さ
れ
た
、
そ

の

「
標
準
」
を
モ
デ
ル
に
し
て
半
ば
強
制
的
に
創
設
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
総

則
第
三
条
で
「
本
会
ハ
住
民
一
統
教
育
勅
語
戊
申
詔
書
ノ
聖
旨
ヲ
奉
体
シ
戦
後
民
力

酒
養
二
関
ス
ル
要
綱
ヲ
実
行
シ
国
民
ノ
本
分
ヲ
尽
ス
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
」
と
あ
る
よ

う
に
、
こ
の
運
動
の
た
め
の
最
下
部
の
実
行
機
関
と
し
て
、
行
政
村
・
大
字
単
位
に

村
落
運
営
の
あ
り
方
を
再
編
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
コ
戸
主
会
規
約
（
標
準
）
」

は
、
総
則
四
条
に
続
い
て
、
以
下
、
戸
主
会
の
実
施
す
べ
き
実
行
細
目
が
、
よ
り
具

体
的
に
提
言
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
章
　
忠
君
愛
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
第
五
条
　
三
大
節
ニ
ハ
国
旗
ヲ
掲
揚
シ
可
成
学
校
二
参
会
シ
テ
拝
賀
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
へ

　
　

第
六
条
　
我
力
家
我
力
村
ノ
繁
栄
ヲ
祈
ル
カ
如
ク
我
力
皇
室
ノ
繁
栄
ヲ
祈
リ
一
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致
協
力
国
運
ノ
伸
暢
二
貢
献
ス
ル
コ
ト

第
三
章
　
敬
神
崇
祖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　

第
七
条
神
宮
大
麻
及
神
符
ハ
神
棚
其
ノ
他
清
浄
ノ
場
所
二
奉
安
シ
日
常
恭
敬

　
　
　
　

ノ
誠
意
ヲ
表
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　

第
八
条
　
神
社
ノ
祭
日
ニ
ハ
勿
論
元
旦
ニ
ハ
参
詣
ス
ル
コ
ト

　

第
九
条
　
神
社
ノ
前
ヲ
通
行
ス
ル
ト
キ
ハ
礼
拝
ス
ル
コ
ト

　

第
十
条
　
慶
事
ア
ル
場
合
ニ
ハ
神
社
二
奉
告
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　

第
十
一
条
　
祖
先
ノ
祭
祀
法
養
ヲ
怠
ラ
ス
時
々
墓
前
ヲ
清
掃
ス
ル
コ
ト

第
四
章
　
公
共
及
公
徳

　

第
十
二
条
租
税
及
公
課
等
ハ
納
期
内
二
完
納
ス
ル
コ
ト

　

第
十
三
条
葬
式
二
出
会
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
弔
意
ヲ
表
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　

第
十
四
条
　
群
集
ノ
場
所
二
於
テ
ハ
殊
二
老
幼
ヲ
励
バ
リ
且
他
ヲ
排
シ
テ
先
ヲ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
　
　

争
フ
カ
如
キ
所
為
ナ
カ
ル
ヘ
キ
コ
ト

　

第
十
五
条
　
入
営
出
征
者
又
ハ
戦
死
病
残
者
ノ
家
族
遺
族
二
対
シ
テ
ハ
最
寄
会

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
　
　

員
時
々
慰
問
シ
且
家
事
ノ
手
伝
ヲ
為
ス
コ
ト

　

第
十
六
条
　
汚
稜
物
喀
啖
糞
尿
等
ハ
濫
二
棄
榔
放
散
セ
ス
殊
二
共
同
便
所
下
水

　
　
　
　
　

溝
等
ヲ
乱
サ
ル
コ
ト

第
五
章
　
矯
風
　
（
原
文
は
第
七
章
と
誤
記
）

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　

第
十
七
条
定
時
ヲ
励
行
ス
ル
コ
ト

　

第
十
八
条
　
冠
婚
葬
祭
送
迎
等
二
関
ス
ル
弊
風
ハ
之
ヲ
改
ム
ル
コ
ト

　

第
十
九
条
　
弊
害
ア
ル
娯
楽
ハ
之
ヲ
改
善
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　

第
二
十
条
　
饗
応
贈
答
ハ
質
素
ヲ
旨
ト
ス
ル
ハ
勿
論
濫
二
他
人
ヲ
シ
テ
時
間
又

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　

ハ
金
銭
物

品
ヲ
費
サ
シ
メ
サ
ル
様
心
掛
ク
ル
コ
ト

　

第
二
十
一
条
葬
式
其
他
仏
事
二
酒
ヲ
用
ピ
サ
ル
コ
ト

（第
六
章
　
勤
倹
貯
蓄
　
第
二
二
～
二
九
条
は
省
略
）

第
七
章
　
衣
食
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　

第
三
十
条
　
衣
食
住
ハ
質
素
ヲ
旨
ト
シ
身
分
相
応
ト
難
他
ノ
羨
望
ヲ
招
ク
カ
如

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　

キ
コ
ト
ハ
之
ヲ
慎
ム
ヘ
キ
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　

第
三
十
一
条
努
メ
テ
混
食
ヲ
為
シ
米
ヲ
節
約
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　

第
三
十
二
条
互
二
節
酒
節
煙
ヲ
為
シ
未
成
年
者
ヲ
シ
テ
禁
酒
禁
煙
セ
シ
ム
ル

　
　
　
　
　
　
　
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
第
三
十
三
条
　
飲
料
水
ヲ
改
善
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
第
三
十
四
条
　
住
宅
ノ
採
光
通
風
並
二
清
潔
二
留
意
シ
常
二
改
善
ヲ
心
掛
ク
ル

　
　
　
　
　
　
　
コ
ト

　

こ
こ
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
六
条
の
「
我
力
家
我
力
村
ノ
繁
栄
ヲ
祈
ル
カ
如

ク
」
に
「
我
力
皇
室
ノ
繁
栄
ヲ
祈
リ
」
と
い
う
件
で
あ
ろ
う
。
七
条
の
「
神
宮
大
麻

及

神
符
ハ
神
棚
其
ノ
他
清
浄
ノ
場
所
二
奉
安
シ
」
と
合
わ
せ
み
れ
ば
、
皇
大
神
宮
を

奉
安
し
た
「
神
棚
」
に
「
日
常
恭
敬
ノ
誠
意
ヲ
表
」
し
、
「
皇
室
の
繁
栄
」
を
祈
願

す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
未
だ
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
「
我
力
家
我

力
村
ノ
繁
栄
ヲ
祈
ル
カ
如
ク
」
と
、
皇
室
の
方
が
従
の
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
が
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
一
九
四
〇
年
以
降
の
神
祇
院
体
制
下
で
は
、
主
従
の
関
係
が
完

全

に
逆
転
す
る
。
ま
た
五
条
の
「
三
大
節
ニ
ハ
国
旗
ヲ
掲
揚
シ
」
に
関
し
て
は
、
表

2
で
も
み
る
よ
う
に
、
こ
の
運
動
で
国
旗
所
有
者
が
大
き
く
伸
長
す
る
。
「
成
績
一

斑
」
の
備
考
で
は
「
柴
波
郡
彦
部
村
ハ
租
税
期
限
内
完
納
者
二
国
旗
ヲ
賞
与
シ
之
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
9
）

所
有
セ
サ
ル
家
ナ
シ
」
と
も
付
記
さ
れ
て
い
る
。
十
一
条
の
「
祖
先
ノ
祭
祀
法
養
ヲ

怠
ラ
ス
」
と
は
、
「
成
績
一
斑
」
の
よ
う
な
悉
皆
調
査
は
な
い
が
、
従
前
に
は
実
際

は
し
な
か
っ
た
者
が
数
多
か
っ
た
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
よ
う
。
「
時
々
墓
前
ヲ
清

掃
ス
ル
コ
ト
」
の
時
々
と
い
っ
た
表
現
も
、
前
節
で
み
た
県
レ
ベ
ル
の
（
二
）
へ
よ

り
も
、
現
実
を
見
据
え
た
実
行
案
な
の
だ
ろ
う
。
七
章
の
衣
食
住
に
し
て
も
、
混
食

や
飲
料
水
な
ど
、
現
実
的
で
具
体
的
な
対
象
が
見
定
め
ら
れ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　
五
条
「
三
大
節
ニ
ハ
国
旗
ヲ
掲
揚
シ
」
の
事
項
内
容
を
、
三
大
節
の
方
に
着
目
し

て

補
足
す
れ
ば
、
運
動
結
果
の
「
施
設
及
改
善
事
項
」
に
は
、
「
三
大
節
ノ
朝
ニ
ハ

旧
五
節
句
ノ
例
二
倣
ヒ
毎
戸
神
撰
ヲ
献
供
ス
（
下
閉
伊
郡
刈
屋
村
）
」
と
あ
っ
て
、

神
僕
の
献
供
を
定
め
て
い
る
よ
う
に
、
各
戸
レ
ベ
ル
ま
で
祭
日
と
し
て
祝
う
よ
う
指
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示

さ
れ
て
い
る
。
「
祈
年
祭
新
嘗
祭
ニ
モ
例
祭
同
様
村
社
二
毎
戸
参
拝
ス
（
紫
波
郡

彦
部
村
）
」
と
い
う
記
述
も
同
様
で
あ
る
が
、
本
来
、
宮
中
儀
礼
や
神
宮
祭
式
で
あ
っ

た
三
大
節
や
祈
年
祭
・
新
嘗
祭
を
、
明
治
二
四
年
の
文
部
省
令
「
小
学
校
祝
日
大
祭

　
　
　
　
（
㎜
）

日
儀
式
規
定
」
や
大
正
三
年
の
「
神
社
祭
祀
令
」
な
ど
に
よ
っ
て
、
村
落
レ
ベ
ル
ま

で
浸
透

さ
せ
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
の
ち
の
神
祇
院
体
制
で
完
成
す
る
家
レ
ベ
ル

ま
で
の
強
制
へ
と
至
る
、
過
渡
的
な
段
階
で
の
経
緯
が
、
こ
の
記
事
に
は
み
て
と
れ

る
。
国
家
の
祝
祭
日
を
村
社
1
1
氏
神
の
祭
り
と
同
一
視
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
浸
透

が
図
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
施
設
及
改
善
事
項
」
で
み
る
よ
う
に
「
小
学
校

二
於

テ
一
二
大
節
拝
賀
奨
励
ノ
為
戸
主
氏
名
表
ヲ
職
員
室
二
掲
ケ
毎
回
参
不
参
ラ
各
其

氏
名
ノ
上
欄
二
記
入
ス
（
上
閉
伊
郡
綾
織
村
）
」
と
い
う
、
祭
日
化
の
強
要
も
あ
っ
た
。

こ
れ
も
一
種
の
儀
礼
化
と
み
な
す
こ
と
に
す
る
が
、
前
節
で
み
た
県
レ
ベ
ル
の
実
施

要
目
「
神
社
ノ
祭
日
ニ
ハ
勿
論
元
朝
詣
ヲ
為
ス
コ
ト
」
よ
り
も
、
強
い
調
子
で
記
さ

れ

た
八
条
の
「
元
旦
ニ
ハ
参
詣
ス
ル
コ
ト
」
と
い
う
の
も
、
元
日
は
三
大
節
の
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

で

あ
っ
て
、
近
世
後
半
江
戸
と
い
う
大
都
市
の
流
行
と
し
て
始
ま
っ
た
初
詣
も
、
こ

う
し
た
過
程
を
経
て
全
国
的
に
普
及
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
史
料
に
は
「
民
力
酒
養
成
績
一
斑
」
の
数
値
表
に
続
け
て
、
県
内
各
地
で
具
体

的
に
行
な
わ
れ
た
「
廃
止
又
ハ
改
善
セ
ラ
レ
タ
ル
慣
例
」
が
、
箇
条
書
き
的
に
、
ま

と
ま
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
正
月
行
事
、
産
育
と
婚
礼
、
葬

儀
、
そ
の
他
に
区
分
し
て
、
事
例
の
紹
介
と
そ
の
説
明
を
加
え
て
い
く
が
、
民
力
酒

養
運
動
の
史
料
に
は
、
民
俗
学
が
主
と
し
て
対
象
化
し
て
き
た
、
こ
う
し
た
「
旧
慣
」

も
数
多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。
民
俗
学
に
と
っ
て
貴
重
な
資
料
と
い
う
の
は
、
こ
う

し
た
事
例
が
具
体
的
に
記
載
さ
れ
て
い
る
点
も
考
慮
に
含
ん
で
い
る
。

　
（
a
）
　
正
月
行
事
の
廃
止
と
改
善

　

ま
ず
は
、
以
下
の
よ
う
な
、
正
月
行
事
の
廃
止
と
改
善
の
事
例
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
（
以
下
で
は
、
筆
者
が
句
点
を
挿
入
し
た
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
一
、
門
松
　
枝
松
ヲ
用
ヒ
又
ハ
国
旗
ヲ
以
テ
之
二
代
フ
（
東
磐
井
郡
小
梨
村
外

　
　

二
十
二
町
村
）

　
　
　
正
月
ノ
物
ハ
採
リ
次
第
ナ
ト
唱
へ
、
山
林
ヲ
所
有
セ
サ
ル
者
又
ハ
之
ヲ
所
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ス
ル
モ
、
ヨ
リ
良
キ
材
料
ヲ
得
ム
ト
ス
ル
者
等
、
公
然
無
断
他
人
ノ
山
林
二
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
入

リ
、
揃
ヒ
ノ
三
楷
松
二
本
ヲ
主
ト
シ
之
ト
併
セ
テ
栗
樽
等
ヲ
撰
択
盗
伐
シ
テ

　
　
松
飾
リ
ヲ
為
ス
ノ
慣
例
ア
リ
、
所
有
主
ハ
不
本
意
ナ
カ
ラ
之
ヲ
看
遁
シ
来
リ
シ

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ヲ
以
テ
、
濫
伐
ノ
被
害
勘
カ
ラ
サ
リ
シ
カ
、
漸
次
矯
正
セ
ラ
レ
ツ
・
ア
リ
就
中

　
　
方
法
宜
キ
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
如
此

　
二
、
年
賀
　
廻
礼
贈
答
饗
応
等
ハ
近
親
二
限
リ
一
般
二
行
ハ
レ
タ
ル
例
ヲ
廃
ス

　
　
（
胆
沢
郡
佐
倉
河
村
外
十
四
町
村
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
多
ク
ハ
虚
礼
三
旦
リ
、
互
二
時
間
金
銭
物
品
ヲ
徒
費
シ
、
細
民
ハ
之
力
為
二

　
　
益
々

苦

シ
ミ
或
ハ
酔
余
椿
事
ヲ
醸
セ
ル
等
ノ
不
祥
事
モ
少
カ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
之

ヲ
近
親
間
二
止
メ
、
代
フ
ル
ニ
交
賀
会
ヲ
以
テ
ス
ル
ノ
例
起
レ
リ

　

三
、
正
月
ノ
祝
　
カ
セ
ド
リ
、
田
打
、
田
植
、
花
鳥
等
ト
称
シ
餅
又
ハ
金
銭
等
ヲ

　
　
貰
ヒ
廻
ル
例
ヲ
廃
ス
（
紫
波
郡
徳
田
村
外
七
十
三
町
村
）

　
　
　
主

ト
シ
テ
夜
間
門
ロ
ニ
立
チ
テ
、
祝
事
ヲ
語
リ
物
ヲ
貰
フ
モ
ノ
ニ
テ
、
或
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
娯
楽
的
ノ
モ
ノ
ア
リ
、
或
ハ
貧
児
慰
安
的
ノ
モ
ノ
ア
リ
、
地
方
ニ
ョ
リ
テ
ハ
乞

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
再
的
ノ
モ
ノ
ニ
化
シ
、
物
ヲ
施
与
セ
サ
レ
ハ
悪
ロ
ヲ
吐
ク
ナ
ト
弊
害
勘
カ
ラ
サ

　
　
ル

ヲ
以
テ
、
貧
児
二
対
シ
テ
ハ
別
二
慰
安
ノ
途
ヲ
講
シ
コ
ノ
弊
習
ヲ
廃
ス
ル
ニ

　
　
至

レ
リ

　
先

に
「
旧
慣
」
と
記
し
た
が
、
柳
田
に
従
え
ば
、
一
や
二
は
「
酒
と
都
市
生
活
と

の

二

つ
」
が

「
新

し
い
世
に
入
っ
て
」
も
た
ら
し
た
「
大
き
な
わ
ざ
」
1
1
大
禍
で
あ

（皿
）る

。
都
市
の
流
行
の
模
倣
に
す
ぎ
な
い
が
、
年
賀
廻
礼
を
「
交
賀
会
」
u
新
年
交
歓

会
に
代
え
た
り
、
三
の
カ
セ
ド
リ
に
し
て
も
、
ω
0
6
一
巴
日
8
日
o
古
δ
ロ
に
基
づ
い
た
私

的
で
あ
っ
た
人
的
交
流
を
、
公
的
で
社
会
的
な
場
に
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

政
治
的
に
統
制
し
や
す
く
す
る
と
い
っ
た
意
図
が
潜
ん
で
い
る
。
従
前
か
ら
の
慣
行

を
ど
う
み
る
か
、
そ
の
眼
差
し
次
第
で
あ
る
が
、
「
無
断
」
「
徒
費
」
「
盗
伐
」
「
虚
礼
」

「
不
祥
事
」
「
悪
口
」
と
い
っ
た
負
の
修
飾
を
付
与
し
、
旧
慣
を
「
弊
習
」
視
さ
せ
る

一
方
で
、
門
松
に
代
え
て
国
旗
を
用
い
よ
な
ど
と
す
る
の
は
、
政
治
的
な
儀
礼
化
の
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典
型
だ

と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

　
（
b
）
　
産
育
と
婚
礼
の
廃
止
と
改
善

　
次

に
記
さ
れ
る
の
は
、
産
育
と
婚
礼
の
廃
止
と
改
善
に
関
す
る
事
例
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
も
一
見
、
節
約
勤
倹
を
謳
っ
て
い
る
よ
う
で
、
実
際
に
は
ω
o
巳
巴

日
甘
日
合
8
に
基
づ
い
た
私
的
な
人
的
交
流
を
制
限
し
、
公
的
で
社
会
的
な
場
に

転
換

さ
せ
る
意
図
が
、
よ
り
い
っ
そ
う
明
確
に
窺
が
え
る
事
例
群
で
あ
る
。

　
四
、
誕
生
祝
　
出
産
ノ
祝
宴
ヲ
廃
ス
（
気
仙
郡
立
根
村
外
七
十
六
町
村
）

　
　
　
孫
振
舞
又
ハ
枕
引
ナ
ト
称
シ
、
長
子
ハ
勿
論
二
三
女
子
誕
生
ノ
場
合
ニ
モ
、

　
　
親
類
組
合
其
ノ
他
ヲ
招
キ
テ
酒
食
ヲ
饗
応
シ
、
自
他
ノ
出
費
勘
カ
ラ
サ
リ
シ
カ
、

　
　
長
子
誕
生

ノ
場
合
ニ
ノ
ミ
近
親
ヲ
招
キ
、
質
素
ナ
ル
祝
饗
ヲ
共
ニ
ス
ル
等
漸
次

　
　
改
善
セ
ラ
ル

　

五
、
迎
　
酒
　
婚
礼
ノ
際
新
婦
ヲ
迎
ヘ
テ
帰
ル
道
筋
二
親
戚
故
旧
力
酒
肴
ヲ
準
備

　
　
シ
テ
待
受
ケ
祝
杯
ヲ
呈
ス
ル
例
ヲ
廃
ス
（
江
刺
郡
梁
川
村
外
八
町
村
）

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
温
情

ヲ
以
テ
祝
意
ヲ
表
ス
ル
ハ
美
風
ナ
ル
モ
、
雨
雪
ノ
場
合
ハ
相
互
迷
惑
ス

　
　
ル
コ
ト
ア
リ
、
又
婚
家
二
於
ケ
ル
儀
式
祝
宴
之
力
為
二
後
ル
・
等
ノ
弊
モ
亦
少

　
　
カ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
、
酒
肴
ヲ
廃
シ
一
言
祝
詞
ヲ
申
フ
ル
ニ
止
ム
ル
等
、
漸
次
改

　
　
善
ノ
状
況
二
在
リ

　
六
、
婦
　
見
　
又
ハ
隙
見
ト
称
シ
婚
礼
ノ
夜
戸
障
子
ノ
隙
間
ヨ
リ
新
婦
ノ
容
態
ヲ

　
　
覗
見
ス
ル
者
二
饗
応
シ
タ
ル
例
ヲ
廃
ス
（
下
閉
伊
郡
刈
屋
村
外
四
十
三
町
村
）

　
　
　
招
カ
レ
サ
ル
青
年
等
力
、
屋
外
ヨ
リ
覗
見
シ
テ
饗
応
ヲ
受
ク
ル
ノ
随
習
ナ
ル

　
　
ハ
勿
論
、
婚
家
二
於
テ
ハ
左
ナ
キ
タ
ニ
出
費
多
ク
、
且
混
雑
ヲ
極
ム
ル
場
合
、

　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
迷
惑
勘
カ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
、
漸
次
改
善
ノ
状
況
二
在
リ

七
、
御
　
福
　
又
ハ
祝
樽
投
、
苞
子
投
、
軒
ノ
下
振
舞
、
酒
釣
、
餅
釣
ナ
ト
称
シ

　
　
婚
礼
ノ
日
新
婦
ノ
到
着
シ
タ
ル
機
会
二
屋
外
ヨ
リ
窃
二
些
細
ノ
祝
物
ヲ
投
込
ミ

　
　
タ
ル
者
二
酒
又
ハ
餅
ナ
ト
ヲ
振
舞
フ
例
ヲ
廃
ス
（
和
賀
郡
中
内
村
外
五
十
三
町

　
　
村
）

　
　

多
ク
ハ
青
年
等
力
半
娯
楽
的
二
覆
面
シ
テ
、
庭
前
ヨ
リ
樽
又
ハ
旅
ナ
ト
ヲ
匿

　
　
名
ノ
祝
物
又
ハ
祝
歌
ヲ
結
ヒ
附
ケ
テ
投
込
ミ
タ
ル
者
二
対
シ
施
シ
ヲ
為
ス
ノ
例

　
　

ニ

シ
テ
、
万
一
之
ヲ
施
サ
・
ル
カ
又
ハ
不
足
ナ
レ
ハ
、
呪
咀
的
悪
ロ
ヲ
浴
セ
、

　
　
其
ノ
甚
シ
キ
ハ
種
々
ノ
悪
戯
ヲ
為
ス
者
ア
リ
、
又
婚
家
二
対
シ
怨
恨
ヲ
懐
ク
者

　
　

ノ
如
キ
ハ
、
此
ノ
機
会
ヲ
利
用
シ
テ
之
ヲ
報
復
セ
ム
ト
ス
ル
等
、
弊
害
甚
シ
カ

　
　

リ
シ
カ
一
般
二
改
善
セ
ラ
ル
・
状
況
二
在
リ

　
五
の
迎
酒
で
み
る
よ
う
に
、
°
・
0
6
巨
日
甘
「
胃
吟
8
⇒
に
基
づ
く
「
温
情
ヲ
以
テ
祝
意

ヲ
表
ス
ル
ハ
美
風
」
で
あ
る
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、
私
的
な
そ
れ
を
禁
じ
制
限
す
る

の

に
多
用
さ
れ
る
言
葉
が
、
六
に
も
み
え
る
「
迷
惑
」
で
あ
り
、
近
代
日
本
が
生
み

出
し
、
今
も
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
社
会
規
範
で
あ
る
。
後
述
す
る
『
国
民
礼
法
』

の

成
立
の
と
こ
ろ
で
詳
述
す
る
が
、
「
迷
惑
を
か
け
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
範

は
、
人
的
交
流
を
伴
う
ど
ん
な
行
事
に
対
し
て
も
適
用
可
能
な
規
範
で
あ
る
。
な
お
、

四

の

誕
生
祝
の
長
子
の
み

へ
の

制
限
は
、
孫
振
舞
と
も
あ
る
よ
う
に
、
元
々
は
長
子

誕
生
の

み
の
儀
式
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
元
に
引
き
戻
し
た
だ
け
だ
と
い
っ
て

も
よ
い
。

　
（
c
）
　
葬
儀
の
廃
止
と
改
善

　
続
い
て
ま
と
め
て
記
載
さ
れ
る
の
は
、
葬
儀
に
関
す
る
廃
止
と
改
善
の
事
例
で
あ

る
が
、
よ
く
読
む
と
、
葬
送
の
儀
式
そ
の
も
の
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ

も
酒
宴
や
饗
応
に
対
し
て
の
制
限
で
あ
る
の
が
、
そ
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
こ
で
も

「
迷
惑
」
と
い
う
語
や
同
種
の
規
範
強
要
が
鍵
と
な
っ
て
い
る
。

　

八
、
悔
　
酒
　
死
亡
ノ
通
知
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
喪
家
二
酒
ヲ
贈
呈
ス
ル
例
ヲ
廃
ス

　
　
（
岩
手
郡
一
方
井
村
外
二
十
九
町
村
）

　
　
　
不
取
敢
喪
家
二
酒
ヲ
持
参
シ
、
詰
合
ト
共
二
酒
食
ノ
饗
応
ヲ
受
ク
ル
ノ
例
ア

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　

リ
、
酔
余
態
度
ヲ
乱
ス
者
ア
ル
如
キ
、
一
家
ヲ
挙
ケ
テ
悲
嘆
二
沈
ム
ノ
際
甚
シ

　
　
キ
随
習
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
葬
儀
ノ
際
ニ
モ
酒
ヲ
廃
セ
ラ
レ
ツ
・
ア
ル
場
合
ナ

　
　
ル
ヲ
以
テ
、
一
般
二
漸
次
改
善
セ
ム
ト
ス
ル
ノ
傾
向
ア
リ

　
九
、
葬
　
儀
　
ノ
際
一
般
会
葬
者
二
饗
応
シ
タ
ル
例
ヲ
廃
ス
（
東
磐
井
郡
八
澤
村

　
　
外
二
十
九
町
村
）
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出
棺
前
又
ハ
葬
儀
終
了
後
、
一
般
会
葬
者
ヲ
室
内
二
請
シ
酒
食
ヲ
饗
応
ス
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
混
雑
ヲ
極
ム
ル
場
合
、
喪
家
ノ
迷
惑
勘
カ
ラ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、

　

無
用
ノ
出
費
ヲ
嵩
ム
ヲ
以
テ
、
一
般
二
漸
次
改
善
セ
ラ
ル
・
傾
向
ア
リ

十
、
葬
　
儀
　
ノ
饗
応
二
酒
ヲ
用
ヒ
タ
ル
例
ヲ
廃
ス
（
気
仙
郡
立
根
村
外
五
十
九

　
　
町
村
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　

悔
酒

ノ
項
二
説
明
シ
タ
ル
如
ク
、
喪
家
ノ
迷
惑
ヲ
減
シ
客
ヲ
シ
テ
不
謹
慎
ノ

　
　
態
度
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
ト
共
二
、
即
今
一
般
二
節
酒
又
は
禁
酒
ヲ
奨
励
ス
ル
ノ
秋
、

　
　
殊
二
仏
式
二
依
リ
テ
葬
儀
ヲ
営
ム
ニ
釈
氏
ノ
禁
誠
ヲ
曲
解
又
ハ
無
視
シ
テ
、
酒

　
　
ヲ
用
ヒ
来
レ
ル
弊
ヲ
矯
正
セ
ム
カ
為
、
縣
ハ
民
力
酒
養
ノ
実
行
細
目
二
加
ヘ
テ
、

　
　
葬
式
並
二
仏
事
二
酒
ヲ
用
ピ
サ
ル
コ
ト
ヲ
奨
励
ツ
ツ
・
ア
リ
、
一
般
二
改
善
ノ

　
　
傾
向
ヲ
呈
シ
ツ
・
ア
リ

　
十
一
、
法
事
ノ
饗
応
二
酒
ヲ
用
ヒ
タ
ル
例
ヲ
廃
ス
（
下
閉
伊
郡
刈
屋
村
外
五
十
一

　
　
　
町
村
）

　
　
　
前
項
ノ
備
考
参
照

　
十
二
、
法
事
ノ
饗
応
二
引
手
物
ヲ
廃
ス
（
岩
手
郡
太
田
村
外
四
町
村
）

　
　
　
朝
近
引
手
物
ヲ
驕
リ
、
一
人
前
一
員
内
外
ヨ
リ
五
員
二
及
フ
モ
ノ
ア
リ
、
為

　
　
二
施
主
ノ
失
費
増
嵩
ス
ル
ハ
勿
論
、
客
ノ
贈
呈
ス
ル
香
奥
等
モ
亦
心
セ
サ
ル
ヲ

　
　
得
ス
、
経
済
上
ノ
弊
害
勘
カ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
、
一
般
二
減
少
又
ハ
廃
止
ノ
気
運

　
　
ヲ
生
シ
、
和
賀
郡
及
東
磐
井
郡
ノ
幾
部
二
於
テ
ハ
、
之
二
依
リ
テ
節
約
シ
タ
ル

　
　
内
ヨ
リ
町
村
基
本
財
産
等
二
寄
付
ス
ル
ノ
例
ヲ
開
ケ
リ

　
こ
の
よ
う
に
酒
が
深
く
関
わ
る
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
泥
酔
が
四
周
に
迷
惑
を

及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
＝
家
ヲ
挙
ケ
テ
悲
嘆
二
沈
ム
ノ

際
」
に
「
不
謹
慎
ノ
態
度
」
だ
と
評
す
る
の
は
、
前
述
し
た
「
葬
儀
に
は
弔
意
を
示

す
こ
と
」
と
も
絡
ん
だ
、
新
た
な
規
範
や
マ
ナ
ー
の
成
立
を
背
後
に
潜
ま
せ
て
い
よ

う
。
一
方
で
、
饗
応
等
の
節
約
に
よ
る
余
剰
分
は
、
「
施
設
及
改
善
事
項
」
に
「
祝

儀
法
事
等
饗
応
ノ
費
用
ヲ
節
約
シ
テ
村
ノ
学
校
基
本
財
産
等
二
寄
附
ス
（
巌
手
郡
沼

宮
内
町
、
和
賀
郡
二
子
村
、
東
磐
井
郡
八
澤
村
、
気
仙
郡
立
根
村
）
」
で
あ
る
と
か
、
「
神

社
献
納
品
々
評
会
ヲ
開
設
シ
出
品
物
ヲ
売
却
シ
其
代
金
ヲ
以
テ
経
費
ヲ
支
弁
シ
残
余

ハ
之

ヲ
神
社
維
持
資
金
二
編
入
ス
（
謄
澤
郡
駒
形
神
社
、
東
磐
井
郡
各
町
村
、
江
刺

郡
梁
川
村
、
気
仙
郡
上
有
住
村
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
学
校
と
神
社
の
設
営
や
維
持

に
費
や
さ
れ
て
い
く
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
求
め
ら
れ
る
公
共
心
と
は
、
滅

私
や
犠
牲
的
精
神
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
（
d
）
　
そ
の
他
の
行
事
の
廃
止
と
改
善

　
最
後
に
、
伊
勢
参
宮
や
年
中
行
事
、
ま
た
出
征
兵
士
入
退
営
な
ど
に
際
し
て
催
さ

れ

る
、
行
事
の
廃
止
と
改
善
の
事
例
が
ま
と
め
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
そ

の

中
の
宴
会
と
贈
答
に
対
す
る
制
限
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
酒
の
文
言
は
さ

ほ
ど
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
。
懇
親
や
情
誼
を
温
め
る
美
点
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
ら
を
統
制
す
る
に
は
、
お
そ
ら
く
別
な
論
理
が
働
い
て
い
る
。

　
十
三
、
御
福
伝
（
御
福
田
）
又
ハ
同
行
振
舞
ト
称
シ
伊
勢
参
宮
又
ハ
日
光
参
詣
最

　
　
　
上
参
詣
等
ノ
同
行
者
力
二
三
年
間
互
二
招
待
シ
テ
祝
宴
ヲ
催
ス
ノ
例
ヲ
廃
ス

　
　
　
（
江
刺
郡
梁
川
村
外
十
一
町
村
）

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
参
拝
記
念
芳
懇
親
ヲ
温
ム
ル
ノ
美
点
ア
ル
モ
、
相
互
ノ
出
費
勘
カ
ラ
ス
中
ニ

　
　

ハ
為
二
借
財
ヲ
起
ス
者
ア
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
全
廃
シ
、
又
ハ
会
費
ヲ
以
テ
一
回
祝

　
　

宴
ヲ
催
ス
ニ
止
ム
ル
等
、
漸
次
一
般
二
改
善
セ
ラ
ル
・
傾
向
ア
リ

　

十
四
、
節
句
餅
、
彼
岸
団
子
、
孟
蘭
盆
供
物
ノ
贈
答
ヲ
廃
ス
（
東
磐
井
郡
奥
玉
村

　
　
　
外
三
十
二
町
村
）

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　

親
類
組
合
ノ
情
誼
ヲ
温
ム
ル
ノ
美
点
ナ
キ
ニ
ア
ラ
サ
ル
モ
、
手
数
ト
出
費
二

　
　

困
シ
ム
者
モ
少
カ
ラ
ス
、
又
夏
期
ノ
如
キ
ハ
腐
敗
二
傾
ケ
ル
物
ヲ
吝
ミ
テ
食
シ
、

　
　
疾
病
ヲ
醸
ス
者
ア
ル
等
ノ
弊
害
ア
ル
ヲ
以
テ
、
一
般
二
漸
次
改
善
セ
ム
ト
ス
ル

　
　

ノ
状
況
二
在
リ

　

十
五
、
兵
士
入
退
営
祝
宴
ヲ
廃
ス
（
上
閉
伊
郡
甲
子
村
外
二
十
二
町
村
）

　
　
　
長

期
間
奉
公
ノ
義
務
ヲ
尽
シ
経
済
上
ノ
損
失
モ
亦
少
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　

以

テ
、
右
等
ノ
出
費
ヲ
増
嵩
セ
シ
メ
サ
ル
ト
共
二
、
互
二
時
間
ト
物
ト
ヲ
費
ス

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　

ノ
場
合
ヲ
減
少
セ
ン
ト
シ
、
青
年
団
軍
人
分
会
等
ノ
主
催
ヲ
以
テ
神
前
奉
告
祭
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　

ヲ
執
行
ス
ル
等
、
精
神
的
二
祝
意
ヲ
表
ス
ル
コ
ト
・
改
ム
ル
ノ
傾
向
ア
リ

　

十
六
、
兵
士
除
隊
土
産
ヲ
廃
ス
（
西
磐
井
郡
山
目
村
外
六
十
四
町
村
）

　
　
　
軍
隊
ノ
奨
励
ト
相
待
チ
テ
、
一
般
二
減
少
又
ハ
廃
止
セ
ラ
レ
ツ
・
ア
リ

　

十

七
、
入
学
土
産
　
入
学
ノ
際
酒
菓
子
等
ヲ
小
学
校
二
持
行
ク
例
ヲ
廃
シ
貧
児
学

　
　

用
品
資
金
又
ハ
学
校
備
品
費
学
校
基
本
財
産
等
二
寄
附
ス
（
東
磐
井
郡
千
厩
町

　
　
外
九
町
村
）

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
師
弟
ノ
契
ヲ
結
フ
為
二
土
産
物
ヲ
持
行
ク
ノ
旧
例
ヲ
踏
襲
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヘ

　
　

キ
モ
、
之
ヲ
為
シ
得
サ
ル
児
童
ノ
為
ニ
モ
甚
不
可
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
其
ノ
他

　
　
情
弊
ノ
伴
フ
モ
ノ
ア
ル
ヲ
以
テ
一
般
二
改
善
ノ
傾
向
ア
リ

　
十
八
、
定
時
励
行
（
謄
澤
郡
佐
倉
河
村
外
八
町
村
）

　
　
　
公
的
集
会
又
ハ
軍
人
分
会
青
年
団
体
等
二
於
テ
励
行
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
モ
、
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
村
内
二
於
ケ
ル
総
テ
ノ
定
時
ヲ
励
行
ス
ル
モ
ノ
右
ノ
如
シ

　
人
々

の

行
っ
て
い
た
人
的
な
情
誼
の
交
流
を
、
酒
や
迷
惑
と
い
う
理
由
以
外
で
制

限

を
加
え
る
の
に
用
い
ら
れ
た
の
が
、
十
五
や
十
八
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
「
時
間

と
物
の
浪
費
」
と
い
う
新
た
な
社
会
状
況
に
対
応
し
た
、
新
た
な
基
準
の
導
入
で
あ

る
。
物
品
に
対
す
る
節
約
は
従
前
か
ら
存
在
し
た
が
、
時
間
の
節
約
と
い
う
新
規
の

ル

ー
ル
は
、
第
一
次
大
戦
後
に
急
速
に
都
市
化
・
工
業
化
し
て
い
っ
た
日
本
の
構
造

的
変
化
が
も
た
ら
し
た
新
た
な
生
活
安
定
の
指
針
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
時
間
感
覚

や

時
間
規
律
は
、
工
場
で
の
科
学
的
労
務
管
理
と
い
う
効
率
性
か
ら
求
め
ら
れ
て
い

く
が
、
大
戦
後
、
時
間
厳
守
と
い
う
規
律
を
庶
民
レ
ベ
ル
に
浸
透
さ
せ
る
こ
と
は
、

近
代

国
家
日
本
の
至
上
命
題
で
も
あ
り
、
内
務
省
や
文
部
省
は
全
国
各
地
で
生
活
改

善
展
覧
会
を
開
催
し
て
い
く
。
大
正
九
年
に
制
定
さ
れ
た
「
時
の
記
念
日
」
も
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
叩
）

展
覧
会
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
み
る
廃
止
や
改
善
も
、
日
本
の
生
活
様
式

が
欧
米

に
比
べ
、
「
繁
雑
不
合
理
を
極
め
」
て
い
る
と
捉
え
た
当
局
の
意
向
が
背
景

に

あ
る
の
は
疑
い
な
い
が
、
十
五
の
兵
士
入
退
営
の
祝
宴
を
廃
す
る
一
方
で
、
「
青

年
団
軍
人
分
会
等
ノ
主
催
ヲ
以
テ
神
前
奉
告
祭
ヲ
執
行
ス
ル
等
」
に
代
替
し
よ
う
と

い
う
提
言
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
欧
米
モ
デ
ル
で
は
な
い
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、

そ
れ
は
示
威
的
な
儀
礼
の
履
行
に
よ
っ
て
、
社
会
秩
序
が
体
現
さ
れ
る
と
み
な
す
、

儀
礼
を
重
ん
じ
た
儒
教
モ
デ
ル
で
あ
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

③
神
社
中
心
主
義
と
儀
礼
化
ー
他
府
県
の
実
施
状
況
と
の
比
較
か
ら

（
1
）
儀
礼
の
場
と
し
て
の
神
社
の
装
置
化

　
前
節
で
は
岩
手
県
に
お
け
る
民
力
酒
養
運
動
に
関
す
る
史
料
の
記
載
内
容
、
お
よ

び
運
動
の
具
体
的
な
実
施
内
容
に
つ
い
て
、
か
な
り
詳
細
に
紹
介
し
た
の
で
、
本
節

で

は
他
府
県
の
状
況
を
、
全
項
目
で
な
く
、
論
点
を
神
社
中
心
主
義
と
習
俗
の
儀
礼

化
過
程

に
絞
っ
て
、
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
来
な
ら
ば
、
地
方
性
に
溢

れ

た
各
県
ご
と
の
相
違
を
詳
し
く
紹
介
し
た
い
が
、
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し

て
、
ま
ず
は
神
社
中
心
主
義
と
儀
礼
の
場
と
し
て
神
社
の
装
置
化
に
つ
い
て
概
観
し

て

お
こ
う
（
ま
た
本
稿
の
目
的
は
全
国
的
な
備
鰍
で
あ
る
か
ら
、
収
集
し
た
史
料
の

う
ち
で
も
、
詳
細
な
記
述
が
見
ら
れ
、
か
つ
地
域
的
な
配
慮
も
加
え
て
、
鹿
児
島
・

島
根
・
長
野
・
和
歌
山
・
京
都
の
事
例
を
中
心
と
す
る
）
。

　
収
集
し
た
原
史
料
の
限
り
に
お
い
て
、
各
府
県
の
状
況
を
傭
鰍
す
る
と
、
そ
れ
が

明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
列
島
周
縁
部
の
県
の
史
料
で
あ
る
。
鹿
児
島
県
『
民

力
酒
養
』
に
は
「
民
力
酒
養
二
関
ス
ル
各
郡
実
行
細
目
」
と
し
て
、
鹿
児
島
郡
・
揖

宿
郡
・
川
邊
郡
・
日
置
郡
・
薩
摩
郡
・
出
水
郡
・
伊
佐
郡
・
姶
良
郡
・
囎
唄
郡
・
肝

属
郡
・
熊
毛
郡
・
大
島
郡
の
、
実
行
細
目
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
薩
摩
郡

の

「
神
社
ノ
境
内
及
社
殿
等
ハ
常
二
清
浄
荘
厳
ヲ
期
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
道
路
交
通
等

ノ
変
化
二
伴
ヒ
位
置
ノ
不
適
当
ナ
ル
モ
ノ
ハ
漸
次
移
転
ノ
方
法
ヲ
講
シ
社
殿
ノ
腐
朽

セ

ル

モ

ノ
又
ハ
維
持
困
難
ト
認
ム
ベ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
尊
厳
ヲ
欠
ク
モ
ノ
ハ
改
築
又
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
囮
）

合
祀
ノ
手
段
ヲ
講
ス
ル
コ
ト
」
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
郡
で
そ
の
記
述
が
細
か
い
。

　
鹿
児
島
郡
の
「
二
、
神
域
の
整
善
」
と
い
う
実
行
細
目
で
は
、
「
1
、
殿
舎
ヲ
保

護
改
修

シ
、
尊
厳
ヲ
保
タ
シ
ム
ル
コ
ト
」
と
し
て
、
「
（
イ
）
、
火
災
、
盗
難
、
虫
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害
等
ノ
予
防
ヲ
講
ジ
常
二
建
物
ヲ
洒
掃
シ
、
通
風
排
水
等
二
注
意
ス
ル
コ
ト
」
と

「
（
ロ
）
、
夜
泊
ヲ
厳
禁
シ
、
子
供
ノ
遊
ビ
場
所
ト
ナ
ラ
ザ
ル
様
監
視
シ
一
切
不
浄
的

事
件
ヲ
禁
ス
ル
コ
ト
」
を
挙
げ
る
ほ
か
、
「
2
、
神
苑
及
境
内
ノ
清
浄
ヲ
保
タ
シ
ム

ル

コ

ト
」
と
し
て
、
「
（
イ
）
、
社
頭
ノ
尊
厳
天
然
ノ
風
致
ヲ
重
ン
ズ
ル
タ
メ
、
風
致

火

防
上
必
要
部
分
ヲ
買
収
ス
ル
コ
ト
、
而
シ
テ
樹
栽
補
植
ヲ
行
フ
コ
ト
」
「
（
ロ
）
、

手
洗
鉢
ヲ
設
置
シ
噴
水
池
ヲ
設
ケ
、
献
灯
ヲ
怠
ラ
サ
ル
コ
ト
」
「
（
ハ
）
、
制
礼
ヲ
保

護
シ
、
禁
示
条
項
ヲ
励
行
ス
ル
ヤ
ウ
、
小
学
校
時
代
ヨ
リ
常
二
注
意
セ
シ
ム
ル
コ

（鵬
）ト

」
と
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
、
具
体
的
行
為
ま
で
微
に
入
り
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
そ
の
思
想
背
景
が
最
も
よ
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
が
、
出
光
郡
の
記
述
で

あ
る
。
例
え
ば
「
2
、
神
社
ノ
祭
祀
ヲ
尊
重
ニ
シ
神
明
奉
仕
ノ
誠
意
ヲ
輸
シ
古
来
伝

へ
来
レ
ル
神
事
二
関
ス
ル
習
俗
ハ
公
安
ヲ
害
シ
又
ハ
風
俗
ヲ
素
ル
ノ
虞
ア
ル
モ
ノ
ノ

外
可

成
之
ヲ
保
持
シ
村
社
以
上
ノ
祭
日
ニ
ハ
各
戸
二
国
旗
ヲ
掲
ケ
青
年
会
、
婦
人

会
、
在
郷
軍
人
会
等
ノ
団
体
員
及
学
校
生
徒
等
ハ
率
先
シ
テ
参
拝
シ
其
他
一
般
町
村

住
民
ハ
可
成
多
数
参
拝
シ
無
格
社
ニ
ア
リ
テ
モ
其
氏
子
部
落
二
於
テ
ハ
同
様
参
拝
シ

以
テ

神
社
ノ
尊
厳
ヲ
維
持
シ
我
国
民
性
ノ
酒
養
二
資
ス
ル
コ
ト
」
と
あ
り
、
神
社
の

尊
厳
が
国
民
性
の
酒
養
に
資
す
る
こ
と
が
明
示
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
3
、
神
社

ノ
社
殿
及
境
内
ハ
受
持
神
職
二
於
ヲ
常
二
清
潔
ニ
ス
ヘ
キ
責
務
ア
ル
モ
尚
青
年
会
、

在
郷
軍
人
会
学
校
生
徒
等
ノ
於
テ
モ
時
々
掃
除
シ
テ
神
社
ノ
森
厳
ヲ
保
護
ス
ル
ノ
任

二

当
リ
神
社
ノ
前
ノ
通
過
ス
ル
時
ハ
拝
礼
ヲ
為
ス
ノ
習
慣
ヲ
養
成
シ
又
地
方
有
力
者

ハ
神
社
二
参
拝
ス
ル
ノ
美
風
ヲ
作
興
ス
ル
為
メ
常
二
率
先
シ
テ
参
拝
ヲ
為
シ
以
テ
其

範
ヲ
垂
レ
敬
神
思
想
ノ
酒
養
二
努
ム
ル
コ
ト
」
と
、
青
年
会
等
が
垂
範
率
先
す
る
こ

と
で
児
童
に
美
風
が
養
わ
れ
、
敬
神
思
想
が
酒
養
さ
れ
る
と
し
、
「
5
、
境
内
樹
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
渦
）

建
物
ノ
保
護
二
努
メ
神
社
ノ
森
厳
ヲ
損
セ
サ
ル
様
努
ム
ル
コ
ト
」
と
規
定
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
冊
）

こ
れ
を
伊
佐
郡
で
は
「
神
社
ノ
境
内
ヲ
公
園
的
二
経
営
ス
ル
コ
ト
」
と
表
現
し
て
い

る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
少
々
異
質
な
の
が
、
大
島
郡
で
あ
る
。
五
大
要
綱
に
対

す
る
県
の
実
行
要
目
「
イ
、
神
社
及
祭
祀
ノ
意
義
ヲ
明
ス
ル
コ
ト
共
二
神
社
ノ
由
緒

歴
史
等
ヲ
詳
ニ
シ
敬
神
ノ
念
ヲ
酒
養
ス
ル
ニ
努
ム
ル
コ
ト
」
に
対
し
て
、
次
の
よ
う

に
規
定
し
、
郡
末
端
の
町
村
を
指
導
し
て
い
る
。

　

1
、
神
社
ハ
宗
教
以
外
二
特
立
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
祭
祀
ハ
其
ノ
国
家
社
会
二
垂

　
　

レ
賜
ヒ
タ
ル
功
労
薫
化
ヲ
敬
仰
追
慕
ス
ル
儀
礼
ス
ル
コ
ト
ヲ
明
ニ
ス
ル
コ
ト

　

2
、
神
社
ナ
キ
地
方
ハ
我
力
皇
国
ノ
不
基
ヲ
定
メ
賜
ヒ
タ
ル
祖
宗
又
ハ
皇
護
ヲ
翼

　
　
賛
シ
国
体
ノ
精
華
ヲ
発
揚
シ
タ
ル
先
賢
偉
人
ノ
神
霊
ヲ
奉
祀
ス
ヘ
キ
神
社
ヲ
建

　
　
立
ス
ル
コ
ト

　

3
、
神
社
ノ
由
緒
歴
史
ハ
之
ヲ
明
晰
ニ
シ
遺
勲
ヲ
伝
ヘ
テ
一
層
敬
慕
渇
仰
ノ
念
ヲ

　
　
高
ム
ル
コ
ト

　

4
、
村
ノ
年
中
行
事
中
祭
祀
ハ
最
モ
重
要
ナ
ル
事
項
ト
シ
祭
典
並
二
之
二
付
随
シ

　
　

タ
ル
神
事
ハ
慎
重
ナ
ル
用
意
ヲ
以
テ
之
ヲ
行
ヒ
敬
神
ノ
実
ヲ
挙
ク
ル
コ
ト
（
こ

　
　
の
細
目
は
省
略
）

　

5
、
神
社
境
内
ハ
特
二
清
浄
ヲ
期
シ
神
人
感
応
域
二
進
ム
ル
コ
ト

　
　
い
　
社
殿
ハ
常
二
修
理
改
築
ヲ
加
へ
尚
敷
地
境
内
ハ
充
分
ナ
ル
面
積
ヲ
保
チ
森

　
　
　
厳

ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト

　
　

ろ
　
掃
除
ヲ
怠
ラ
ズ
清
浄
ヲ
期
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

　
　

は
　
適
当
ノ
樹
木
花
卉
ヲ
植
栽
シ
テ
神
苑
ヲ
神
々
シ
ク
ス
ル
コ
ト
（
以
下
略
）

　

こ
の
よ
う
に
「
神
社
ナ
キ
地
方
ハ
我
力
皇
国
ノ
不
基
ヲ
定
メ
賜
ヒ
タ
ル
」
と
、
皇

国
な
の
だ
か
ら
皇
国
ら
し
く
と
、
「
神
社
ヲ
建
立
ス
ル
コ
ト
」
が
目
標
と
さ
れ
る
な

ど
、
当
時
議
論
の
盛
ん
な
「
国
民
道
徳
論
」
で
、
日
本
的
固
有
性
と
さ
れ
た
、
皇
国

ら
し
さ
と
い
う
規
範
を
モ
デ
ル
に
、
今
や
世
界
の
五
大
国
の
一
つ
に
な
っ
た
皇
国
皇

民

と
し
て
、
半
ば
強
制
な
が
ら
形
式
的
に
は
自
発
的
に
、
自
己
改
造
に
努
め
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
列
島
北
部
で
は
、
青
森
県
北
津
軽
郡
沿
川
村
（
現
・
五
所
川
原
市
）
の
史

料

が
、
後
に
論
じ
る
冠
婚
葬
祭
の
場
と
し
て
の
、
神
社
の
造
営
の
あ
り
方
を
示
し
て

お
り
、
特
筆
さ
れ
る
。
「
公
会
堂
設
置
」
の
項
に
記
さ
れ
た
、
「
各
大
字
に
公
会
堂
を

設
け
各
種
の
集
会
用
と
し
、
冠
婚
葬
祭
用
具
を
備
付
け
、
儀
式
は
公
会
堂
に
於
て
挙
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行
せ

し
む
る
こ
と
。
位
置
は
成
る
べ
く
神
社
境
内
地
を
撰
び
、
儀
式
も
漸
次
神
式
を

　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
9
1
）

以
て

行
は
し
む
る
こ
と
」
で
あ
る
が
、
冠
婚
葬
祭
の
儀
式
は
神
社
境
内
の
公
会
堂
で

挙
行
す
る
の
を
当
然
と
し
た
意
識
が
窺
が
え
る
。
冠
婚
葬
祭
の
み
な
ら
ず
、
自
治
奉

告
祭
や
出
征
兵
士
の
送
迎
、
ま
た
三
大
節
な
ど
、
地
域
共
同
体
に
何
か
大
き
な
出
来

事
が
あ
れ
ば
、
氏
神
に
参
集
し
て
奉
告
し
、
か
つ
集
団
参
拝
と
い
う
形
式
を
と
る
こ

と
が
推
奨
さ
れ
る
な
ど
、
村
落
自
体
や
運
営
の
あ
り
方
ま
で
も
「
神
社
中
心
主
義
」

的
な
再
編
が
施
さ
れ
て
い
く
。

　

と
こ
ろ
が
、
列
島
中
央
部
の
史
料
に
は
、
管
見
で
は
あ
ま
り
神
社
造
営
に
関
す
る

よ
う
な
、
ハ
ー
ド
な
設
備
的
事
項
は
目
立
た
な
い
。
例
え
ば
長
野
県
の
場
合
、
大
正

八
年
七
月
に
郡
市
長
会
の
諮
問
の
経
て
決
定
さ
れ
た
「
民
力
酒
養
実
行
要
目
」
に
見

え
る
の
は
、
「
神
社
崇
拝
ノ
実
ヲ
挙
ク
ル
為
メ
常
二
社
殿
境
内
ノ
掃
除
ヲ
児
童
及
青

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

年
二
奨
励
シ
神
職
氏
子
総
代
教
員
等
其
ノ
指
導
ノ
任
二
当
ル
コ
ト
」
と
い
っ
た
記
述

の
み

で

あ
る
。
他
府
県
で
も
大
差
は
な
い
が
、
愛
知
県
の
場
合
、
北
設
楽
郡
振
草
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

の

「神
社
空
地
に
樹
木
の
植
栽
を
励
行
す
る
こ
と
」
が
見
え
る
程
度
で
あ
り
、
碧
海

郡
の

「
郡
神
職
会
決
議
事
項
」
で
さ
え
、
「
神
社
の
尊
厳
を
保
持
す
る
為
左
記
の
設

備
完
成
を
期
す
る
事
」
と
し
て
は
、
本
殿
・
拝
殿
・
鳥
居
・
社
務
所
・
境
内
百
坪
以

上
・
神
田
五
畝
歩
以
上
と
い
う
単
語
が
挙
が
る
の
み
で
、
叙
述
は
至
っ
て
淡
泊
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
「
郡
神
職
会
決
議
事
項
」
で
は
、
「
神
社
境
内
及
社
殿

の

清
浄
を
期
す
る
事
」
と
し
て
、
「
神
社
境
内
及
社
殿
は
神
聖
な
る
境
域
な
る
を
以

て
、
常
に
清
浄
を
要
す
る
に
勿
論
な
り
、
故
に
常
に
掃
除
は
完
全
に
行
は
し
む
る
こ

と
を
期
し
、
氏
子
輪
番
又
は
青
年
会
に
嘱
託
す
る
等
適
宜
方
法
を
設
け
、
境
内
等
常

に
清
浄
な
ら
し
む
べ
き
事
」
と
記
す
よ
う
に
、
境
内
清
浄
に
関
し
て
は
、
そ
の
記
述

　
　
　
　
　
（
2
1
1
）

は
か
な
り
細
か
い
。
社
殿
や
鳥
居
・
社
務
所
の
改
築
は
、
新
潟
県
な
ど
で
は
、
い
ず

こ
の
神
社
に
行
っ
て
も
、
大
正
期
に
建
立
さ
れ
た
石
造
鳥
居
を
多
く
見
か
け
る
よ
う

に
、
民
社
の
設
備
営
繕
に
は
県
費
等
も
費
や
さ
れ
（
地
方
公
共
団
体
の
補
助
の
制
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

緩
和
）
、
実
際
上
は
、
こ
の
時
期
に
盛
ん
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
意
識
の
上
で
は
こ

う
し
た
設
備
よ
り
も
、
境
内
清
浄
の
方
に
関
心
を
振
り
向
け
て
お
り
、
中
島
郡
津
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肚
）

町
の

「神
社
の
訣
備
を
完
成
す
る
は
勿
論
日
常
清
浄
に
力
め
し
む
」
と
い
う
記
述
は
、

そ
れ
を
よ
く
表
象
し
て
い
る
。

　

愛
知
県
の
各
町
村
の
実
行
細
目
を
み
る
と
、
訓
令
第
一
要
綱
に
対
す
る
対
応
は
、

こ
の
「
境
内
清
浄
」
の
ほ
か
に
、
も
う
一
つ
関
心
を
集
中
し
て
い
た
の
は
、
例
え
ば

御
殿
村
の
「
郷
社
、
村
社
の
基
本
財
産
を
造
成
し
敬
神
思
想
を
旺
盛
な
ら
し
む
る
こ

と
」
、
「
現
在
実
行
（
郷
社
は
一
時
に
一
千
二
百
円
の
基
本
財
産
を
作
れ
り
、
村
社
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

毎
年
十
円
以
上
積
立
て
つ
・
あ
り
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
実
質
的
な
「
神
社
基
本
財

産
の
造
成
」
で
あ
る
。
西
春
日
井
郡
で
は
「
神
社
氏
子
申
合
規
約
」
の
範
を
示
し
、

「自
己
に
慶
事
な
ら
ば
神
社
に
参
拝
し
て
報
恩
の
意
を
告
げ
奉
り
特
に
婚
姻
、
分
家
、

出
産
、
成
年
寿
賀
（
初
老
、
還
暦
、
古
稀
、
喜
寿
、
米
寿
）
の
際
に
は
各
祝
宴
費
の

一
人
分
を
節
約
し
て
之
を
神
社
に
献
納
し
基
本
財
産
と
す
る
こ
と
其
標
準
左
の
如

し
」
と
し
、
婚
姻
五
拾
銭
以
上
、
分
家
五
拾
銭
以
上
、
出
産
拾
銭
以
上
、
成
年
拾
銭

以

上
、
寿
賀
五
拾
銭
以
上
か
ら
、
婚
姻
五
円
以
上
、
分
家
五
円
以
上
、
出
産
参
円
以

上
、
成
年
三
円
以
上
、
寿
賀
五
円
以
上
ま
で
の
、
五
段
階
の
種
別
を
設
定
し
、
「
但

婚
姻
の
際
縁
附
の
方
に
あ
り
て
は
前
表
婚
姻
欄
内
に
記
載
金
額
の
半
以
上
を
献
納
す

　
　
　
　
（
㏄
）

る
も
の
と
す
」
と
し
て
い
る
。

　
京
都
府
の
場
合
で
も
、
「
本
府
二
於
ケ
ル
民
力
酒
養
二
関
ス
ル
実
行
要
目
」
の
「
社

殿
境
内
地
等
ノ
設
備
ヲ
完
全
ニ
シ
祭
典
ヲ
粛
整
シ
以
テ
神
社
ヲ
尊
厳
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ

ト
」
に
従
っ
て
、
同
文
の
細
目
を
採
用
す
る
郡
あ
る
い
は
町
村
が
多
い
中
で
、
久
世

郡
の
実
行
細
目
で
は
「
社
殿
境
内
を
清
潔
に
し
、
祭
典
を
厳
粛
に
し
、
以
て
神
社
の

　
　
　
　
　
（
7
1
1
）

尊
厳
を
保
つ
こ
と
」
と
叙
述
し
て
い
る
が
、
こ
の
表
現
に
表
わ
れ
て
い
る
如
く
、
社

殿
境
内
の
清
潔
さ
と
、
祭
典
の
厳
粛
化
に
よ
っ
て
、
神
社
の
尊
厳
を
向
上
さ
せ
よ
う

と
、
意
識
が
向
か
っ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
愛
知
県
の
海
部
郡
七
寳
村
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

「
神
社
の
祭
祀
を
厳
粛
に
し
、
当
日
氏
子
は
礼
装
し
て
参
拝
せ
し
む
る
こ
と
」
や
同

県
宝
飯
郡
の
「
指
定
神
社
ニ
ハ
祭
典
ヲ
崇
厳
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
メ
此
際
楽
器
ヲ
設
備
ス

　
　
（
珊
）

ル
コ

ト
」
も
、
同
じ
眼
差
し
に
支
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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（
2
）
大
麻
頒
布
と
「
神
棚
」
の
常
設
化

　
皇
太
神
宮
大
麻
の
頒
布
に
関
し
て
は
、
管
見
の
限
り
、
東
京
府
や
神
奈
川
県
の
史

料
を
は
じ
め
、
京
都
府
や
長
野
県
な
ど
、
多
く
の
府
県
史
料
で
は
町
村
レ
ベ
ル
ま
で

め

く
っ
て
み
て
も
、
そ
の
項
目
は
挙
が
っ
て
い
な
い
。
反
対
に
、
前
述
の
岩
手
県
の

よ
う
な
詳
細
な
記
述
が
見
え
る
の
が
愛
知
県
で
あ
り
、
ま
た
鹿
児
島
県
で
は
多
く
の

郡

で
、
実
行
要
目
に
大
麻
頒
布
を
載
せ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
「
神
職
ハ
一
般
氏
子

二
拝
授
方
ヲ
奨
励
シ
其
ノ
普
及
二
援
助
ス
ル
コ
ト
」
と
し
て
神
宮
大
麻
頒
布
を
実
行

要

目
に
掲
げ
て
い
る
の
は
、
和
歌
山
県
神
職
会
伊
都
郡
支
会
で
あ
り
、
和
歌
山
県
神

職

会
海
草
郡
支
会
の
場
合
は
、
「
氏
子
各
戸
二
神
棚
設
置
普
及
（
簡
素
ヲ
旨
ト
シ
タ

（仰
）ル

）
」
を
実
行
要
目
に
掲
げ
て
い
る
。

　
鹿
児
島
県
の
場
合
、
県
告
諭
と
し
て
提
示
し
た
実
行
要
目
に
は
、
そ
の
指
示
は
な

い

が
、
各
郡
で
は
例
え
ば
日
置
郡
の
「
可
成
大
麻
ヲ
各
戸
二
拝
戴
ス
ル
様
勧
奨
ス
ル

事
」
や
、
薩
摩
郡
の
「
各
家
神
棚
ヲ
設
ケ
毎
朝
拝
礼
ノ
習
慣
ヲ
養
成
ス
ル
コ
ト
」
、

伊
佐
郡
の
「
神
宮
大
麻
ノ
頒
布
二
勉
ム
ル
コ
ト
」
、
姶
良
郡
の
「
大
麻
又
ハ
御
守
札

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

等
ハ
適
当
ノ
場
所
二
奉
安
ス
ヘ
キ
コ
ト
」
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
神
社
造

営
を
指
導
さ
れ
た
大
島
郡
を
は
じ
め
、
囎
唄
郡
・
肝
属
郡
・
熊
毛
郡
に
は
、
逆
に
こ

の
項

目
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
郡
に
あ
る
の
は
「
相
当
資
格
ア
ル
神
官
ノ
養
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

ヲ
ナ
ス
コ
ト
」
「
但
村
費
補
助
ヲ
ナ
ス
コ
ト
」
の
よ
う
な
神
官
養
成
の
細
目
で
あ
る
。

地
域
差
を
配
慮
し
中
央
に
近
い
郡
部
の
み
へ
の
対
応
だ
っ
た
の
か
、
鹿
児
島
郡
で
は

「神
札
ヲ
奉
戴
シ
神
威
ヲ
漬
サ
．
・
ル
ヤ
ウ
奉
置
ス
ル
コ
ト
」
と
し
て
「
（
イ
）
神
札
、

大

麻
奉
戴
ヲ
各
戸
二
普
及
ス
ル
コ
ト
」
「
（
ロ
）
奉
置
方
ニ
ツ
キ
協
議
シ
神
威
ヲ
漬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
図
）

サ
“
ル
様
二
注
意
ス
ル
コ
ト
」
と
あ
り
、
川
辺
郡
で
は
「
各
家
庭
二
於
ケ
ル
神
棚
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

壇

ノ
挿
花
其
他
ノ
供
物
二
注
意
シ
毎
朝
拝
礼
ヲ
行
フ
事
」
と
い
っ
た
指
示
も
加
え
ら

れ
て

い
る
。

　

列
島
中
央
部
で
は
そ
の
普
及
は
早
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
列
島
周
辺
部
で
は
、

ま
た
そ
う
で
な
く
て
も
、
す
べ
て
の
家
に
常
設
の
「
神
棚
」
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
昨
今
の
民
俗
学
で
は
今
見
る
形
の
神
棚
を
古

く
か
ら
の
伝
統
と
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
疑
わ
せ
る
記
述
が
多
い
の
は
、

今
の
民
俗
学
が
お
そ
ら
く
「
起
源
」
あ
る
い
は
「
発
生
」
に
の
み
興
味
を
集
中
さ
せ

て

い

る
か
ら
で
あ
る
。
デ
ヰ
と
か
オ
マ
な
ど
と
呼
ば
れ
る
囲
炉
裏
端
の
家
族
が
集
ま

る
常
居
の
間
に
、
常
設
的
に
置
か
れ
る
神
棚
は
、
こ
の
運
動
で
初
め
て
全
国
的
に
普

及
す
る
の
で
あ
り
、
本
来
、
民
俗
学
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
、
「
根
源
よ
り
も
寧
ろ

　
　
　
　
（
田
）

経
過
で

あ
る
」
。
本
稿
で
は
起
源
で
は
な
く
、
全
国
レ
ベ
ル
の
普
及
と
そ
の
過
程
を

論

じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
誤
解
の
な
い
よ
う
強
調
し
て
お
く
が
、
平
山
敏
治
郎
も

指
摘
す
る
よ
う
に
、
以
前
の
民
俗
学
者
の
常
識
で
は
、
「
以
前
に
は
屋
内
の
祭
場
は

正

月
の
神
棚
・
七
月
の
盆
棚
な
ど
の
場
合
の
如
く
、
祭
に
際
し
て
臨
時
に
営
な
」
ま

　
　
　
　
　
　
く
ぴ
）

れ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
神
棚
を
外
見
か
ら
古
風
と
捉
え
て
し
ま
う
民
俗
学
者
は
、
自

ら
も
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
の
魔
術
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

　
大
麻
頒
布
は
、
愛
知
県
下
の
多
く
の
郡
で
は
、
例
え
ば
碧
海
郡
神
職
会
の
「
三
、

神
宮
大
麻
を
各
戸
に
拝
受
せ
し
め
、
敬
神
崇
祖
の
念
を
深
か
ら
し
め
、
健
全
な
る
国

　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

家
観
念
を
養
成
す
る
こ
と
」
の
よ
う
に
、
そ
の
目
標
に
掲
げ
て
お
り
、
東
加
茂
郡
足

助

町
で
も
「
皇
太
神
宮
の
大
麻
を
町
民
に
全
部
拝
受
す
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
が
、

そ
の
運
動
結
果
も
含
め
て
記
載
が
詳
し
い
の
が
葉
栗
郡
で
あ
り
、
民
力
酒
養
運
動
の

普
及
の
経
過
も
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ど
の
よ
う
に
運
動
は
進
め
ら
れ
た
か
、
ま
ず

は
そ
の
記
載
を
示
そ
う
。

　
　
大
正

八
年
五
月
三
日
開
会
せ
し
小
学
校
々
長
会
議
に
於
て
民
力
酒
養
に
関
す
る

　
内
務
大
臣
の
訓
令
に
付
其
の
趣
旨
の
存
す
る
所
を
説
示
し
、
児
童
の
教
養
と
青
年

　

の

指
導
に
関
し
之
を
指
示
し
、
又
本
年
六
月
五
日
開
会
せ
し
町
村
長
会
議
に
於
て

　

も
之
を
指
示
し
、
併
せ
て
左
記
事
項
を
協
定
せ
し
め
、
之
が
普
及
徹
底
の
方
法
を

　

講
ず
る
と
共
に
其
の
実
績
を
挙
ぐ
る
に
努
め
し
め
、
更
に
本
年
七
月
号
の
郡
時
報

　

に
て
一
般
郡
民
を
始
め
、
其
の
他
の
団
体
に
於
て
施
設
す
べ
き
事
項
を
登
載
し
、

　
之

を
各
戸
に
配
付
し
其
の
実
行
を
勧
奨
し
、
続
て
客
月
一
日
大
谷
派
本
願
寺
主
催

　

に
係
る
民
力
酒
養
に
関
す
る
講
演
会
開
催
の
節
、
本
官
も
之
に
関
す
る
講
演
を
な
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し
、
当
本
県
教
育
会
並
郡
教
育
会
連
合
を
以
て
通
俗
講
演
会
を
各
町
村
に
於
て
開

　

催
の

際
、
更
に
一
般
郡
民
の
必
行
事
項
の
実
行
を
督
励
し
、
爾
来
会
合
あ
る
毎
之

　

に
を
宣
伝
し
、
一
方
町
村
長
及
農
業
技
手
を
し
て
極
力
普
及
徹
底
に
努
め
、
現
在

　

町

村
其
の
他
の
団
体
に
於
け
る
実
行
状
況
左
記
の
如
し
、
尚
本
郡
は
内
務
省
嘱
託

　

加
藤
咄
堂
氏
を
聰
し
、
此
の
程
講
演
会
を
開
催
の
筈
に
有
之
、
且
郡
民
一
般
の
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

　

行
事
項
を
印
刷
に
附
し
、
不
日
各
戸
に
配
付
の
予
定

　

こ
れ
に
続
け
て
、
一
般
郡
民
、
青
年
会
、
産
業
組
合
、
町
村
農
会
、
町
村
、
教
員
、

児
童
、
神
職
ご
と
の
「
必
行
事
項
」
が
掲
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
神
職
会
の
「
必
行
事

項
」
と
さ
れ
た
の
は
、
＝
、
国
体
の
本
義
に
関
す
る
講
演
会
を
な
す
こ
と
」
「
二
、

各
戸
を
し
て
大
麻
を
拝
受
せ
し
む
る
こ
と
」
「
各
戸
に
神
棚
を
設
け
し
む
る
こ
と
」

「入
退
営
の
際
奉
告
祭
を
執
行
す
る
こ
と
」
「
大
祭
に
は
氏
子
を
し
て
神
社
に
参
拝
せ

し
む
る
こ
と
」
の
五
項
で
あ
る
が
、
二
の
大
麻
頒
布
と
は
別
に
、
明
確
に
神
棚
設
置

が
掲
げ
ら
れ
、
運
動
の
成
果
で
あ
る
「
神
職
会
実
行
状
況
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
記

載
さ
れ
て
い
る
。

　

二
、
大
麻
拝
受
数
　
二
千
九
百
十
五
戸

　
　
　
大
正
七

年
の
拝
受
戸
数
二
千
七
百
二
十
八
戸
に
比
し
本
年
度
に
於
て
六
分
九

　
　
厘
増
加
し
、
又
現
住
戸
数
六
千
四
十
六
戸
に
対
し
四
割
八
分
強
に
相
当
す
、
然

　
　
れ

と
も
未
だ
拝
受
せ
ざ
る
も
の
過
半
を
占
む
れ
ば
、
目
下
各
町
村
長
及
神
職
を

　
　
督
励
し
拝
受
に
努
め
し
め
つ
・
あ
り

　

三
、
神
棚
を
設
け
た
る
数
　
三
千
三
百
十
四
戸

　
　
　
現
在
戸
数
六
千
四
十
六
戸
に
対
し
之
を
設
け
居
る
も
の
漸
く
五
割
五
分
に
過

　
　
ぎ
ず
、
由
来
本
郡
に
は
真
宗
の
信
徒
多
き
為
め
、
神
棚
の
設
備
大
麻
の
拝
受
少

　
　
　
　
（
田
）

　
　
き
憾
あ
り

　
大
麻
拝
受
と
神
棚
設
置
の
数
値
が
異
な
る
の
は
、
た
ぶ
ん
恵
比
寿
棚
や
荒
神
棚
な

ど
も
神
棚
に
数
え
た
た
め
だ
ろ
う
が
、
神
棚
設
置
が
現
在
戸
数
の
「
漸
く
五
割
五
分

に
過
ぎ
ず
」
と
み
て
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
真
宗
の
信
徒
多
き
為
め
」
と
見
倣
し
て

い

る
。
こ
の
真
宗
と
の
軋
礫
は
、
既
に
大
正
天
皇
の
大
嘗
祭
に
際
し
て
、
「
地
方
行

政
当
局
が
神
棚
の
設
置
・
注
連
縄
の
装
飾
・
神
社
へ
の
参
拝
を
国
民
に
強
要
し
た
の

に
抵
抗
し
て
」
、
真
宗
門
徒
が
、
広
島
・
香
川
・
島
根
・
石
川
・
山
形
の
各
地
で
紛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瑚
）

争
を
起
こ
し
て
い
た
」
こ
と
を
、
先
行
論
文
で
も
赤
澤
が
紹
介
し
て
い
る
。
例
え
ば

島
根
県
で
は
神
棚
安
置
や
注
連
縄
・
門
松
の
装
飾
を
県
民
に
強
制
せ
ぬ
よ
う
に
、
西

本
願
寺
派
が
県
内
務
部
長
に
申
し
入
れ
、
激
し
い
論
争
の
後
、
注
連
縄
・
門
松
の
装

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

飾
な
ど
は
「
各
自
随
意
」
と
認
め
さ
せ
た
が
、
逆
に
香
川
県
で
は
町
村
当
局
と
警
官

が
注
連

縄
・
門
松
の
装
飾
を
真
宗
寺
院
に
も
施
せ
と
強
要
し
、
逆
ら
う
と
「
非
国
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
惚
）

と
し
て
不
敬
呼
ば
り
」
し
た
上
「
科
料
に
処
す
る
」
と
「
威
圧
」
す
る
な
ど
、
そ
の

対
立

は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。

　
民
力
酒
養
運
動
に
お
い
て
も
、
地
域
の
そ
れ
ま
で
の
宗
派
事
情
や
行
政
と
の
力
関

係
な
ど
多
数
の
因
子
に
よ
っ
て
、
大
麻
配
布
の
展
開
は
多
様
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
愛

知
県
の
場
合
も
、
東
加
茂
郡
足
助
町
で
は
、
「
皇
太
神
宮
の
大
麻
を
町
民
に
全
部
拝

受

す
る
こ
と
」
だ
け
で
な
く
、
「
各
部
落
に
伊
勢
講
、
京
講
等
を
組
織
し
神
宮
山
陵

を
毎
年
参
拝
す
る
こ
と
」
ま
で
、
町
村
会
議
員
及
区
長
聯
合
会
で
決
議
し
、
各
区
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

実
行
会
を
組
織
さ
せ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
そ
の
取
り
組
み
は
町
村
単
位
で
も
さ
ま

ざ
ま
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
の
盛
り
上
が
り
に
期
待
す
る
ほ
か
は
な
い
が
、
長
野
県

小

県
郡
内
の
町
村
の
実
施
状
況
を
み
る
と
、
例
え
ば
「
浦
里
村
矯
風
規
約
」
で
は
、

「
道
祖
神
祭
天
神
講
等
は
左
記
に
依
り
行
ふ
べ
し
」
と
し
て
「
神
符
を
配
布
せ
ざ
る

　
　
　
　
（
瑚
）

こ
と
」
と
あ
り
、
神
棚
に
奉
安
す
る
神
符
に
も
、
統
制
を
加
え
て
い
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。（

3
）
通
過
儀
礼
の
場
と
し
て
の
神
社

　
先
に
青
森
県
北
津
軽
郡
沿
川
村
の
史
料
に
、
「
各
大
字
に
公
会
堂
を
設
け
」
て
、

「
冠
婚
葬
祭
用
具
を
備
付
け
、
儀
式
は
公
会
堂
に
於
て
挙
行
せ
し
む
る
こ
と
。
位
置

は
成
る
べ
く
神
社
境
内
地
を
撰
び
、
儀
式
も
漸
次
神
式
を
以
て
行
は
し
む
る
こ
と
」

と
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
神
社
が
儀
礼
の
場
と
し
て
、
自
治
奉
告
祭
や
出
征
兵
士

の

送
迎
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
京
都
久
世
郡
の
記
事
に
「
学
校
の
入
学
卒
業
、
青
年
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団
の
入
退
団
、
入
退
営
、
及
び
公
共
事
業
の
終
始
に
は
必
ず
氏
神
に
奉
告
を
行
ふ
ご

　
　
　
　
　
（
団
）

と
」
あ
る
よ
う
に
、
近
代
に
な
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
制
度
の
下
で
、
個
人
の
生
涯
に

と
っ
て
区
切
り
に
な
る
機
会
に
も
、
氏
神
へ
の
参
拝
・
奉
告
が
義
務
づ
け
ら
れ
た

が
、
そ
れ
は
さ
ら
に
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
既
存
の
冠
婚
葬
祭
の
習
俗
に
も
及
ん
で

い
く
。

　
岩
手
県
に
も
「
慶
事
ア
ル
場
合
ニ
ハ
神
社
二
参
拝
奉
告
ヲ
為
ス
コ
ト
（
戸
）
」
と

い
う
細
目
が
見
ら
れ
た
が
、
他
府
県
で
も
類
似
の
規
定
を
出
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

何
を
慶
事
と
見
倣
す
の
か
、
明
確
に
指
示
し
て
い
る
の
は
、
前
述
し
た
愛
知
県
西
春

日
井
郡
の
「
自
己
に
慶
事
な
ら
ば
神
社
に
参
拝
し
て
報
恩
の
意
を
告
げ
奉
り
特
に
婚

姻
、
分
家
、
出
産
、
成
年
寿
賀
（
初
老
、
還
暦
、
古
稀
、
喜
寿
、
米
寿
）
の
際
に
は
…
」

と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
出
産
に
は
初
宮
参
り
な
ど
も
含
ま
れ
た
で
あ
ろ

う
が
、
先
に
紹
介
し
た
祖
父
江
・
原
の
調
査
で
も
み
た
よ
う
に
、
誰
で
も
が
初
宮
参

り
を
必
ず
し
も
し
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
そ
の
普
及
過
程
を
考
え
る
な
ら
ば
、
史
料

に
そ
の
名
称
が
明
確
に
出
て
く
る
の
は
、
京
都
府
の
記
述
で
あ
る
。

　
府
レ
ベ
ル
の
実
行
要
目
「
初
宮
参
リ
等
古
来
因
襲
ノ
神
事
ハ
社
会
ノ
秩
序
及
風
俗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瑚
）

ヲ
害
セ
サ
ル
限
リ
可
成
之
力
保
存
ヲ
図
ル
コ
ト
」
に
準
じ
て
、
各
郡
の
実
行
細
目
に

も
同
文
の
事
項
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
少
々
晦
渋
な
表
現
で
あ
る
。
そ
こ
で
郡
町
村

レ
ベ
ル
の
実
態
が
窺
が
え
る
京
都
府
加
佐
郡
『
民
力
酒
養
規
約
』
で
、
郡
下
町
村
で

何
が

な
さ
れ
た
か
を
検
討
し
て
み
る
と
、
「
冠
婚
葬
祭
等
に
於
け
る
弊
風
を
矯
め
虚

礼
の

贈
答
等
を
廃
す
る
こ
と
」
と
い
う
郡
の
実
行
細
目
の
下
、
例
え
ば
「
河
守
上
村

民
力
酒
養
実
行
規
約
」
で
は
「
九
、
出
産
（
養
子
ヲ
含
ム
）
二
付
テ
ハ
左
ノ
事
項
ヲ

守
ル
可
キ
コ
ト
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
規
定
を
出
し
て
い
る
。
「
1
．
出
産
ノ
場

合
七

夜
祝
等
ノ
贈
答
ハ
一
切
之
ヲ
廃
ス
ル
コ
ト
」
「
2
．
宮
詣
客
ハ
小
供
二
限
リ
其

他
ハ
］
切
廃
ス
ル
コ
ト
」
「
3
．
産
入
ノ
客
ハ
絶
対
二
廃
止
ス
ル
コ
ト
」
「
4
．
初
着
、

四

ツ

身
等
ノ
祝
物
ハ
質
素
ヲ
旨
ト
シ
縞
物
二
止
メ
実
用
二
適
セ
ザ
ル
紋
付
類
ノ
遣
リ

取
り
ハ
廃
ス
ル
ト
」
と
し
、
ま
た
「
十
、
初
幟
、
初
雛
、
弓
、
羽
子
板
等
ノ
祝
物
及

重

ノ
内
ノ
贈
答
ハ
一
切
廃
ス
ル
コ
ト
」
「
但
シ
実
家
ヨ
リ
ノ
贈
物
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
問
）

と
す
る
よ
う
に
、
在
来
の
出
産
に
関
わ
る
慣
行
に
は
一
様
に
制
限
を
加
え
て
い
る
。

長
野
県
小
県
郡
の
実
行
状
況
に
も
「
小
児
出
産
に
関
す
る
凡
て
の
祝
、
床
上
げ
祝
（
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

帰
祝
）
等
に
客
を
招
待
し
酒
肴
を
供
す
へ
か
ら
す
」
と
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

私
的
な
゜
・
o
。
｛
巴
日
甘
日
＆
o
⇒
は
、
風
俗
を
害
す
る
弊
風
・
虚
礼
と
し
て
厳
し
く
禁

じ
て
ら
れ
て
い
く
一
方
で
、
神
社
に
参
拝
す
る
こ
と
と
な
る
初
宮
参
り
だ
け
に
対
し
、

「
保
存
ヲ
図
ル
」
の
で
あ
り
、
先
の
要
目
の
難
解
な
文
章
は
、
こ
う
し
た
意
味
だ
と

考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　
一
方
、
島
根
県
で
は
、
県
の
「
民
力
酒
養
実
行
細
目
」
で
、
「
神
社
」
の
「
氏
子

ヲ
シ
テ
左
記
各
項
ヲ
行
ハ
シ
メ
常
二
敬
神
思
想
ノ
養
成
二
努
ム
ル
コ
ト
」
の
細
目

に
、
「
1
．
加
齢
祭
及
誕
生
並
二
婚
姻
初
詣
帯
直
シ
祭
等
ヲ
挙
行
ス
ル
コ
ト
」
「
2
．

初
詣
祭
二
於
テ
ハ
記
念
貯
金
帳
ヲ
交
付
ス
ル
コ
ト
」
「
3
．
祈
年
祭
新
嘗
祭
ト
連
絡

ヲ
取
リ
農
事
改
良
ヲ
奨
ム
ル
コ
ト
」
「
4
．
月
三
日
ノ
参
拝
ヲ
奨
励
ス
ル
コ
ト
」
と

あ
り
、
ま
た
「
各
家
庭
」
で
も
「
国
家
ノ
祝
祭
日
ニ
ハ
必
ス
日
章
旗
ヲ
掲
揚
シ
且
各

自
業
ヲ
休
ミ
テ
祝
意
ヲ
表
シ
尚
三
大
節
ニ
ハ
学
校
ノ
儀
式
二
参
列
ス
ル
コ
ト
」
、
「
朝

夕
神
仏
ヲ
拝
シ
尚
少
ク
モ
月
三
日
ハ
必
ス
氏
神
二
参
拝
ス
ル
コ
ト
」
の
ほ
か
、
「
賀

齢
祭
並
二
誕
生
、
婚
姻
、
初
詣
、
帯
直
祭
ヲ
氏
神
二
於
テ
行
フ
コ
ト
」
、
「
新
嘗
祭
又

ハ
祈
年
祭
等
二
於
テ
新
穀
ヲ
神
社
二
献
納
シ
御
祈
念
ヲ
講
フ
コ
ト
」
、
「
一
家
ノ
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
1
）

要
事
項
ハ
之
ヲ
神
明
二
奉
告
ス
ル
コ
ト
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
元
朝
詣
な
ど
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
圃
）

く
、
初
詣
と
い
う
現
在
標
準
的
な
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
点
も
興
味
深
い
が
、
加
齢

祭
（
賀
齢
祭
）
及
び
誕
生
、
帯
直
し
を
氏
神
で
挙
行
せ
よ
と
い
う
の
は
、
初
宮
参
り

や

今
日
で
い
う
七
五
三
に
相
当
し
て
い
よ
う
。

　
七

五
三

の

起
源
を
、
紐
直
し
や
帯
解
き
な
ど
、
個
別
の
習
俗
に
遡
及
的
に
求
め
て

い

く
資
料
操
作
は
、
科
学
と
し
て
の
民
俗
学
で
は
既
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
紐
直
し

や

帯
解
き
と
い
っ
た
別
個
の
習
俗
の
中
か
ら
、
類
似
要
素
を
探
し
出
し
、
そ
の
類
似

要
素
を
飛
び
石
的
に
結
び
つ
け
て
い
け
ば
、
古
代
の
宮
中
儀
礼
ま
で
、
さ
ら
に
は
太

古

に
ま
で
遡
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
ロ
マ
ン
主
義
的
な
本
質
主
義

解
釈

に
基
づ
い
た
通
俗
民
俗
学
は
、
ド
イ
ツ
で
は
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
に
よ
っ
て
と
う
の
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（
m
）

昔
に
論
理
的
に
一
掃
さ
れ
て
い
る
。
柳
田
の
門
松
理
解
は
、
要
素
分
解
的
に
発
生
史

的
に
把
握
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
代
民
俗
学
の
方
法
に
も
適
っ
た
も
の
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
後
の
民
俗
学
者
は
、
門
松
を
松
と
い
う
類
似
要
素
で
、
民
間
で
行
わ
れ

て

い

た
松
迎
え
な
ど
と
を
遡
源
的
に
結
び
つ
け
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
無
声
も
い

う
よ
う
に
、
門
松
の
松
は
以
前
は
竹
な
ど
で
あ
り
、
松
迎
え
と
は
結
び
つ
か
な
い
。

七

五
三

を
ど
う
定
義
す
る
か
に
関
わ
っ
て
く
る
が
、
そ
の
中
心
的
要
素
を
神
社
に
詣

で

る
こ
と
に
置
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
の
民
力
酒
養
運
動
に
よ
っ
て
国
民
行
事
化
し

た
の
で
あ
る
。

　
鈴
木
業
三
は
「
髪
置
・
袴
着
・
帯
解
な
ど
…
農
村
に
は
そ
れ
ら
を
ひ
と
ま
と
め
に

祝
う
風
習
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
た
三
歳
・
五
歳
・
七
歳
そ
れ
ぞ
れ
の
祝
は
あ
っ
て

も
、
そ
の
全
部
を
祝
う
風
習
は
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
江
戸
の
よ
う
に
諸

国
か
ら
寄
り
集
ま
り
の
土
地
か
ら
で
は
、
各
人
そ
れ
ぞ
れ
の
お
国
ぶ
り
を
実
行
す
る

こ
と
は
不
便
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
七
五
三
と
い
う
総
括
的
な
祝
い
方
が
便
法
と
し

て

生

ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
、
「
こ
れ
は
江
戸
中
期
以
後
に
始
ま
っ
た

よ
う
で
」
と
し
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
刊
の
『
増
補
江
戸
年
中
行
事
』
や
天
保

九
年
（
｝
八
三
八
）
の
『
東
都
歳
時
記
』
の
、
江
戸
の
著
名
神
社
に
「
参
詣
多
し
」

（
た
だ
し
「
十
五
日
を
専
ら
と
す
」
と
あ
っ
て
、
十
五
日
に
一
定
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
い
）
と
い
う
記
事
を
例
に
、
こ
れ
を
起
源
に
捉
え
る
。
す
な
わ
ち
神
社
参
詣
を
基

準
に
同
定
し
て
い
る
が
、
た
だ
し
「
七
五
三
と
い
う
名
称
に
い
た
っ
て
は
、
ほ
と
ん

ど
目
に
ふ
れ
な
い
」
と
し
、
「
七
五
三
の
祝
が
盛
大
に
な
っ
た
の
は
大
正
以
後
の
よ

う
で
、
特
に
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
は
百
貨
店
な
ど
の
販
売
政
策
に
あ
お
ら
れ
、
華
美

を
競
う
傾
向
が
起
こ
り
、
現
在
で
は
関
西
に
も
七
五
三
が
普
及
し
つ
つ
あ
る
」
と
し

　
　
（
1
）

て

い

る
。
こ
う
し
た
真
っ
当
な
説
明
が
あ
る
の
に
、
な
ぜ
人
は
起
源
ま
で
遡
ろ
う
と

す
る
の
か
。
不
思
議
で
あ
る
が
、
そ
の
問
い
掛
け
も
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
は
行
っ
て
い
る

こ
と
は
さ
て
お
き
、
問
題
は
七
五
三
と
い
う
名
称
は
近
世
に
は
な
い
と
い
う
指
摘
で

あ
り
、
「
盛
大
に
な
っ
た
の
は
大
正
以
降
」
で
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
の
「
百
貨
店

な
ど
の
販
売
政
策
」
だ
と
い
う
推
定
で
あ
る
。

　
管
見
の
限
り
、
民
力
酒
養
運
動
の
史
料
（
大
正
期
）
に
も
、
七
五
三
と
い
う
名
称

は
見
え
な
い
が
、
都
市
で
生
ま
れ
た
流
行
を
、
「
範
」
を
倣
う
形
で
、
地
方
に
も
神

社

に
詣
で
神
社
で
儀
礼
を
行
う
方
式
に
変
更
し
て
い
っ
た
普
及
過
程
だ
け
は
、
こ

の

民
力
酒
養
運
動
と
の
関
わ
り
で
、
あ
る
程
度
説
明
が
つ
い
た
と
考
え
る
。
鈴
木

の

「
百

貨
店
な
ど
の
販
売
政
策
」
と
い
う
の
も
、
『
風
俗
画
報
』
を
検
索
す
る
と
、

「七
五

三
」
と
い
う
名
称
で
出
て
く
る
、
「
戦
捷
後
の
七
五
三
祝
」
と
い
う
記
事
に
し

て

も
、
「
本
年
の
七
五
三
祝
に
当
り
て
、
三
越
呉
服
店
が
例
の
如
く
意
匠
部
の
売
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
1
）

係
り
の
店
員
を
し
て
」
と
あ
り
、
「
七
五
三
の
祝
衣
と
髪
飾
」
で
も
、
三
越
呉
服
店
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

白
木
屋
呉
服
店
・
松
屋
呉
服
店
の
販
売
戦
略
が
、
記
事
の
中
心
を
占
め
て
い
る
。
鈴

木
の
推
定
も
こ
れ
を
論
拠
に
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
「
盆
の
使
い
物
」
を
「
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴎
）

元
」
と
い
う
名
称
に
変
更
し
、
贈
答
一
般
に
拡
張
し
て
い
っ
た
の
と
同
様
、
商
業
的

フ

ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
の
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。

（
4
）
そ
の
他
の
儀
礼
化
と
神
社

　
本
稿

は
い
わ
ゆ
る
産
育
習
俗
を
中
心
に
し
て
い
る
の
で
、
婚
礼
や
葬
儀
な
ど
と
民

力
酒
養
運
動
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
儀
礼
化
と
の
関
連
で
簡
単
に
触
れ
る
が
、
ま

ず
は
神
前
結
婚
式
の
普
及
と
の
関
連
を
み
る
と
、
「
神
前
結
婚
ノ
奨
励
」
と
い
う
言

葉
で
、
そ
れ
を
明
確
に
実
行
要
目
に
挙
げ
て
い
る
の
は
、
和
歌
山
県
神
職
会
の
海
草

郡
支
会

と
伊
都
郡
支
会
で
あ
る
。
前
者
の
記
事
は
た
だ
単
語
が
あ
る
だ
け
だ
が
、
伊

都
郡

神
職
会
の
記
事
に
は
「
神
前
結
婚
ヲ
奨
励
シ
其
ノ
式
ヲ
行
フ
ニ
当
リ
テ
ハ
最
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
燭
）

神
職
可
成
之
二
援
助
ス
ル
コ
ト
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
島
根
県
で
も
県
の
提
示
し

た

実
行
要
目
標
準
に
対
し
て
、
仁
多
郡
「
何
村
矯
風
規
約
準
則
」
で
は
「
結
婚
式
ハ

可
成
神
前
若
ハ
仏
前
結
婚
ノ
儀
式
二
拠
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
応
じ
、
「
能
義
郡
矯
風
規
約
」

で
は

「
結
婚
式
ハ
可
成
神
前
結
婚
若
ハ
仏
前
結
婚
ノ
儀
式
二
拠
ル
ヘ
シ
但
シ
当
分
旧

来
ノ
慣
例
二
拠
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
し
、
ま
た
「
遡
摩
郡
矯
風
規
約
」
で
も
「
婚
礼
式

ハ
当
分
旧
来
ノ
例
二
拠
ル
但
将
来
ハ
可
成
神
前
若
ク
ハ
仏
前
結
婚
ノ
儀
式
二
改
ム
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
螂
）

シ
」
と
し
て
、
当
分
は
旧
慣
も
可
と
し
て
い
る
。
民
力
酒
養
運
動
の
史
料
に
見
受
け
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ら
れ
る
の
は
、
こ
の
程
度
で
あ
り
、
既
に
東
京
で
は
流
行
し
は
じ
め
て
い
た
神
前
結

婚
式
を
、
地
方
に
も
普
及
さ
せ
る
意
向
は
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
前
項
で
み

た
諸
儀
礼
に
比
べ
れ
ば
、
さ
ほ
ど
強
い
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
神
葬
祭
に
関
し
て

は
、
管
見
で
は
民
力
酒
養
運
動
の
史
料
に
は
見
出
せ
な
い
。

　
一
方
、
婚
礼
・
葬
儀
に
関
し
て
、
こ
の
運
動
で
目
立
つ
の
は
、
礼
服
の
制
定
を
は

じ
め
と
し
た
、
儀
式
次
第
の
変
更
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
。
そ
れ
が
最
も
熱
心
だ
っ

た
と
推
定
さ
れ
る
の
が
、
長
野
県
で
あ
る
。
各
郡
の
生
活
改
善
規
定
を
具
体
的
に
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
幽
）

く
載
せ
た
か
ら
だ
ろ
う
が
、
他
府
県
と
は
違
っ
た
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
条
項

の

内
容
に
は
地
方
改
良
運
動
期
の
も
の
と
同
様
、
質
素
倹
約
を
旨
と
し
た
風
俗
改

良
・
生
活
改
善
に
関
す
る
事
項
も
多
く
含
ま
れ
る
。
こ
こ
で
は
儀
礼
化
に
関
わ
る
と

判
断
さ
れ
る
事
例
だ
け
を
紹
介
す
る
が
、
ま
ず
喪
服
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
「
上
水

内
郡
農
家
二
於
ケ
ル
婚
儀
及
葬
式
ノ
行
事
標
準
」
は
、
「
現
代
二
順
応
セ
サ
ル
必
要

ナ
キ
冗
費
ト
繁
褥
ナ
ル
礼
文
ト
ヲ
省
ク
為
メ
各
人
ノ
自
覚
自
制
ヲ
基
礎
ト
シ
本
郡
二

於

ケ
ル
婚
儀
及
葬
儀
二
関
シ
テ
ハ
挙
ケ
テ
本
標
準
ヲ
恪
守
ス
ル
コ
ト
」
と
謳
っ
た
第

一
項
の
下
、
そ
の
第
四
項
で
「
挙
式
ノ
際
二
於
ケ
ル
衣
服
ハ
白
襟
黒
紋
付
ヲ
定
例
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

シ
従
来
着
替
ヘ
ヲ
ナ
シ
タ
ル
棺
、
振
袖
等
ヲ
用
ヰ
サ
ル
コ
ト
」
と
規
定
し
て
い
る
。

既
に

東
京
で
一
般
化
し
つ
つ
あ
っ
た
、
白
襟
黒
紋
付
を
摂
り
込
ん
だ
の
は
、
「
丸
子

町
風
俗
習
慣
改
良
服
制
規
程
」
の
「
葬
式
ノ
際
婦
人
ノ
着
用
セ
シ
白
無
垢
ハ
用
ヰ
ザ

　
　
（
陶
）

ル

コ

ト
」
を
は
じ
め
、
小
県
郡
下
の
町
村
で
も
「
結
婚
式
に
当
り
従
前
着
用
せ
し
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
）

無
垢
、
緋
無
垢
及
棺
は
用
ゐ
さ
る
こ
と
新
婦
の
用
ゐ
し
綿
帽
子
も
又
全
し
」
と
す
る

な
ど
、
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
。
島
根
県
の
「
運
摩
郡
矯
風
規
約
」
で
も
「
婦
人
ノ
服

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
励
）

装
ハ
白
襟
黒
紋
付
ト
シ
白
無
垢
ハ
之
ヲ
廃
止
ス
ル
コ
ト
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
時

期
の
礼
服
の
指
定
は
、
服
制
全
般
の
規
定
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が

多
く
、
当
時
、
町
村
レ
ベ
ル
で
服
制
規
定
を
施
す
こ
と
が
、
流
行
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
例
え
ば
、
「
丸
子
町
風
俗
習
慣
改
良
服
制
規
程
」
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

第
一
条
本
町
ノ
服
制
ハ
本
規
程
二
依
ル

　

第
二
条
　
礼
服
ヲ
左
ノ
通
リ
定
ム

　
　

男
子
　
一
、
着
物
　
黒
又
ハ
縞
　
羽
織
　
紋
付
　
袴
／
二
、
着
物
　
黒
又
ハ

　

縞

（筒
袖
）
羽
織
　
紋
付
　
袴
／
三
、
燕
尾
服
／
四
、
フ
ロ
ツ
ク
コ
ー
ト
／
五
、

　
　
モ
ー
ニ
ン
グ
コ
ー
ト
／
六
、
立
襟
　
色
合
黒
又
ハ
紺
／
七
、
官
職
及
学
校
等
ノ

　

制
服
　
但
シ
略
礼
ノ
場
合
ハ
和
装
ニ
ア
リ
テ
ハ
袴
ヲ
省
キ
洋
装
ニ
ア
リ
テ
ハ
背

　
　
広
ヲ
用
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
又
不
得
止
ト
キ
ニ
ハ
縞
ノ
羽
織
ヲ
着
用
ス
ル
事
ヲ
得

　
　

女
子
　
一
、
着
物
　
黒
紋
付
　
下
着
　
白
襟
　
角
帯
／
二
、
着
物
　
黒
紋
付

　
　
又
ハ
縞
　
羽
織
　
紋
付
　
色
随
意
　
但
袴
（
色
合
随
意
）
ヲ
用
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
着
物
羽
織
共
夏
季
ハ
黒
二
限
ラ
ズ
／
三
、
着
物
　
筒
袖
　
黒
紋
付
又
ハ
縞
　
羽

　
　
織
黒
紋
付
　
袴
但
羽
織
ヲ
省
キ
又
略
礼
ニ
ハ
縞
羽
織
ヲ
用
ユ
ル
ヲ
得

第
三
条
　
結
婚
式
二
当
リ
従
前
着
用
セ
シ
白
無
垢
緋
無
垢
及
補
ハ
用
ヰ
ザ
ル
事

第
四
条
　
葬
式
ノ
際
婦
人
ノ
着
用
セ
シ
白
無
垢
ハ
用
ヰ
ザ
ル
コ
ト

　
第
五
条
　
婚
姻
ノ
際
新
婦
ノ
用
ヰ
シ
桶
綿
及
葬
儀
二
当
リ
婦
人
ノ
頭
上
二
被
ム
ル

　
　
帷
子
及
上
ヶ
綿
ハ
用
ヰ
ザ
ル
コ
ト

　
第
⊥
ハ
条
　
特
二
小
学
校
児
童
ノ
服
制
ヲ
左
ノ
通
リ
定
ム

　
　
　
児
童
ノ
衣
服
ハ
綜
テ
木
綿
地
ト
シ
絹
布
ヲ
用
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
　
礼
服
　
男
子
　
一
、
着
物
筒
袖
（
黒
紋
付
又
ハ
縞
）
羽
織
　
筒
袖
（
黒
紋
付

　
　
又
ハ
縞
）
袴
　
但
シ
羽
織
袴
ノ
一
方
ヲ
暑
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
／
女
子
　
一
、
着
物

　
　
　
筒
袖
（
黒
紋
付
又
ハ
縞
）
羽
織
　
筒
袖
（
黒
紋
付
又
ハ
縞
）
袴
　
但
シ
羽
織

　
　

ヲ
用
ヰ
サ
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ
　
家
庭
ノ
都
合
二
依
リ
当
分
ノ
内
従
来
ノ
礼
服
ヲ
用

　
　
ユ
ル
事
ヲ
得

　
　
　
通
常
服
　
男
子
　
筒
袖
衣
服
　
可
成
股
引
ヲ
穿
ツ
ベ
シ
／
女
子
　
筒
袖
衣
服

　
　
袴
ヲ
穿
ツ
ベ
シ
　
但
シ
尋
常
科
児
童
ハ
袴
ヲ
用
ユ
ル
ヲ
随
意
ト
ス

　
第
七
条
　
小
学
児
童
ハ
服
制
以
外
ニ
モ
凡
テ
質
素
ヲ
旨
ト
シ
女
子
ノ
髪
飾
リ
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

　
　
　
「
リ
ボ
ン
」
等
ヲ
用
ヰ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

　
葬
儀
の
白
無
垢
禁
止
も
、
こ
う
し
た
小
学
児
童
ま
で
も
含
め
た
服
制
規
程
の
一
つ

と
し
て
出
て
く
る
が
、
同
様
の
服
制
全
般
に
わ
た
る
規
定
は
、
小
県
郡
長
瀬
村
で
も

定
め
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の
こ
の
地
方
で
、
燕
尾
服
や
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
、
モ
ー
二
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ン
グ
コ
ー
ト
ま
で
指
定
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
実
効
性
が
疑
問
に
残
る

が
、
後
述
す
る
文
部
省
『
国
民
礼
法
』
に
も
同
様
の
記
載
が
な
さ
れ
て
お
り
、
お
そ

ら
く
実
効
性
よ
り
も
、
服
制
を
規
定
す
る
こ
と
自
体
が
、
礼
法
上
、
重
要
と
さ
れ
た

の
で
は

な
い
か
と
推
測
す
る
。
一
方
、
島
根
県
の
「
能
義
郡
矯
風
規
約
」
で
は
、
婚

礼
の
服
制
に
関
し
て
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
規
定
が
細
か
い
。
「
婚
礼
ノ
前
後
二
於

ケ
ル
衣
裳
ノ
披
露
及
白
無
垢
、
綿
帽
子
、
梢
ノ
類
ヲ
着
用
ス
ル
コ
ト
並
数
回
二
一
旦
ル

服
装

ノ
更
改
ハ
一
切
之
ヲ
廃
止
シ
婚
礼
ノ
儀
式
及
披
露
宴
会
ノ
際
二
於
ケ
ル
服
装
ハ

左

ノ
標
準
ヲ
超
エ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
、
「
結
婚
式
ノ
際
」
に
は
「
一
、
縁
女
其

ノ
他
婦
人
ノ
服
装
ハ
白
襟
、
黒
紋
付
又
ハ
之
二
準
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
「
二
、
同
髪
飾

ハ
可

成
質
素
ナ
ル
ヘ
シ
」
「
三
、
男
子
ノ
服
装
ハ
紋
付
羽
織
、
袴
又
ハ
通
常
服
、
制

服

ト
ス
」
と
し
、
「
披
露
宴
会
ノ
際
」
に
は
＝
、
縁
女
其
ノ
他
婦
人
ノ
服
装
ハ
黒

紋
付

又
ハ
縞
服
ト
ス
」
「
二
、
男
子
ノ
服
装
ハ
紋
付
又
ハ
縞
服
ト
シ
着
袴
ハ
随
意
タ

　
　
（
捌
）

ル

ヘ
シ
」
と
し
て
い
る
。

　

京
都
府
下
で
も
類
似
の
服
制
規
定
は
み
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
式
次
第
や
、
の
み
な

ら
ず
診
断
書
の
交
換
や
費
用
ま
で
詳
細
に
規
定
し
て
い
る
の
が
、
加
佐
郡
の
「
生
活

改
善
同
盟
会
社
交
儀
礼
改
善
調
査
委
員
会
調
査
」
に
よ
る
「
結
婚
二
関
ス
ル
改
善
事

項
」
で
あ
る
。
各
事
項
に
は
そ
の
理
由
を
、
例
え
ば
欧
州
で
は
婚
姻
費
用
に
ど
の
程

度
使
用
し
て
い
る
か
と
い
っ
た
数
値
も
示
し
な
が
ら
、
説
明
を
加
え
て
い
る
。
こ
の

理
由
づ
け
の
仕
方
が
、
同
じ
生
活
改
善
と
い
っ
て
も
、
従
前
と
は
異
な
る
民
力
酒
養

運

動
期
の
特
徴
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
事
項
だ
け
を
示
し
て
お
く
と
、
＝
、

結
婚

ヲ
為
ス
ニ
ハ
先
ツ
相
互
ノ
健
康
診
断
書
ヲ
交
換
ス
ル
ガ
ヨ
ロ
シ
イ
」
、
「
二
、
婚

約
ノ
前
後
ニ
ハ
両
親
其
ノ
他
ノ
監
督
ノ
下
二
互
二
相
識
ル
機
会
ヲ
成
ル
ヘ
ク
多
ク
ス

ル

コ

ト
」
、
「
三
、
結
婚
費
ハ
年
収
ノ
三
割
以
下
力
適
当
」
、
「
四
、
新
婦
及
婿
養
子

ノ
入
籍
手
続
ハ
結
婚
式
挙
行
ト
同
日
二
之
ヲ
行
フ
事
」
、
「
五
、
結
婚
式
ハ
自
宅
又
ハ

神
聖
ノ
場
所
二
於
テ
之
レ
ヲ
行
ヒ
料
理
店
等
ヲ
避
ケ
ル
事
」
、
「
六
、
披
露
ノ
会
ハ
成

ル

ベ

ク
自
宅
二
於
テ
之
レ
ヲ
行
ヒ
簡
略
ヲ
旨
ト
シ
招
待
客
ハ
親
近
者
二
限
ル
事
、
但

結
婚
ノ
通
知
ハ
此
ノ
限
リ
ニ
ア
ラ
ズ
」
、
「
七
、
披
露
会
ノ
席
上
新
婦
ノ
色
直
シ
（
着

換
）
ヲ
廃
ス
ル
事
」
、
「
八
、
祝
儀
品
ハ
虚
飾
ヲ
避
ケ
祝
儀
返
シ
ヲ
廃
ス
ル
事
」
と
あ

（踊
）る

。
こ
れ
も
後
の
文
部
省
制
定
の
『
国
民
礼
法
』
と
、
実
に
近
似
し
た
事
項
や
内
容

を
有
し
て
い
る
。
ど
う
や
ら
日
本
で
い
う
礼
法
と
は
、
儀
礼
次
第
や
細
則
の
み
な
ら

ず
、
い
わ
ゆ
る
作
法
や
マ
ナ
ー
を
含
ん
だ
も
の
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
萌
芽
的
な
内
容

と
な
っ
て
い
る
。

（
5
）
祖
先
崇
拝
と
天
皇
崇
拝
の
連
続
性

　

葬
儀
に
関
連
す
る
事
項
と
し
て
、
ほ
か
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
父
祖
の
展
墓
参
拝

を
促
す
記
述
で
あ
る
。
「
敬
神
崇
祖
ノ
実
ヲ
挙
ク
ル
コ
ト
」
や
「
敬
神
崇
祖
ノ
思
想

ヲ
鼓
吹
ス
ル
コ
ト
」
を
目
標
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
「
敬
神
」
だ

け
で
は
、
そ
れ
は
留
ま
ら
な
い
。
当
然
「
崇
祖
」
に
も
及
ん
で
い
く
。

　
簡
単
な
記
述
か
ら
い
え
ば
、
例
え
ば
鹿
児
島
県
伊
佐
郡
の
「
祖
先
ノ
墓
地
ヲ
清
潔

　
　
　
　
（
倣
）

ニ
ス

ル
コ

ト
」
や
和
歌
山
県
紀
伊
郡
の
「
父
祖
の
忌
日
を
重
ん
じ
墓
参
の
習
慣
を
つ

　
　
　
（
m
）

く
る
こ
と
」
の
実
行
要
目
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
鹿
児
島
県
の
姶
良
郡
の
場
合
、
「
毎

朝
祖
先
ノ
霊
位
氏
神
ヲ
拝
シ
又
ハ
其
ノ
祭
祀
ヲ
謹
ム
ト
共
二
墓
所
ノ
参
拝
掃
除
ヲ
怠

ラ
サ
ル
コ
ト
」
は
、
「
家
族
制
度
ノ
意
義
ヲ
一
層
清
ク
感
得
シ
自
己
ノ
発
展
ハ
祖
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
腿
）

二

報
ス
ル
ノ
道
タ
ル
コ
ト
ヲ
自
覚
ス
ル
コ
ト
」
と
対
で
記
さ
れ
て
い
る
。
島
根
県
で

も
県
大
原
郡
の
示
し
た
「
祖
先
ノ
墓
地
及
仏
壇
ハ
常
二
清
潔
、
整
頓
シ
家
長
以
下
一

族

ノ
礼
拝
ヲ
怠
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
す
る
実
行
要
目
に
対
し
、
実
業
補
習
学
校
で

は
「
早
朝
神
仏
ヲ
拝
シ
且
常
二
神
棚
仏
壇
及
墓
地
清
掃
ノ
任
二
当
ル
ヘ
キ
コ
ト
」
、

青
年
団
・
壮
年
団
で
は
「
早
起
神
仏
ヲ
拝
シ
且
常
二
神
棚
仏
壇
及
墓
地
清
掃
ノ
任
二

　
　
　
　
　
（
珊
）

当
ル
ヘ
キ
コ
ト
」
と
応
じ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
表
現
が
あ
る
こ
と
自
体
、

そ
の
地
方
で
は
そ
れ
以
前
に
は
、
忌
日
や
墓
参
が
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

可
能
性
を
推
測
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
両
墓
制
や
墓
石
を
建
立
し
な
い
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
陶
）

石
塔
墓
制
の
地
域
も
、
当
時
は
広
範
に
そ
の
分
布
は
広
が
っ
て
い
た
ろ
う
か
ら
、
改

め

て

石
塔
建
立

を
は
じ
め
展
墓
の
風
や
墓
域
整
備
な
ど
と
民
力
酒
養
運
動
と
の
関
連
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性
が
問
題
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
。
そ
れ
は
民
俗
学
上
の
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
が
、

愛
知
寳
飯
郡
の
「
小
学
校
に
於
け
る
実
行
事
項
」
に
は
、
「
家
庭
二
於
テ
毎
朝
洗
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

後
児
童
ヲ
シ
テ
祖
先
ノ
霊
二
礼
拝
セ
シ
ム
」
と
あ
り
、
京
都
府
の
「
民
力
酒
養
二
関

ス

ル

実
行
細
目
」
で
も
「
児
童
生
徒
二
自
然
的
二
敬
神
ノ
念
ヲ
起
サ
シ
ム
ル
ニ
努
メ

延
テ

家
庭
及
一
般
二
普
及
セ
シ
ム
ル
コ
ト
」
と
の
対
で
、
「
各
学
校
二
於
テ
父
祖
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
1
）

忌

日
ヲ
重
ン
シ
展
墓
参
拝
ノ
習
慣
ヲ
作
ル
コ
ト
」
が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
。
「
南
桑

田
郡
二
於
ケ
ル
実
行
細
目
」
で
は
「
教
師
卒
先
シ
テ
敬
神
崇
祖
ノ
実
践
躬
行
ヲ
ナ
ス

コ

ト
」
し
、
「
児
童
ヲ
シ
テ
神
仏
二
日
拝
セ
シ
メ
神
棚
、
仏
壇
ノ
掃
除
整
頓
、
献
灯
、

供
物
ノ
取
扱
二
慣
レ
シ
ム
ル
コ
ト
」
、
「
父
祖
ノ
忌
日
及
ビ
春
秋
彼
岸
、
孟
蘭
盆
会
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

二
於

テ
一
般
児
童
二
展
墓
参
拝
ノ
実
行
ヲ
促
ス
コ
ト
」
と
小
学
児
童
へ
の
習
慣
化
が

図
ら
れ
る
が
、
同
府
下
の
「
葛
野
郡
民
力
酒
養
実
行
方
法
」
に
は
、
「
児
童
ノ
父
祖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
W
）

ノ
忌
日
ニ
ハ
普
通
ノ
欠
勤
ト
区
別
シ
取
扱
ヲ
ナ
ス
コ
ト
」
と
あ
り
、
忌
引
き
の
規
定

も
記
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
崇
祖
は
単
に
墓
域
を
整
備
し
墓
参
を
行
え
と
い
っ
た
指
示
で
は
な

い
。
参
拝
し
崇
拝
せ
よ
と
い
う
指
示
で
あ
っ
て
、
か
つ
ま
た
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
神

棚

の

神
宮
大
麻
と
の
連
関
の
中
で
、
従
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
点
に
留
意
し
た

い
。
祖
先
に
対
す
る
指
示
は
上
記
の
程
度
に
限
ら
れ
る
が
、
前
述
し
た
愛
知
寳
飯
郡

の

「
小
学
校
に

於

け
る
実
行
事
項
」
に
は
、
家
庭
で
の
祖
先
礼
拝
の
前
に
、
「
祝
祭

日
二
国
旗
ノ
掲
揚
ヲ
励
行
シ
其
普
及
二
尽
力
ス
ル
コ
ト
」
、
「
御
真
影
ヲ
未
ダ
拝
戴

セ

ザ
ル

学
校
ハ
此
際
相
当
ノ
設
備
ヲ
備
へ
拝
戴
ス
ル
　
本
郡
小
学
校
三
十
二
校
中

御
真
影
ヲ
拝
戴
セ
ル
モ
ノ
ハ
八
校
ノ
ミ
故
二
此
際
拝
戴
セ
シ
メ
ン
ト
ス
」
が
続
き
、

「
運
動
場
ノ
一
隅
二
大
廟
遙
拝
所
ヲ
設
ケ
毎
朝
児
童
ヲ
シ
テ
敬
礼
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
コ

ト
但
シ
場
所
場
合
ニ
ヨ
リ
設
備
ヲ
省
ク
コ
ト
ヲ
得
　
榊
ヲ
植
工
遙
拝
所
ヲ
設
ケ
毎
朝

　
　
　
　
（
鵬
）

敬
礼
セ
シ
ム
」
と
、
毎
朝
の
伊
勢
遥
拝
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
遥
拝
所
や
奉
安

殿
の
設
営

ま
で
指
図
し
て
い
る
の
は
、
後
者
は
京
都
府
や
愛
知
県
で
は
各
地
で
見
ら

れ

る
が
、
前
者
に
関
し
て
は
、
遥
拝
所
を
設
置
せ
ず
と
も
、
例
え
ば
伊
都
郡
「
山
田

村
民
力
酒
養
二
関
ス
ル
実
行
事
項
」
に
は
「
毎
朝
東
方
二
向
シ
テ
皇
居
遙
拝
ヲ
ナ
ス

　
（
悩
）

コ

ト
」
と
あ
り
、
鹿
児
島
県
鹿
児
島
郡
で
も
「
遙
拝
ヲ
ナ
シ
国
民
ト
シ
テ
ノ
至
誠
ヲ

誓
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
」
と
し
て
、
「
小
学
校
、
補
習
学
校
二
於
テ
ハ
毎
朝
若
シ
ク
ハ
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
）

期
二
神
宮
遙
拝
ヲ
励
行
シ
国
民
ト
シ
テ
ノ
誓
ヲ
ナ
サ
シ
ム
」
と
あ
る
。

　
島
根
県
に
な
る
と
、
そ
の
記
載
は
多
く
、
簸
川
郡
や
美
濃
郡
で
は
「
家
庭
二
於
テ

ハ
左

ノ
事
項
ヲ
実
行
ス
ル
コ
ト
」
の
中
で
、
「
毎
朝
伊
勢
神
宮
ヲ
遙
拝
シ
氏
神
並
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瑚
）

祖
先

ノ
霊
位
ヲ
礼
拝
ス
ル
コ
ト
」
と
あ
り
、
邑
智
郡
で
は
「
学
校
又
ハ
家
庭
二
於
テ

ハ
毎
朝
大
廟
ヲ
遙
拝
シ
大
祭
及
適
当
ノ
時
期
二
於
テ
氏
神
二
参
拝
セ
シ
メ
御
聖
徳
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

関
シ
テ
ハ
常
二
訓
話
ヲ
為
シ
且
其
ノ
一
班
ヲ
平
易
二
記
載
シ
テ
掲
示
ス
ル
コ
ト
」
と

指
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
安
濃
郡
で
は
「
教
育
勅
語
戊
申
詔
書
ノ
謄
本
ヲ
各
戸
二
必

ス

一
部
ツ
備
付
ケ
シ
ム
ル
コ
ト
」
と
し
、
「
各
戸
二
於
テ
毎
朝
大
廟
ノ
遙
拝
氏
神
並

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

二
祖
先
ノ
霊
位
ヲ
拝
礼
セ
シ
ム
ル
コ
ト
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
崇
祖
と
伊
勢

神
宮
や
皇
居
遥
拝
と
の
関
係
性
を
最
も
よ
く
表
わ
し
て
い
る
の
は
、
愛
知
県
の
豊
津

村
・
橋
尾
村
組
合
の
次
の
実
行
細
目
で
あ
ろ
う
。

　
一
、
毎
朝
鎮
守
の
神
を
拝
礼
次
の
大
廟
を
始
め
天
神
地
祇
皇
居
を
遙
拝
し
次
に
祖

　
　
先
の
霊

に
礼
拝
す
る
こ
と

　

二
、
村
社
境
内
地
掃
除
毎
月
一
回
以
上
執
行
す
る
こ
と

　

三
、
祖
先
墳
墓
地
掃
除
毎
月
一
回
以
上
執
行
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

　

四
、
神
社
仏
閣
の
前
を
通
過
す
る
と
き
敬
礼
す
る
こ
と

　

氏
神
、
伊
勢
太
廟
遥
拝
、
天
神
地
祇
、
皇
居
遥
拝
の
補
足
と
し
て
、
祖
先
の
祭
祀

が
謳
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
人
々
に
具
体
的
経
験
的
な
対
象
で
あ
る
父
祖
と

い
う
存
在
を
介
し
て
、
そ
の
上
位
に
あ
る
超
越
的
な
霊
的
存
在
を
認
識
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
崇
祖
は
敬
神
の
付
け
足
し
に
す
ぎ
な
い
感
が
あ
る
。
ま
た
敬

神
と
い
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
皇
祖
皇
宗
へ
の
崇
敬
で
あ
る
が
、
例
え
ば
京
都

府
の

場
合
、
乙
訓
郡
な
ど
の
「
民
力
酒
養
月
次
実
行
要
目
」
で
は
「
天
長
節
祝
日
当

日
東
方
二
向
ツ
テ
遙
拝
ヲ
ナ
ス
コ
ト
」
の
ほ
か
、
各
皇
宗
の
式
年
祭
（
忌
日
）
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

山
陵
に
向
け
て
遥
拝
を
行
う
上
に
、
「
毎
月
一
回
御
陵
参
拝
ヲ
ナ
ス
コ
ト
」
も
命
じ

ら
れ
て
い
る
。
京
都
の
場
合
は
地
理
的
な
近
接
性
も
あ
ろ
う
が
、
島
根
県
大
原
郡
の
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記
述

に
も
「
神
職
会
は
伊
勢
太
廟
参
拝
団
仏
教
奉
公
団
は
桃
山
御
陵
参
拝
を
組
織
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

た
る
に
約
百
名
の
参
拝
団
員
を
出
し
た
り
」
と
あ
り
、
ま
た
愛
知
県
の
東
加
茂
郡
足

助
町
で
も
「
各
部
落
に
伊
勢
講
、
京
講
等
を
組
織
し
神
宮
山
陵
を
毎
年
参
拝
す
る
こ

（
m
∀

と
」
と
す
る
ほ
か
、
遠
く
鹿
児
島
県
鹿
児
島
郡
で
も
「
伊
勢
大
神
宮
参
拝
ヲ
奨
励
ス

　
　
（
m
）

ル

コ

ト
」
と
し
て
い
る
。

　
な
お
、
戦
没
者
に
対
す
る
敬
意
の
念
の
酒
養
と
そ
の
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
岩
手
県

の
事
例
で
紹
介
し
た
よ
う
な
実
行
要
目
は
全
国
的
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
し
、

む
し
ろ
特
異
な
事
項
を
あ
げ
れ
ば
、
「
招
魂
祭
祭
典
参
拝
参
列
」
を
義
務
化
し
た
の

は
、
和
歌
山
海
草
郡
の
「
民
力
酒
養
二
関
シ
学
校
ト
シ
テ
採
ル
ヘ
キ
具
体
方
案
」
で

あ
る
。
そ
の
理
由
を
他
地
域
の
よ
う
な
第
一
要
綱
の
「
国
家
観
念
の
養
成
」
で
は
な

く
、
第
二
要
綱
の
「
自
治
思
想
ノ
陶
冶
」
と
し
て
、
ま
た
招
魂
祭
の
式
次
第
を
第
四

要

綱
の
「
共
同
譜
和
」
と
し
て
「
職
員
児
童
追
悼
式
」
に
も
拡
張
さ
せ
て
い
る
点
が

　
　
　
（
冊
）

興
味
深
い
。
愛
知
県
田
原
町
の
規
定
で
も
「
偉
人
祭
祀
を
行
ふ
」
が
、
「
名
所
旧
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
1
）

の

保
存
に
留
意
し
郷
土
史
古
記
録
算
を
蒐
集
す
」
と
合
わ
せ
、
拡
張
し
た
形
で
示
さ

れ
て

い
る
。

④
「
国
民
儀
礼
」
と
し
て
の
可
視
化
と
平
準
化

（
1
）
時
間
の
統
制
と
儀
礼
化

　
民

力
酒
養
運
動
に
関
し
て
は
、
ま
だ
ま
だ
論
ず
べ
き
問
題
は
多
い
が
、
本
稿
は
そ

の

史
料
的
な
紹
介
と
全
体
的
備
撤
を
目
的
と
し
た
の
で
、
こ
の
運
動
の
位
置
づ
け
や

意

味
づ
け
の
ま
と
め
と
し
て
、
そ
の
論
点
を
要
点
だ
け
簡
単
に
示
し
て
お
き
た
い
。

各
論
点
は
改
め
て
論
点
ご
と
に
別
稿
で
扱
い
た
い
が
、
断
片
的
に
見
え
る
こ
れ
ら
そ

れ
ぞ
れ
の
実
施
細

目
は
、
隠
れ
た
メ
タ
の
レ
ベ
ル
で
、
い
く
つ
か
の
統
一
性
や
連
関

性
を
有
し
て
い
る
。

　
最
も
わ
か
り
や
す
い
で
あ
ろ
う
時
間
の
問
題
か
ら
説
明
す
れ
ば
、
鹿
児
島
県
や
青

森
県
ま
た
島
根
県
と
い
っ
た
列
島
周
縁
部
で
は
、
陽
暦
（
太
陽
暦
）
の
励
行
が
重
要

な
実
施
要
目
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
鹿
児
島
県
の
出
水
郡
の
「
陽
暦
使
用
ヲ
励

　
　
　
　
（
8
7
1
）

行
ス
ル
コ
ト
」
の
よ
う
な
簡
単
な
記
載
も
あ
る
が
、
詳
し
い
指
示
の
な
さ
れ
た
大
島

郡
の
事
例
で

紹
介
す
る
と
、
県
の
提
示
し
た
「
三
大
節
ヲ
始
メ
祝
日
大
祭
日
及
国
家

的
記
念
日
ノ
意
義
ヲ
明
ニ
シ
之
ヲ
尊
重
ス
ル
コ
ト
」
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
実
行
細

目
を
定
め
て
い
る
。

　

1
、
三
大
節
祝
日
大
祭
日
及
国
家
記
念
日
ニ
ハ
各
戸
国
旗
ヲ
掲
揚
シ
祝
意
ヲ
表
ス

　
　
ル
コ
ト

　

2
、
三
大
節
ニ
ハ
其
ノ
学
区
域
ノ
学
校
儀
式
二
参
列
奉
祝
ス
ル
コ
ト

　

3
、
三
大
節
ニ
ハ
業
務
ヲ
休
ミ
テ
奉
祝
ノ
意
ヲ
表
ス
ル
コ
ト

　

4
、
学
校
又
ハ
部
落
二
於
テ
三
大
節
祝
日
国
家
記
念
日
二
該
当
ス
ル
講
演
会
ヲ
開

　
　
き
奉
祝
又
ハ
記
念
ノ
意
義
ヲ
明
ニ
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

　

5
、
新
年
ノ
儀
式
ハ
必
ス
陽
暦
ニ
テ
行
フ
コ
ト

　
三

大
節
祝
日
大
祭
日
及
国
家
記
念
日
の
諸
行
事
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
陽
暦
で

の

統
一
が
求
め
ら
れ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
（
国
家
記
念
日
に
は
陸
軍
記
念
日
と

海
軍
記
念
日
が
該
当
す
る
）
。
そ
れ
を
揖
宿
郡
で
は
「
村
及
部
落
ノ
行
事
ヲ
三
大
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

祝
日
大
祭
日
及
国
家
的
記
念
日
等
ト
一
致
セ
シ
ム
ル
様
考
案
実
施
ス
ル
コ
ト
」
と
明

示
的
に
述
べ
て
い
る
が
、
大
島
郡
で
は
「
祭
祀
ヲ
尊
重
シ
其
ノ
大
意
ヲ
周
知
セ
シ
ム

ル

コ

ト
」
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
詳
し
い
細
目
と
そ
の
意
義
が
言
及
さ
れ
て
い

る
。　

（
イ
）
、
大
祭
（
祈
年
祭
、
新
営
祭
、
遷
座
祭
、
臨
時
奉
幣
祭
）
中
祭
（
祭
旦
祭
、

　
　
元
始
祭
、
紀
元
節
祭
、
天
長
節
祭
）
小
祭
（
大
祭
、
中
祭
以
外
ノ
祭
祀
）
ノ
大

　
　
意
ヲ
印
刷
配
布
シ
、
ヨ
ク
周
知
セ
シ
ム
ル
コ
ト

　
（
ロ
）
、
祭
式
ノ
行
事
作
法
ヲ
心
得
シ
メ
、
郷
社
祭
典
ノ
際
ハ
可
成
各
戸
一
名
以
上

　
　
参
拝
セ
シ
ム
ル
コ
ト

　
（
ハ
）
、
皇
室
二
於
ケ
ル
祭
祀
ノ
次
第
ヲ
詳
説
シ
、
ヨ
ク
周
知
ノ
方
法
ヲ
講
ス
ル
コ

　
（

靱
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大
祭

を
祈
年
祭
、
新
嘗
祭
、
遷
座
祭
、
臨
時
奉
幣
祭
と
し
て
お
り
、
大
祭
・
中

祭
・
小
祭
の
区
分
が
後
年
の
明
治
節
制
定
以
降
の
も
の
と
は
異
な
る
が
、
こ
の
よ
う

に
国
家
の
祝
祭
日
と
は
い
っ
て
も
、
究
極
の
目
的
は
皇
室
祭
祀
を
周
知
せ
よ
と
い
う

点
だ
っ
た
。
こ
の
運
動
期
の
史
料
を
み
る
と
、
各
地
で
祈
年
祭
と
新
嘗
祭
が
三
大
節

に
準
ず
る
位
置
を
占
め
て
お
り
、
「
右
の
外
各
字
産
神
ノ
例
祭
、
祈
年
祭
、
新
嘗
祭

　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

ノ
当
日
ハ
休
業
ノ
事
」
の
よ
う
に
、
休
日
に
指
定
し
て
氏
神
社
へ
の
参
拝
を
義
務
化

し
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
く
見
ら
れ
る
。
京
都
府
で
も
「
南
桑
田
郡
二
於
ケ
ル
実
行
細

目
」
に
は
、
「
地
方
神
社
及
ビ
国
家
的
二
著
名
ナ
ル
神
社
ノ
祭
日
ヲ
周
知
セ
シ
ム
ル

為
メ
神
宮
司
聴
発
行
ノ
暦
及
ビ
祭
日
月
次
表
ヲ
印
刷
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
一
般
家
庭
二
配

　
　
　
　
（
田
）

布
ス
ル
コ
ト
」
と
し
て
い
る
が
、
ま
た
島
根
県
仁
多
郡
が
範
と
し
て
提
示
し
た
「
何

村
矯
風
規
約
準
則
」
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
も
な
さ
れ
て
い
る
。

　
第
四
十
五
条
　
陽
暦
ハ
左
ノ
事
項
二
依
リ
属
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
一
、
新
年
ノ
儀
式
ハ
一
月
一
日
二
必
ス
行
フ
コ
ト

　
　
一
、
新
年
賀
会
ハ
可
成
学
校
二
於
テ
之
ヲ
行
ヒ
回
礼
ハ
可
成
之
ヲ
廃
ス
ル
コ
ト

　
　
一
、
一
般
取
引
ハ
ニ
月
、
四
月
、
六
月
、
八
月
、
十
月
、
十
二
月
ノ
六
回
ト
ス

　
　
　
ル
コ
ト

　
第
四
十
六
条
　
午
睡
並
炬
燵
ノ
使
用
ハ
凡
ソ
左
記
標
準
二
依
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　

午
睡
　
七
月
一
日
ヨ
リ
九
月
三
十
日
マ
テ
毎
月
正
午
ヨ
リ
午
後
四
時
マ
テ
ノ

　
　

間
二
於
テ
昼
食
後
一
時
間
半
以
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
撒
）

　
　
　
炬
燵
　
十
二
月
中
旬
ヨ
リ
三
月
下
旬
二
至
ル
間

　
経
済
上
の
一
般
取
引
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
に
午
睡
や
炬
燵
の
使
用
と
い
っ
た

行
為
に
ま
で
規
制
を
か
け
よ
う
と
企
図
す
る
の
は
、
「
正
朔
を
奉
ず
」
以
来
、
古
く

か

ら
な
さ
れ
て
き
た
国
家
に
よ
る
時
間
の
管
理
で
あ
る
。
人
民
支
配
の
方
法
の
一
延

長

に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
が
、
時
計
と
い
う
近
代
的
装
置
と
相
侯
っ
て
、
管
理
が

加
速
し
て
い
る
の
は
、
正
午
ヨ
リ
午
後
四
時
マ
テ
ノ
間
二
於
テ
昼
食
後
一
時
間
半
以

内
と
い
う
規
定
の
仕
方
に
あ
ろ
う
。
島
根
県
仁
多
郡
の
同
じ
矯
風
規
約
準
則
で
は
、

会
合
の
仕
方
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

第
二
十
六
条
　
集
会
、
招
待
ニ
ハ
必
ス
其
ノ
開
始
及
終
止
ノ
正
時
間
ヲ
定
メ
案
内

　
　
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
案
内
ヲ
受
ケ
シ
者
ハ
其
ノ
時
刻
ヲ
厳
守
シ
開
始
時
刻
十
分
前
二
会
同
ス
ル
コ

　
　
ト

　
　
　
但

シ
会
同
シ
能
ハ
サ
ル
事
情
ア
ル
ト
キ
ハ
適
宜
ノ
方
法
二
依
リ
其
ノ
旨
申
出

　
　
ソ
ル
コ
ト

　
第
二
十
七
条
集
会
中
ハ
其
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
ニ
妨
ケ
ア
ル
言
動
ヲ
慎
ム
モ
ノ
ト

　
　
ス

　
第
二
十
八
条
　
宴
会
二
於
テ
ハ
別
段
ノ
儀
式
ア
ル
場
合
ノ
外
交
盃
ヲ
為
サ
サ
ル
モ

　
　
ノ
ト
ス

　
第
二
十
九
条
宴
会
開
会
後
凡
ソ
ニ
時
間
ヲ
経
過
セ
シ
時
ヲ
以
テ
普
通
散
会
ノ
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

　
　
刻
ト
心
得
長
座
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

　
散
会
の
時
刻
を
「
開
会
後
凡
ソ
ニ
時
間
ヲ
経
過
セ
シ
時
ヲ
以
テ
」
す
る
な
ど
、
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

剰
な
そ
の
指
示
は
異
様
に
思
え
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
民
力
酒
養
運
動
の

目
指
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
社
会
秩
序
を
体
現
し
、
か
つ
そ
の
秩
序
に
人
民
を

従

わ
せ
る
こ
と
自
体
に
そ
の
目
的
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
運
動
期
に
盛
ん
に
指

示
さ
れ
、
今
日
で
も
日
本
人
の
特
性
と
さ
れ
る
「
時
間
の
厳
守
」
も
、
ま
た
時
の
記

念

日
の
設
定
も
、
そ
れ
ら
は
単
に
生
活
安
定
や
労
働
効
率
性
の
問
題
だ
け
に
は
収
ま

ら
な
い
。
効
率
性
の
問
題
か
ら
発
生
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
三
大
節
を
は
じ

め
、
国
家
の
設
定
す
る
祝
祭
日
と
い
う
新
た
な
年
中
行
事
に
よ
っ
て
、
人
の
一
年
と

い
う
時
間
を
管
理
し
統
制
す
る
手
法
の
一
環
で
あ
り
、
冠
婚
葬
祭
を
可
視
化
さ
れ
る

儀
礼
化

し
、
そ
の
通
過
儀
礼
を
厳
守
さ
せ
る
こ
と
の
意
味
は
、
人
の
一
生
と
い
う
時

間
の
管
理
と
統
御
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
日
付
の
統
一
さ
れ
た
七
五
三

を
は
じ
め
、
後
年
の
こ
と
に
な
る
が
、
人
の
一
生
と
い
う
時
間
の
中
の
生
育
儀
礼
で

あ
っ
た
初
節
供
を
、
子
供
の
日
と
い
う
年
中
行
事
に
変
換
し
た
り
、
陸
軍
記
念
日
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

興
亜
奉
公
日
、
ま
た
満
州
事
変
記
念
日
や
支
那
事
変
記
念
日
な
ど
ア
ニ
バ
ー
サ
リ
ー

（記
念

日
）
を
多
数
設
定
し
て
い
く
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
国
家
の
管
理
す
る
時
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間
に
、
人
民
を
国
民
と
し
て
、
一
元
的
に
管
理
・
掌
握
す
る
統
治
技
法
で
あ
り
、
時

間
を
よ
り
細
分
化
し
て
設
定
す
る
こ
と
で
、
そ
の
統
制
は
効
果
を
増
し
て
い
く
。
儀

礼

に
よ
っ
て
有
徴
化
さ
れ
た
時
間
は
、
秩
序
や
権
威
の
所
在
を
体
現
し
て
い
る
。
か

つ
人
々

を
従
順
に
時
間
の
恪
守
を
励
行
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
秩
序
に
組
み
込
ん
で

い
く
、
実
に
巧
妙
な
近
代
国
家
な
ら
で
は
の
統
治
形
態
の
一
つ
だ
と
評
せ
よ
う
。

（
2
）
習
俗
の
慣
習
化
と
儀
式
化
ー
儀
礼
化
の
分
析
枠
組

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
本
稿
の
叙
述
に
当
た
っ
て
、
「
儀
礼
化
」
と
い
う
言
葉
で
、
単

純

に
総
称
し
て
き
た
。
本
節
で
は
、
そ
の
儀
礼
化
を
分
析
的
に
定
義
づ
け
る
と
と
も

に
、
ま
た
最
終
節
で
は
そ
の
分
析
枠
組
に
基
づ
い
て
近
代
日
本
の
文
化
政
策
を
、
儀

礼
化
過
程

と
し
て
歴
史
的
な
分
析
、
再
整
理
を
試
み
る
が
、
ま
ず
儀
礼
化
は
、
⑧
慣

習
化
と
い
う
位
相
の
側
面
と
、
⑤
儀
式
化
と
い
う
位
相
の
側
面
の
、
二
つ
を
内
包
す

る
も
の
と
し
て
、
仮
に
二
つ
に
分
け
て
定
義
づ
け
る
。
現
実
に
は
両
者
は
表
裏
の
関

係

に
あ
る
が
、
前
者
⑧
は
先
に
事
例
で
紹
介
し
た
「
父
祖
ノ
忌
日
ヲ
重
ン
シ
展
墓
参

拝

ノ
習
慣
ヲ
作
ル
コ
ト
」
の
よ
う
な
、
個
人
あ
る
い
は
集
団
に
と
っ
て
の
慣
習
化
の

過
程
で
あ
り
、
一
部
の
論
者
に
よ
っ
て
、
儀
礼
の
身
体
化
や
規
範
の
身
体
化
と
い
っ

た
用
語
で
語
ら
れ
て
き
た
も
の
と
近
似
す
る
。
ま
た
後
者
⑤
は
習
俗
が
儀
式
（
セ
レ

モ

ニ

ー
）
と
し
て
外
在
化
し
、
外
部
に
対
し
て
も
可
視
的
な
、
視
覚
的
で
示
威
的
な

様
相
を
帯
び
て
い
く
社
会
レ
ベ
ル
の
過
程
を
指
す
こ
と
に
す
る
。

　

ま
た
1
章
の
（
3
）
（
e
）
で
紹
介
し
た
「
儀
礼
」
の
定
義
を
、
い
わ
ゆ
る
産
育

儀
礼
や

人
生
儀
礼
と
称
さ
れ
て
き
た
一
群
の
デ
ー
タ
解
釈
の
た
め
の
分
析
概
念
と
し

て
、
⑦
個
人
的
習
慣
と
、
④
私
的
な
内
輪
の
慣
習
、
⇔
公
的
な
視
覚
的
儀
式
と
に
、

そ
の
局
相
か
ら
再
区
分
す
る
こ
と
に
す
る
。
確
か
に
⑦
の
個
人
的
習
慣
も
、
日
常
生

活

に
お
け
る
形
式
化
さ
れ
た
行
為
で
あ
っ
て
、
顔
を
洗
う
、
歯
を
磨
く
と
い
っ
た
極

め

て

個
人
的
な
行
為
も
、
文
化
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
側
面
は
あ
る
が
、
例
え
ば
排

便
行
為
ま
で
を
も
儀
礼
と
し
て
捉
え
る
の
は
、
い
さ
さ
か
現
実
ば
な
れ
し
て
お
り
、

本
稿
で

は
こ
れ
を
分
立
さ
せ
る
。
外
部
に
は
見
え
な
い
個
人
の
領
域
で
の
行
為
で
あ

り
、
秘
匿
さ
れ
る
の
が
通
常
の
、
個
人
に
よ
っ
て
習
慣
化
・
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
化
さ
れ

て

い

る
行
為
を
指
す
。
具
体
例
で
考
え
れ
ば
、
入
浴
行
為
は
、
例
え
ば
独
居
世
帯
で

あ
る
な
ら
、
個
人
的
領
域
と
し
て
、
何
を
し
て
も
個
人
の
自
由
で
許
さ
れ
る
が
、
場

に
よ
っ
て
家
族
風
呂
や
公
衆
浴
場
で
入
浴
す
る
な
ら
、
そ
こ
に
社
会
的
な
マ
ナ
ー
や

エ
チ

ケ
ッ
ト
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
礼
儀
作
法
や
エ
チ
ケ
ッ
ト
・
マ
ナ
ー
と
呼

ば

れ

る
も
の
は
、
こ
う
し
た
社
会
か
ら
拘
束
性
が
及
ぶ
行
為
の
一
局
面
を
指
そ
う

が
、
礼
法
が
礼
儀
＋
作
法
と
し
て
、
個
人
的
な
立
ち
居
振
る
舞
い
に
も
拘
束
を
及
ぼ

す
根
拠
は
こ
こ
に
あ
る
。

　
④
の
私
的
な
内
輪
の
慣
習
と
は
、
私
的
で
は
あ
る
が
対
人
関
係
を
伴
い
、
°
・
o
⇔
一
巴

ぎ
↑
而
日
n
［
」
8
が
主
体
の
、
ま
た
そ
れ
に
よ
る
人
的
あ
る
い
は
霊
的
交
流
が
機
能
的

目
的
と
な
る
よ
う
な
、
内
輪
で
な
さ
れ
る
宴
会
や
呪
法
、
あ
る
い
は
対
人
的
行
動
と

い
っ

た

類
の
集
団
的
な
行
為
を
指
そ
う
。
ゴ
ッ
フ
マ
ン
の
外
面
を
操
作
し
演
技
す
る

自
己
呈
示
論
が
有
効
性
を
特
に
発
揮
し
え
た
の
は
、
こ
の
対
人
関
係
を
伴
う
局
相
も

扱
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
◎
の
公
的
な
視
覚
的
儀
式
は
、
社
会
レ

ベ
ル

で
統
御
さ
れ
た
儀
礼
で
あ
り
、
個
人
は
単
に
参
加
す
る
要
素
で
し
か
な
く
、
単

位
は
あ
く
ま
で
集
団
で
あ
っ
て
、
個
人
も
そ
の
集
団
の
一
員
と
し
て
の
立
居
振
る
舞

い

を
、
外
部
か
ら
強
く
強
要
さ
れ
る
も
の
を
指
す
こ
と
に
す
る
。
⑦
と
◎
の
違
い
は
、

柳
田
が
祭
り
と
祭
礼
を
区
分
し
た
よ
う
に
、
外
部
的
な
世
間
あ
る
い
は
観
衆
の
存
在

を
不
可
欠
の
構
成
要
素
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
④
は
◎
へ
移
行
す
る
に
従
い
、
受
動

的
な
「
見
ら
れ
る
」
か
ら
能
動
的
な
「
見
せ
る
」
へ
と
、
個
人
レ
ベ
ル
の
振
る
舞
い

も
変
化
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
⑦
は
、
祭
り
や
祭
礼
と
の
対
比
で
い
え
ば
、
外
部
か

ら
不
可
視
的
な
、
祈
り
や
信
心
・
信
念
と
い
っ
た
個
人
レ
ベ
ル
の
、
そ
の
内
面
意
識

と
深
く
結
び
つ
い
た
局
相
を
指
そ
う
。

　
以
上
の

よ
う
な
と
り
あ
え
ず
の
枠
組
を
も
と
に
、
前
章
ま
で
の
事
例
群
を
改
め
て

位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
産
育
習
俗
を
は
じ
め
、
い
わ
ゆ
る
冠
婚
葬
祭
の
う
ち
の
、
④

的
な
習
俗
は
、
民
力
酒
養
運
動
を
契
機
と
す
る
外
部
的
な
公
的
な
力
に
よ
っ
て
、
◎

へ
の
移
行
を
強
要
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ま
で
の
各
地
の
産
育
習
俗
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を
通
覧
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
屋
内
に
お
い
て
、
私
的
な
身
内
や
近
隣
の
女

た
ち
を
主
体
と
し
た
宴
と
披
露
（
見
舞
）
、
ま
た
そ
れ
に
伴
う
贈
答
に
よ
っ
て
成
り

立

つ
慣
習
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
霊
的
な
存
在
が
介
在
す
る
と
し
て
も
、
例
え
ば
佐
渡

の
例

で

い

う
な
ら
ば
、
コ
ヤ
ア
ガ
リ
や
七
夜
に
大
黒
柱
に
供
え
物
を
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
と
い
う
程
度
の
、
あ
く
ま
で
人
的
な
宴
会
や
贈
答
の
、
従
の
位
置
づ
け
し
か

持

た
な
い
。
大
黒
柱
は
臨
時
に
祭
壇
・
神
棚
化
す
る
だ
け
で
、
民
俗
学
上
、
産
神
と

さ
れ
た
便
所
神
や
荒
神
、
納
戸
神
に
し
て
も
、
そ
の
場
に
お
い
て
臨
時
に
迎
え
ら
れ

る
神
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
神
迎
え
て
な
さ
れ
る
儀
礼
と
い
う
よ
り
も
、
呪
法
レ
ベ
ル

の

行
い
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
④
レ
ベ
ル
の
慣
習
に
対
し
、
民
力
酒
養
運
動
で
は
勤

倹
節
約
や
生
活
改
善
の
名
の
下
に
、
そ
の
慣
習
の
根
幹
に
あ
っ
た
主
要
要
素
の
贈
答

に
制
限
を
加
え
、
私
的
な
゜
。
o
o
巨
日
9
日
6
け
8
0
に
よ
る
交
流
を
封
じ
る
と
と
も
に
、

儀
礼
の

場
を
神
社
に
移
行
さ
せ
る
こ
と
で
、
公
的
で
公
共
的
な
◎
へ
と
転
換
し
、
か

つ

ま
た
人
的
な
交
流
を
神
と
の
交
流
へ
と
変
換
す
る
。
神
と
の
交
流
と
は
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
従
来
の
産
神
で
は
な
く
、
か
つ
氏
神
で
も
な
い
。
究
極
的
に
は
皇
祖
皇
霊
で

あ
り
、
奉
告
祭
と
い
う
形
式
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
皇
祖
皇
霊
へ
の
感
謝
の
意
を

表
現

さ
せ
る
公
共
的
式
典
と
な
っ
た
。
屋
内
の
伊
勢
大
麻
を
奉
安
し
た
神
棚
の
常
設

化
も
同
様
で
あ
り
、
子
ど
も
の
安
産
祈
願
や
成
長
祈
願
、
ま
た
そ
の
感
謝
も
、
天
照

の
お

か

げ
で
あ
る
と
思
わ
せ
る
た
め
の
視
覚
的
装
置
と
し
て
、
結
果
的
に
で
は
あ
ろ

う
が
、
⑦
の
個
人
的
な
祈
り
や
信
心
の
内
面
レ
ベ
ル
ま
で
掌
握
し
、
心
の
内
ま
で
管

理
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
民
力
酒
養
運
動
の
一
連
の
施
策
は
、
後
に
完
成
し
た
神
祇
院
体
制
と

『
国
民
礼
法
』
制
定
へ
と
至
る
、
そ
の
端
緒
を
切
り
拓
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
、
民

衆
生
活
の
日
常
に
直
結
し
た
内
容
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
儀
式
化
に
際
し
て
は
、

従
来
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
一
同
参
列
し
て
参
拝
し
、
一
堂
に
会
し
て
拝
礼
す
る

集
団
参
拝
と
い
う
形
式
や
、
勅
語
の
奉
読
式
な
ど
、
儀
式
的
な
荘
厳
さ
を
演
出
す
る

と
い
っ
た
、
視
覚
的
演
劇
的
手
法
が
駆
使
さ
れ
て
、
馴
染
み
深
い
父
祖
や
氏
神
（
ま

た
そ
の
祭
り
）
と
い
っ
た
直
接
経
験
可
能
な
日
常
的
世
界
を
超
え
る
と
こ
ろ
に
、
皇

祖
皇
霊

と
い
う
絶
対
的
存
在
の
実
在
を
体
感
さ
せ
、
日
常
世
界
は
そ
の
一
部
に
す
ぎ

な
い
と
信
じ
込
ま
せ
て
い
く
。
儀
礼
に
は
こ
う
し
た
象
徴
的
に
描
か
れ
る
超
越
的
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
゜
。
°
。
1
）

界

に
、
現
実
性
（
リ
ア
リ
テ
ィ
）
や
意
味
づ
け
を
付
与
す
る
機
能
が
あ
る
が
、
民
力

酒
養
運
動
は
そ
う
し
た
儀
礼
の
力
を
最
大
限
に
活
用
し
て
、
国
民
と
い
う
近
代
的
臣

民
を
作
り
上
げ
る
施
策
で
あ
っ
た
。
公
共
的
儀
礼
の
政
治
力
は
「
人
々
が
そ
の
事
実

を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
情
報
の
共
有
に
あ
る
の
で
な
く
、
「
『
人
々
が
そ
の
事
実
を

知
っ
て
い
る
こ
と
』
を
皆
が
知
っ
て
い
る
」
こ
と
こ
そ
重
要
だ
と
、
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
チ
ェ

が
ゲ

ー
ム
理
論
か
ら
論
じ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
社
会
的
統
合
と
既
存
の
権
威
体
系
を

維
持
す
る
の
に
役
立
つ
の
み
な
ら
ず
、
人
々
が
互
い
の
行
動
を
協
調
さ
せ
て
い
く
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瑚
）

と
も
に
、
＝
望
監
視
」
的
な
効
力
も
発
揮
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
外

部
か
ら
は
見
え
な
い
④
を
、
視
覚
的
に
も
公
共
性
の
確
保
さ
れ
た
⇔
へ
と
移
し
、
周

知
の
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ナ
チ
が
収
穫
祭
を
民
族
の
祭
典
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伽
）

て

最
大
限
利
用
し
て
大
衆
動
員
を
成
功
さ
せ
た
如
く
、
近
代
日
本
も
儀
礼
に
内
在
す

る
動
員
力
を
、
別
な
形
で
活
用
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
培
養
の
土
壌

と
も
な
っ
て
い
く
。

（
3
）
神
祇
院
体
制
と
『
国
民
礼
法
』
の
制
定

　
民
力
酒
養
運
動
で
端
緒
を
開
い
た
こ
の
よ
う
な
儀
礼
化
を
、
究
極
ま
で
追
求
し

た
、
国
家
神
道
体
制
の
完
成
型
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
、
一
九
四
〇
年
の
神
祇
院

創
設
か
ら
敗
戦
ま
で
の
状
況
を
、
ま
ず
先
に
確
認
し
て
お
け
ば
、
『
国
体
の
本
義
』

（
一
九

三

七

年
）
に
続
け
て
、
文
部
省
教
学
局
が
刊
行
し
た
『
臣
民
の
道
』
に
は
、

次
の
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
畏
く
も
天
皇
に
は
、
春
秋
の
皇
霊
祭
を
始
め
と
し
て
、
大
祭
日
に
は
御
親
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
皇
祖
皇
宗
を
祀
ら
せ
給
ふ
趣
き
に
拝
す
る
。
家
々
に
於
い
て
先
祖
祭
を
行
ふ
ご

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
と
は
、
宮
中
の
祭
祀
の
御
精
神
を
体
す
る
我
が
古
来
の
国
ぶ
り
で
あ
る
。
敬
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
崇
祖
の
行
事
は
家
族
の
全
員
に
よ
つ
て
営
ま
る
べ
き
で
あ
つ
て
、
戸
毎
に
神
棚

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
を
設
け
大
麻
を
奉
斎
し
、
ま
た
祖
先
の
霊
を
祭
り
、
一
家
挙
つ
て
よ
く
敬
神
崇
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（
m
）

　
　

祖
の
ま
こ
と
を
致
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
傍
点
筆
者
）

　
一
九
四
〇
年
＝
月
九
日
勅
令
七
三
六
号
の
よ
る
神
祇
院
創
設
で
、
「
敬
神
思
想

ノ
普
及
」
が
初
め
て
国
家
の
公
式
事
業
と
し
て
認
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
地

域
の

氏
神
や
家
の

崇
祖
を
重
視
し
た
が
、
こ
の
記
述
で
み
る
よ
う
に
、
宮
中
で
皇
霊

祭
を
行
う
が
ゆ
え
に
、
そ
の
精
神
を
体
現
す
る
民
間
の
先
祖
祭
も
、
こ
れ
を
重
ん
じ

る
よ
う
に
と
指
示
さ
れ
て
い
る
。
春
秋
二
季
の
皇
霊
祭
は
、
儒
教
的
祭
祀
に
倣
い
祖

先
祭
祀
を
摂
り
込
み
、
一
八
七
〇
年
か
ら
は
じ
め
た
正
辰
祭
（
歴
代
天
皇
の
忌
日
の

祭
祀
）
が
、
重
酢
が
あ
る
た
め
代
数
よ
り
は
少
な
い
と
は
い
え
年
間
百
を
上
回
る
こ

と
か
ら
、
民
間
の
祖
先
祭
祀
の
機
会
と
し
て
存
在
し
て
い
た
春
秋
の
彼
岸
を
参
照
に
、

祭
祀

を
統
合
し
て
、
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
か
ら
は
じ
ま
っ
た
新
設
の
宮
中
祭

　
　
　
（
皿
）

祀

で

あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
民
力
酒
養
運
動
期
に
は
ま
だ
、
両
者
の
関
係
性
は
民

間
の
行
事
を
主
と
し
て
い
た
の
に
、
こ
こ
で
は
そ
の
関
係
性
が
全
く
逆
転
し
て
い
る

ば
か

り
か
、
『
国
体
の
本
義
』
の
骨
子
と
な
る
思
想
を
展
開
し
た
紀
平
正
義
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

『臣
民
の
道
』
の
解
説
書
で
は
、
「
孝
の
第
一
義
は
父
祖
の
心
を
継
い
で
、
皇
運
扶
翼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
1
）

の
臣
民
の
道
を
実
践
す
る
」
（
傍
点
筆
者
）
と
あ
っ
て
、
父
祖
も
行
っ
て
い
た
「
伝
統
」

に
巧
み
に
す
り
か
え
て
い
る
。

　

同
じ
年
、
や
は
り
文
部
省
が
制
定
し
た
『
礼
法
要
項
』
1
1
『
国
民
礼
法
』
が
公
布

さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
『
臣
民
の
道
』
の
具
体
的
な
実
践
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
も
い
え
、
民

力
酒
養
運
動
で
萌
芽
し
つ
つ
あ
っ
た
礼
法
を
、
国
民
レ
ベ
ル
に
一
段
と
画
一
化
を
促

進

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
中
心
に
進
め
た
の
は
、
文
部
省
に
設
置
さ
れ
た
礼

法
教
授
要
項
調
査
会
で
、
そ
の
委
員
長
で
あ
っ
た
徳
川
義
親
の
『
日
常
礼
法
の
心
得
』

は
、
］
九
四
一
年
一
一
月
に
初
版
が
出
版
さ
れ
る
や
、
一
年
後
に
は
五
一
版
を
重
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脳
）

る
ほ
ど
の
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
、
九
華
会
編
『
解
説
礼
法
要
項
』
を
は
じ
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
集
1
）

解
説
書
が
多
数
出
版
さ
れ
る
。
『
国
民
礼
法
』
を
分
析
し
て
み
る
と
、
前
篇
・
後
篇

の

二
部
構
成
で
、
「
姿
勢
」
「
最
敬
礼
」
「
拝
礼
」
「
敬
礼
・
挨
拶
」
「
言
葉
遣
ひ
」
「
起

居
」
「
受
渡
し
」
「
包
結
び
」
「
服
制
」
と
い
う
作
法
や
マ
ナ
ー
の
全
般
的
心
得
を
規

定

し
た
前
篇
に
対
し
、
後
篇
は
「
皇
室
国
家
に
関
す
る
礼
法
」
「
家
庭
生
活
に
関
す

る
礼
法
」
「
社
会
生
活
に
関
す
る
礼
法
」
の
三
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
を

細
か
く
指
定
し
て
い
る
。

　
最
初
に
お
か
れ
た
「
皇
室
国
家
に
関
す
る
礼
法
」
で
は
、
「
拝
謁
」
や
「
行
幸
啓

の
説
の

敬
礼
」
の
作
法
を
は
じ
め
、
「
神
社
参
拝
」
や
「
祝
祭
日
」
「
軍
旗
・
軍
艦
旗
・

国
旗
・
国
歌
・
万
歳
」
の
扱
い
や
仕
方
ま
で
、
事
細
か
に
指
示
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に

潜
ん
だ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
も
っ
ぱ
ら
対
象
を
児
童
に
想
定
し
、
こ

れ

ら
皇
室
国
家
の
シ
ン
ボ
ル
に
対
し
、
教
師
と
と
も
に
恭
順
の
姿
勢
を
示
さ
せ
る
こ

と
で
、
繰
返
し
て
体
得
さ
せ
、
そ
れ
ら
を
仰
ぎ
奉
戴
す
る
も
の
と
し
つ
つ
、
大
御
心

は
あ
り
が
た
き
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
「
家
庭
生
活
に
関
す
る
礼
法
」
は
、
「
居
常
」
「
屋
内
」
「
服
装
」
「
食
事
」
「
訪
問
」

「
応
接
・
接
待
」
「
通
信
」
「
紹
介
」
「
慶
弔
」
「
招
待
」
で
あ
る
が
、
面
白
い
こ
と
に
、

神
棚
を
朝
夕
拝
め
と
い
う
指
示
だ
け
が
あ
っ
て
、
神
棚
へ
の
向
い
方
や
拝
み
方
に
つ

い
て

は
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
。
慶
弔
の
記
載
も
意
外
に
簡
単
で
、
祖
先
祭
祀
の
や

り
方
に
つ
い
て
も
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
中
国
や
韓
国
の

礼
法
の
規
定
と
は
お
よ
そ
違
っ
た
内
容
で
あ
り
、
か
つ
こ
れ
で
は
崇
拝
せ
よ
と
い
う

の

み

で
あ
っ
て
、
祭
祀
で
は
な
い
。

　

そ
う
し
た
日
本
的
特
徴
が
最
も
よ
く
顕
れ
て
い
る
の
が
、
「
社
会
生
活
に
関
す
る

礼
法
」
で
あ
る
。
中
韓
の
礼
法
か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
括
り
が
あ
る
こ
と
自
体
、

異
様
で
あ
ろ
う
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
公
衆
道
徳
」
に
関
す
る

規
定
で
あ
る
。
「
近
隣
」
「
公
衆
の
場
所
」
「
公
共
物
」
「
道
路
・
公
園
」
「
交
通
・
旅
行
」

「集
会
・
会
議
」
「
会
食
（
席
次
／
和
食
の
場
合
／
洋
食
の
場
合
／
支
那
食
の
場
合
／

茶
菓
の
場
合
）
」
「
競
技
」
「
雑
」
に
区
分
さ
れ
、
例
え
ば
「
訪
問
は
、
急
用
或
は
約
束
・

指
定
の
場
合
の
外
、
早
朝
・
夜
分
・
食
事
時
な
ど
は
避
け
る
。
祝
祭
日
・
日
曜
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴎
）

訪
問
は
遠
慮
す
べ
き
」
だ
な
ど
、
今
で
は
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
事
細
か
に
規
定
さ
れ

て

い

る
。
そ
こ
に
頻
出
す
る
単
語
や
言
い
回
し
か
ら
析
出
す
る
と
、
背
後
に
あ
る
そ

の

メ
ッ
セ
ー
ジ
は
「
迷
惑
を
か
け
な
い
」
を
核
心
と
し
て
、
「
公
共
物
は
丁
重
に
」
、

「
患
勲
に
」
で
あ
り
、
ま
た
「
濫
り
に
」
「
自
分
勝
手
に
」
を
「
慎
む
」
こ
と
が
、
厳
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守
さ
れ
る
べ
き
社
会
規
範
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
一
方
、
民
力
酒
養
運
動

期
の
規
範
と
比
べ
て
み
る
と
、
「
時
間
厳
守
」
や
「
清
潔
」
「
整
理
整
頓
」
は
も
う
あ

ま
り
強
調
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
「
勤
倹
貯
蓄
」
や
「
勤
勉
」
「
質
素
倹
約
」
と
い

う
語
も
既
に
出
て
こ
な
い
。

　

こ
こ
で
民
力
酒
養
運
動
期
の
各
種
の
実
施
細
目
を
、
も
う
一
度
想
起
さ
れ
た
い
。

前
と
は
別
な
事
例
で
紹
介
す
れ
ば
、
島
根
県
仁
多
郡
の
「
何
村
矯
風
規
約
準
則
」
で

は
、
「
結
婚
式
二
於
ケ
ル
男
女
ノ
服
装
其
ノ
他
ハ
左
ノ
各
項
二
拠
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と

し
て
、
「
縁
女
其
ノ
他
ノ
婦
人
ノ
服
装
ハ
白
襟
紋
付
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
但
シ
持
来
ノ
物

ト
難
華
美
ノ
衣
裳
ヲ
用
ヒ
サ
ル
コ
ト
」
「
男
子
ノ
服
装
ハ
紋
付
、
羽
織
袴
又
ハ
洋
服

ヲ
用
フ
ル
コ
ト
」
「
縁
女
ノ
衣
裳
替
ハ
之
ヲ
廃
止
ス
ル
コ
ト
」
「
髪
飾
ハ
可
成
質
素
ナ

　
　
（
凹
）

ル

コ

ト
」
と
あ
る
が
、
よ
く
読
め
ば
、
果
た
し
て
、
こ
れ
が
質
素
倹
約
や
生
活
改
善

に
つ
な
が
る
の
だ
ろ
う
か
。
服
制
の
統
一
で
あ
っ
て
、
意
図
さ
れ
て
い
た
の
は
、
畢

寛
、
人
心
の
一
致
で
あ
り
、
思
想
の
統
制
で
あ
る
。
京
都
府
の
『
民
力
酒
養
資
料
第

一
年
』
に
は
、
図
ら
ず
も
「
思
想
統
一
」
と
題
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
載
も
あ
る
。

　
　
　
今
や
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
な
る
語
社
会
を
風
靡
し
て
、
之
が
為
に
危
険
思
想
を
酬

　
　
醸
せ
ん

こ
と
を
恐
れ
、
予
防
策
を
講
ず
る
の
必
要
あ
り
と
し
て
、
京
都
府
知

　
　
事
は
教
育
家
神
職
神
道
家
等
を
招
集
し
て
、
第
一
に
自
家
の
所
見
を
演
説
せ
ら

　
　

る
、
縷
々
千
万
言
其
高
見
に
敬
服
す
中
に
就
て
、
我
が
大
に
感
動
し
た
る
は
大

　
　

日
本
帝
国
は
三
千
年
の
歴
史
を
有
し
君
仁
に
臣
忠
に
而
て
西
洋
人
の
個
人
主
義

　
　

に
あ
ら
ず
、
家
族
制
度
の
美
風
良
俗
あ
る
を
説
か
れ
た
る
点
則
是
な
り
、
此
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
1
）

　
　
族
制
度
こ
そ
我
思
想
統
一
を
謀
ら
ん
と
す
る
主
眼
と
す
（
句
点
筆
者
）

　
文

部
省
制
定
の
『
国
民
礼
法
』
は
、
す
ぐ
に
敗
戦
を
迎
え
た
た
め
、
制
度
的
な
実

行
は
わ
ず
か
の
期
間
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
強
調
さ
れ
た
社
会
規
範
や
具
体

的
な
会
議
の
や
り
方
な
ど
は
、
戦
後
の
今
日
で
も
通
有
し
て
い
る
も
の
が
多
く
、
現

代
の
日
本
で
流
通
し
て
い
る
モ
ラ
ル
の
大
半
は
、
民
力
酒
養
運
動
に
発
生
、
起
因
し

て

い

る
と
い
っ
て
も
実
は
過
言
で
は
な
い
。

（
4
）
韓
国
礼
法
と
の
比
較
ー
子
ど
も
中
心
主
義
と
天
皇
崇
拝

　
礼
法
を
重
視
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
礼
学
思
想
の
儒
教
で
あ
る
。
宗
主

国
中
国
に
倣
い
、
そ
れ
を
国
学
・
国
是
と
し
た
朝
鮮
王
朝
で
は
、
冠
婚
喪
祭
を
四
礼

と
呼
び
、
太
祖
元
年
（
二
二
九
二
）
の
太
祖
の
即
位
教
書
に
も
、
＝
冠
婚
喪
祭
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旬
1
）

國
之
大
法
、
仰
禮
曹
詳
定
経
典
参
酌
古
今
、
定
為
著
令
、
以
厚
人
倫
、
以
正
風
俗
」
と
、

冠
婚
喪
祭
の

政
治
的
重
要
性
に
関
し
て
言
及
し
て
い
る
。
国
家
儀
礼
と
し
て
の
五
禮

（吉
嘉
賓
軍
凶
）
の
制
定
は
、
儒
教
国
家
と
し
て
最
重
要
事
項
で
あ
り
、
『
国
朝
五
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捌
）

儀
』
な
ど
の
編
纂
や
幾
度
も
の
改
定
を
施
す
が
、
そ
の
根
本
原
理
は
、
儒
教
に
と
っ

て

儀
礼
の

「
践
履
」
1
1
実
践
は
社
会
秩
序
を
体
現
化
す
る
と
い
う
政
治
哲
学
に
基
づ

い
て

い
る
。

　
礼
法
の
重
要
視
は
国
家
儀
礼
の
み
な
ら
ず
、
性
理
学
の
家
族
倫
理
が
盛
ら
れ
た

『朱
子
家
礼
』
を
、
朝
鮮
の
風
土
に
適
合
さ
せ
た
李
緯
の
『
四
礼
便
覧
』
が
一
九
世

紀
以
降
普
及
す
る
こ
と
で
、
広
く
一
般
に
も
そ
の
礼
法
と
思
想
が
行
き
渡
る
。
『
朱

子
家
礼
』
の
生
活
化
を
図
か
っ
た
『
四
礼
便
覧
』
祭
礼
篇
は
、
①
祠
堂
、
②
四
時
祭
、

③
禰
祭
、
④
忌
祭
、
⑤
墓
祭
に
区
分
さ
れ
た
儀
礼
次
第
（
履
行
細
則
）
が
詳
細
に
記

載
さ
れ
、
ま
た
そ
の
践
履
が
重
用
さ
れ
、
今
日
で
も
祖
先
祭
祀
や
名
節
（
茶
礼
）
が

重
ん

じ
ら
れ
、
省
墓
（
墓
参
）
も
盛
ん
で
あ
る
こ
と
は
周
知
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し

た
国
家
的
伝
統
の
流
れ
の
な
か
で
、
今
日
で
も
そ
れ
が
韓
国
で
は
「
家
庭
儀
礼
に

関
す
る
法
律
（
あ
る
い
は
準
則
）
」
と
し
て
法
令
化
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
九
年
一

月
一
六
日
に
公
布
さ
れ
た
「
家
庭
儀
礼
準
則
に
関
す
る
法
律
」
（
法
律
第
二
〇
七
九

号
）
は
、
一
九
七
三
年
三
月
に
「
家
庭
儀
礼
に
関
す
る
法
律
」
（
法
律
第
二
六
〇
四

号
）
に
変
更
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
、
十
数
次
に
及
ぶ
改
定
を
経
つ
つ
、
家
庭
内
に
お

け
る
婚
礼
・
喪
礼
・
祭
礼
・
回
甲
宴
や
、
忌
祭
・
節
祀
・
年
始
祭
が
国
家
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
律
が
現
在
で
も
重
く
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
、
竹
田
旦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捌
）

が

『
日
本
民
俗
学
』
誌
上
で
も
報
告
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
と
日
本
の
礼
法
を
比

較

し
て
み
れ
ば
、
日
本
の
礼
法
の
特
異
性
が
よ
り
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
こ
よ
う
。
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第
一
に
最
も
異
な
る
の
は
、
表
敬
や
丁
重
を
示
す
対
象
す
な
わ
ち
相
手
で
あ
る
。

韓
国
の
礼
法
が
想
定
し
て
い
る
の
は
父
祖
で
あ
っ
て
、
親
や
尊
属
（
親
族
）
ま
た
祖

先
（
祖
上
）
で
あ
る
。
前
述
し
た
日
本
の
公
衆
道
徳
の
よ
う
な
親
族
以
外
の
、
他
人

に
対
す
る
規
定
な
ど
そ
も
そ
も
範
疇
に
な
い
。
冠
婚
喪
祭
の
祭
は
祖
先
祭
祀
で
あ

り
、
喪
も
葬
で
は
な
く
服
喪
（
服
忌
）
の
規
定
が
主
で
あ
っ
て
、
全
体
が
祖
先
中
心

に
編
制
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
元
来
、
儒
教
が
成
規
す
る
礼
法
な
の
で
あ
り
、
逸
脱

し
て
い
る
の
は
日
本
の
方
で
あ
る
。
儒
教
で
い
う
礼
法
と
は
、
冠
婚
喪
祭
の
儀
式
次

第
（
節
次
）
を
指
す
。
儀
式
を
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
、
祭
具
や
冠
服
（
祭
服
）
、

祭
器
や
犠
牲
（
賛
）
、
礼
饒
酒
尊
な
ど
を
図
解
含
み
で
説
明
し
た
り
、
ま
た
神
主
（
位

牌
）
の
作
り
方
や
置
き
方
（
昭
穆
1
1
神
位
の
座
順
）
、
神
位
に
拝
す
る
順
序
を
父
系

宗
族
の
地
位
順
に
示
す
な
ど
、
節
次
を
詳
細
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
日
本
で

い
う
礼
法
は
、
中
国
や
韓
国
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
礼
節
」
に
近
い
。

　

第
二
に
そ
の
結
果
、
日
本
の
『
国
民
礼
法
』
に
は
「
孝
」
が
ほ
と
ん
ど
記
載
さ
れ

て

い

な
い
。
祖
先
祭
祀
に
関
す
る
具
体
的
方
法
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
前
述

し
た
が
、
祖
先
だ
け
で
な
く
、
存
命
の
親
や
親
族
に
対
す
る
礼
儀
、
例
え
ば
挨
拶
の

仕
方
と
い
っ
た
記
述
も
な
い
。
「
家
庭
生
活
に
関
す
る
礼
法
」
で
説
か
れ
て
い
る
の

は
、
「
居
常
」
「
屋
内
」
「
服
装
」
「
食
事
」
の
作
法
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
「
訪
問
」

「
応
接
・
接
待
」
「
通
信
」
「
紹
介
」
「
慶
弔
」
「
招
待
」
と
い
っ
た
、
外
来
者
な
ど
他

者

と
の
関
係
性
で
あ
る
。
前
節
の
最
後
の
引
用
で
み
る
よ
う
な
、
祖
先
祭
祀
や
家
族

制
度
の
美
風
良
俗
を
説
い
た
り
、
そ
れ
ら
を
重
ん
じ
る
と
は
い
っ
て
も
、
中
国
や
韓

国
の
儒
教
国
に
比
べ
る
と
、
実
は
あ
ま
り
に
観
念
的
な
訴
え
の
み
で
、
実
効
性
が
伴
っ

て

い

な
い
。
小
島
毅
に
よ
れ
ば
、
朱
子
学
の
礼
を
「
個
別
具
体
的
な
『
規
矩
準
則
』

の
遵
守
」
に
あ
る
と
し
、
「
『
親
孝
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
い
う
一
般
的
な
倫

理
的
命
令
が
礼
な
の
で
」
は
な
く
、
「
ど
う
い
う
行
為
を
す
れ
ば
『
孝
』
を
し
た
こ

と
に
な
る
の
か
、
そ
の
具
体
的
所
作
」
が
、
「
事
と
し
て
の
礼
」
だ
と
す
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

と
の
対
比
的
な
あ
り
方
を
、
「
理
と
し
て
の
礼
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
『
国
民
礼
法
』

の
祖
先
祭
祀
は
ま
さ
に
こ
れ
に
相
当
し
よ
う
。

　

第
三
は
、
そ
れ
と
も
関
連
す
る
が
、
神
社
礼
拝
や
祝
祭
日
、
国
旗
・
軍
旗
の
細
か

な
規
定
は
あ
っ
て
も
、
冠
婚
葬
祭
の
儀
礼
次
第
や
細
則
が
な
い
こ
と
か
ら
、
韓
国
の

よ
う
に
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
忠
実
に
再
現
し
て
実
践
す
る
形
態
を
持
た
な
い
こ
と
で
あ

り
、
ま
た
そ
の
結
果
な
の
か
、
儀
礼
を
中
心
的
に
執
行
す
る
主
宰
者
が
異
な
る
点
で

あ
る
。
韓
国
で
は
忌
祭
（
命
日
）
や
名
節
（
正
月
と
秋
夕
）
に
な
さ
れ
る
祖
先
祭
祀

は
、
家
庭
儀
礼
に
関
す
る
儀
式
教
本
に
則
り
、
そ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
記
載
に
忠
実
に

従
っ
て
、
戸
主
が
司
祭
者
と
な
っ
て
祭
祀
を
取
り
持
つ
。
葬
祭
に
し
て
も
、
今
日
で

は
葬
儀
社
が
裏
方
と
し
て
深
く
関
与
す
る
が
、
儀
礼
の
執
行
者
は
あ
く
ま
で
も
戸
主

で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
、
葬
儀
の
法
要
を
は
じ
め
、
法
事
や
盆
彼
岸
の

棚
経
、
あ
る
い
は
七
五
三
や
神
前
結
婚
式
に
せ
よ
、
儀
礼
の
執
行
は
僧
侶
や
神
主
な

ど
専
門
の
宗
教
者
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
。
宗
教
者
が
い
な
け
れ
ば
、
儀
礼
は
成
り

立

た
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
か
、
日
本
の
礼
法
は
、
韓
国
の
よ
う
に
、
マ
ニ
ュ

ア

ル

に
従
っ
て
戸
主
や
家
族
が
ミ
ミ
ク
リ
ー
な
過
程
や
手
順
を
遵
守
す
る
よ
う
な
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蹴
）

式
次
第
で
は
な
く
、
礼
儀
作
法
や
そ
の
心
得
の
記
載
が
多
く
を
占
め
、
霊
的
な
超
越

的
存
在
に
対
し
て
も
、
観
念
的
な
表
現
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
第
四
に
は
、
第
一
・
二
と
重
な
る
が
、
日
本
の
礼
法
で
は
父
祖
で
は
な
く
、
そ
れ

以
外
の

者
と
の
関
係
性
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
「
社
会
生
活
に
関
す
る
礼
法
」
と
し

て
、
近
隣
や
来
客
な
ど
他
者
と
の
接
し
方
と
、
公
衆
の
場
で
の
立
居
振
る
舞
い
や
公

衆
モ
ラ
ル
が
、
そ
の
中
心
的
な
記
載
事
項
と
な
っ
て
い
る
。
民
力
酒
養
運
動
期
の
史

料

に
も
、
例
え
ば
「
汽
車
、
汽
船
等
ノ
公
共
的
乗
物
又
ハ
其
ノ
他
二
於
ケ
ル
雑
踏
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脳
）

場
合
ハ
可
成
老
幼
ヲ
扶
ケ
其
ノ
保
護
二
注
意
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
い
っ
た
公
共
性
に

関
す
る
細
目
も
あ
っ
た
が
、
『
国
民
礼
法
』
で
は
圧
倒
的
に
そ
の
記
載
が
増
え
る
。

す
べ
て
を
紹
介
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
い
く
つ
か
特
徴
的
な
事
項
に
限
る

な
ら
、
例
え
ば
「
近
隣
」
の
章
に
は
、
「
近
隣
は
互
に
迷
惑
を
か
け
な
い
や
う
に
心

掛
け
、
ラ
ジ
オ
・
蓄
音
機
の
や
う
な
も
の
で
も
、
他
の
妨
に
な
ら
な
い
や
う
に
す
る
」

と
あ
り
、
「
公
衆
の
場
所
」
の
章
で
は
「
す
べ
て
多
数
集
合
の
場
所
に
在
つ
て
は
、
つ
・

し
み
の
心
を
失
は
ず
、
秩
序
を
重
ん
じ
、
軽
々
し
い
行
動
を
し
な
い
」
と
し
て
、
「
高
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声
の
談
話
、
放
歌
そ
の
他
、
人
に
迷
惑
に
な
る
振
舞
は
慎
む
」
、
「
濫
り
に
遠
方
か
ら

人

を
呼
び
か
け
、
又
は
人
を
注
視
し
た
り
、
指
さ
し
を
し
た
り
、
振
返
つ
て
見
た
り

し
て
は
い
け
な
い
」
、
「
人
が
失
策
や
過
失
を
し
た
と
き
、
笑
つ
た
り
、
嘲
つ
た
り
、

答
め
た
て
を
し
た
り
し
な
い
。
な
る
べ
く
見
て
見
ぬ
振
り
を
す
る
」
、
「
隙
見
・
盗
視
・

立

聞
等
は
も
と
よ
り
、
濫
り
に
耳
語
を
し
て
も
い
け
な
い
」
、
「
団
体
が
公
衆
の
場
所

に

出
入
す
る
と
き
は
、
指
揮
者
の
命
に
従
ひ
、
よ
く
統
制
を
保
つ
こ
と
は
勿
論
、
一

般
の

人
の
迷
惑
に
な
ら
ぬ
や
う
に
行
動
す
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
迷
惑
を
か
け
ぬ

や

う
に
」
や
「
濫
り
に
」
と
い
う
語
が
頻
出
す
る
ほ
か
、
「
つ
つ
し
み
」
と
か
「
な

る
べ
く
見
て
見
ぬ
振
り
を
す
る
」
と
い
っ
た
態
度
が
良
き
こ
と
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
。
特
に
「
迷
惑
を
か
け
ぬ
や
う
に
」
と
す
る
態
度
は
、
「
交
通
・
旅
行
」
の
章
で

も
「
喫
煙
・
放
談
等
に
よ
り
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
や
う
に
す
る
」
、
「
旅
館
で
は
、

す
べ
て
同
宿
者
に
迷
惑
を
か
け
な
い
や
う
に
心
掛
け
る
」
、
「
団
体
の
旅
行
に
は
指
揮

者
の
命
に
従
ひ
、
決
し
て
気
儘
な
行
動
を
し
な
い
」
、
「
団
体
の
旅
行
に
は
特
に
一
般

の
人
の
迷
惑

に
な
ら
な
い
や
う
に
心
掛
け
、
荷
物
の
整
頓
、
座
席
の
後
片
付
等
に
も

注
意
す
る
」
と
あ
っ
て
、
対
人
関
係
や
公
共
に
対
す
る
こ
の
社
会
規
範
は
、
お
そ
ら

く
こ
の
期
に
強
調
さ
れ
、
定
着
し
て
い
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
第
五
に
は
、
第
四
と
同
様
に
、
「
敬
神
崇
祖
」
と
成
語
化
さ
れ
て
い
て
も
、
実
質

は

父

祖

に
は
な
く
、
敬
神
に
重
心
の
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
「
皇
室
国
家
に

関
す
る
礼
法
」
に
書
か
れ
て
あ
る
の
は
、
皇
室
や
国
家
に
対
す
る
表
敬
の
仕
方
で
あ

り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
忠
誠
心
」
の
示
し
方
で
あ
っ
た
。
地
方
改
良
運
動
の
意
図

が
、
日
露
戦
争
の
徴
兵
拒
否
に
基
因
し
て
、
人
々
の
帰
属
意
識
の
置
か
れ
て
い
た
自

然
村
的
な
村
落
共
同
体
か
ら
、
神
社
合
祀
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
共
同
体
意
識
を
解
体

し
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
祖
国
へ
と
転
位
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
民
力

酒
養
運
動
の
場
合
は
、
同
族
や
親
類
、
あ
る
い
は
親
分
子
分
や
近
隣
と
の
間
に
構
築

さ
れ
て
い
た
従
前
の
相
互
依
存
関
係
を
、
「
天
皇
の
赤
子
」
と
称
さ
れ
た
よ
う
な
君

主
ー
臣
民
と
い
う
支
配
服
属
関
係
に
組
み
換
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
中
国
や
韓
国
の

場

合
、
「
宗
族
あ
っ
て
民
族
な
し
」
と
称
さ
れ
た
よ
う
に
、
父
系
宗
族
の
集
合
体
が

国
家
だ
と
も
い
い
得
る
が
、
明
治
民
法
の
親
族
規
定
が
旧
来
の
本
家
分
家
関
係
を
否

定

し
た
の
を
は
じ
め
、
人
的
交
流
の
機
会
で
あ
っ
た
宴
会
や
贈
答
に
制
限
を
加
え
た

民
力
酒
養
運
動
以
降
の
志
向
性
は
、
旧
来
型
の
人
的
関
係
を
解
体
し
、
一
切
の
関
係

性
を
君
主
ー
臣
民
の
系
列
に
一
元
化
す
る
も
の
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。

　
第
六
に
は
、
『
国
民
礼
法
』
に
限
定
せ
ず
に
い
え
ば
、
韓
国
の
礼
法
1
1
冠
婚
喪
祭

が
、
第
一
に
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
祖
先
中
心
主
義
的
に
編
制
さ
れ
る
の
に
対
し
、

民
力
酒
養
運
動
以
降
の
日
本
の
通
過
儀
礼
は
、
結
果
的
に
か
も
し
れ
な
い
が
、
子
ど

も
中
心
主
義
的
に
再
編
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
安
産
祈
願
か
ら
は
じ
ま
り
、
宮
参
り
、

七
五

三
、
小
学
児
童
の
入
学
・
卒
業
の
奉
告
、
青
年
団
へ
の
入
隊
団
の
奉
告
、
徴
兵

検
査
の
奉
告
、
兵
士
へ
の
入
隊
営
の
奉
告
、
さ
ら
に
は
厄
年
と
、
氏
神
社
を
儀
礼
の

舞
台
と
す
る
、
一
種
の
成
育
儀
礼
と
し
て
の
機
能
と
意
味
づ
け
を
担
っ
て
い
く
。
戦

後

に
な
る
と
、
徴
兵
検
査
の
奉
告
祭
は
地
方
自
治
体
に
よ
る
成
人
式
に
移
行
す
る

が
、
中
国
や
韓
国
に
は
こ
う
し
た
成
人
式
は
存
在
し
な
い
。
台
湾
で
は
日
本
の
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
服
）

を
模
倣
し
た
式
典
を
一
九
九
二
年
か
ら
は
じ
め
る
が
、
中
国
や
朝
鮮
に
お
け
る
冠
礼

は
、
王
家
や
貴
族
層
に
限
定
さ
れ
た
儀
礼
で
あ
り
、
民
間
で
は
子
ど
も
と
大
人
の
区

分

は
婚
礼
が
意
味
を
持
っ
た
。
か
つ
て
の
日
本
で
は
、
初
宮
参
り
や
氏
子
入
り
が
慣

行
化
し
て
い
た
地
域
で
は
、
そ
れ
は
村
落
共
同
体
へ
の
編
入
・
移
行
儀
礼
の
意
義
を

も
有
し
た
だ
ろ
う
が
、
民
力
酒
養
運
動
期
以
降
の
標
準
型
を
範
に
し
て
普
及
し
て

い

っ

た
一
連
の
成
長
に
伴
う
儀
礼
群
は
、
地
方
差
を
画
一
化
し
、
ま
た
階
層
差
を
均

質
化
し
た
儀
礼
と
し
て
、
国
家
へ
の
帰
属
を
強
化
し
、
国
民
へ
の
移
行
儀
礼
と
し
て

機
能
し
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
地
方
差
や
階
層
差
の
解
消
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
初
生

児
の
み
に
催
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
初
生
児
優
遇
儀
礼
の
個
人
差
も
解
消
し
、
次

男
や
三
男
で
も
、
誰
に
対
し
て
も
執
行
さ
れ
る
子
ど
も
の
行
事
と
し
て
、
「
国
民
儀
礼
」

化
1
1
平
準
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
も
い
い
得
よ
う
。
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（5
）

近
代
日
本
の
文
化
政
策
の
儀
礼
化
過
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー
民
力
酒
養
運
動
の
位
置
づ
け
と
意
味

　

前
節
の
第
五
で
指
摘
し
た
天
皇
崇
拝
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
「
天
皇
信
仰
の

強
制
が
、
精
動
運
動
・
翼
賛
体
制
期
を
何
よ
り
も
特
徴
づ
け
る
も
の
」
だ
と
し
て
、

須

崎
愼
一
が
「
従
前
の
国
民
統
合
の
場
合
と
比
較
」
し
な
が
ら
、
そ
の
変
遷
過
程
を

整
理

し
て
い
る
。
以
下
で
は
そ
れ
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
本
稿
で
得
ら
れ
た
新
知
見

で
修
正
を
加
え
つ
つ
、
公
的
な
儀
礼
化
の
過
程
を
基
軸
に
し
て
、
民
力
酒
養
運
動
の

位
置
づ
け
と
そ
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

　
須
崎
に
よ
れ
ば
、
地
方
改
良
運
動
期
に
お
け
る
天
皇
信
仰
の
国
民
一
般
（
児
童

で

は
な
く
）
へ
の
強
制
の
程
度
は
、
例
え
ば
『
兵
庫
県
揖
保
郡
是
拉
町
村
是
』

（
一
九

〇
八
年
）
や
愛
媛
県
伊
予
郡
の
「
矯
風
会
」
規
約
準
則
な
ど
を
資
料
に
、
こ

の
期

に
国
民
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、
祝
祭
日
に
休
む
こ
と
と
、
そ
の
際
に
「
国
旗
」

を
掲
揚
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
の
強
制
度
に
し
て
も
、
「
申
合
セ
」
や

「
可
成
」
と
い
っ
た
程
度
の
も
の
だ
っ
た
の
に
比
し
て
、
民
力
酒
養
運
動
は
は
る
か

に
天
皇
を
前
面
に
押
し
出
し
、
神
社
や
寺
院
を
「
国
家
観
念
」
養
成
の
重
要
な
場

と
し
て
位
置
づ
け
る
傾
向
を
強
め
た
と
い
う
。
た
だ
し
「
村
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、

「
敬
神
崇
祖
ノ
風
」
の
鼓
吹
、
「
祝
祭
日
ノ
国
旗
掲
揚
」
、
学
校
拝
賀
式
に
「
在
郷
軍

人
、
青
年
団
員
ヲ
参
列
セ
シ
ム
ル
コ
ト
」
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
」
と

し
て
、
「
事
実
、
一
九
二
二
年
六
月
、
内
務
省
の
指
示
に
も
と
つ
く
「
民
力
酒
養
実

績
調
査
ノ
件
」
に
は
、
「
国
家
観
念
」
養
成
の
項
は
な
く
、
「
協
調
譜
和
」
、
「
消
費
節

約
」
、
「
民
資
増
殖
」
に
関
す
る
事
項
が
調
査
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
民
力
酒
養
運

動
に
お
け
る
「
国
体
明
徴
」
的
方
向
は
掛
け
声
倒
れ
の
感
が
深
い
」
と
し
て
い
る
。

須
崎
も
民
力
酒
養
運
動
を
「
掛
け
声
倒
れ
」
と
し
て
、
他
の
歴
史
学
者
同
様
、
あ
ま

り
重
要
視
し
て
い
な
い
が
、
果
た
し
て
そ
う
な
の
か
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
彼
の
捉

え
る
そ
の
後
の
展
開
を
通
覧
し
て
お
こ
う
。

　
震
災
後
の

「
国
民
精
神
作
興
二
関
ス
ル
詔
書
」
（
一
九
二
三
年
一
一
月
一
〇
日
）

を
背
景
に
、
一
九
二
四
～
二
八
年
に
展
開
し
た
勤
倹
奨
励
運
動
の
場
合
は
、
さ
ら
に

天
皇
信
仰
の

強
制
と
い
う
面
は
希
薄
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
教
化
総
動
員
運
動
の
場

合
は
、
例
え
ば
最
も
「
戦
闘
的
」
に
「
教
化
」
に
当
た
っ
た
長
野
県
の
下
伊
那
郡
国

民
精
神
作
興
会
の
「
教
化
運
動
並
二
公
私
経
済
緊
縮
実
施
要
項
」
を
分
析
し
て
も
、
「
新

聞
雑
誌
等
掲
載
ノ
御
尊
影
ハ
鄭
重
二
取
扱
フ
コ
ト
」
「
国
祭
祝
日
ニ
ハ
国
旗
ヲ
必
ズ

掲
揚
ス
ル
コ
ト
」
「
毎
朝
神
仏
及
祖
先
ノ
霊
ヲ
礼
拝
ス
ル
コ
ト
」
の
三
点
で
あ
り
、
「
支

配

の
危
機
の
深
ま
り
の
な
か
で
、
強
制
性
の
強
ま
り
は
認
め
ら
れ
る
が
、
後
述
す
る

精
動
運
動
期
以
後
の
天
皇
信
仰
の
強
制
に
比
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「
愛
国
心
」
の
昂

揚
と
、
神
仏
・
祖
先
礼
拝
の
域
を
で
て
い
な
い
」
と
し
、
「
ア
プ
リ
オ
リ
に
国
民
に

天
皇
信
仰
を
強
制
す
る
の
で
は
な
く
、
国
民
を
「
説
得
」
す
る
た
め
、
「
御
聖
徳
ヲ

顕
揚
」
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と
す
る
姿
勢
」
で
あ
っ
た
と
評
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
に
対
し
「
精
動
運
動
の
開
始
は
、
こ
う
し
た
そ
れ
ま
で
の
国
民
統
合
の
あ

り
方
を
大
き
く
転
換
さ
せ
た
」
と
し
て
、
一
九
三
七
年
一
二
月
九
日
の
文
部
・
内
務

両
次
官
の
発
し
た
通
牒
「
新
年
奉
祝
実
施
方
二
関
ス
ル
件
」
は
、
「
新
年
奉
祝
ノ
時

間
」
に
コ
般
国
民
ハ
各
家
庭
其
ノ
他
ノ
場
所
二
於
テ
夫
々
宮
城
遥
拝
ヲ
行
フ
コ
ト
」

を
命
じ
た
も
の
で
、
全
国
民
へ
の
宮
城
遥
拝
の
強
制
は
、
こ
れ
が
初
め
て
だ
と
い
う
。

さ
ら
に
一
九
三
八
年
二
月
二
八
日
の
文
部
大
臣
官
房
秘
書
課
長
の
通
帳
に
お
い
て
、

伊
勢
神
宮
遥
拝
よ
り
も
宮
城
遥
拝
が
上
位
に
置
か
れ
、
そ
の
実
行
を
国
民
に
強
制
し

よ
う
と
い
う
こ
の
方
向
は
、
一
九
三
九
年
九
月
か
ら
の
「
興
亜
奉
公
日
」
に
お
け
る

宮
城
遥
拝
強
制
に
連
な
り
、
さ
ら
に
一
九
四
一
年
の
紀
元
節
「
国
民
奉
祝
の
時
間
」

に
お
い
て
、
宮
城
遥
拝
が
国
民
に
対
し
て
義
務
化
さ
れ
た
と
し
て
、
い
わ
ば
「
国
民

儀
礼
体
制
」
の
成
立
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
「
精
動
運
動
・
翼
賛
体
制
期
に
至
っ

て
、
そ
れ
ま
で
の
国
民
統
合
と
は
異
な
る
宮
城
遥
拝
と
い
う
形
で
の
、
天
皇
信
仰
の

徹
底
的
強
制
が
、
開
始
さ
れ
た
」
の
で
あ
り
、
「
天
皇
を
神
仏
よ
り
上
位
に
お
き
か

え
る
こ
の
方
向
は
、
日
本
の
同
盟
国
‖
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
指
導
者
崇
拝
を
連
想
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
捌
）

せ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

　
本
稿
で
は

扱
え
な
か
っ
た
時
代
の
展
開
も
含
め
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
大
い
に
参
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考

に
な
る
。
ま
た
そ
の
捉
え
方
は
近
代
史
で
半
ば
定
説
化
さ
れ
て
い
る
流
れ
な
の
だ

ろ
う
が
、
た
だ
人
々
の
暮
ら
し
や
日
常
を
重
視
す
る
民
俗
学
的
の
観
点
か
ら
す
れ

ば
、
民
力
酒
養
運
動
の
そ
の
評
価
は
や
や
低
す
ぎ
て
い
る
。
須
崎
は
「
国
民
の
全
的

組
織
化
の
思
考
が
弱
く
」
、
「
か
な
ら
ず
し
も
こ
の
運
動
が
、
国
民
に
浸
透
し
な
か
っ

た
」
と
評
し
て
、
「
『
勤
倹
』
を
主
目
標
の
一
つ
に
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
兵

庫
県
統
計
書
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
運
動
に
よ
る
貯
蓄
組
合
数
の
い
ち
じ
る
し
い
増
加

の
形
跡

は
認
め
ら
れ
ず
」
、
「
こ
の
運
動
に
お
け
る
強
制
性
・
画
一
性
・
組
織
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
棚
）

欠
如
は
否
め
な
い
」
と
も
論
じ
て
い
る
。
確
か
に
五
大
要
綱
の
う
ち
の
第
五
要
綱
を

「勤
倹
」
に
要
点
が
あ
る
と
み
て
、
こ
れ
を
主
眼
に
捉
え
れ
ば
、
そ
う
い
う
評
価
が

導
き
出
さ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
が
、
本
稿
で
も
採
用
し
て
き
た
よ
う
に
、
第
五
要

綱
の
要
点
を
「
生
活
」
と
見
倣
し
、
か
つ
他
の
要
綱
と
の
関
連
（
特
に
第
一
要
綱
）

か

ら
捉
え
れ
ば
、
ま
た
別
な
様
相
が
見
え
て
く
る
。

　
民
力
酒
養
運
動
の
位
置
づ
け
を
、
人
々
の
「
日
常
」
に
与
え
た
影
響
と
い
う
観
点

か

ら
、
あ
え
て
民
俗
学
的
に
整
理
す
れ
ば
、
そ
れ
は
近
代
日
本
の
文
化
政
策
（
地
方

政
策
・
民
衆
統
治
策
）
の
一
連
の
流
れ
の
中
で
把
捉
さ
れ
る
。
歴
史
学
で
は
日
露
戦

後
の
地
方
改
良
運
動
の
一
九
一
〇
年
代
以
降
を
、
一
九
二
〇
年
代
の
国
民
精
神
作
興

運
動
、
一
九
三
〇
年
代
の
農
山
漁
村
経
済
更
生
運
動
、
一
九
四
〇
年
代
の
国
民
精
神

総
動
員
運
動
と
い
う
流
れ
で
、
経
済
史
を
基
軸
に
理
解
す
る
の
が
一
般
的
な
よ
う
で

あ
る
が
、
筆
者
は
文
化
政
策
と
民
衆
生
活
の
「
日
常
」
に
深
く
影
響
与
え
た
、
儀
礼

化
の
過
程

（「
国
家
の
宗
祀
」
と
し
た
神
社
非
宗
教
説
を
前
提
）
と
し
て
捉
え
る
と
、

そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　
①
日
露
戦
後
の
地
方
改
良
運
動
（
一
九
一
〇
年
代
）
は
、
神
社
合
祀
や
町
村
財
産

整
理

に
よ
る
自
然
村
の
解
体
と
、
社
格
化
に
よ
る
伊
勢
と
靖
国
を
頂
点
と
す
る
儀
礼

的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
形
成
で
、
従
来
の
人
々
の
共
同
体
意
識
が
変
質
し
は
じ
め
る
。

　
②
第
一
次
大
戦
後
の
民
力
酒
養
運
動
（
一
九
二
〇
年
代
）
は
、
神
社
中
心
主
義
に

よ
る
儀
礼
の
再
編
で
、
神
社
合
祀
後
の
神
社
に
、
集
団
参
拝
な
ど
の
形
式
で
、
参
拝

す
る
機
会
が
増
大
し
、
ま
た
神
棚
や
門
松
、
初
詣
、
七
五
三
、
神
前
結
婚
式
、
黒
の

喪
服
な
ど
、
今
日
に
も
継
続
す
る
「
国
民
儀
礼
」
が
創
出
さ
れ
、
そ
う
し
た
国
民
儀

礼
の
履
行
の
繰
り
返
し
を
通
し
、
か
つ
「
世
界
の
一
等
国
」
と
い
う
自
覚
の
下
、
「
国

民
意

識
」
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
常
設
化
さ
れ
た
神
棚
に
伊
勢
大
麻
が
奉
安
さ

れ
、
そ
の
下
に
、
屋
内
の
神
々
に
対
す
る
民
間
の
素
朴
な
信
仰
は
徹
底
的
に
抑
圧
さ

れ
る
。

　
③
昭
和
初
期
の
郷
土
教
育
運
動
（
一
九
三
〇
年
代
）
は
、
文
部
省
系
の
運
動
で
は

あ
っ
た
が
、
郷
土
を
科
学
的
に
見
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
昭
和
恐
慌
に
よ
っ
て
、
科

学
性
に
お
い
て
挫
折
し
、
農
村
共
同
体
や
そ
の
精
神
の
美
化
な
ど
、
運
動
は
全
体
主

義
化
し
て
い
く
と
と
も
に
、
農
本
主
義
化
す
る
。
郷
土
教
育
は
郷
土
愛
教
育
に
転
換

し
、
郷
土
の
「
伝
統
」
な
ど
が
見
出
さ
れ
て
い
く
。

　
④
大
政
翼
賛
会
の
地
方
文
化
運
動
（
一
九
四
〇
年
代
）
は
、
「
正
し
き
日
本
文
化

は
地
方
文
化
に
存
す
」
と
い
う
理
念
が
示
さ
れ
、
文
化
論
と
し
て
は
都
市
に
文
化
の

源
泉
を
見
る
従
来
と
は
正
反
対
の
認
識
が
広
ま
る
。
農
本
主
義
的
思
想
が
風
靡
し
、

か

つ
東
北
文
化
な
ど
と
い
っ
た
広
域
的
な
、
地
方
文
化
の
「
伝
統
」
が
発
掘
・
創

造

さ
れ
る
と
と
も
に
、
神
祇
院
体
制
の
確
立
で
、
儀
礼
国
家
化
し
た
状
況
の
中
で
、

壮
大
で
厳
粛
化

し
た
ア
ニ
バ
ー
サ
リ
ー
的
な
国
家
儀
礼
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
化
は
い
っ
そ
う
進
展
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
民
衆
も
、
大
東
亜
諸
民
族

の

指
導
民
族
と
い
っ
た
幻
想
的
な
「
国
家
意
識
」
を
共
有
し
、
八
紘
一
宇
や
神
風
な

ど
の
神
話
的
幻
想
も
自
ら
信
じ
込
ん
で
い
く
。
氏
神
や
祖
先
に
対
す
る
信
仰
・
信
心

は
、
天
皇
崇
拝
の
下
に
、
完
膚
な
き
ま
で
換
骨
奪
胎
さ
れ
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
文
化
論
や
文
化
政
策
の
流
れ
に
お
い
て
は
、
発
展
的
に
展
開
し
て

い

る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
な
か
で
民
力
酒
養
運
動
の
一
連
の
施
策
を
、
停
滞
や
挫

折

し
た
と
い
っ
た
よ
う
な
評
価
は
与
え
ず
、
政
策
的
に
も
思
想
的
に
も
、
そ
の
後
に

発
展
し
て
い
く
絶
大
な
歴
史
的
意
義
を
有
し
て
い
た
と
理
解
し
た
い
。
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お
わ
り
に
ー
儀
礼
の
厳
粛
化
／
素
朴
化
と
秩
序
強
化

　

最
後
に
、
筆
者
へ
の
課
題
で
あ
っ
た
近
代
日
本
の
産
育
習
俗
（
儀
礼
）
の
変
遷
に

限
定
し
て
、
本
稿
を
ま
と
め
て
お
く
な
ら
ば
、
以
下
の
三
点
に
整
理
さ
れ
よ
う
。

　
①
民
力
酒
養
運
動
を
契
機
に
、
多
様
性
に
富
ん
で
い
た
各
地
の
産
育
習
俗
は
、
地

方
的
偏
差
を
な
ら
し
画
一
化
さ
れ
て
い
く
が
、
「
国
民
儀
礼
」
と
な
る
こ
と
で
、
家

格
や
階

層
に
よ
っ
て
差
異
の
み
ら
れ
た
儀
礼
の
実
施
度
に
平
準
化
を
も
た
ら
し
、
か

つ
出
生
順
に
よ
っ
て
初
生
児
の
み
に
行
わ
れ
た
儀
礼
な
ど
も
平
等
化
し
て
い
っ
た
。

以
前
は
ど
こ
で
も
誰
で
も
初
宮
参
り
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
宮
参
り
、

七

五
三

を
は
じ
め
、
子
ど
も
中
心
主
義
的
に
産
育
儀
礼
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
②
ま
た
民
力
酒
養
運
動
を
契
機
と
し
て
、
従
前
の
人
的
な
宴
会
と
贈
答
が
中
心
で

あ
っ
た
産
育
習
俗
は
、
抑
圧
さ
れ
、
神
社
で
挙
行
さ
れ
る
半
ば
公
的
・
公
共
的
な
儀

礼

に
移
行
す
る
と
と
も
に
、
可
視
化
さ
れ
た
儀
礼
へ
と
変
化
し
、
外
部
の
操
作
も
可

能
と
な
っ
た
。
信
心
の
対
象
も
、
曖
昧
模
糊
と
し
た
産
神
的
存
在
（
俗
信
的
神
）
か

ら
、
奉
告
祭
形
式
を
採
る
こ
と
で
、
氏
神
あ
る
い
は
天
照
大
神
へ
と
転
位
さ
せ
る
と

と
も
に
、
国
民
へ
の
移
行
・
統
合
儀
礼
と
し
て
の
性
格
も
帯
び
て
い
く
。
ま
た
儀
礼

の

平
等
化
・
平
準
化
は
、
小
国
民
を
形
成
す
る
機
能
も
有
し
た
ろ
う
。

　
③
子
ど
も
本
位
の
儀
礼
へ
の
転
換
は
、
儀
礼
の
可
視
化
と
も
相
侯
っ
て
、
初
節
句

と
い
う
人
の
一
生
と
い
う
時
間
を
区
切
る
儀
礼
か
ら
、
端
午
の
節
供
や
桃
の
節
供
と

い
っ

た
年
中
行
事
的
な
毎
年
の
ア
ニ
バ
ー
サ
リ
ー
的
儀
礼
へ
と
外
見
的
装
い
を
整
え

る
。
従
前
の
髪
置
な
ど
も
人
の
一
生
を
区
切
る
儀
礼
で
あ
っ
た
か
ら
、
不
定
期
的
に

催

さ
れ
た
が
、
十
一
月
十
五
日
を
中
心
と
し
た
定
時
的
な
七
五
三
へ
と
、
年
中
行
事

へ
の
組
み
入
れ
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

　
以
上
の

産
育
儀
礼
に
関
す
る
ま
と
め
の
ほ
か
に
、
民
力
酒
養
運
動
に
関
し
て
本
稿

で
触
れ

ら
れ
な
か
っ
た
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
既
に
先
駆
的
な

先
行
研
究
で
、
赤
澤
が
い
く
つ
も
鋭
い
論
点
を
提
示
し
て
い
る
。
第
一
次
世
界
大
戦

後
の
神
社
政
策
の
特
徴
は
、
「
国
家
の
細
胞
と
し
て
の
地
方
自
治
体
を
育
成
す
る
た

め

に
、
地
方
行
政
や
こ
れ
と
関
わ
る
町
村
民
の
政
治
・
経
済
・
軍
事
・
教
育
活
動
を

神
社
の
祭
典
や
儀
式
に
結
合
さ
せ
、
国
家
の
た
め
の
町
村
民
の
団
結
を
つ
く
り
出
そ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
た
上
で
、
神
社
参
拝
の
当
然
視
や
参
拝
の
強
制
が

許
容

さ
れ
る
に
は
、
二
つ
の
要
件
が
必
要
だ
と
し
、
一
つ
が
「
神
社
か
ら
の
宗
教
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

の

排
除
」
で
あ
り
、
二
つ
目
は
「
底
辺
の
民
社
へ
の
国
家
性
の
付
与
」
だ
と
す
る
。

　
本
稿
で

も
問
題
に
し
た
か
っ
た
の
は
、
前
者
の
「
宗
教
性
の
排
除
」
に
関
し
て
で

あ
り
、
国
民
儀
礼
の
場
と
し
て
成
り
立
さ
せ
る
に
は
、
確
か
に
論
理
的
に
は
そ
れ
は

排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
宗
教
性
と
は
何
か
、
そ
の
定
義
に
よ
っ
て
も

異

な
っ
て
く
る
が
、
例
え
ば
天
皇
崇
拝
は
宗
教
か
否
か
な
ど
も
、
そ
の
問
題
に
含
ま

れ

る
と
は
い
え
、
筆
者
が
考
え
た
か
っ
た
の
は
、
別
な
点
に
あ
る
。
公
的
な
儀
礼
の

場

と
な
っ
た
神
社
で
催
さ
れ
る
各
種
儀
礼
は
、
物
見
遊
山
で
あ
っ
た
初
詣
が
宮
中
儀

礼
の

四
方
拝
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
次
第
に
厳
粛
化
し
て
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
視
覚

化

は
概
し
て
壮
厳
化
の
方
向
ヘ
ベ
ク
ト
ル
を
向
け
て
い
っ
た
の
に
対
し
、
一
方
で
神

社

は
こ
の
頃
か
ら
、
他
の
宗
教
施
設
の
よ
う
な
、
例
え
ば
幼
稚
園
や
慈
善
施
設
を
経

営
す
る
と
い
っ
た
社
会
事
業
は
排
除
さ
れ
、
境
内
施
設
は
専
ら
会
所
や
能
舞
台
な
ど

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
限
定
さ
れ
て
素
朴
な
伝
統
的
な
装
い
を
施
し
つ
つ
、
か
つ
日
本
の
「
伝
統
」
と
深

く
結
び
つ
い
て
い
く
。
流
鏑
馬
行
事
を
新
設
し
た
り
、
奉
納
相
撲
や
礼
儀
作
法
の
教

授
所

な
ど
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
な

ぜ
神
社
は
「
伝
統
」
と
結
び
つ
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
結
び
つ
か
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
か
、
本
来
な
ら
、
本
稿
の
議
論
に
組
み
込
む
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

　
既

に
赤
澤
も
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
そ
こ
に
は
安
岡
正
篤
の
神
道
観
が
深
く
介
在

し
て
い
る
。
日
本
精
神
論
を
展
開
し
た
安
岡
は
、
日
本
精
神
の
特
徴
を
備
え
た
神
社

は
、
あ
ら
ゆ
る
近
代
的
な
技
術
や
文
化
、
理
智
や
懐
疑
と
は
無
縁
の
「
素
朴
さ
」
を

保
つ
こ
と
を
主
張
し
た
。
神
職
は
講
演
も
社
会
事
業
に
奔
走
し
な
く
て
も
よ
い
と
す

る
、
そ
の
議
論
は
神
社
界
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
た
だ
け
で
な
く
、
ア
ル
カ
イ
ッ
ク

な
装
置
化
は
、
い
わ
ゆ
る
新
官
僚
も
動
か
し
た
。
安
岡
の
著
作
を
読
み
漁
っ
て
も
、
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正

直
な
と
こ
ろ
、
そ
の
論
理
を
は
じ
め
、
新
官
僚
ま
で
を
も
巻
き
込
め
た
の
は
な
ぜ

な
の
か
な
ど
、
も
う
一
つ
理
解
で
き
な
い
。
陽
明
学
者
と
呼
ん
で
よ
い
の
か
も
含
め
、

未
だ

評
価
の
分
か
れ
る
安
岡
で
あ
る
が
、
大
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
で
彼
の
著
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

が
言
及
さ
れ
る
こ
と
な
ど
極
め
て
稀
で
あ
る
の
が
現
状
だ
ろ
う
。
同
じ
国
家
主
義
者

で

も
、
北
一
輝
や
大
川
周
明
に
関
し
て
は
山
ほ
ど
の
研
究
が
あ
る
の
に
、
近
代
史
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
狙
）

も
安
岡
は
ほ
と
ん
ど
対
象
化
さ
れ
て
な
い
。

　
し
か
し
、
今
も
政
財
界
や
民
間
に
も
根
強
い
支
持
の
あ
る
の
は
、
北
で
も
大
川
で

も
な
く
、
安
岡
な
の
で
あ
り
、
ま
た
当
時
も
神
社
の
進
む
方
向
性
に
甚
大
な
影
響
を

与
え
た
の
は
、
柳
田
や
折
口
で
は
な
く
、
安
岡
で
あ
る
。
ゲ
オ
ル
ゲ
・
L
・
モ
ッ
セ

が

「
フ

ァ

シ
ズ
ム
大
衆
運
動
は
実
際
の
と
こ
ろ
は
操
作
の
運
動
で
は
な
く
、
合
意
の

　
（
氾
）

運

動
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
よ
う
に
、
大
衆
を
一
部
の
政
治
家
や
軍
部
の
プ
ロ
パ
ガ

ン

ダ
の
被
害
者
と
し
て
描
く
こ
と
は
、
同
じ
過
ち
を
招
く
だ
け
で
あ
る
。
民
衆
が
民

力
酒
養
運
動
を
は
じ
め
、
の
ち
の
政
治
に
、
な
ぜ
巻
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
か
、
ど

の

よ
う
に
参
加
し
加
担
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
れ
ら
や
安
岡
の
世
界
を
解
明
し
て
い

け
る
の
は
、
あ
る
い
は
本
稿
で
見
た
よ
う
な
断
片
的
デ
ー
タ
も
シ
ン
ボ
ル
論
的
に
扱

う
こ
と
に
長
け
た
、
民
俗
学
し
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
歴
史
学
と
民
俗
学
と

の
真
の
協
業
が
求
め
ら
れ
る
。

註（
1
）
　
大
辞
典
で
あ
る
河
出
書
房
新
社
『
日
本
歴
史
大
辞
典
』
（
一
九
七
九
年
）
や
平
凡
社
『
日
本

　

史
大
事
典
』
（
一
九
九
四
年
）
、
ま
た
山
川
出
版
社
『
日
本
史
広
辞
典
』
（
一
九
九
七
年
）
に
も
、

　
　
そ
の
項
目
は
な
い
。
管
見
の
限
り
、
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
『
角
川
新
版
日
本
史
辞
典
』

　
　
（
一
九
九
六
年
）
と
『
岩
波
日
本
史
辞
典
』
（
一
九
九
九
年
）
の
二
つ
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
し
そ

　
　
の
記
述
は
あ
ま
り
に
簡
易
で
あ
る
。

（
2
）
　
岩
手
県
内
務
部
編
『
民
力
酒
養
に
関
す
る
施
設
及
成
績
概
要
』
（
大
正
＝
年
二
月
）
（
国
立

　
　
国
会
図
書
館
蔵
）
、
二
七
頁

（
3
）
　
鹿
児
島
県
『
民
力
酒
養
』
大
正
九
年
二
月
（
鹿
児
島
県
立
図
書
館
蔵
）
、
＝
三
二
頁

（
4
）
　
長
野
県
内
務
部
地
方
課
『
長
野
県
民
力
酒
養
資
料
其
一
』
大
正
九
年
五
月
（
国
立
国
会
図
書

　
　
館
蔵
）

（
5
）
　
柳
田
國
男
「
先
祖
の
話
」
『
柳
田
國
男
全
集
』
＝
二
巻
（
文
庫
版
）
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
〇

　

年
、
四
八
ー
九
頁

（
6
）
　
拙
稿
「
戦
後
民
俗
学
の
認
識
論
的
変
質
と
基
層
文
化
論
ー
柳
田
葬
制
論
の
解
釈
を
事
例
に
し

　
　
て
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
三
二
号
、
二
〇
〇
六
年

（
7
）
　
柳
田
國
男
「
神
道
私
見
」
『
柳
田
國
男
全
集
』
　
＝
二
巻
（
文
庫
版
）
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
〇

　

年
、
五
八
七
頁

（
8
）
　
前
掲
（
7
）
、
五
九
七
頁
。
柳
田
は
宗
教
局
の
神
道
を
「
誤
解
の
余
地
も
な
い
ほ
ど
近
世
の

　
　
も
の
」
（
同
五
九
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
近
世
」
は
今
日
の
歴
史
学
の
時

　
　
代
区
分
で
い
え
ば
、
近
代
に
相
当
す
る
。

（
9
）
　
前
掲
（
7
）
、
五
九
九
頁

（
1
0
）
　
前
掲
（
7
）
、
五
九
九
頁

（
H
）
　
中
山
太
郎
「
神
道
毒
語
」
『
皇
国
』
二
九
〇
号
、
一
九
二
一
二
年
、
六
八
ー
九
頁

（
1
2
）
　
中
山
太
郎
「
神
道
毒
語
（
承
前
）
」
『
皇
国
』
二
九
二
号
、
一
九
二
三
年
、
五
〇
ー
五
頁

（
1
3
）
　
折
口
信
夫
「
現
行
諸
神
道
の
史
的
価
値
」
『
皇
国
』
二
七
九
号
、
一
九
二
二
年
、
一
＝
ー
四

　
　
頁

（
1
4
）
　
菊
池
謙
二
郎
「
国
民
道
徳
と
個
人
道
徳
」
（
一
九
二
一
年
の
講
演
）
茨
城
県
議
会
史
編
さ
ん

　
　
委
員
会
編
『
茨
城
県
議
会
史
』
三
巻
、
茨
城
県
議
会
、
一
九
六
四
年
所
収
、
五
一
七
ー
一
八
頁

（
1
5
）
　
池
田
元
「
大
正
期
の
民
力
酒
養
運
動
と
自
由
教
育
論
争
ー
共
同
体
経
営
と
自
己
革
新
の
位

　
　
相
」
筑
波
大
学
歴
史
・
人
類
学
系
『
歴
史
人
類
』
一
九
号
、
一
九
九
一
年
、
三
〇
1
二
頁

（
1
6
）
前
掲
（
7
）
、
六
〇
二
頁

（
1
7
）
　
柳
田
國
男
「
河
野
省
三
氏
に
答
ふ
」
（
『
國
學
院
雑
誌
』
二
四
巻
七
号
、
大
正
七
年
）
、
『
柳
田

　
　
國
男
全
集
』
二
五
巻
、
二
〇
〇
〇
年
、
筑
摩
書
房
、
二
九
一
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
河
野
省
三

　
　
は
「
昔
は
神
様
に
は
生
米
生
魚
の
如
き
調
理
せ
ぬ
物
は
供
へ
な
か
つ
た
と
云
う
が
和
稲
荒
稲
等

　
　
の
穎
は
ど
う
だ
」
と
反
論
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
柳
田
は
「
所
謂
朝
御
食
夕
御
食
の
御
饒
の
こ

　
　
と
」
で
あ
り
、
「
捧
げ
物
と
し
て
は
、
単
に
穀
物
の
み
な
ら
ず
、
田
も
献
ず
れ
ば
奴
脾
も
鍬
（
秋

　
　
金
）
も
献
じ
て
居
た
」
（
同
二
九
一
頁
）
と
、
概
念
的
区
別
も
で
き
て
い
な
い
こ
と
と
再
批
判

　
　
す
る
。
「
況
や
神
祇
官
時
代
か
ら
ま
だ
五
十
年
も
経
た
ぬ
の
に
、
神
官
た
る
河
野
氏
の
口
か
ら
、

　
　
『
古
い
・
・
太
古
に
は
生
の
ま
・
の
物
が
神
に
上
げ
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
』
な
ど
・
云

　
　
ふ
自
得
ら
し
い
言
を
聞
く
の
で
あ
る
」
（
同
二
九
一
頁
）
と
い
っ
た
、
批
評
も
し
て
い
る
。

（
1
8
）
　
近
代
神
道
の
儒
教
化
の
問
題
は
、
最
近
は
小
島
毅
が
『
近
代
日
本
の
陽
明
学
』
講
談
社
、

　
　
二
〇
〇
六
年
や
『
靖
国
史
観
ー
幕
末
維
新
と
い
う
深
淵
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
七
年
な
ど
で
、

　
　
力
的
に
論
じ
て
い
る
。

（
1
9
）
　
柳
田
國
男
「
人
を
神
に
祀
る
風
習
」
『
柳
田
國
男
全
集
』
一
三
巻
（
文
庫
版
）
、
筑
摩
書
房
、

　
　
一
九
九
〇
年
、
六
四
六
頁

（
2
0
）
　
柳
田
國
男
『
明
治
大
正
史
世
相
篇
』
講
談
社
、
一
九
九
三
年
、
四
〇
ー
四
四
頁

（
2
1
）
柳
田
國
男
「
民
間
伝
承
論
」
『
柳
田
國
男
全
集
』
二
八
巻
（
文
庫
版
）
、
筑
摩
書
房
、
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一
九
九
〇
年
、
二
五
六
頁

（
2
2
）
　
近
年
、
審
美
的
な
価
値
を
ア
プ
リ
オ
リ
な
前
提
と
し
た
論
文
が
、
『
日
本
民
俗
学
』
誌
上
に

　
　

も
頻
繁
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
長
澤
壮
平
「
資
源
と
し
て
の
民
俗
文
化
の
動
態
－

　
　

岩
手
県
岳
神
楽
を
例
に
」
『
日
本
民
俗
学
』
二
五
〇
号
、
二
〇
〇
七
年
や
、
渡
部
鮎
美
「
田

　
　

の

美
し
さ
ー
富
士
河
口
湖
町
の
「
空
中
田
植
」
を
事
例
に
」
『
日
本
民
俗
学
』
二
四
二
号
、

　
　

二
〇

〇

五

年
な
ど
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
、
民
俗
学
と
し
て
こ
う
し
た
捉
え
方
は
、
如
何
な
も

　
　
の

か
、
そ
の
是
非
が
問
わ
れ
て
く
る
。
民
俗
文
化
を
そ
う
い
う
良
き
事
と
し
て
、
政
治
資
源
化

　
　

し
て
、
大
衆
を
動
員
し
て
い
っ
た
ナ
チ
に
深
く
関
与
し
た
戦
前
の
民
俗
学
の
反
省
か
ら
、
ド
イ

　
　

ツ
の
現
代
民
俗
学
で
は
、
「
良
き
事
」
　
「
美
し
さ
」
へ
の
懐
疑
が
ま
ず
表
明
さ
れ
、
人
々
を
操

　
　

り
支
配
し
、
搾
取
し
て
い
る
力
や
構
造
や
手
段
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
民
俗
学
の
社
会
的

　
　
責
任
と
さ
れ
て
い
る
。
長
澤
の
論
じ
て
い
る
の
は
先
験
的
に
「
良
き
事
」
で
は
な
く
、
「
良
き

　
　
事
と
さ
れ
た
こ
と
」
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
「
良
き
事
」
の
質
も
問
わ
れ
る
べ
き
で
、
信

　
　
仰
心
と
し
て
良
き
事
な
の
か
、
あ
る
い
は
地
域
の
統
合
の
た
め
に
良
い
の
か
、
国
の
宝
を
守
っ

　
　
て

い

る
か
ら
良
き
事
な
の
か
、
そ
の
質
的
変
化
を
追
う
の
が
、
民
俗
学
の
行
う
べ
き
使
命
で
あ

　
　

る
と
考
え
る
。
な
ぜ
人
々
が
そ
れ
を
良
き
事
や
美
し
い
と
捉
え
る
に
至
っ
た
の
か
、
と
い
う
学

　
　
問
と
し
て
の
立
証
責
任
な
し
で
は
、
極
め
て
危
険
な
議
論
で
あ
ろ
う
。
ま
た
住
民
の
意
識
を
あ

　
　
ま
り
に
も
一
枚
岩
的
に
捉
え
て
い
る
点
で
、
一
面
的
で
あ
り
、
儀
礼
や
文
化
財
は
人
び
と
を
半

　
　
ば

強
制
的
に
巻
き
込
ん
で
い
く
、
極
め
て
政
治
性
の
高
い
大
衆
動
員
を
図
る
道
具
で
あ
り
、
そ

　
　
れ

を
自
動
書
記
的
に
、
学
術
的
お
墨
付
き
を
与
え
る
役
割
を
果
た
し
て
き
て
し
ま
っ
た
学
問
的

　
　
方
法
が
、
学
史
の
反
省
に
基
づ
き
、
今
、
問
わ
れ
て
い
よ
う
。

（
2
3
）
　
引
用
は
、
最
近
年
の
あ
る
同
世
代
の
民
俗
学
者
の
文
章
か
ら
で
あ
る
が
、
特
定
個
人
の
問
題

　
　
で
は

な
く
、
現
在
の
多
く
の
民
俗
学
者
が
行
う
一
般
的
叙
述
の
特
徴
な
の
で
、
そ
の
出
典
は
明

　
　
示
し
な
い
。

（
2
4
）
　
柳
田
國
男
「
こ
れ
か
ら
の
正
月
」
『
新
た
な
る
太
陽
』
修
道
社
、
一
九
五
六
年
、
『
定
本
柳
田

　
　
國
男
集
』
一
三
巻
、
二
二
三
頁

（
2
5
）
　
対
談
「
問
答
有
用
」
『
柳
田
国
男
文
化
論
集
』
新
泉
社
、
一
九
八
三
年
、
八
三
頁

（
2
6
）
　
柳
田
國
男
「
新
年
懐
古
」
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
四
〇
年
］
月
、
前
掲
（
2
4
）
、
二
一
九
頁

（
2
7
）
　
前
掲
（
2
4
）
、
二
一
九
頁
。
柳
田
の
議
論
は
、
文
化
要
素
を
分
解
し
、
ど
の
よ
う
に
新
た
な

　
　
要
素
が
加
わ
っ
て
い
く
か
と
い
う
文
化
的
価
値
の
「
客
観
的
表
出
」
と
、
ま
た
モ
ノ
と
か
慣
習

　
　
と
い
っ
た
客
観
的
な
対
象
に
対
し
、
人
々
が
ど
の
よ
う
に
考
え
出
し
た
か
と
い
う
文
化
的
価
値

　
　
の
「
主
観
的
表
出
」
と
し
て
の
、
「
意
味
づ
け
」
の
問
題
が
区
別
さ
れ
、
か
つ
両
者
の
関
係
性

　
　
が
論
議
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
ア
エ
ノ
コ
ト
に
し
て
も
、
そ
の
も
て
な
し
の
儀
式
を
、
古
態
と

　
　
捉
え
て
は
お
ら
ず
、
「
田
の
神
を
御
連
れ
申
」
す
と
い
っ
た
、
「
さ
う
い
ふ
風
に
考
へ
始
め
た
原

　
　
因
は
別
に
あ
る
」
（
「
日
本
の
祭
」
『
定
本
柳
田
國
男
集
』
一
〇
巻
、
二
六
五
頁
）
と
述
べ
る
よ

　
　
う
に
、
そ
う
考
え
出
し
た
と
い
う
「
意
味
づ
け
」
に
議
論
の
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

（
2
8
）
　
こ
れ
も
（
2
3
）
と
同
様
の
理
由
で
、
出
典
の
明
示
を
避
け
る
。

（
2
9
）
　
こ
れ
も
（
2
3
）
と
同
様
の
理
由
で
、
出
典
の
明
示
を
避
け
る
が
、
（
2
3
）
と
同
じ
文
章
に
あ
る

　
　
表
現
で
あ
る
。

（
3
0
）
　
坪
井
洋
文
「
住
居
の
原
感
覚
」
『
日
本
民
俗
文
化
大
系
』
一
〇
巻
、
一
九
八
五
年
、
二
一
二

　
　
頁

（3
1
）
　
國
①
品
。
O
o
日
告
◎
0
2
合
0
5
古
一
宮
〈
o
声
゜
・
巨
註
ρ
老
良
日
①
目
〉
一
Φ
零
㊤
」
ω
9

（
3
2
）
　
ヘ
ル
マ
ン
・
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
「
民
俗
文
化
の
連
続
性
を
め
ぐ
る
代
数
学
」
『
愛
知
大
学
一
般

　
　
教
育
論
集
』
三
号
（
河
野
眞
訳
）
、
一
九
九
〇
年
、
一
〇
二
、
一
〇
四
頁

（
3
3
）
　
以
前
は
民
俗
誌
的
事
実
を
素
直
に
分
析
し
、
大
間
知
の
「
二
段
階
の
成
年
式
」
や
、
柳
田
の

　
　
「
徐
々
に
大
人
に
な
る
」
と
い
う
段
階
的
成
長
観
か
ら
、
多
様
な
分
析
が
な
さ
れ
た
の
に
対
し
、

　
　

そ
れ
が
次
第
に
男
の
一
五
歳
・
女
の
＝
二
歳
1
1
若
者
組
の
加
入
年
齢
1
1
結
婚
可
能
年
齢
へ
の
到

　
　
達
1
1
成
人
式
1
1
大
人
1
1
一
人
前
と
い
う
辞
典
的
整
理
へ
、
解
釈
が
変
化
し
て
い
く
。
拙
稿
「
子

　
　
ど
も
論
の
現
在
」
『
社
会
民
俗
研
究
』
一
号
、
一
九
八
八
年
。

（
3
4
）
　
管
見
で
は
唯
一
「
人
生
儀
礼
」
を
説
明
し
て
い
る
も
の
は
、
辞
典
の
項
目
の
、
新
谷
尚
紀

　
　

「
人
生
儀
礼
」
福
田
ア
ジ
オ
ほ
か
編
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
上
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九

　
　
年
、
八
八
七
頁
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。

（
3
5
）
柳
田
國
男
「
誕
生
と
成
年
式
」
岩
波
講
座
『
倫
理
学
』
七
巻
、
一
九
四
一
年
。
後
に
「
社
会

　
　
と
子
ど
も
」
と
改
題
さ
れ
『
家
閑
談
』
（
一
九
四
六
年
）
に
集
録
、
『
定
本
柳
田
國
男
集
』
で

　
　
は
、
一
五
巻
所
収
。
な
お
柳
田
國
男
・
橋
浦
泰
雄
編
『
産
育
習
俗
語
彙
』
恩
賜
財
団
愛
育
会
、

　
　
一
九
三
五
年
に
、
そ
の
議
論
で
使
わ
れ
た
資
料
が
収
録
さ
れ
る
。

（
3
6
）
　
大
藤
ゆ
き
『
児
や
ら
ひ
』
三
国
書
房
、
一
九
四
四
年
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
柳
田
の
議
論
に
比

　
　
べ
て
、
そ
れ
を
祖
述
す
る
だ
け
で
な
く
、
デ
ー
タ
の
扱
い
が
ア
マ
ル
ガ
ム
的
傾
向
が
強
い
。

（
3
7
）
　
香
西
豊
子
「
福
子
の
誕
生
ー
資
料
操
作
と
民
俗
」
『
日
本
民
俗
学
』
二
二
〇
号
、
一
九
九
九

　
　
年

（
3
8
）
鈴
木
由
利
子
「
選
択
さ
れ
る
命
」
『
日
本
民
俗
学
』
二
二
四
号
、
二
〇
〇
〇
年

（
3
9
）
　
祖
父
江
孝
男
「
日
本
に
お
け
る
乳
児
期
諸
儀
礼
ー
地
域
的
差
異
そ
の
他
の
問
題
」
岡
正
雄
教

　
　
授
還
暦
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
民
族
学
ノ
ー
ト
』
平
凡
社
、
一
九
六
三
年
、
二
〇
七
頁

（
4
0
）
　
関
敬
吾
「
日
本
民
俗
の
社
会
的
性
格
」
日
本
民
俗
学
大
系
二
巻
、
平
凡
社
一
九
五
八
年
、

　
　
四
三
頁
、
同
「
民
俗
地
図
を
め
ぐ
っ
て
」
『
民
俗
学
評
論
』
一
三
号
、
一
九
七
五
年
、
も
参
照

　
　
の
こ
と
。

（
4
1
）
　
前
掲
（
2
1
）
、
三
七
〇
頁

（
4
2
）
　
柳
田
國
男
「
瑞
穂
国
に
つ
い
て
」
（
『
國
學
院
雑
誌
』
五
二
巻
一
号
、
一
九
五
一
年
）
『
定
本

　
　
柳
田
國
男
集
』
三
一
巻
、
一
五
三
頁

（
4
3
）
　
「
蝸
牛
考
」
は
方
言
周
圏
論
の
書
で
は
あ
る
が
、
新
語
の
発
生
や
命
名
、
文
化
の
受
容
な
ど
、

　
　
動
態
的
な
文
化
変
化
の
議
論
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

（
4
4
）
O
管
§
≦
8
σ
q
o
言
碧
ミ
室
合
③
ユ
o
。
ぎ
o
P
臣
o
ご
旦
o
ロ
＝
畠
o
芦
ぬ
穗
旭
8
巴
隅
ご
巨
o
口
巨
⑦
ユ
P
5

　
　
0
り
巳
汀
O
O
＃
。
・
o
ミ
≧
宮
o
o
宮
冨
ゴ
日
き
ロ
（
＝
ぬ
シ
ミ
災
ぎ
⇔
§
合
、
さ
ミ
紅
§
合
　
さ
句
ミ
§
§
“
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◎
§
、
～
§
S
さ
馬
書
ミ
§
§
烏
ミ
㎏
ミ
§
⇔
§
心
§
㎏
S
ミ
ミ
R
ざ
霧
ぎ
舞
ト
⊃
8
一
゜
『
o
D
°
巳
ω
゜

（
4
5
）
　
千
葉
徳
爾
か
ら
の
教
示
。
ま
た
『
千
葉
徳
爾
著
作
選
集
一
巻
民
俗
学
方
法
論
の
諸
問
題
』
東

　

京
堂
、
一
九
八
八
年
参
照
の
こ
と
。

（
4
6
）
　
柳
田
國
男
「
比
較
民
俗
学
の
問
題
」
『
定
本
柳
田
國
男
集
』
三
〇
巻
、
六
八
頁

（
4
7
）
前
掲
（
3
9
）
、
二
〇
九
頁

（
4
8
）
前
掲
（
3
9
）
、
一
二
〇
頁

（
4
9
）
　
原
ひ
ろ
子
・
我
妻
洋
『
し
つ
け
（
ふ
お
る
く
叢
書
一
）
』
弘
文
堂
、
一
九
七
四
年
、
三
六
頁
。

　
　
須
江
ひ
ろ
子
『
育
児
と
文
化
』
東
京
大
学
教
養
学
部
教
養
学
科
文
化
人
類
学
分
科
卒
業
論
文
、

　

　
一
九
五
七
年
、
附
録
W
ー
第
5
表

（
5
0
）
　
前
掲
（
4
9
）
、
三
六
ー
七
頁

（
5
1
）
　
太
田
素
子
『
子
宝
と
子
返
し
1
近
世
農
村
の
家
族
生
活
と
子
育
て
』
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
七

　
　
年
、
二
七
九
ー
三
五
三
頁

（
5
2
）
　
前
掲
（
5
1
）
、
三
一
〇
頁

（
5
3
）
　
例
え
ば
太
田
は
、
神
宮
司
庁
の
編
集
し
た
『
古
事
類
苑
』
（
一
九
〇
〇
年
）
〈
礼
式
部
〉
に
所

　
　
収

さ
れ
て
い
る
「
文
書
史
料
の
範
囲
で
、
子
ど
も
期
の
通
過
儀
礼
に
関
す
る
時
間
軸
を
仮
説
的

　
　
に

設
定
し
て
み
る
」
と
し
て
、
「
『
古
事
類
苑
』
が
描
き
だ
す
貴
族
の
儀
礼
慣
行
と
、
民
俗
学
が

　
　
紹
介
す
る
前
近
代
社
会
の
民
衆
的
な
世
界
の
慣
行
で
は
、
精
粗
の
差
に
解
消
で
き
な
い
質
的
な

　
　
差
が
存
在
す
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
生
育
儀
礼
に
関
す
る
武
家
慣
行
や
町
家
慣
行
を
、
一
連
の

　
　
儀
礼
が
複
雑
に
連
鎖
す
る
古
代
の
貴
族
モ
デ
ル
が
そ
れ
ぞ
れ
簡
略
化
さ
れ
、
さ
ら
に
は
農
村
慣

　
　
行
も
そ
の
簡
略
化
の
極
致
と
、
極
め
て
一
元
的
に
捉
え
て
し
ま
っ
て
い
る
（
二
八
ニ
ー
二
九
五

　
　
頁
）
。
貴
族
文
化
な
ど
中
央
都
市
を
外
来
文
化
の
受
容
装
置
と
捉
え
、
新
た
な
文
化
の
規
範
を

　
　
創
造
し
、
そ
れ
ら
モ
デ
ル
が
四
周
に
波
及
し
て
い
く
と
す
る
柳
田
の
中
心
地
理
論
か
ら
す
れ

　
　
ば
、
先
縦
文
化
と
外
来
の
中
央
文
化
の
葛
藤
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
、
こ
う
し
た
一
元
的
な
史
観

　
　
は
儀
礼
の
歴
史
分
析
と
し
て
は
全
く
受
入
れ
が
た
い
。
ま
た
例
え
ば
、
竹
内
利
美
が
ほ
ぼ
同
じ

　
　
史
料
を
用
い
、
近
世
に
は
七
五
三
と
い
う
呼
称
は
成
立
し
て
い
な
い
と
す
る
見
解
（
「
七
五
三

　
　
と
子
ど
も
組
」
『
講
座
日
本
の
民
俗
宗
教
』
一
巻
、
弘
文
堂
、
一
九
七
九
年
）
を
、
「
『
諸
国

　
　
風
俗

間
状
答
』
に
は
「
三
五
七
」
と
い
う
簡
略
な
呼
び
方
は
出
現
し
て
き
て
い
て
」
と
述
べ
、

　
　
七

五
三

の

＝
歩
手
前
」
だ
と
解
釈
す
る
が
（
三
五
一
頁
）
、
民
俗
学
的
に
見
れ
ば
、
順
序
の

　
　
逆

転
し
た
「
三
五
七
」
と
「
七
五
三
」
と
で
は
、
そ
の
意
味
合
い
が
全
く
異
な
る
。
太
田
は

　
　
七

五
三

の
普
及
プ
ロ
セ
ス
を
追
い
な
が
ら
、
髪
置
き
・
袴
着
・
帯
解
き
・
揮
祝
と
い
っ
た
個
別

　
　
の
儀
礼

を
、
連
続
す
る
一
連
の
儀
礼
と
し
て
「
七
五
三
」
と
同
義
に
捉
え
て
い
る
よ
う
で
、
本

　
　
稿
で
後
論
す
る
七
五
三
の
普
及
プ
ロ
セ
ス
と
は
、
全
く
視
点
を
異
に
す
る
。

（
5
4
）
　
前
掲
（
5
1
）
、
三
三
三
頁

（
5
5
）
　
須
江
ひ
ろ
子
『
日
本
に
お
け
る
育
児
様
式
の
研
究
－
長
野
県
開
田
村
の
育
児
様
式
に
就
い

　
　

て
』
東
京
大
学
大
学
院
人
類
学
専
門
課
程
修
士
論
文
、
一
九
五
九
年
、
六
三
頁
、
前
掲
（
4
9
）

　

　
一
九
七
四
年
、
三
五
ー
六
頁

（
5
6
）
　
エ
ド
マ
ン
ド
・
リ
ー
チ
『
文
化
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ー
構
造
人
類
学
入
門
』
紀
伊
国
屋

　
　
書
店
（
青
木
保
・
宮
坂
敬
造
訳
）
、
一
九
八
一
年
、
青
木
保
『
儀
礼
の
象
徴
性
』
岩
波
書
店
、

　
　
一
九
八
四
年

（
5
7
）
　
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
ゴ
フ
マ
ン
『
行
為
と
演
技
』
誠
信
書
房
（
石
黒
毅
訳
）
一
九
七
四
年
、
同
『
儀

　
　
礼
と
し
て
の
相
互
行
為
ー
対
面
行
動
の
社
会
学
』
法
政
大
学
出
版
局
（
広
瀬
英
彦
・
安
江
孝
司

　
　
訳
）
、
一
九
八
六
年

（
5
8
）
　
張
哲
秀
『
韓
国
の
冠
婚
喪
祭
（
韓
国
人
類
学
叢
書
五
）
』
チ
プ
ム
ン
ダ
ン
（
韓
国
語
）
、

　
　
一
九
九
五
年
な
ど
。

（
5
9
）
　
中
山
太
郎
編
「
校
註
諸
國
風
俗
間
状
答
』
東
洋
堂
、
一
九
四
二
年
、
一
八
七
頁

（
6
0
）
　
前
掲
（
1
5
）
、
一
〇
頁

（
6
1
）
　
「
当
選
せ
る
民
力
酒
養
活
動
写
真
筋
書
と
標
語
」
『
斯
民
』
　
一
七
編
四
号
、
一
九
二
二
年
、

　
　
四
七
ー
八
頁
。

（
6
2
）
　
川
田
稔
『
柳
田
国
男
1
そ
の
生
涯
と
思
想
』
吉
川
弘
文
館
、
］
九
九
七
年

（
6
3
）
　
中
鳥
邦
「
大
正
期
に
お
け
る
『
生
活
改
善
運
動
』
」
『
史
艸
』
一
五
号
、
一
九
七
五
年
、
同
「
大

　
　
正

期
の
生
活
論
」
和
歌
森
太
郎
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
明
治
国
家
の
展
開
と

　
　
民
衆
生
活
』
弘
文
堂
、
一
九
七
五
年

（
6
4
）
　
孝
本
貢
「
「
思
想
困
難
』
と
神
社
ー
大
正
期
を
中
心
と
し
て
」
下
出
積
與
博
士
還
暦
記
念
会

　
　
編

『
日
本
に
お
け
る
国
家
と
宗
教
』
大
蔵
出
版
、
一
九
七
八
年

（
6
5
）
赤
澤
史
朗
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
神
社
」
『
近
代
日
本
の
思
想
動
員
と
宗
教
統
制
』
校
倉

　
　
書
房
、
一
九
八
五
年

（
6
6
）
　
添
田
敬
一
郎
「
民
力
酒
養
第
一
年
」
『
斯
民
』
一
五
編
一
号
、
一
九
二
〇
年
、
］
○
ー
一
頁

（
6
7
）
　
「
神
社
中
心
主
義
」
と
は
学
術
用
語
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
文
書
で
も
多
用
さ
れ
た

　
　
用
語
で
あ
る
。
例
え
ば
長
野
県
小
縣
郡
役
所
『
小
縣
郡
に
於
け
る
民
力
酒
養
資
料
第
一
輯
』
大

　
　

正
一
〇
年
一
月
（
上
田
市
立
図
書
館
蔵
）
、
八
八
頁
。
淵
源
は
地
方
改
良
運
動
期
、
そ
の
中
心

　
　

人
物
で
あ
っ
た
井
上
友
一
ら
に
求
め
ら
れ
る
。

（6
8
）
　
⊥
削
掲
（
劔
）
、
　
一
二
一
‥
ハ
頁

（6
9
）
　
前
掲
（
6
5
）

（
7
0
）
　
伊
藤
隆
「
内
務
省
社
会
局
」
『
国
史
大
辞
典
』
一
〇
巻
、
一
九
八
八
年
、
吉
川
弘
文
館
、

　
　

五

二
五
頁
。

（
7
1
）
成
田
龍
一
『
日
本
近
現
代
史
④
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
⊥
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
七
年
で
は
、
「
教

　
　
化
運
動

と
国
民
統
合
」
の
下
、
「
そ
の
ひ
と
つ
、
内
務
省
の
民
力
酒
養
運
動
は
、
一
九
一
九
年

　
　
三

月
に
開
始
さ
れ
、
床
次
竹
二
郎
内
相
は
、
「
国
体
」
の
観
念
と
と
も
に
「
立
憲
の
思
想
」
を

　
　
強
調
し
、
「
健
全
な
る
国
家
観
念
」
と
あ
わ
せ
て
「
自
治
」
「
公
共
心
」
の
育
成
を
い
い
、
伝
統

　
　
性

と
近
代
性
を
混
在
さ
せ
て
い
る
。
だ
が
、
実
践
の
項
目
と
な
る
と
、
後
者
の
合
理
性
に
も
っ

　
　
ぱ

ら
力
点
が
お
か
れ
た
。
「
勤
労
の
趣
味
」
を
助
長
し
、
「
貯
蓄
の
奨
励
」
「
時
間
を
確
守
す
る

　
　

方
法
」
「
能
率
増
進
の
方
法
」
、
ま
た
「
衣
食
住
の
改
良
」
に
よ
る
「
簡
易
生
活
」
や
「
冠
婚
葬

3ユ6
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祭
送

迎
」
「
娯
楽
」
の
改
良
が
唱
え
ら
れ
る
（
『
内
務
省
史
』
第
一
巻
、
一
九
七
一
年
）
。
国
家

　
　

に
よ
り
私
生
活
領
域
の
合
理
的
改
善
が
図
ら
れ
、
近
代
的
な
生
活
を
営
む
「
国
民
」
の
育
成
が

　
　
促

さ
れ
る
」
と
し
、
「
文
部
省
に
よ
る
「
生
活
改
善
」
も
同
様
の
試
み
で
あ
る
」
と
し
て
、
以

　
　
下
そ
の
記
述
に
費
や
さ
れ
て
い
る
（
九
五
ー
六
頁
）
。

（
7
2
）
「
社
会
教
化
運
動
の
展
開
」
『
埼
玉
県
教
育
史
』
五
巻
、
一
九
七
二
年
、
五
六
五
－
六
一
〇
頁
、

　
　
う
ち
民
力
洒
養
運
動
に
つ
い
て
は
、
五
七
六
ー
九
一
頁

（
7
3
）
吉
本
富
男
「
民
力
酒
養
運
動
の
一
考
察
」
『
国
史
学
』
八
九
号
、
一
九
七
二
年
、
齋
藤
鋭
雄

　
　
「
大
正
期
・
原
内
閣
に
於
け
る
思
想
政
策
－
宮
城
県
の
民
力
酒
養
運
動
『
宮
城
史
学
』
三
号
、

　
　
一
九
七
四
年
で
も
、
「
他
の
項
と
の
バ
ラ
ン
ス
上
」
と
、
同
様
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
7
4
）
　
宮
坂
広
作
「
生
活
改
善
運
動
の
展
開
」
『
近
代
社
会
教
育
政
策
史
』
国
土
社
、
一
九
六
六
年

（
7
5
）
　
小
池
善
吉
「
第
一
次
大
戦
後
の
群
馬
県
民
力
酒
養
運
動
（
一
）
1
大
正
中
期
の
国
民
教
化
へ

　
　
の
対
応
と
し
て
」
『
群
馬
県
史
研
究
』
一
八
号
、
一
九
八
三
年

（
7
6
）
　
金
原
左
門
「
民
力
酒
養
運
動
」
『
神
奈
川
県
史
』
通
史
編
五
・
近
代
現
代
（
二
）
、
八
七
ー

　
　
一
〇
二
頁

（
7
7
）
金
原
左
門
「
民
力
酒
養
計
画
と
そ
の
実
施
状
況
ー
神
奈
川
県
を
中
心
に
」
同
「
大
正
期
の
政

　
　
党

と
国
民
』
塙
書
房
、
一
九
七
三
、
ま
た
金
原
に
は
「
『
立
憲
制
』
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
民
力

　
　
酒
養
計
画
」
同
『
地
域
を
な
ぜ
問
い
つ
づ
け
る
か
1
近
代
日
本
再
構
成
の
試
み
』
中
央
大
学
出

　
　
版
部
、
一
九
八
七
年
な
ど
が
あ
る
。

（
7
8
）
神
奈
川
県
『
民
力
酒
養
実
行
要
目
調
査
資
料
』
大
正
八
年
一
〇
月
、
神
奈
川
県
社
会
課
『
民

　
　
力
酒
養
運
動
ノ
概
況
』
大
正
一
四
年
三
月
（
い
ず
れ
も
日
本
大
学
総
合
情
報
セ
ン
タ
ー
蔵
）

（
7
9
）
　
大
霞
会
編
『
内
務
省
史
』
一
巻
、
一
九
七
一
年
、
三
四
一
頁

（
8
0
）
　
国
立
教
育
研
究
所
編
『
日
本
近
代
教
育
百
年
史
』
七
巻
、
一
九
七
四
年
、
＝
一
一
頁

（
8
1
）
　
こ
う
し
た
通
説
化
に
基
づ
き
、
ま
た
そ
の
延
長
と
し
て
、
池
田
元
も
「
民
力
酒
養
運
動
は
、

　
　
五
大
要
綱
を
保
持
し
な
が
ら
も
、
そ
の
焦
点
は
一
九
二
一
年
以
降
は
『
生
活
節
約
運
動
』
と
し

　
　
て
、
二
四
年
以
降
は
『
勤
倹
奨
励
運
動
』
と
し
て
生
活
統
制
的
な
精
神
運
動
に
限
定
化
さ
れ
て

　
　
い
っ
た
」
と
説
い
て
い
る
（
前
掲
（
1
5
）
一
五
頁
）
。
こ
う
し
た
衰
退
し
た
か
の
よ
う
な
定
説
的

　
　
理
解
も
、
お
そ
ら
く
歴
史
学
者
が
民
力
酒
養
運
動
を
さ
し
て
重
要
視
し
な
か
っ
た
一
因
と
な
つ

　
　
た
ろ
う
。

（
8
2
）
　
こ
の
ほ
か
に
も
、
民
力
酒
養
運
動
を
一
連
の
社
会
教
化
運
動
と
し
て
捉
え
る
潮
流
に
対
し
、

　
　
地
方
改
良
運
動
の
第
一
課
題
が
地
方
自
治
体
の
再
編
策
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
民
力
酒
養
運
動

　
　
の
そ
れ
は
「
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
社
会
不
安
の
緩
和
策
」
で
あ
る
疑
義
を
示
し
、
社
会
局
の

　
　
関
係
か
ら
民
力
酒
養
運
動
を
論
じ
た
も
の
に
、
山
本
悠
三
「
民
力
酒
養
運
動
と
社
会
局
」
『
東

　
　
北
福
祉
大
学
紀
要
』
一
五
号
、
一
九
九
〇
年
が
あ
る
。

（
8
3
）
　
尾
川
昌
法
「
治
安
維
持
法
体
制
と
思
想
支
配
」
『
日
本
史
研
究
』
　
一
七
六
号
、
一
九
七
七
年

（
8
4
）
　
小
池
善
吉
「
第
一
次
大
戦
後
の
群
馬
県
民
力
酒
養
運
動
（
二
）
ー
大
正
中
期
の
国
民
教
化
へ

　
　
の
対
応
と
し
て
」
『
群
馬
県
史
研
究
』
二
〇
号
、
一
九
八
四
年

（
8
5
）
　
前
掲
（
1
5
）
、
「
自
由
教
育
論
争
」
の
み
な
ら
ず
「
国
民
道
徳
論
」
と
の
関
係
な
ど
、
当
時
の

　
　
思
潮
の

通
史
的
な
思
想
史
理
解
に
、
こ
の
池
田
の
論
考
が
大
い
に
参
考
に
な
っ
た
こ
と
を
付
記

　
　
し
て
お
く
。

（
8
6
）
　
『
札
幌
支
庁
民
力
酒
養
実
行
要
目
』
（
年
月
不
記
載
、
北
海
道
立
図
書
館
蔵
）
は
、
あ
る
い
は

　
　
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
類
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
8
7
）
　
大
霞
会
編
『
内
務
省
史
』
三
巻
、
一
九
七
一
年
、
三
七
七
頁

（
8
8
）
　
「
民
力
酒
養
日
の
制
定
」
青
森
県
史
編
さ
ん
近
現
代
部
会
編
『
青
森
県
史
』
資
料
編
近
現
代

　
　

3
、
二
〇
〇
四
年
、
八
八
ー
九
〇
頁
。
愛
媛
県
の
場
合
も
、
四
国
三
県
と
の
数
値
比
較
で
語

　
　

る
叙
述
が
、
項
目
に
よ
っ
て
か
な
り
目
立
っ
て
い
る
（
『
愛
媛
県
史
』
資
料
編
社
会
経
済
下
、

　
　
一
九
八
六
年
、
四
一
〇
頁
）
。

（
8
9
）
　
「
施
設
及
改
善
事
項
」
に
は
「
篤
農
家
ノ
石
像
ヲ
建
設
シ
テ
功
労
ヲ
表
彰
ス
（
西
磐
井
郡
山

　
　
目
村
と
と
も
記
さ
れ
て
い
る
（
六
三
頁
）
。

（
9
0
）
　
さ
ら
に
「
施
設
及
改
善
事
項
」
を
み
る
と
、
「
町
村
役
場
事
務
室
二
神
宮
大
麻
ヲ
備
フ
（
巌

　
　
手
郡
松
尾
村
外
百
五
十
一
町
村
と
、
「
小
学
校
二
神
宮
大
麻
ヲ
備
ヒ
生
徒
ヲ
シ
テ
礼
拝
セ
シ
ム

　
　
（
江
刺
郡
藤
里
村
外
二
百
七
十
六
校
）
」
と
い
っ
た
実
行
事
例
も
記
さ
れ
て
い
る
（
六
〇
ー
一

　
　
頁
）
。

（
9
1
）
　
柳
田
國
男
「
祭
礼
と
世
間
」
『
柳
田
國
男
全
集
』
二
二
巻
（
文
庫
版
）
、
一
九
九
〇
年

（
9
2
）
山
室
信
一
「
知
的
循
環
の
メ
デ
ィ
ア
と
場
」
『
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
』
二
〇
集
、

　
　
一
九
八
四
年

（
9
3
）
　
内
務
省
社
会
局
『
民
力
酒
養
実
行
資
料
（
其
四
）
講
演
会
の
開
催
に
付
改
善
を
要
す
べ
き
事

　
　
項
』
大
正
一
〇
年
五
月
（
国
会
図
書
館
蔵
）

（
9
4
）
　
講
師
に
は
そ
の
他
、
在
郷
軍
人
会
連
合
分
会
長
、
郵
便
局
長
、
観
測
所
長
、
判
事
、
署
長
、

　
　
前
代
議
士
、
会
社
社
長
の
ほ
か
、
肩
書
の
な
い
四
名
が
選
ば
れ
て
い
る
。
う
ち
一
人
は
、
遠
野

　
　
町
の
伊
能
嘉
能
で
あ
る
。

（
9
5
）
　
中
央
報
徳
会
編
纂
（
上
野
他
七
郎
編
輯
）
『
思
想
の
動
揺
と
民
力
の
酒
養
』
大
正
九
年
八
月
、

　
　
一
木
喜
徳
郎
、
沢
柳
政
太
郎
、
福
本
誠
、
山
崎
延
吉
）
、
建
部
遮
吾
（
君
述
）
『
現
代
社
会
問
題

　
　
の
批
判
（
民
力
酒
養
打
合
会
に
於
け
る
講
演
速
記
）
』
、
物
集
高
見
（
君
述
）
『
国
体
の
精
華
（
民

　
　
力
酒
養
打
合
会
に
於
け
る
講
演
速
記
）
』
内
務
省
社
会
局
、
大
正
一
〇
年
五
月
、
警
世
道
人
「
民

　

力
酒
養
米
の
小
言
（
第
四
版
ご
備
前
味
野
社
会
教
育
普
及
会
、
大
正
九
年
、
「
加
藤
拙
堂
氏
民

　

力
酒
養
講
演
」
鹿
児
島
県
『
民
力
酒
養
運
動
』
大
正
九
年
二
月

（
9
6
）
　
「
成
績
一
斑
」
に
は
主
婦
会
と
禁
酒
会
の
数
値
も
示
さ
れ
て
い
る
。
大
正
七
年
か
ら
大
正

　
　
一
〇
年
の
変
化
は
、
前
者
が
二
六
か
ら
二
四
一
、
後
者
が
九
か
ら
三
二
と
な
っ
て
い
る
。

（
9
7
）
愛
知
県
の
『
（
民
力
酒
養
資
料
第
参
編
∀
民
力
酒
養
に
関
す
る
町
村
実
行
事
項
』
大
正
一
〇

　

年
三
月
に
も
、
県
内
務
部
長
の
コ
戸
主
会
、
主
婦
会
設
立
に
関
す
る
依
命
通
牒
」
に
対
し
、
各

　

町
村
か
ら
の
要
望
が
あ
っ
た
と
し
て
、
改
め
て
提
示
さ
れ
た
「
町
村
自
治
会
準
則
案
」
が
記
載

　
　
さ
れ
て
い
る
。
「
第
三
条
の
目
的
を
達
せ
ん
が
た
め
」
と
し
て
、
第
四
条
に
は
五
大
要
綱
を
掲
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げ
て
お
り
（
＝
ー
三
頁
）
、
大
正
期
の
自
治
会
の
急
増
の
背
景
に
は
、
民
力
酒
養
運
動
が
緊

　
　
密
に
連
関
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
9
8
）
俵
元
昭
「
住
民
組
織
の
躍
進
」
『
東
京
百
年
史
』
四
巻
、
一
九
七
二
年
、
二
六
八
ー
九
二
頁

（
9
9
）
　
「
施
設
及
改
善
事
項
」
に
は
、
「
祝
祭
日
二
必
ス
国
旗
ヲ
掲
揚
セ
シ
ム
ル
一
方
法
ト
シ
テ
各
戸

　
　
二
注
意
シ
テ
家
族
中
小
学
児
童
、
青
年
、
処
女
、
在
郷
軍
人
、
其
ノ
他
ノ
順
序
二
依
リ
国
旗
取

　
　
扱
主
任
ヲ
定
メ
シ
ム
（
下
閉
伊
郡
刈
屋
村
、
岩
泉
村
）
」
と
い
っ
た
記
述
も
あ
る
。

（
0
0
1
）
　
有
泉
貞
夫
「
明
治
国
家
と
祝
祭
日
」
『
歴
史
学
研
究
』
三
四
一
号
、
一
九
六
八
年

（
皿
）
　
拙
稿
「
都
市
生
活
の
民
俗
」
福
田
ア
ジ
オ
・
赤
田
光
男
編
『
講
座
日
本
の
民
俗
学
3
　
社
会

　
　
の
民
俗
』
雄
山
閣
、
一
九
九
七
年

（2
0
1
）
　
前
掲
（
2
4
∀
、
二
二
三
頁

（
3
0
1
）
　
橋
本
毅
彦
・
栗
山
茂
久
編
『
遅
刻
の
誕
生
ー
近
代
日
本
に
お
け
る
時
間
意
識
の
形
成
』
三
元

　
　
社
、
二
〇
〇
一
年

（
1
）
　
前
掲
（
3
）
、
七
二
頁

（
5
0
1
）
前
掲
（
3
）
、
二
〇
頁

（
㎜
）
　
前
掲
（
3
）
、
八
三
頁

（
7
0
1
）
前
掲
（
3
）
、
九
三
頁

（
㎜
）
前
掲
（
3
）
、
一
三
三
頁

（
陶
）
　
「
町
村
長
の
抱
持
す
る
社
会
政
策
」
（
大
正
一
〇
年
二
月
）
『
五
所
川
原
市
史
』
史
料
編
3
上
巻
、

　
　
一
九
九
六
年
、
七
〇
八
頁

（
m
）
前
掲
（
4
）
、
二
頁

（
m
）
　
前
掲
（
9
7
）
、
＝
一
二
頁

（2
1
1
）
　
前
掲
（
9
7
）
、
八
三
ー
四
頁

（
3
1
1
）
前
掲
（
6
5
）
、
七
五
－
六
頁

（
…
…
）
　
前
掲
（
9
7
）
、
五
七
頁

（5
1
1
）
　
前
掲
（
9
7
）
、
一
二
八
頁

（
6
1
1
）
　
前
掲
（
9
7
）
、
三
〇
1
一
頁

（
7
1
1
）
　
京
都
府
内
務
部
庶
務
課
『
民
力
酒
養
第
一
年
』
大
正
九
年
三
月
一
日
（
国
立
国
会
図
書
館

　
　
蔵
）
、
三
一
二
頁

（8
1
1
）
　
前
掲
（
9
7
）
、
六
〇
頁

（田
）
　
前
掲
（
9
7
）
、
一
五
二
頁

（
0
2
1
）
　
和
歌
山
県
『
和
歌
山
県
民
力
酒
養
施
設
状
況
』
大
正
九
年
四
月
三
〇
日
（
国
立
国
会
図
書
館

　
　
蔵
）
五
二
頁
、
お
よ
び
四
八
頁

（
m
）
前
掲
（
3
）
、
五
四
、
七
三
、
九
三
、
一
〇
一
頁

（
2
2
1
）
　
前
掲
（
3
）
、
一
二
九
頁
、
一
方
、
京
都
府
で
は
「
神
職
ノ
人
格
ヲ
向
上
セ
シ
ム
ル
コ
ト
」

　
　
と
あ
る
（
前
掲
（
皿
）
、
一
二
七
頁
）
。

（
3
2
1
）
　
前
掲
（
3
）
、
一
九
頁

（
盟
）
　
前
掲
（
3
）
、
四
六
頁

（5
2
1
）
　
柳
田
國
男
「
島
の
年
中
行
事
」
『
定
本
柳
田
國
男
集
』
＝
二
巻
、
二
九
五
頁

（㎜
）
　
平
山
敏
治
郎
「
神
棚
」
民
俗
学
研
究
所
編
『
民
俗
学
辞
典
』
東
京
堂
、
一
九
五
一
年
、
一
二
四
頁
、

　
　
同
「
神
棚
と
仏
壇
」
『
史
林
』
三
二
巻
二
号
、
一
九
五
〇
年

（
卿
）
　
前
掲
（
9
7
）
、
八
三
頁
。
ま
た
島
根
県
大
原
郡
で
は
そ
の
「
民
力
酒
養
実
行
細
目
」
で
、
神

　
　
社
に
お
け
る
「
公
務
員
就
退
任
式
ヲ
行
フ
コ
ト
」
も
定
め
て
い
る
（
島
根
県
内
務
部
『
民
力
酒

　
　
養
の
施
設
と
経
過
』
大
正
一
〇
年
、
＝
二
頁
）
。

（8
2
1
）
　
前
掲
（
9
7
）
、
三
ニ
ー
三
頁

（9
2
1
）
前
掲
（
9
7
）
、
四
二
⊥
二
頁

（0
3
1
）
　
前
掲
（
6
5
）
、
五
七
ー
八
頁

（
1
3
1
）
　
「
西
本
と
島
根
県
庁
」
『
中
外
日
報
』
一
九
］
五
年
一
二
月
一
日
、
「
仏
徒
の
不
心
得
事
件
」
『
全

　
　
国
神
職
会
会
報
』
二
〇
七
号
、
一
九
一
六
年

（
2
3
1
）
　
目
黒
和
三
郎
「
仏
徒
の
反
省
を
促
す
」
『
全
国
神
職
会
会
報
』
二
〇
六
号
、
一
九
一
五
年
、

　
　
七
頁

（
3
3
1
）
　
前
掲
（
9
7
）
、
＝
五
－
六
頁

（
4
3
1
）
前
掲
（
6
7
）
、
一
〇
六
－
七
頁

（斑
）
　
前
掲
（
m
）
、
三
一
二
頁

（
皿
）
　
京
都
府
で
は
各
郡
と
も
そ
の
要
目
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
が
、
「
南
桑
田
郡
二
於
ケ
ル
実
行

　
　
細

目
」
で
は
「
宮
参
り
、
神
講
、
日
待
ち
、
ゐ
ノ
子
等
古
来
因
襲
ノ
神
事
ハ
社
会
ノ
秩
序
、
風

　
　
俗

ヲ
害
セ
ザ
ル
限
リ
可
成
之
ガ
保
存
ヲ
図
ル
コ
ト
」
と
も
あ
る
（
前
掲
（
m
）
、
三
四
六
頁
）
。

（
7
3
1
）
　
加
佐
郡
役
所
庶
務
係
『
民
力
涌
養
規
約
加
佐
郡
』
大
正
一
〇
年
三
月
。
な
お
、
加
佐
郡
の
「
由

　
　
良
村
民
力
酒
養
実
行
規
程
」
に
は
、
「
宮
参
リ
ハ
初
子
ノ
ミ
ニ
限
リ
産
着
ハ
親
元
ノ
ミ
ニ
シ
テ

　
　
綿
布
二
限
リ
他
ハ
料
ニ
ス
ル
事
」
（
四
七
頁
）
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
宮
参
り
を
初
子
に
限
定
す

　
　
る
規
定
で
な
く
、
そ
の
贈
答
に
対
す
る
規
定
だ
と
思
わ
れ
る
。

（8
3
1
）
　
前
掲
（
6
7
）
、
二
〇
頁

（
9
3
1
）
　
島
根
県
内
務
部
「
民
力
酒
養
の
施
設
と
経
過
』
大
正
一
〇
年
二
月
一
五
日
（
島
根
県
立
図
書

　
　
館
蔵
）
。
一
方
、
寺
院
に
関
し
て
は
新
規
に
付
加
さ
れ
た
行
事
は
な
い
。

（
0
4
1
）
　
例
え
ば
鹿
児
島
伊
佐
郡
で
は
コ
月
一
日
ニ
ハ
重
ナ
ル
神
社
二
参
拝
ス
ル
コ
ト
」
と
い
っ
た

　
　
表
現
で
指
示
さ
れ
る
が
、
ほ
か
に
初
詣
と
い
う
表
現
を
用
い
る
の
は
、
島
根
県
で
あ
る
が
（
前

　
　
掲
（
鵬
）
、
一
五
〇
頁
）
、
安
濃
郡
の
「
五
大
要
綱
実
施
細
目
」
で
は
、
「
神
社
中
心
タ
ル
ヘ
キ

　
　
事
業
、
献
穀
祭
、
自
治
奉
告
祭
、
公
務
員
就
（
退
）
任
奉
告
祭
、
入
（
退
）
営
兵
奉
告
祭
、
神

　
　
前
結
婚
、
賀
齢
祭
、
誕
生
初
詣
式
、
各
種
団
体
事
業
報
告
祭
等
ヲ
振
興
セ
シ
ム
ル
コ
ト
」
（
前

　
　
掲
（
9
3
1
）
、
＝
二
七
頁
）
と
あ
り
、
誕
生
初
詣
式
と
初
宮
参
り
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。

（
1
4
1
）
　
ヘ
ル
マ
ン
・
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
「
現
代
民
俗
学
の
輪
郭
」
『
愛
知
大
学
一
般
教
育
論
集
』
創
刊
号
、

　
　
一
九
八
八
年

（
2
4
1
）
　
鈴
木
巣
三
「
七
五
三
の
祝
い
」
『
日
本
年
中
行
事
辞
典
』
角
川
書
店
、
一
九
七
七
年
、
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六
三
八
－
九
頁

（
鵬
）
　
画
報
生
「
戦
捷
後
の
七
五
三
祝
」
『
風
俗
画
報
』
三
三
〇
号
、
一
九
〇
五
年
、
二
二
頁

（
1
4
∀
　
画
報
生
「
七
五
三
の
祝
衣
と
髪
飾
」
『
風
俗
画
報
』
三
五
四
号
、
一
九
〇
六
年
、
二
七
ー
八

　
　
頁

（
鵬
）
　
三
越
呉
服
店
広
告
「
中
元
御
贈
答
品
売
り
出
し
」
『
婦
人
画
報
』
二
六
三
号
、
一
九
二
七
年
、

　
　
裏
表
紙

（
6
4
1
）
前
掲
（
仰
）
、
五
二
頁

（
7
4
1
）
　
前
掲
（
団
）
、
九
八
、
八
五
、
一
四
八
頁
。
ま
た
長
野
県
の
「
諏
訪
郡
民
力
酒
養
必
行
要
項
」

　
　
で
は
「
結
婚
式
ヲ
挙
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
必
ス
氏
神
及
祖
先
二
奉
告
ス
ヘ
シ
」
と
あ
る
（
前
掲
（
4
）
、

　
　
二
一
頁
）
。
ま
た
神
職
の
意
見
書
の
中
の
記
述
で
あ
る
が
、
京
都
府
の
史
料
に
は
「
婚
姻
式
を

　
　
始
め
其
他
諸
般
の
祝
賀
は
神
社
に
於
て
執
行
せ
し
む
る
様
奨
励
せ
し
む
る
事
」
と
も
記
さ
れ
て

　
　
い
る
（
前
掲
（
田
）
、
二
二
九
頁
）
。

（
蝿
）
　
前
掲
（
4
）
、
例
え
ば
「
丸
子
町
風
俗
習
慣
改
良
服
制
規
程
」
（
二
五
ー
八
頁
）
、
長
野
県
レ

　
　
ベ
ル
の
実
行
要
目
で
も
、
「
冠
婚
葬
祭
送
迎
等
其
ノ
精
神
二
重
キ
ヲ
置
キ
形
式
的
方
面
ヲ
簡
易

　
　
ニ
ス
ル
為
メ
郡
市
町
村
二
於
テ
規
約
ヲ
設
ケ
之
ヲ
実
行
セ
シ
ム
ル
コ
ト
」
、
「
冗
費
浪
費
ヲ
節

　
　
ス
ル
コ
ト
」
、
ま
た
「
消
費
道
徳
ヲ
重
ン
シ
奢
修
生
活
ヨ
リ
来
ル
生
産
力
消
耗
ヲ
戒
ム
ル
コ
ト
」

　

と
い
っ
た
規
定
は
あ
る
が
（
前
掲
（
4
）
、
四
頁
）
、
こ
れ
は
他
の
府
県
で
も
同
様
で
あ
る
の
で
、

　
　
な
ぜ
そ
う
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
二
四
頁

二
六
頁

二

一
頁

一
四

八
頁

二
五
－
二
六
頁

　
　

工0
掲
（
　
）
、
　
八
⊥
ハ
頁

　
　
前
掲
（
7
3
1
）
、
二
一
頁
、
加
佐
郡
の
生
活
改
善
同
盟
会
社
交
儀
礼
改
善
調
査
委
員
会
調
査
は
、

　
　
ほ
か
に
も
「
宴
会
二
関
ス
ル
改
善
事
項
」
と
「
贈
答
に
関
す
る
改
善
事
項
」
を
設
定
し
て
い
る
。

（
6
5
1
）
　
前
掲
（
3
）
、
九
四
頁

（7
5
1
）
　
前
掲
（
㎜
）
、
二
九
九
頁

（8
5
1
）
　
前
掲
（
3
）
、
一
〇
二
頁

（9
5
1
）
　
前
掲
（
㎜
）
、
一
一
五
、
一
一
七
頁

（
0
6
1
）
　
拙
稿
「
忘
却
か
ら
記
憶
ヘ
ー
死
者
の
名
を
記
念
す
る
こ
と
」
『
歴
博
』
一
二
五
号
、
国
立
歴

　
　
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
四
年
、
お
よ
び
前
掲
（
6
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
田
）
前
掲
（
9
7
）
、
一
四
九
頁

（
＠

前
掲
（
m
）
、
一
二
七
頁

（3
6
1
）
前
掲
（
田
）
、
三
四
五
頁

（
＠

前
掲
（
田
）
、
二
八
七
頁

（
5
6
1
）
　
前
掲
（
9
7
）
、
一
四
入
1
一
四
九
頁
、
同
県
東
春
日
井
郡
で
も
「
御
真
影
を
郡
内
三
十
二
校
を

　
　
奉
戴
せ

し
め
、
三
大
節
に
は
町
村
公
職
者
青
年
会
員
、
在
郷
軍
人
分
会
員
、
其
他
有
力
者
、
保

　
　
護
者
等
各
階
級
を
網
羅
し
、
必
ず
其
式
に
参
列
せ
し
め
」
と
す
る
ほ
か
（
二
〇
ー
二
一
頁
）
、

　
　
葉
栗
郡
で
は
児
童
に
「
御
真
影
に
対
し
朝
夕
の
敬
礼
を
欠
か
ざ
る
こ
と
」
と
指
示
し
て
い
る

　
　
（
三
五
頁
）
。

（
燗
）
前
掲
（
田
）
、
二
五
頁

（
7
6
1
）
　
前
掲
（
3
）
、
二
〇
頁
、
同
県
伊
佐
郡
の
場
合
は
、
「
三
大
節
ニ
ハ
、
挙
式
ノ
際
伊
勢
大
廟
ヲ

　
　
遙
拝
ス
ル
コ
ト
」
と
三
大
節
に
限
定
さ
れ
て
い
る
（
九
三
頁
）
。

（8
6
1
）
　
前
掲
（
団
）
、
二
二
六
頁

（9
6
1
）
　
前
掲
（
団
）
、
一
五
〇
ー
一
頁

（0
7
1
）
　
前
掲
（
㎜
）
、
　
＝
二
七
頁

（m
）
　
前
掲
（
9
7
）
、
一
八
〇
頁

（
m
）
　
前
掲
（
m
）
、
二
九
ニ
ー
四
頁

（
m
）
前
掲
（
㎜
）
、
五
〇
頁

（4
7
1
）
　
前
掲
（
9
7
）
、
一
一
七
頁

（
5
7
1
）
　
前
掲
（
3
）
、
二
〇
頁

（
6
7
1
）
　
前
掲
（
皿
）
、
四
二
ー
四
三
頁
。
ま
た
鹿
児
島
県
囎
唄
郡
で
は
「
招
魂
社
祭
典
ヲ
壮
厳
二
行

　
　
フ
コ
ト
」
は
第
三
要
綱
「
修
養
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
（
3
）
、
一
〇
八
頁
）
。

（7
7
1
）
　
前
掲
（
9
7
）
、
一
六
九
頁

（8
7
1
）
　
前
掲
（
3
）
、
八
七
頁

（9
7
1
）
　
前
掲
（
3
）
、
＝
二
四
頁

（0
8
1
）
　
前
掲
（
3
）
、
三
九
頁

（
捌
）
前
掲
（
3
）
、
二
〇
ー
一
頁

（
㎜
）
青
森
県
東
津
軽
郡
「
高
田
村
規
約
」
『
青
森
県
史
資
料
編
近
現
代
三
』
、
二
〇
〇
四
年
「
勤

　
　
労
二
励
ミ
規
律
ヲ
正
サ
ン
為
メ
本
村
休
日
ヲ
左
ノ
如
ク
一
定
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
て
、
こ
れ

　
　
が
記
さ
れ
る
。

（3
8
1
）
　
前
掲
（
田
）
、
三
四
六
頁

（4
8
1
）
　
前
掲
（
団
）
、
一
〇
四
頁

（
5
8
1
）
前
掲
（
団
）
、
一
〇
一
頁

（
6
8
1
）
　
島
根
県
仁
多
郡
の
「
何
村
矯
風
規
約
準
則
」
で
は
、
ほ
か
に
も
「
婚
礼
二
就
テ
」
「
宴
会
ハ

　
　
凡
ソ
三
時
間
ヲ
限
度
ト
ス
ル
コ
ト
」
と
か
、
「
礼
儀
其
ノ
他
」
と
し
て
「
訪
問
上
避
ク
ヘ
キ
時

　
　
間
及
遠
慮
ス
ヘ
キ
場
合
」
は
「
朝
七
時
前
及
夜
十
時
以
後
」
な
ど
、
時
間
の
指
定
が
目
立
っ
て

　
　
い
る
（
前
掲
（
団
）
、
九
九
、
一
〇
三
頁
）
。

（
7
8
1
）
　
ア
ニ
バ
ー
サ
リ
ー
・
文
化
的
記
念
日
の
問
題
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
M
・
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
『
記

　
　
念
祭
／
記
念
日
カ
ル
ト
』
現
代
書
館
（
小
池
和
子
訳
）
、
一
九
九
三
年
を
参
照
の
こ
と
。

（
8
8
1
）
　
清
水
昭
俊
「
儀
礼
の
外
延
」
青
木
保
・
黒
田
悦
子
編
『
儀
礼
ー
文
化
と
形
式
的
行
動
』
東
京

319



国立歴史民俗博物館研究報告

　第141集2008年3月

　
　
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年

（
㎜
）
≦
g
而
巴
゜
・
民
ぎ
旨
西
○
目
ρ
㌔
昌
§
ミ
窓
§
ひ
○
ミ
§
、
e
ミ
ミ
⇔
、
§
、
§
へ
e
漬
§
§

　
　
誉
o
ミ
、
禽
〔
㊥
ユ
昌
o
o
8
白
己
巳
く
o
匹
せ
勺
『
め
゜
・
ω
－
N
O
O
」
．
邦
訳
に
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
S
・
Y
・
チ
ウ
ェ

　
　
『
儀
式
は
何
の
役
に
立
つ
か
ー
ゲ
ー
ム
理
論
の
レ
ッ
ス
ン
』
新
曜
社
（
安
田
雪
訳
）
、
二
〇
〇
三

　
　
年
が
あ
る
が
、
韓
国
系
の
名
前
の
読
み
方
が
お
か
し
い
の
で
、
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
チ
ェ
に
変
更
し
た
。

（
0
9
1
）
　
河
野
眞
『
ド
イ
ツ
民
俗
学
と
ナ
チ
ズ
ム
』
創
土
社
、
二
〇
〇
五
年

（
1
9
1
）
　
文
部
省
教
学
局
『
臣
民
の
道
』
一
九
四
一
年
、
七
四
ー
五
頁

（
呪
）
　
村
上
重
良
『
天
皇
制
国
家
と
宗
教
』
日
本
評
論
社
、
一
九
八
六
年
、
一
二
〇
ー
一
二
三
頁
。

　
　
同
『
国
家
神
道
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
、
一
五
一
頁
。

（
凹
）
紀
平
正
義
編
『
臣
民
の
道
通
義
』
皇
国
青
年
教
育
協
会
、
一
九
四
二
年
、
二
三
九
頁

（
閣
）
　
文
部
省
制
定
「
礼
法
要
項
」
は
、
要
項
の
そ
れ
ぞ
れ
に
解
説
を
付
し
た
形
で
公
に
さ
れ
て
い

　
　
る
も
の
が
多
く
、
各
地
方
長
官
宛
の
通
達
だ
け
で
文
部
省
が
直
接
発
行
の
『
礼
法
要
項
』
は
な

　
　
い
よ
う
で
あ
る
。
徳
川
義
親
が
代
表
の
礼
法
研
究
会
『
礼
法
要
項
解
説
』
皇
国
青
年
教
育
協
会
、

　
　
一
九
四
一
年
五
月
の
ほ
か
、
徳
川
義
親
『
日
常
礼
法
の
心
得
』
一
九
四
一
年
一
一
月
。
徳
川
義

　
　
親
は
松
平
春
嶽
五
男
で
尾
張
徳
川
家
一
九
代
当
主
で
あ
り
、
徳
川
生
物
学
研
究
所
や
徳
川
黎
明

　
　
会
、
ま
た
北
海
道
八
雲
徳
川
農
場
を
創
設
し
、
後
者
で
は
同
地
域
居
住
の
ア
イ
ヌ
に
熊
の
木
彫

　
　
り
作
成
を
勧
め
る
な
ど
、
農
民
美
術
運
動
に
も
加
わ
っ
た
。
ま
た
マ
レ
ー
の
「
虎
狩
り
の
殿

　
　
様
」
と
し
て
も
知
ら
れ
る
ほ
か
、
貴
族
院
で
治
安
維
持
法
に
唯
一
反
対
す
る
一
方
、
右
翼
と
の

　
　
交
友
も
有
名
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
は
日
本
社
会
党
の
結
成
に
も
関
わ
る
な
ど
、
異
才
を
放
っ
た

　
　
人
物
で
あ
っ
た
。

（
鵬
）
　
九
華
会
編
『
解
説
礼
法
要
項
』
文
淵
閣
、
一
九
四
一
年
六
月
を
は
じ
め
、
渡
辺
咬
『
昭
和
国

　
　
民
礼
法
要
項
ー
文
部
省
公
布
』
田
中
誠
光
社
、
一
九
四
一
年
五
月
、
日
本
放
送
協
会
編
『
国
民

　
　
礼
法
解
説
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
四
一
年
九
月
ほ
か
、
類
書
は
多
数
あ
る
。
な
お
、
熊

　
　
倉
功
夫
『
文
化
と
し
て
の
マ
ナ
ー
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
が
、
本
稿
と
は
全
く
別
の
観
点

　
　
か

ら
、
礼
法
を
分
析
し
て
い
る
。

（
6
9
1
）
前
掲
（
班
）
七
七
頁
、
ほ
か
に
も
、
「
道
路
・
公
園
」
の
章
で
、
例
え
ば
「
人
と
同
行
す
る
と
き
は
、

　
　
足
並

を
揃
へ
る
。
多
人
数
横
に
並
ん
で
歩
く
の
は
よ
く
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
適
宜
縦
列
を
作

　
　
る
。
行
列
を
横
切
る
こ
と
は
よ
く
な
い
」
、
「
長
上
と
同
行
す
る
場
合
は
そ
の
後
又
は
左
側
に
随

　
　
ふ
。
路
上
で
は
、
危
険
を
考
慮
し
て
車
道
の
側
に
立
つ
」
、
「
長
上
と
同
行
の
場
合
、
そ
の
長
上

　
　
に
対
し
て
敬
礼
を
す
る
人
が
あ
つ
て
も
、
敬
礼
し
な
い
。
先
方
が
長
上
と
同
輩
又
は
長
上
よ
り

　
　
地
位
の
高
い
人
の
場
合
に
は
敬
礼
を
す
る
」
、
「
長
上
と
同
行
の
場
合
、
知
人
な
ど
に
行
逢
つ
て

　
　
も
、
挨
拶
を
交
す
程
度
に
と
“
め
、
濫
り
に
談
話
を
し
な
い
」
と
い
っ
た
マ
ナ
ー
が
示
さ
れ
て

　
　
い
る
。
（
同
一
〇
〇
ー
一
頁
）

（
7
9
1
）
前
掲
（
㎜
）
、
九
九
頁

（
阻
）
前
掲
（
m
）
、
二
二
一
頁

（
珊
）
　
『
太
祖
実
録
』
巻
一
、
太
祖
元
年
七
月
丁
未
の
条

（
㎜
）
　
拙
稿
「
都
城
の
象
徴
性
と
王
権
の
祭
祀
－
朝
鮮
の
事
例
を
中
心
に
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物

　
　
館
研
究
報
告
』
七
四
集
、
一
九
九
七
年
も
参
照
の
こ
と
。

（
1
0
2
）
　
竹
田
旦
「
法
と
民
俗
の
対
立
ー
韓
国
の
家
庭
儀
礼
に
関
す
る
法
令
を
め
ぐ
っ
て
」
『
日
本
民

　
　
俗
学
』
二
〇
七
号
、
一
九
九
六
年

（
2
0
2
）
小
島
毅
『
中
国
近
世
に
お
け
る
礼
の
言
説
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
、
二
五
、
二
九

　
　
頁

（
3
0
2
）
　
礼
儀
作
法
と
学
校
で
な
さ
れ
た
礼
法
教
育
に
つ
い
て
は
、
迷
惑
と
い
う
社
会
規
範
と
の
関
連

　
　
で
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。
な
お
、
昭
和
一
六
年
か
ら
国
民
学
校
の
教
科
に
お
い
て
、
そ
れ
ま

　
　
で
の
修
身
や
小
学
礼
法
に
代
っ
て
、
『
国
民
礼
法
』
と
い
う
名
の
教
科
書
が
使
用
さ
れ
た
。

（捌
）
　
前
掲
（
皿
）
、
一
〇
四
頁

（
5
0
2
）
　
田
村
和
彦
「
『
成
人
式
』
の
誕
生
」
常
光
徹
編
『
妖
怪
変
化
－
民
俗
学
の
冒
険
3
』
筑
摩
書
房
、

　
　
一
九
九
九
年
、
二
二
七
頁

（
6
0
2
）
　
須
崎
愼
一
『
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
そ
の
時
代
ー
天
皇
制
・
軍
部
・
戦
争
・
民
衆
』
大
月
書
店
、

　
　
一
九
九
八
年
、
四
〇
ー
四
三
頁

（7
0
2
）
　
前
掲
（
梛
）
、
三
五
頁

（8
0
2
）
　
前
掲
（
6
5
）
、
五
三
頁

（
㎝
∀
前
掲
（
6
5
）
、
一
〇
〇
ー
一
〇
一
頁

（
㎜
）
小
島
毅
も
陽
明
学
研
究
に
お
い
て
、
彼
の
業
績
は
言
及
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
前
掲

　
　
（
1
8
）
、
二
〇
〇
六
年
、
　
一
五
七
ー
一
五
八
頁
）
。

（
皿
）
管
見
の
限
り
、
小
田
部
雄
次
の
一
連
の
論
文
（
「
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
親
米
派
の
系

　
　
譜
ー
安
岡
正
篤
を
中
心
に
」
『
史
苑
』
四
三
巻
一
号
、
一
九
八
三
年
）
の
ほ
か
、
唯
一
学
術
書

　
　
の
形
式
を
採
っ
て
い
る
安
岡
研
究
は
、
川
井
良
浩
『
安
岡
正
篤
の
研
究
ー
民
本
主
義
の
形
成
と

　
　
そ
の
展
開
』
明
窓
出
版
、
二
〇
〇
六
年
で
あ
る
。

（
2
1
2
）
　
ゲ
オ
ル
ゲ
・
L
・
モ
ッ
セ
『
大
衆
の
国
民
化
ー
ナ
チ
ズ
ム
に
至
る
政
治
シ
ン
ボ
ル
と
大
衆
文

　
　
化
』
柏
書
房
（
佐
藤
卓
己
・
佐
藤
八
寿
子
）
、
一
九
九
四
年
、
二
三
四
頁

【謝
辞
】
　
原
史
料
収
集
に
あ
っ
て
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
リ
サ
ー
チ
ア
シ
ス
タ
ン
ト
の
綿
引
香

織

さ
ん
を
は
じ
め
同
館
の
図
書
係
の
皆
さ
ん
、
東
京
大
学
大
学
院
の
門
田
岳
久
さ
ん
及
び
島
根
県
立

図
書
館
ほ
か
多
く
の
史
料
所
蔵
図
書
館
・
文
書
館
の
、
お
手
数
と
御
高
配
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し

て
謝
意
を
表
わ
し
た
い
。

（東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
七
年
三
月
三
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
七
年
九
月
一
四
日
審
査
終
了
）
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The　Manners　and　Customs　that　are　Made　Visible：

The　Emergellce　of“Natiollal　Rites”i111920，s

I㎜oTo　Michiya

　　　This　paper　adopts　a　folklore　perspective　to　examine　the　emergence　of“national　rites”during　the　period　of

the　Movement　for　the　Cultivation　of　National　Strength（Minryoku　Kanyo　Undo），which　can　be　called　one　of　the

major　turning　points　of　Japanls　modern　period，　in　the　context　of　the　development　of　children！s　rites　during　that

era．　The　Movement　for　the　Cultivation　of　National　Strength，　which　operated　fbllowing　the　First　Wbrld　War，　has

been　regarded　as　an　extension　of　the　Movement　for　Local　Improvement（Chiho　Kairyo　Undo），which　occurred

after　the　Russo－Japanese　War．　This　is　perhaps　the　reason　why　the　study　Japan’s　modern　history　contains

rela6vely　little　on　the　Movement　fbr　the　Cultiva60n　of　Na60nal　Strength　compared　to　the　Movement　Ibr　Iρcal

Improvement　or　the　Movement　for　Homeland　Education（Kyodo　Kyoiku　Undo）and　the　Cultural　Assistance

Movement（Ybkusan　Bunka　Undo）that　followed．　When　the　Movement　for　the　Cultivation　of　National　Strength　is

viewed丘om　the　perspective　of　fblk　studies　we且nd　many　interesting　descriptions，　such　as　materials　containing

depictions　of　existing　lifestyles　with　bad　customs　that　should　be　remedied，　Because　the　movement　consisted　of

voluntary　reforms　by　villages，　towns，　counties　and　prefectures　throughout　Japan　in　accordance　with　the　Five

M司or　Guide五nes　advocated　by　the　Home　Ministry，　the　response　d江1もred　from　region　to　region．

　　　In　Iwate　Prefecture，　for　example，　due　to　the　emphasis　placed　on　worshipping　Shinto　deities　and　one’s

ancestors，　people　were　encouraged　to　put　up“kami－dana”dedicated　to　Ise　Taima．　In　Oshima－gun　in　Kagoshima

Prefecture，　the　local　populace　was　told　that　places　that　did　not　have　shrines　were　disloyal　to　the　Japanese　empire

and　were　ordered　to　build　shdnes　where　the　spirits　of　great　people　could　be　worshipped．　In　this　way，　regional

standardization　took　place　which　laid　the　foundation　for　the　Jingi－in　of　the　1940s　which　controlled　shrines．　Simple

and　separate　folk　beliefs　such　as　belief　in　the“k㎜adogami”（tutelary　deities　of　the　hearth）and‘‘nandogami”and

“benjogami”（deities　of　the　closet　and　toilet）were　united　under　a　belief　in　Amaterasu，　the　Sun　Goddess．　Safety

within　the　home　and　prayers　for　an　abundant　harvest　and　for　safe　childbirth　were　also　recast　so　that　people　felt

indebted　to　Amaterasu．　A　survey　of　articles　from　other　areas　throllgh皿t　the　country　reveals　that　people　were

encouraged　put　up　New　Year　decorations　such　as“kadomatsu”and“shimenawa”，　visit　a　shrine　on　New　Year’

sDay，　take　part　in　the　Shichi－go－san　children’s　festival　and　get　married　in　a　Shinto　ceremony　Rules　governing

formal　wear　prescribed　that　all　mourning　dress　be　black．　Thus，　many　of　the“national　rites”that　are　regarded　as

“traditions”in　present－day　Japan　came　about　as　a　result　of　this　movement，　which　developed“cultural　practices”

by　standardizing　folk　culture　that　had　varied　widely丘om　region　to　region．　At　the　same　time，　the　movement
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transformed　private　and　individual　rites　to　public　rites　that　were　social　rites　visible　from　the　outside．　For　example，

customs　practiced　by　a　community　such　those　for　informing　deities　festival，　sending　off　and　welcoming　home

soldiers　and　the　celebra廿on　of　the　three　big　na60nal　holidays　became　occasions　for　gathering　at　ujigami　shrines

where　a　new　style　of“group　worship”was　demanded．　While　on　the　one　hand　th輌s　brought　equality　with　respect　to

class　differences　within　communities　and　rites　that　gave　preferential　treatment　to　the丘rstborn，　on　the　other　hand

it　can　also　be　said　to　have　been　the　beginning　of　the　nationwide　standardization　of　htes　that　paved　the　way　for

“loyalty　and　patriotism”．
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